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鳥取県地域防災計画（原子力災害対策編）及び鳥取県広域住民避難計画（島 

根原子力発電所事故対応）の修正案への鳥取県原子力安全顧問等からの意見 

に対する考え方 

 

平 成 ３ ０ 年 ３ 月 １ ９ 日 

原 子 力 安 全 対 策 課 

 

鳥取県地域防災計画（原子力災害対策編）及び鳥取県広域住民避難計画（島根原子力発電所事故

対応）の修正案について、鳥取県原子力安全顧問からご意見等をいただきました。当該ご意見等及

びパブリックコメントに対する県の考え方は次のとおりです。 
 

（１）地域防災計画（原子力災害対策編） 

項目 意見の内容 左に対する県の考え方 

複合災

害時の

災害対

策本部

等の運

営 

【意見】 

複合災害時における原子力

災害以外の県災害対策本部等

との連携について、「複合災害

が発生し、県災害対策本部が複

数設置された場合は、（中略）

合同会議の開催等に努めるも

のとする」とあるが、災害対策

本部の本部長は知事であり、

「努める」のではなく「行う」

よう記載すべきではないか。 

（第３章第３節１（４）） 

〇複合災害が発生した際、県災害対策本部が複数

設置される旨の記載をしていましたが、実態に

即して「県災害対策本部において原子力災害以

外の災害についても対応が必要となった場合」

と修正しました。 

〇また、ご指摘を踏まえ、複合災害時の災害対策

本部の対応について、「必要に応じて要員の所在

調整等を行うとともに、災害対策本部内の情報

共有、連絡調整等を緊密に行う等、効率的かつ

実効的な組織運営を図るものとする」と修正し

ました。 

組織体

制 

【意見】 

県災害対策本部と県災害警戒

本部は災害レベルが違うので

はないか。 

（第３章第３節１） 

〇県では、警戒事態が発生した場合は県災害警戒

本部を、施設敷地緊急事態が発生した場合は災

害対策本部をそれぞれ設置し、対応することと

しています。 

〇また、図３－９の名称を「県災害警戒本部の組

織」と記載していましたが、図３－１０等と整

合させるため「県災害警戒本部体制」に修正し

ました。 

ドロー

ンの活

用 

【意見】 

ドローンの活用については、

操縦スキルの向上とともに、撮

影した情報については、プライ

バシー保護の観点でも適切な

運用規定を定めることが重要

である。 

（第２章第１１節１０） 

〇ドローンの運用については、運用実績があり、

操縦技能を有する職員が在籍している県林業試

験場の協力を得て、操縦技能の維持・向上、操

縦者の育成及び運用の向上検討を行うこととし

ています。 

〇また、ドローンの運用に係るプライバシーの保

護については、個人情報保護法等に則り適切に

行うよう、今後、作成する運用マニュアル等に

おいて規定したいと考えています。 

モニタ

リング

ポスト

で異常

【意見】 

県のモニタリングポストで

通報を行うべき数値を発見し

た場合の対応について、修正案

〇島根原子力規制事務所の上席放射線防災専門官

については、島根原子力発電所と人形峠環境技

術センターを担当されており、本文にその旨を

記載するよう修正しました。 
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値を発

見した

場合の

対応 

では上齋原規制事務所が削除

されているが正しいか。 

（第３章第２節（４）①） 

〇また、ご指摘を踏まえ、人形峠環境技術センタ

ーに係る場合は、上齋原原子力規制事務所へも

連絡する旨を本文に追記しました。 

広報活

動 

【意見】 

広報活動に関して、「やさし

い日本語」等の配慮は重要だと

考える。 

これまでの訓練や実務経験

等で「わかりにくい」とされる

情報や用語を抽出してひな形

をあらかじめ作成していくこ

とも有効かと考える。 

（第３章第９節） 

〇原子力災害時における情報伝達に関しては、あ

らかじめ作成している広報文案を基に訓練等の

機会を活用し、検証を行ってきているところで

あり、引き続き同様の取り組みを継続していき

たいと考えています。 

被ばく

線量の

計測 

【意見】 

避難者が、避難場所まで来た

後、できるだけ早い時期に、線

量計・ホールボディカウンタな

どを使って、個々人の被ばく線

量の計測ができる体制をつく

っていただきたい。 

ヨウ素は、半減期が８日間で

あるため、時期が遅くなると、

その実態がわからず、後の健康

管理を考えるときのデータと

して活用できない恐れがある。 

（第２章第７節１４） 

〇地域防災計画では、緊急時に公衆の被ばく線量

の評価・推定を迅速に行えるよう、ホールボデ

ィカウンタ等の配備・維持管理等を行い、公衆

の被ばく線量評価体制を整備するとしていま

す。 

〇避難者の健康管理のため、早期に内部被ばくを

測定することが重要であり、本県では据付型の

ホールボディカウンタを２台（鳥取大学医学部

附属病院、鳥取県立中央病院）、移動式ホールボ

ディカウンタを１台整備し、測定体制を整えて

います。 

〇移動式ホールボディカウンタについては、中

部・東部地域の避難所等を巡回する等によって、

医療機関と連携して検査を行うこととしていま

す。 

放射線

防護対

策施設

への備

蓄 

【意見】 

病院等医療機関、社会福祉施

設等に対する放射線防護対策

の整備等に関して、「7日分の

食糧、燃料等の備蓄」が記載さ

れているが、十分な飲料水の備

蓄を併せてお願いしたい。周囲

の放射線量が高い中で、水道水

は放射性物質に汚染されてい

る可能性があり、特に妊産婦・

乳児・子どものための十分な配

慮が必要と思われる。 

（第２章第８節２（４）） 

〇放射線防護対策設備を導入した医療機関及び社

会福祉施設では、最長で７日間の屋内退避を行

えるよう、飲料水や食料等の備蓄を行っていま

す。（「食糧」には飲料水を含みます。） 

〇また、地域防災計画の修正案では、当該施設で

食糧等の備蓄が不足した場合に備え、関係機関

と供給確保に向けた仕組みづくりを行うことと

しています。 

普及 

啓発 

【意見】 

「原子力防災等に関する住民

等に対する知識の普及と啓発

及び国際的な情報発信」につい

て、住民への研修内容として、

〇地域防災計画では、普及啓発のための広報活動

事項を定めており、ご意見の内容については当

該事項の中に含まれると考えています。県では、

普及啓発を原子力防災対策の重要な柱と位置づ

け、これに基づいて県民の皆さんに被ばく防止
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具体的な被ばくを避けるため

の方法を入れていただきたい。

外部被ばくを避けるために、速

やかな避難、被ばくを防ぐため

の服装、内部被ばくをさけるた

めの注意と安定ヨウ素剤服用

の意味と必要性など、住民が避

難行動をイメージできるよう

にしていただきたい。 

（第２章第１４節（１）） 

対策、避難行動等を具体的に認識していただく

よう、米子市、境港市等と連携して、引き続き、

次の取り組みを行っていきます。 

【普及啓発の主な取組】 

・原子力防災ハンドブックの作成及び配布 

（平成３０年から県下全戸配布（従来は米子市及

び境港市の住民に配布）） 

・原子力防災講演会 

・放射線に関する講演会 

・原子力防災現地研修会 

・避難先、避難経路確認訓練 

〇原子力災害時には、県や市からの指示に基づき、

落ち着いて行動することが重要であり、住民に

放射線に関する知識や、災害時における対応を

理解いただくことが重要と考えています。 

不特定

多数の

者が利

用する

施設の

避難計

画 

【質問】 

不特定多数の者が利用する

施設における避難計画の整備

に関して、不特定多数の者には

観光客等一時滞在者も含まれ

ているのか。 

（第２章第８節５） 

〇不特定多数の者が利用する施設としては、劇場

等の興行場、駅等が挙げられますが、これらは

観光客等一時滞在者も利用する施設であること

から含まれています。 

モニタ

リング

に係る

検討委

員会 

【質問】 

県は、平常時モニタリングの結

果を四半期毎に開催する検討

委員会での検討及び原子力安

全顧問の審議を受けたのちに

公表するとあるが、検討委員会

の名称は何か。 

（第２章第７節１３（２）） 

〇検討委員会の名称は「鳥取県環境放射線モニタ

リングに係る検討委員会」であり、計画本文へ

正式名称を記載するよう修正しました。 

〇検討委員会は、委員長である原子力環境センタ

ー所長をはじめ、原子力安全対策課長等を委員

として構成され、平常時及び緊急時のモニタリ

ング計画の立案・策定、四半期ごとの環境放射

線の測定結果の評価を行うこととしています。 

代替の

避難退

域時検

査会場 

【質問】 

代替の避難退域時検査会場

の確保について、今年度の訓練

を踏まえたよい取り組みと考

えるが、暫定であっても候補地

は検討されているか。候補地が

あれば、いざという時に混乱し

なくて済むと考える。 

（第２章第８節１３） 

〇平成２９年度原子力防災訓練では、あらかじめ

計画した避難退域時検査会場が使用できない場

合の代替会場における運営方法等を検証するた

め、検査に係る訓練を実施したものです。 

〇今回の訓練を踏まえ、代替会場を選定する際の

基準が明らかになったことから、今後、施設管

理者や地元自治体の理解を得て、代替会場の候

補地の選定を進めたいと考えています。 

洗浄水

等の引

き取り 

【質問】 

除染等で発生する洗浄水等

について原子力事業者に引き

渡すとあるが、事業者の理解は

得られているか。 

また、「引き渡すまでの間は、

容器に封入する等、適切に管理

する」旨を記載しなくてよい

〇除染等で発生した洗浄水等の処理については、

原子力事業者の理解を得ています。なお、表現

の適正化により「原子力事業者で処理する。」と

修正しました。 

〇また、除染等に伴い発生した洗浄水等の取り扱

いについては、広域住民避難計画に追記し、明

確化を図ることとします。 
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か。 

（第２章第１１節５（２）） 

モニタ

リング

体制 

【質問】 

モニタリング資機材等の整

備に関して、整備を行う防護マ

スクを全面マスクから半面マ

スクに変更したのはどのよう

な理由か。 

（第２章第７節１３） 

〇モニタリング要員等の防護装備については、国

の「オフサイトの防災業務関係者の安全確保に

関する検討会」報告書により、「高濃度の内部被

ばくの恐れがある場合に使用される全面マスク

がオフサイトにおいて必要となる状況は基本的

に想定されず、プルームによる放射性ヨウ素の

吸入による内部被ばくを防ぐ観点から、状況に

よっては半面マスクの着用が必要である。」とさ

れています。 

〇これを踏まえて整備を行う防護マスクを半面マ

スクとしたものです。 

【質問】 

「ＳＰＥＥＤＩ操作端末」

「ＳＰＥＥＤＩ中継器」の整備

が削除されたのはどのような

理由か。 

（第２章第７節１３） 

〇原子力規制委員会において、「避難の判断は、原

子力災害対策指針のとおりモニタリングの結果

によるものとし、ＳＰＥＥＤＩの結果は使用し

ない。」という運用方針が決定されました。 

〇これに伴い、平成２８年度末までに全国一律に、

ＳＰＥＥＤＩに関する機器を撤去したことから

地域防災計画において記載を削除しました。 

〇なお、本県では、使用可能な放射性物質の拡散

解析情報がある場合は、緊急時モニタリング結

果と合わせ、専門家と連携し、予防的防護措置

等の実施判断に保守的に活用することに留意す

るとしています。 

ＵＰＺ

圏外の

市町村

への支

援 

【質問】 

「ＵＰＺ 圏外の市町村に対

する原子力防災支援を必要に

応じて行い、災害発生時の屋内

退避や避難に関する留意事項

等を、広く周知するものとす

る。」とあるが、「ＵＰＺ圏外の

市町村」とは、どこまでの市町

村を想定しているか、また「原

子力防災支援」とは、具体的に

どのようなことを想定してい

るか。 

（第２章第８節１） 

※ＵＰＺ（緊急防護措置を準備

する区域） 

 島根原子力発電所から概ね

半径３０ｋｍ圏内の区域で、

県内では、境港市全域と米子

市の一部が該当。 

〇原子力災害時においては、モニタリング結果に

基づき屋内退避や避難等の防護措置を講じるこ

ととされており、あらかじめＵＰＺ圏外の市町

村の範囲を定めることはできません。また、本

県では、これらの措置を講じる必要があるすべ

ての市町村を対象として防護措置を講じること

としています。 

〇また、ＵＰＺ圏外の市町村への原子力防災支援

については、防護措置や広報に係る支援等が考

えられます。 

安定ヨ

ウ素剤

の事前

【質問】 

「関係周辺市町が行う緊急

時に安定ヨウ素剤を配布する

〇安定ヨウ素剤は、放射性ヨウ素による内部被ば

くを低減するために服用するものであり、原子

力災害対策重点区域であるＵＰＺの住民を対象
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配布 ことが困難と想定され、事前配

布を希望する住民に対しての

事前配布を支援する。」と記載

されているが、「希望する住民」

にはＵＰＺ外の住民も含まれ

るのか。 

（第２章第１１節４） 

として備蓄を行い、服用指示があった場合に配

布・服用します。 

〇安定ヨウ素剤の事前配布は、緊急時に安定ヨウ

素剤の配布が困難と想定される場合に事前配布

するものであることから、事前配布の対象はＵ

ＰＺ圏内の住民としています。 

用語の

変更 

【質問】 

「過酷事故」を「過酷事象」

に変えた理由は何か。 

（第２章第７節１２） 

〇原子力発電所における事故だけでなく、事故に

つながる事象（地震等）についても含めるよう、

用語を修正したものです。 
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（２）広域住民避難計画（島根原子力発電所事故対応） 

項目 意見の内容 左に対する県の考え方 

被 ば く

防止 

【意見】 

一時集結所でバス等を待つ際

の被ばく防止について記載さ

れているが、JR を利用する場

合も駅舎のない場合は同じ留

意事項が必要であり、記載した

方がよいと考える。 

（第２章２（９）） 

〇鉄道による避難の際の留意事項として「各駅で列

車を待つ際の被ばくの防止についても留意す

る。」ことを追記します。 

複 合 災

害 へ の

対応 

 

【意見】 

地震による道路やライフライ

ンの被害の影響が避難計画に

どう盛り込まれているかが明

瞭ではないと感じた。 

〇本計画は、何らかのプラント事故により、ＵＰＺ

内の住民避難が必要となった際の対応に焦点を

当てて策定しているため、地震によるインフラへ

の影響等の個々の事象は記載していません。 

〇なお、本計画には津波被害を蓋然性の高い事象と

して、一部道路が使用できない条件を設定してい

ます。 

〇また、被害があると影響の大きい地点は優先的に

状況確認することとしています。 

地 理 的

範囲 

【意見】 

地理的範囲の記載に関して、

「ア 鳥取県内全域及び県外

の避難先地域を地理的範囲と

する」と「イ ＵＰＺは、米子

市及び境港市の地域防災計画

（原子力災害対策編）で定める

地域とする」という部分は、順

番を逆にした方がいいのでは

ないか。 

（第１章３（２）） 

〇本計画は、鳥取県内全域及び県外への避難を前提

として計画策定を行っていることを明らかにす

るため、先ずは前段に計画の対象範囲を記載して

います。 

〇そして、後段に避難等の防護措置が必要となるＵ

ＰＺの範囲を定めているものです。 

自 衛 隊

に よ る

緊 急 輸

送 

【意見】 

輸送力が不足する場合は自衛

隊に災害派遣を要請し、航空機

等による緊急輸送を行う旨が

記載されているが、美保基地は

ＵＰＺ内なので、放射性物質の

影響を受けた場合のことを事 

前に話し合っておく必要があ

ると考える。 

（第２章２（１０）） 

〇原子力災害時は、災害の状況によるところが大き

く、あらかじめ被害を想定することが困難であ

り、また、全国規模での支援が必要なことから、

国の非常（緊急）災害対策本部が一元的に実動機

関の支援を調整するため、個々の対応を事前決定

することは困難です。 

〇しかしながら、本県では、自衛隊への災害派遣要

請や避難者の搬送方法等を円滑に行うため、毎年

度、航空自衛隊美保基地の協力を得て、原子力防

災訓練を実施し、航空機を活用した避難者の輸送

手順等の確認を行っています。 
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避 難 手

段等 

【質問】 

自動車避難の想定を７割から

９割に変更したのはどのよう

な理由であるか。 

また、これにより避難時間推計

（避難に要する必要時間）、避

難退域時検査場、避難受け入れ

場所での駐車場の確保、避難シ

ナリオに影響は生じないか。 

（第２章１（２）オ（２）） 

〇平成２８年度に島根県と共同で避難計画の実効

性の向上を図るため無作為抽出した世帯に対し

て、避難時における支援者の要否や移動手段、避

難先等に関するアンケート調査を実施しました。

その結果、バスで避難するという回答が６．８％

であったことを踏まえ、自家用車避難の割合を９

割に変更するものです。 

〇避難時間推計は、住民の方々の避難行動と避難時

間との関係を把握するため平成２５年度に島根

県と共同で実施しました。推計にあたっては、Ｐ

ＡＺ・ＵＰＺ圏内の全住民（４７万１千人）の９

８．３％（避難行動要支援者の半数（約８千人）

はバス避難を想定）が自家用車避難を行う想定で

推計を行っているため、避難シナリオ等に影響は

生じません。 

 

※ＰＡＺ（予防的防護措置を準備する区域） 

 島根原子力発電所から概ね半径５ｋｍ圏内の区

域であり、島根県松江市の一部が該当する。 

避 難 手

段等 

【質問】 

「原災指針では、放射性物質の

放出後、モニタリング結果に基

づき区域等を指定して避難等

を実施することとされている

が、ここ（避難シナリオ）では

予防的防護措置として避難指

示がなされるものとする。」と

の記述がなされているが、どの

ような意味であるのか。 

（第２章１（２）イ（２）） 

〇原子力災害対策指針においては、緊急時モニタリ

ングの結果に基づき避難や一時移転等を判断す

ることとされています。しかしながら、このよう

な事態に進展するまでの時間的推移等は事故の

規模等により様々です。 

〇このため、事故の状況によっては、ＵＰＺにおい

ても、放射性物質の放出前にＰＡＺと同様に避難

や安定ヨウ素剤の服用といった予防的防護措置

を講じることとしています。 

〇広域住民避難計画では、避難の基本方針の中で、

「放射性物質の放出がなくても、状況によっては

避難指示が発出される場合がある」と定めていま

す。 

避難退

域時検

査会場 

【質問】 

第２章２（８）オ「避難先地域

に設置した避難退域時検査会

場」と 第２章４(３) ア「避難

先地域内に設置する予備会場」

とあるが、これは同じものか。 

また、これらの設置場所は何カ

所で、どこか。 

（第２章２（８）オ） 

（第２章４（３）ア） 

 

〇いずれも同じものであることから「避難先地域に

設置する避難退域時検査会場」に表記を統一する

こととします。 

〇また、設置場所である次の６箇所については、避

難計画に明記することとします。 

１ コカ・コーラ ウエストスポーツパーク 

（布勢総合運動公園県民体育館） 

２ 鳥取砂丘コナン空港（鳥取空港国際会館） 

３ 倉吉体育文化会館体育館 

４ 鳥取保健所（Ｈ３０．４～鳥取市保健所） 

５ 倉吉保健所 

６ 米子保健所 
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避難誘

導計画 

【質問】 

市避難誘導計画を作成するこ

ととされているが、すでに作成

されているのか。また、これか

ら作成する場合、いつごろまで

に作成する予定であるか。 

（第２章１（２）エ（ア）） 

〇市避難誘導計画は、平成２９年度原子力防災訓練

等の教訓を踏まえ、一時集結所における誘導要領

等をあらかじめ定め、円滑な避難を目的として作

成するものです。現在、米子市、境港市において

作成が進められています。 

その他 【意見】 

表現や表記の統一、図表の修正

等が必要ではないか。 

〇表現や表記の統一、図表の修正等については、修

正させていただきました。 

・避難経路図 (第２章１（２）カ（ウ）) 

・要避難地域の考え方（第２章１（１）ア） 

 



背景
④国の制度見直し等の反映③防災体制の強化

原子力防災施設・資機材の整備を通じた体制の充実
〇モニタリング体制の強化（原子力環境センターの整備、緊急時放射線モニタリング情報共

有・公表システムの追加整備に伴うモニタリング結果の集約・共有及び公表の迅速化）

〇安定ヨウ素剤のＵＰＺ内の希望者への事前配付の実施（H29）

〇バス等乗務員用の防護資機材整備に伴う安全確保（放射線管理）手順（H27～29）

〇フッ化水素検知器の整備に伴う人形峠環境技術センターでのフッ化水素対応（H28～29）

原子力防災訓練等を通じた見直し
〇オペレーション支援システムの整備による迅速な避難用車両の配車等（H29）

〇原子力防災アプリによる情報伝達（空間放射線量、避難所等）（H29）

〇ドローン（小型無人飛行機）による避難実施状況の情報収集（H28～29）

〇実動機関現地合同調整所を琴浦大山警察所に設置（広域的な避難を支援）（H29）

〇避難退域時検査資機材の標準化とコンテナでの一括管理、車両除染時の洗浄水の飛散

防止（H28～29）

〇県ホームページ等で情報伝達する際の、外国語への自動翻訳を前提としたやさしい日本

語の使用及び音声読み上げ機能による視覚障がい者等への情報伝達、新聞による広報

（H27～29）

防災体制の強化
〇放射線防護対策施設等での食糧、燃料等の備蓄及び不足する場合の補給（H27～H28）

〇車両除染等で発生した廃棄物の原子力事業者による処理（H29）

〇中国５県バス、ハイヤータクシー協会との協定に基づく避難車両の確保等（H29）

国の制度見直し等（原子力災害対策指針の改正等）の反映
〇原子力災害医療体制の見直し（原子力災害拠点病院、原子力災害医療協力機関の指定）

（H27）

〇島根原子力発電所１号機の廃止措置作業における安全確保（H29）

〇人形峠環境技術センターの原子力災害対策重点区域等に係る見直し（H28～29）

②原子力防災訓練等を
通じた見直し

①原子力防災施設・資
機材に係る整備

鳥取県地域防災計画（原子力災害対策編）

原子力防災訓練、原子力防災資機材の整備等を通じた見直し
１．円滑かつ迅速な住民避難の実施

○避難オペレーション支援システムの整備による迅速な避難用車両の配車（避難対象者数、

避難行動要支援者数、必要な福祉車両数等の迅速かつ正確な算出）の追加（H29）

○安定ヨウ素剤のUPZ内の希望者への事前配付の実施を追加（H29）

○避難元から避難先までの避難経路をわかりやすく記した資料（地図等）の整理（H29）

○避難先として指定した避難所の施設状況や周辺生活情報の整理（H27～29）

○ドローン（小型無人飛行機）による避難実施状況の情報収集を追加（H28～29）

２．避難途中の住民に対する情報提供の実施

○原子力防災アプリによる空間放射線量、避難所情報等の各種情報の提供を追加（H29）

３．実動組織の調整機能の充実

○円滑な避難を目的とした琴浦大山警察署での実動機関（警察、消防、自衛隊等）の現地調

整所の設置による交通規制等による渋滞の緩和を追加（H29）

４．避難退域時検査体制の充実

○避難退域時検査の迅速かつ適切な実施のための資機材の標準化とシステム化（H28～29）

○大型車両の除染を行う際の洗浄水の飛散防止を追加（H28～29）

○原子力防災資機材の集中管理及び輸送体制の構築を追加（H28～29）

防災体制の強化
○放射線防護施設等の管理者が行う、食糧、燃料等の備蓄に対する支援を明記（H27～H28）

○放射線防護対策施設で食糧、燃料等が不足する場合の物資補給を追加（H28～29）

国の制度見直し等の反映
○原子力災害医療体制の見直し（原子力災害拠点病院、原子力災害医療協力機関）（H27）

鳥取県広域住民避難計画

主な修正項目

鳥取県地域防災計画（原子力災害対策編）、広域住民避難計画の修正（案）概要(平成29年度)

・原子力災害対策指針において今後改定が見込まれる事項への対応 放射線以外の人体への影響を踏まえたＯＩＬの設定の在り方など

・原子力防災訓練、島根地域原子力防災協議会等を通じた計画の検証及び実効性の向上

主な修正項目

今後の課題
H30.3.19

※修正項目の( )内の数字は資機材等の整備、計画の見直し、訓練での知見が得られる等し
た年度
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鳥取県地域防災計画（原子力災害対策編）の概要（平成29年度修正案）について

地域防災計画（原子力災害対策編）
これまでの修正の経緯

＜平成１３年 策定＞
平成１２年の東海村ＪＣＯ臨界事故を受けて策定
※島根原子力発電所対応については、ＥＰＺ外であるが策定

＜平成２４年 全面修正（平成２５年３月１８日）＞
平成２３年の福島第一原子力発電所事故を踏まえた抜本的な見直し
・原子力災害特別措置法及び同法施行令が改正
・原子力災害対策指針の改定（法定化）
・島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定の内

容を踏まえた見直し
＜平成２５年 一部修正（平成２６年３月２６日）＞

・緊急事態区分（ＥＡＬ）の設定
・緊急時モニタリング体制の見直し
・運用上の介入レベル（ＯＩＬ）の設定
・安定ヨウ素剤の予防服用体制の整備
・輸送手段の複層化及び輸送手段の配分

＜平成２７年 一部修正（平成２７年８月２４日）＞

・原子力防災施設・資機材に係る整備（緊急事態対処センター等の整
備）

・原子力安全顧問の設置
・ＵＰＺ外における防護措置の規定の追加

防護措置のタイムライン（時系列）

鳥取県地域防災計画（原子力災害対策編）
の修正ポイント

計画の体系

総則

原子力災害
事前対策

○原子力災害対策指針を遵守
○放射性物質の放出形態は複合的

○情報収集・連絡、緊急連絡体制及び通
信の確保

○活動体制の確立

○ＵＰＺの設定等
・島根原子力発電所は、概ね３０㎞圏内

・人形峠環境技術センターで事故が発生し
た場合は、500ｍを基準として防災対策を
実施

○防護措置の準備及び実施（ＥＡＬ、ＯＩＬ）

○その他の対策
①広域的な応援協力体制の拡充・強化
②複合災害に備えた体制の整備
③住民等への的確な情報伝達体制の整

備
④防災業務関係者の育成や防災訓練等

の実施

○原子力事業者等との連携体制の整備
原子力事業者防災業務計画の協議、立
入検査、現地確認の実施等

○緊急事態体制の整備
災害対策本部体制、オフサイトセンター
（原子力災害合同対策協議会）への職員
派遣、緊急時モニタリング体制等

緊急事態
応急対策

原子力災害
中長期対策

○避難、屋内退避等の防護措置
○住民等への的確な情報伝達活動

○心身の健康相談体制の整備
○風評被害
○経済対策

原災法及び災
対法に基づき
実施する予防
体制の整備、
事前対策

警戒事態、施
設敷地緊急事
態、全面緊急
事態に至った
場合の対策

原子力緊急事
態解除宣言が
発出された場合
の事後対策

島根原子力発電所、人形峠環境技術センター

島根原子力発電所

○原子力災害事後対策（除染、廃棄物処
理等）

○被災者の生活支援

地域防災計画の位置づけ

○ 災害対策基本法に加え、原子力災害対策特別措置法に基づき作成

○ 一貫した原子力災害対策を行うため、原子力規制委員会の定める
「原子力災害対策指針」を遵守し、国や指定地方公共機関等の防災計
画との緊密な連携

人形峠環境技術センター

UPZ 30km

１ 原子力防災施設・資機材の整備を通じた体制の充実
○モニタリング体制の強化（原子力環境センターの整備等）
○安定ヨウ素剤のＵＰＺ内の希望者への事前配付の実施を追加
○フッ化水素検知器の整備に伴う人形峠環境技術センターでのフッ化水素

対応を追加

２ 原子力防災訓練等を通じた見直し
○避難オペレーション支援システムの整備による迅速な避難用車両の配車

等を追加
○原子力防災アプリによる情報伝達（空間放射線量、避難所等）を追加
○避難退域時検査用資機材の標準化及び円滑な輸送・展開方法の検討を
通じた迅速な検査体制の構築を追加

○小型無人飛行機（ドローン）による情報収集を追加
○実動機関現地合同調整所を琴浦大山警察所に設置

３ 防災体制の強化
○放射線防護対策施設での食糧、燃料等の備蓄など
○中国５県バス、ハイヤータクシー協会との協定に基づく避難車両の確保
○車両除染等で発生した廃棄物の原子力事業者による処理

４ 国の制度見直し等の反映
○原子力災害対策指針の修正（原子力災害医療体制の見直し、人形峠環
境技術センターの緊急事態区分等の見直し）

○島根原子力発電所１号機の廃止措置作業における安全確保を追加
○人形峠環境技術センターの原子力災害対策重点区域等に係る見直し

全面緊急
事態

（ＥＡＬ３）

施設敷地
緊急事態
（ＥＡＬ２）

警戒事態
（ＥＡＬ１）

事故
発生

緊急防護
措置

（ＯＩＬ１、４）

早期防護
措置

（ＯＩＬ２）

飲食物
摂取制限
（ＯＩＬ６）

○放射性物質の放出前から予防的な防護措置を実施
○緊急事態管理の時間的推移と緊急事態の各段階を設定
⇒ 関係機関共通の一貫した意思決定と予防的な防護措置の実施

初期対応段階 中期対応段階 復旧段階
準備
段階

放射性物質の放出後の防護措置の判断基準

緊急事態区分 緊急時活動レベル

○救助・救急、消火及び医療活動

鳥取県危機管理局原子力安全対策課



－ＰＤＣＡによる計画の深化と実効性の向上－

計画については、訓練や島根地域原子力防災協議会
等を通じて国や電力事業者等とも連携しながら引き続き
実効性を向上していく。

また、次の事項については、国の原子力災害対策指
針において、今後、検討を行うべき課題とされており、国
の検討結果が示され次第、対応を行う。

①ＩＡＥＡの基準等を踏まえたＯＩＬの設定のあり方

②緊急時被ばく状況から現存被ばく状況・計画的被ばく
状況への移行に関する考え方

③中期モニタリング及び復旧期モニタリングのあり方

④透明性を確保し適切な災害対策の計画及び実施を実
現するため、住民の理解や信頼を醸成するための情
報を定期的に共有する場の設定

など

① 立入検査、現地確認等の実施
必要に応じ、原子力事業者から報告の徴収及び適

時適切な立入検査等を実施
→ 島根原子力発電所については、安全協定に基づ

き現地確認を実施

② 関係機関との連携
関係機関等との間で協定を締結するなど、災害発生

時に迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるよう
平時から準備を実施

③ 通信手段の整備等
オフサイトセンター、国、所在県、関係周辺市町、原

子力事業者等との情報連絡体制等を確保

④ 実動機関現地合同調整所の整備
琴浦大山警察署に実動機関現地合同調整所を整備

し、実動機関の円滑な活動調整及び情報共有等を図
る

⑤ 必要な体制の整備
災害対策本部体制、原子力災害合同対策協議会へ

の職員派遣、長期化に備えた動員体制の整備、原子
力災害医療派遣チームの派遣要請体制の整備、国の
総括の下での緊急時モニタリングセンターの立ち上げ
への協力、原子力環境センターの整備、広域的な応援
協力体制の拡充・強化、複合災害に備えた資機材及
びコンクリート屋内退避施設の整備など

⑥ 避難受入活動体制の整備
関係周辺市町等に対し、避難計画の作成、避難所等

の整備について、支援、助言するとともに、要配慮者
等の避難誘導・移送体制、病院等医療機関・社会福祉
施設等に対する放射線防護対策を整備、放射線防護
対策施設の食糧及び燃料等の備蓄、避難退域時検査
会場の整備

⑦ 小型無人飛行機（ドローン）を用いた情報収集
県は、小型無人飛行機（ドローン）を整備し、災害時

における道路状況の把握、住民の捜索等に活用する

⑧ 原子力災害医療活動体制等の整備
原子力災害拠点病院及び原子力災害医療協力機関

の指定又は登録等による原子力災害医療体制の構築、
高度被ばく医療支援センター等と協力した原子力災害
医療関係者の人材育成、救助・救急活動用資機材、
安定ヨウ素剤の予防服用体制（緊急時の配布、事前
配布）

⑨ 避難退域時検査実施体制の整備
避難退域時検査会場周辺の図面等の作成、検査用

資機材の標準化及び資機材の円滑な輸送展開方法
の検討

⑩ 住民等への的確な情報伝達体制の整備
県ホームページや鳥取県原子力防災アプリ等を活

用し、避難途中の住民に対する情報の伝達について
も留意するものとする。

避難所等で必要となる生活情報等については、Ｗｉ
－Ｆｉ（無線ＬＡＮ）を活用するとともに、新聞等を活用し
て住民に提供するなど、情報伝達手段の特性を踏ま
えた情報伝達に留意する。

① 計画の作成等に当たっての指針
原災法第６条の２第１項の規定に基づく、原子力規

制委員会の「原子力災害対策指針」による

② 災害の想定
福島原子力発電所における事故の態様等を踏ま

え、原子力施設からの放射性物質及び放射線の放
出形態は、複合的であると想定。

③ ＵＰＺ（緊急時防護措置を準備する区域）等の設定
島根原子力発電所は施設から概ね30㎞
→ 境港市の全域、米子市の一部（米子市地

域防災計画に定める区域）

※島根原子力発電所１号機については、廃止措
置中の安全確保について継続した対応が必要

人形峠環境技術センターは原子力災害対策を重点
的に実施する区域を設定しないが、事故が発生し
た場合は、500ｍを基準として防災対策を発動

④ 防護措置
原子力施設等の状態に応じた防護措置の準備及

び実施
ア 緊急事態区分（ＥＡＬ）の設定

発災時の原子力施設の状況に応じて警戒事態、
施設敷地緊急事態、全面緊急事態を設定し、住民
防護措置、モニタリング等実施すべき措置を規定
（事故発生時の対策をあらかじめ整備し、役割を共
有し、予防的防護措置を実施する）

※原子炉の運転等のための施設（人形峠環境技術セ
ンター）に係るＥＡＬを設定

イ 運用上の介入レベル（ＯＩＬ）の設定
放射性物質が環境へ放出された場合には、緊急

時モニタリングによる測定結果に基づきＯＩＬと照ら
し合わせ、必要な防護措置（避難、飲食物摂取制
限等）を実施。

① 現地確認等の実施

施設敷地緊急事態等が発生した場合は、法令に基
づき立入検査等を実施
→ 島根原子力発電所については、必要に応じ安

全協定に基づく現地確認等を実施

② 県の危機管理体制

緊急事態の区分に応じて、あらかじめ定めた災害警
戒本部体制又は災害対策本部体制に早期に移行、災
害対策本部内に情報管理官を配置し、情報業務を所
掌する

③ 原子力災害合同対策協議会
オフサイトセンターに要員を派遣し、関係機関等と必

要な調整を実施

④ 原子力緊急事態宣言が発出された場合の対応
・ＯＩＬに基づくＵＰＺ等の屋内退避又は避難指示の連絡

等、必要な緊急事態応急対策の実施

・ 屋内退避中に自然災害による緊急の避難等が必要
になった場合は、市町が独自の判断で避難指示を発
令

・ 避難に要するバス及び福祉タクシーについては、中
国地方５県のバス協会及びタクシー協会との協定に
基づき、要請し確保する

・ 国の指示に基づき、安定ヨウ素剤の配付及び服用
を指示

・ 避難誘導、避難場所での生活に関し、要配慮者等
が健康状態を悪化させないこと等に十分配慮

⑤ 緊急輸送活動

県は、迅速かつ適切な避難を実施するための、避難
オペレーション支援システムを整備・運用する。

⑥ 緊急時医療活動
救助・救急活動が円滑に行われるための資機材の確

保及びホールボディカウンタの活用を行うとともに、医
療救護対策本部を設置の上、対応する。

⑦ 情報伝達活動
住民等に対する情報提供、広報を迅速かつ的確に行

うとともに、住民等からの問い合わせに対応

⑧ 安全確保

県は、応急対策活動を行う県の防災業務関係者の安
全確保のための資機材を確保するものとする。

また、人形峠環境技術センターの対策に関しては、
フッ化水素検知器の整備を行うものとする。

⑨ 避難退域時検査等で発生した廃棄物等の引き取り
避難退域時検査及び簡易除染等で発生した廃棄物

等は原子力事業者が引き取りを行う

① 放射性物質による環境汚染への対処等
国、市町、原子力事業者その他の関係機関と連携し

環境の除染等の必要な措置を実施するとともに国の総
括の下、継続的に環境放射線モニタリングを実施し、
その結果を速やかに公表

② 被災者への支援等
国や市町村と連携し、被災者の生活再建等の支援、

健康調査を行うための体制を整備

県は、国及び市町村と連携し、避難者に対する差別、
偏 見、いじめの発生防止の対策を行う

③ 風評被害による影響の軽減
国や市町村と連携し、農林漁業、地場産品等の安全

性評価や広報活動を実施

④ 被災中小企業等に対する支援
国や市町村と連携し、きめ細かな支援を実施

３．緊急事態応急対策２．原子力災害事前対策１．総則 ４．原子力災害中長期対策

課題

（ＯＩＬ１）

（ＯＩＬ２）

（ＯＩＬ６に係る判断基準）

（ＥＡＬ１）

（ＥＡＬ３）

（ＥＡＬ２）

※赤字下線が今回の追記箇所。
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修正案（平成３０年３月） 修正前（平成２７年８月） 備考 

資料１－３ 

第１章 総則 
第１節 略 
 
第２節 略 
 
第３節 略 
 
第４節 略 
 
第５節 計画の基礎とすべき災害の想定 
１．鳥取県に影響する原子力施設 
  原子力災害対策指針に基づき対策を行う施設及び位置は次のとおりである。 

なお、島根原子力発電所１号機については、平成27年４月30日に営業運転
を終了し、平成29年4月19日に国の認可を受けた廃止措置計画に基づき廃止
措置が行われており、併せて、平成30年2月15日に原子力規制委員会から照
射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものである旨の告示がなさ
れているが、使用済燃料が原子炉建物内に貯蔵されること等から、原子力災害
対策及び廃止措置中の安全確保について、継続した対応が必要である。 

 
 ・中国電力株式会社島根原子力発電所（島根県松江市鹿島町片句654-1） 
 ・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター 

（岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550） 
 ・図１－１「島根原子力発電所及び人形峠環境技術センターの位置図」 
 
２．島根原子力発電所（原子炉施設）で想定される放出形態 

原子炉施設においては、放射能を封じ込める多重の物理的防護壁が設けられ
ているが、これらの防護壁が機能しない場合は、放射性物質が周辺環境に放出
される。その際、大気へ放出の可能性がある放射性物質としては、気体状のク
リプトンやキセノン等の放射性希ガス、揮発性の放射性ヨウ素、気体中に浮遊
する微粒子（以下「エアロゾル」という。）等がある。これらは、気体状又は
粒子状の物質を含んだ空気の一団（以下「プルーム」という。）となり、移動
距離が長くなる場合は拡散により濃度は低くなる傾向があるものの、風下方向
の広範囲に影響が及ぶ可能性がある。また、特に降雨雪がある場合には、地表
に沈着し、長期間留まる可能性が高い。さらに、土壌や瓦礫等に付着する場合
や冷却水に溶ける場合があり、それらの飛散や流出には特別な留意が必要であ
る。 
実際、平成２３年３月に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事

故においては、格納容器の一部の封じ込め機能の喪失、溶融炉心から発生した

第１章 総則 
第１節 略 
 
第２節 略 
 
第３節 略 
 
第４節 略 
 
第５節 計画の基礎とすべき災害の想定 
１．鳥取県に影響する原子力施設 
  原子力災害対策指針に基づき対策を行う施設及び位置は次のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 ・中国電力株式会社島根原子力発電所（島根県松江市鹿島町片句654-1） 
 ・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター 

（岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550） 
 ・図１－１「島根原子力発電所及び人形峠環境技術センターの位置図」 
 
２．島根原子力発電所（原子炉施設）で想定される放出形態 

原子炉施設においては、放射能を封じ込める５重の壁が設けられているが、
これらの防護壁が機能しない場合は、放射性物質が周辺環境に放出される。そ
の際、大気へ放出の可能性がある放射性物質としては、気体状のクリプトンや
キセノン等の放射性希ガス、揮発性の放射性ヨウ素、気体中に浮遊する微粒子
（以下「エアロゾル」という。）等の放射性物質がある。これらは、気体状又
は粒子状の物質を含んだ空気の一団（以下「プルーム」という。）となり、移
動距離が長くなる場合は拡散により濃度は低くなる傾向があるものの、風下方
向の広範囲に影響が及ぶ可能性がある。また、特に降雨雪がある場合には、地
表に沈着し、長期間留まる可能性が高い。更に、土壌や瓦礫等に付着する場合
や冷却水に溶ける場合があり、それらの飛散や流出には特別な留意が必要であ
る。 
実際、平成２３年３月に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事

故においては、格納容器の一部が封じ込め機能の喪失、溶融炉心から発生した
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修正案（平成３０年３月） 修正前（平成２７年８月） 備考 

資料１－３ 

水素の爆発による原子炉建屋の損傷等の結果、放射性セシウム等の放射性物質
が大量に大気環境に放出された。また、炉心冷却に用いた冷却水に多量の放射
性物質が含まれて海に流出した。したがって、事故による放出形態は必ずしも
単一的なものではなく、複合的であることを十分考慮する必要がある。 
 なお、島根原子力発電所１号機については、廃止措置（第１段階）中であり、
放射性物質の放出を伴う事故としては、使用済み燃料貯蔵設備（燃料プール）
内での燃料集合体の落下により、燃料棒が破損し、燃料棒内に存在する核分裂
生成物が大気中に放出される場合を想定し、周辺公衆の受ける実効線量は０．
０００４９ミリシーベルトと評価されている。 

 
３．人形峠環境技術センター（核燃料施設）で想定される放出形態 

（１）火災等による核燃料物質の放出 

火災、爆発、設備の破損等によって六フッ化ウラン等が漏えいした場合、

大気中でエアロゾル形態のフッ化ウラニルと気体のフッ化水素が生成され

るが、施設から放出される前にフィルター等により大部分が除去される。施

設・設備の破損等によりフィルターを通らずに放出された場合は、粒子状の

ものが多いとみられ、気体状の物質に比べ早く沈降すると考えられる。 

なお、フッ化水素については、大気中に拡散・移流していくが、人の組織

等に対する影響を有していること等から、人への化学的影響について、留意

しなければならない。 

 

（２）臨界事故による放射性物質又は放射線の放出 

臨界事故が発生した場合、核分裂反応によって生じた核分裂生成物（クリ

プトン、キセノン等の放射性希ガス、放射性ヨウ素等）の放出に加え、反応

によって中性子線及びガンマ線が発生する。施設から直接放出される中性子

線及びガンマ線等の放射線量は、施設からの距離のほぼ二乗に反比例して減

衰するため、その影響は近距離に限定される。 

なお、想定される事故によって放出された放射性物質は、プルームとなっ

て風下方向に移動するが、移動距離が長くなるに従って拡散により濃度は低

くなる。 

 
第６節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域を含む地域の範囲 
１．略 
 
２．島根原子力発電所の場合 

原子力災害対策指針の緊急防護措置を準備する区域（以下「ＵＰＺ」という。）

水素の爆発による原子炉建屋の損傷等の結果、セシウム等の放射性物質が大量
に大気環境に放出された。また、炉心冷却に用いた冷却水に多量の放射性物質
が含まれて海に流出した。したがって、事故による放出形態は必ずしも単一的
なものではなく、複合的であることを十分考慮する必要がある。 

 
 
 
 
 
 
３．人形峠環境技術センター（核燃料施設）で想定される放出形態 

（１）火災等による核燃料物質の放出 

火災、漏えい等によって六フッ化ウラン（ＵＦ６）等が漏えいした場合、

大気中でエアロゾル形態のフッ化ウラニル（ＵＯ2Ｆ2）と気体のフッ化水素

（ＨＦ）が生成され、放出・拡散されるが、施設から放出される前にフィル

ター等により大部分が除去される。フィルターを通らずに放出されるもの

は、粒子状のものが多いとみられ、気体状の物質に比べ早く沈降すると考え

られる。 

なお、フッ化水素については、大気中に拡散・移流していくが、人の組織

等に対する影響を有していること等から、人への化学的影響について、留意

しなければならない。 

（２）臨界事故 

臨界事故が発生した場合、核分裂反応によって生じた核分裂生成物（クリ

プトン、キセノン等の放射性希ガス、放射性ヨウ素等）の放出に加え、中性

子線及びガンマ線が周囲に発生する。施設から直接放出される中性子線及び

ガンマ線等の放射線は、施設からの距離のほぼ二乗に反比例して減衰するた

め、その影響は近距離に限定される。 

なお、想定される事故によって放出された放射性物質は、プルーム（気体

状あるいは粒子状の物質を含んだ空気の一団）となって風下方向に移動する

が、移動距離が長くなるに従って拡散により濃度は低くなる。 

 
第６節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域を含む地域の範囲 
１．略 
 
２．島根原子力発電所の場合 

原子力災害対策指針の緊急時防護措置を準備する区域（以下「ＵＰＺ」とい
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の考え方を踏まえ、島根原子力発電所において、原子力災害対策を重点的に実

施すべき地域は、原子力施設から概ね３０㎞とする。 

なお、ＵＰＺ外においては、事態の進展等に応じ、ＵＰＺと同様に必要な防

護措置を実施する。 

・表１「原子力災害対策を重点的に実施すべき地域（島根原子力発電所）」 

・図１－２「同上」 

 

３．人形峠環境技術センターの場合 

原子力災害対策指針のウラン加工施設における原子力災害対策重点区域の

考え方及び原子力災害対策重点区域を設定することを要しない原子力事業所

に係る地方公共団体の役割の考え方を踏まえ、人形峠環境技術センターにおい

ては、原子力災害対策を重点的に実施すべき地域を設定しないが、防災対策の

実施面の観点から人形峠環境技術センターで事故が発生した場合においては、

原子力施設から５００ｍを基準として施設敷地内で防護措置が必要となるよ

うな事象の発生に備え、国、原子力事業者等の関係機関との情報連絡、住民等

への迅速な情報提供、緊急時モニタリング等の施設周辺地域における対応に係

る体制を平時から構築しておき、原子力災害時には国の指示、緊急時モニタリ

ング等の状況に応じて具体的な対応を判断する。 
なお、住民不安解消等の観点から、三朝町木地山(きじやま)、福吉(ふくよ

し)、実光(さねみつ)、鉛山(なまりやま)、栗(くり)祖(そ)の各地域において、
広報、モニタリングを中心に必要な防災対策を実施する。 

・表１－２「原子力災害対策重点区域の設定を要しない原子力事業所に係る市町

村及びその役割（人形峠環境技術センター）」 
・図１－３「人形峠環境技術センターの周辺図Ａ」 
・図１－４「人形峠環境技術センターの周辺図Ｂ」 
 
 
第７節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の区分等に応じた防護措置
の準備及び実施 

１．原子力施設等の状態に応じた防護措置の準備及び実施 

（１）緊急事態区分及び緊急時活動レベル（ＥＡＬ：Emergency Action Level） 

  原子力施設において異常事態が発生した場合には、急速に進展する事故にお

いても放射線被ばくによる確定的影響等を回避するため、放射性物質の環境へ

の放出前の段階から、原子力施設等の状態が原子力災害対策指針等に基づく以

下の区分のどれに該当するかに応じて、避難等の予防的な防護措置を準備し、

う。）の考え方を踏まえ、島根原子力発電所において、原子力災害対策を重点

的に実施すべき地域は、原子力施設から概ね30㎞とする。 

なお、ＵＰＺ外においては、事態の進展等に応じ、ＵＰＺと同様に必要な防

護措置を実施する。 

・表１－１「原子力災害対策を重点的に実施すべき地域（島根原子力発電所）」 

・図１－２「同上」 

 
３．人形峠環境技術センターの場合 

原子力災害対策指針の実用発電用原子炉以外の原子力災害対策重点区域の
考え方を踏まえ、人形峠環境技術センターにおいて、原子力災害対策を重点的
に実施すべき地域は、施設から概ね500ｍとする。 
なお、住民不安解消等の観点から、三朝町木地山(きじやま)、福吉(ふくよ

し)、実光(さねみつ)、鉛山(なまりやま)、栗(くり)祖(そ)の各地域において、
広報、モニタリングを中心に必要な防災対策を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・表１－２「原子力災害対策を重点的に実施すべき地域（人形峠環境技術センタ

ー）」 

・図１－３「同上」 

・図１－４「同上」 

 

第７節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の区分等に応じた防護措置

の準備及び実施 

１．原子力施設等の状態に応じた防護措置の準備及び実施 

（１）緊急事態区分及び緊急時活動レベル（ＥＡＬ：Emergency Action Level） 

  原子力施設において異常事態が発生した場合には、急速に進展する事故にお

いても放射線被ばくによる確定的影響等を回避するため、放射性物質の環境へ

の放出前の段階から、原子力施設等の状態が原子力災害対策指針等に基づく以

下の区分のどれに該当するかに応じて、避難等の予防的な防護措置を準備し、
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実施する。なお、事態の規模、時間的な推移に応じて、国の指示によって段階

的に避難措置等の予防的な防護措置を実施することがある。 

 ① 緊急事態区分 

  ・情報収集事態 

島根県松江市、岡山県鏡野町、鳥取県三朝町のいずれかで震度５弱又は

震度５強の地震が発生した事態（島根県松江市、岡山県鏡野町、鳥取県三

朝町の震度が発表されない場合は、近傍の市町の震度を用いる）。 
その他原子力施設の運転に影響を及ぼすおそれがある情報が通報され

た場合。 

  ・警戒事態（ＥＡＬ１） 

  ・施設敷地緊急事態（ＥＡＬ２） 

  ・全面緊急事態（ＥＡＬ３） 

 ② 緊急事態区分における防護措置 

緊急事態の初期対応段階においては、緊急事態区分に基づき、防護措置を実

行する。 

・別添１「原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される措置等」 

・別添２「防護措置実施のフロー図」 

・別添３「島根原子力発電所及び人形峠環境技術センターに係る各緊急事態
区分を判断するＥＡＬ」 

 
（２）島根原子力発電所の場合 
  ＵＰＺにおいては、全面緊急事態となった際には予防的な防護措置（屋内退
避）を原則実施するものとする。（国から廃止措置の認可を受け、かつ、照射
済み燃料集合体が十分な期間冷却されたものとして原子力規制委員会が定め
た発電用原子炉施設については、原子力災害対策重点区域の範囲は原子力施設
からおおむね半径５ｋｍを目安とし、当該原子力災害対策重点区域の全てがＵ
ＰＺとされている。） 
なお、ＵＰＺ外においても、事態の進展等に応じ、ＵＰＺと同様に必要な防

護措置を実施する。 
（３）人形峠環境技術センターの場合 
  全面緊急事態となった際には、原災法第１５条に基づいて内閣総理大臣から
指示された緊急事態応急対策に関する事項に従い、防護措置を実施することと
する。 

  また、県は、施設敷地内で防護措置が必要となるような事象の発生に備え、
国、原子力事業者等の関係機関との情報連絡、住民等への迅速な情報提供、緊
急時モニタリング等の施設周辺地域における対応に係る体制を平時から構築

実施する。なお、事態の規模、時間的な推移に応じて、国の指示によって段階

的に避難措置等の予防的な防護措置を実施することがある。 

 ① 緊急事態区分 

  ・情報収集事態 

島根県松江市、岡山県鏡野町、鳥取県三朝町のいずれかで震度５弱又は震度

５強の地震（島根県、岡山県、鳥取県で震度６弱以上の地震が発生した場合を

除く）が発生した事態 

  ・警戒事態（ＥＡＬ１） 

  ・施設敷地緊急事態（ＥＡＬ２） 

  ・全面緊急事態（ＥＡＬ３） 

 

 

 ② 緊急事態区分における防護措置 

  緊急事態の初期対応段階においては、緊急事態区分に基づき、防護措置を実

行する。 

・別添１「原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される措置等」 

・別添２「防護措置実施のフロー図」 

・別添３「島根原子力発電所に係る各緊急事態区分を判断するＥＡＬ」 

 
 

（２）島根原子力発電所の場合 

  ＵＰＺにおいては、全面緊急事態となった際には予防的な防護措置（屋内退

避）を原則実施するものとする。なお、ＵＰＺ外においても、事態の進展等に

応じ、ＵＰＺと同様に必要な防護措置を実施する。 

 

 

 

（３）人形峠環境技術センターの場合 

  全面緊急事態となった際には、原災法第１５条に基づいて内閣総理大臣から

指示された緊急事態応急対策に関する事項に従い、防護措置を実施することと

する。 
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しておくものとする。 
 

２．放射性物質が環境へ放出された場合の防護措置の実施 

（１）略 

（２）人形峠環境技術センターの場合 

  放射性物質が環境へ放出された場合、緊急時モニタリングの実施等、原子力

災害対策指針を踏まえて必要な防護措置を実施する。 

 
 
第８節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 
 

機関名 連絡窓口 処理すべき事務又は業務の大綱 

鳥取県 原子力安全対策課 
 

１～５ 略 

６ 原子力災害医療設備・機器の整備 

７～14 略 

15 住民等の避難の支援 

16～18 略 

19 原子力災害医療活動（避難退域時

検査及び簡易除染を含む） 

20～27 略 

県警察本部 警備第二課 １～３ 略 

４ 実動機関現地合同調整所の運営 

米子市 防災安全課 １～12 略 

13 県の原子力災害医療活動に対する

協力 
14～19 略 

境港市 
 

自治防災課 
危機管理室 

三朝町 危機管理室 

その他県内市
町村 

防災担当課 １～７ 略 
８ 県の原子力災害医療活動に対する
協力 

９ 必要に応じて防護措置の実施 

各消防局 警防課 １ 傷病者の搬送 
２～５ 略 

境港管理組合 － １ 略 
２ 船舶避難に関する支援 

 
 
２．放射性物質が環境へ放出された場合の防護措置の実施 

（１）略 

（２）人形峠環境技術センターの場合 

  放射性物質が環境へ放出された場合、原子力災害対策重点区域を中心とした

緊急時の環境放射線モニタリングによる測定結果を、原子力施設等の防災対策

について（原子力安全委員会）と照らし合わせ、必要な防護措置を実施する。 

 

第８節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 

 

機関名 連絡窓口 処理すべき事務又は業務の大綱 

鳥取県 原子力安全対策課 
医療政策課 
長寿社会課 
水・大気環境課 

１～５ 略 

６ 緊急被ばく医療設備・機器の整備 

７～14 略 

15 住民の避難の支援 

16～18 略 

19 緊急被ばく医療活動 

 

20～27 略 

県警察本部 警備第二課 １～３ 略 
 

米子市 防災安全課 １～12 略 

13 県の緊急被ばく医療活動に対する

協力 
14～19 略 
 

境港市 
 

自治防災課 
危機管理室 

三朝町 危機管理課 

その他県内市
町村 
 
 

防災担当課 １～７ 略 
８ 県の緊急被ばく医療活動に対する
協力 

 

各消防局 警防課 １ 負傷者の搬送 
２～５ 略 

境港管理組合 － １ 略 
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指
定
地
方
行
政
機
関 

略 略 略 

自
衛
隊 

陸上自衛
隊中部方
面総監部 

防衛部防衛課第８
普通科連隊（米子） 

１～２ 略 

海上自衛
隊舞鶴地
方総監部 

防衛部第三幕僚室 

航空自衛
隊第３輸
送航空隊 

防衛部運用班 

鳥取地方
協力本部 

－ 略 

指
定
公
共
機
関 

略 
 

 

 

略 
 

略 
 
 
 
 
 

西濃運輸
（株） 

 

西日本旅
客鉄道
（株） 

略 略 

西日本電
信電話
(株) 
 

鳥取支店設備部災
害対策室 

１～２ 略 

(株)ＮＴ
Ｔﾄﾞｺﾓ 
 
 

中国支社鳥取支店 

指
定
地
方
行
政
機
関 

略 略 略 

陸上自衛隊中
部方面総監部 

防衛部防衛課第８
普通科連隊（米子） 

１～２ 略 
 
 
 
 
 
 
 
 

海上自衛隊舞
鶴地方総監部 

防衛部第三幕僚室 

航空自衛隊第
３輸送航空隊 

防衛部運用班 

自衛隊鳥取地
方協力本部 

－ 略 

指
定
公
共
機
関 

略 略 略 
 
 
 
 
 

西日本旅
客鉄道
（株） 

略 略 

西日本電
信電話
(株)鳥取
支店 

設備部災害対策室 １～２ 略 

(株)ＮＴ
Ｔﾄﾞｺﾓ中
国支社鳥
取支店 

－ 
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ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃ
ｨ･ｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝｽﾞ
(株) 

略 

ＫＤＤＩ
(株) 

略 

ソフトバ
ンク（株） 

 

 
 
 

 

略 略 略 

中国電力
（株） 

島根原子力本部 
鳥取支社 

１～５ 略 
６ 異常時における県、米子市及び境
港市（以下「関係周辺市」という。）
への連絡員の派遣並びに連絡通報体
制の整備 

７～10 略 
11 県等が行う避難退域時検査、簡易
除染への協力 

12 避難退域時検査及び簡易除染等で
発生した廃棄物等の処理 

国立研究
開発法人
日本原子
力研究開
発機構 

バックエンド研究
開発部門人形峠環
境技術センター 

１～10 略 
11 県等が行う避難退域時検査、簡易
除染への協力 

12 避難退域時検査及び簡易除染等で
発生した廃棄物等の処理 

国立研究
開発法人
量子科学
技術研究
開発機構 

放射線医学総合研
究所 

１ 原子力災害医療 

ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃ
ｨ･ｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝｽﾞ
(株) 

略 

ＫＤＤＩ
(株) 

略 

ソフトバ
ンクテレ
コム（株） 

略 

ソフトバ
ンクモバ
イル（株） 

－ 

略 略 略 

中国電力
（株） 

島根原子力本部 
鳥取支社 

１～５ 略 
６ 異常時における県、米子市及び境
港市への連絡員の派遣並びに連絡通
報体制の整備 

７～10 略 
11 スクリーニング、除染の支援 
 
 
 
 

国立研究
開発法人
日本原子
力研究開
発機構 

バックエンド研究
開発部門人形峠環
境技術センター 

１～10 略 
11 スクリーニング、除染の支援 

国立研究
開発法人
放射線医
学総合研
究所 
 
 

緊急被ばく医療研
究センター 

１ 緊急被ばく医療 
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修正案（平成３０年３月） 修正前（平成２７年８月） 備考 

資料１－３ 

指
定
地
方
公
共
機
関 

略 略 略 

（福）鳥
取県社会
福祉協議
会 

事務局 １ 略 
２ 避難支援センターの設置、運営
に関すること 

略 略 略 

日本海テ
レビジョ
ン放送
（株） 

本社 １ 放送協定等に基づく災害対策等の

広報活動 

２ 放送協定等に基づく避難情報の広
報活動 

３ 放送協定等に基づく避難生活に必
要な情報の広報活動 

略 略 

（株）新
日本海新
聞社 

－ 

（株）山
陰中央新
報社 

－ 

（株）鳥
取テレト
ピア 

－ 

日本海ケ
ーブルネ
ットワー
ク（株） 

－ 

（株）中
海テレビ
放送 

－ 

鳥取中央
有線放送
（株） 
 
 
 
 

－ 

指
定
地
方
公
共
機
関 

略 略 略 

（福）鳥
取県社会
福祉協議
会 

事務局 １ 略 
２ 避難行動要支援者避難支援セン
ターの設置、運営に関すること 

略 略 略 

日本海テ
レビジョ
ン放送
（株） 

本社 １ 放送協定に基づく災害対策等の

広報活動 
２ 放送協定に基づく避難情報の放
送 

略 略 

（追加）  

（追加）  

（追加）  

（追加）  

（追加）  

（追加）  
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修正案（平成３０年３月） 修正前（平成２７年８月） 備考 

資料１－３ 

原
子
力
災
害
医
療
機
関 

高度被ば
く医療支
援センタ
ー 

広島大学 １ 原子力災害拠点病院では対応でき

ない高度専門的な原子力災害医療に

係る診療及び支援 

２ 原子力災害医療に関する医療機関
等への高度専門教育研修等の実施 

原子力災
害医療・
総合支援
センター 

１ 原子力災害拠点病院に対する支援

や関連医療機関とのネットワークの

構築 

２ 原子力災害時における原子力災害
医療派遣チームの派遣調整等 

原子力災
害拠点病
院 

 １ 原子力災害時における傷病者等の
受入 

２ 被ばくがある傷病者等への診療等
の実施 

原子力災
害医療協
力機関 

 １ 原子力災害拠点病院等が実施する

原子力災害医療に対する支援 

２ 県等が実施する原子力災害対策等
に対する支援 

そ 防 
の 災 
他 上 
公 重 
的 要 
団 な 
体 施 
及 設 
び の 

管 
理 
者 
 

略 略 

（一社）鳥取県ハ
イヤータクシー協
会 

略 

略 略 

（一社）鳥取県診
療放射線技師会 

略 

（公社）鳥取県宅

地建物取引業協

会 
（公社）全日本不

動産協会鳥取県

本部 
（公社）全国賃貸
住宅経営協会 

 

（新設） 
 

 
 
 
 
 
 

  

そ 防 
の 災 
他 上 
公 重 
的 要 
団 な 
体 施 
及 設 
び の 

管 
理 
者 

略 略 

鳥取県ハイヤータ
クシー協会 

略 

略 略 

鳥取県放射線技師
会 

略 

鳥取県宅地建物

取引業協会 
全日本不動産協

会鳥取県本部 
 

略 

全国賃貸住宅経
営協会 

略 
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修正案（平成３０年３月） 修正前（平成２７年８月） 備考 

資料１－３ 

学校法人 

公の施設の指定管
理者 

１ 被災者の一時受入等応急措置につ
いての協力 

 

機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

原子力規制事

務所 

（島根・上齋
原） 
 

原子力運転検査官 略 

原子力防災専門官 略 

上席放射線防災専
門官 

略 

※上記表にない中国管区警察局、中国四国防衛局、中国財務局、近畿中国森林管
理局、中国四国産業保安監督部、大阪航空局、中国総合通信局、日本郵便株式
会社、日本銀行、日本貨物鉄道株式会社、一般社団法人鳥取県トラック協会、
鳥取瓦斯株式会社、米子瓦斯株式会社、社団法人鳥取県ＬＰガス協会、鳥取県
農業協同組合中央会、若桜鉄道株式会社、智頭急行株式会社については、鳥取
県地域防災計画【災害応急対策編（共通）】第１部第１章に定める「関係機関
の処理すべき防災事務又は業務の大綱」を参照。 

 
 
第２章 原子力災害事前対策 
第１節 略 
  
第２節 原子力事業者との防災業務計画に関する協議及び防災要員の現況等の
届出の受理 

（１）～（４）略 
（５）①、② 略 
   ③原子炉の廃止に伴う炉規制法第43条の３の33第２項の廃止措置計画及

び同計画の重要な変更 
 
第３節 報告の徴収と立入検査等 
（１）略  
（２）略 
（３）現地確認等の実施 

①県は、原子力施設周辺の安全を確保するため必要と判断される場合は、
関係周辺市町と安全協定に基づき、現地確認を行うものとする。 

学校法人 

公の施設の指定管
理者 

１ 被災者の一時収容等応急措置につ
いての協力 

 

機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

原子力規制事

務所 

（島根・上齋
原） 

原子力保安検査官 略 

原子力防災専門官 略 

地方放射線モ
ニタリング対
策官事務所 

放射線モニタリン
グ対策官 

略 

※上記表にない中国管区警察局、中国四国防衛局、中国財務局、近畿中国森林管
理局、中国四国産業保安監督部、大阪航空局、中国総合通信局、日本郵便株式
会社、日本銀行、日本貨物鉄道株式会社、社団法人鳥取県トラック協会、鳥取
瓦斯株式会社、米子瓦斯株式会社、株式会社新日本海新聞社、株式会社山陰中
央新報社、社団法人鳥取県ＬＰガス協会、全国農業協同組合連合会鳥取県本部、
若桜鉄道株式会社、智頭急行株式会社については、鳥取県地域防災計画【災害
応急対策編（共通）】第１部第１章に定める「関係機関の処理すべき防災事務
又は業務の大綱」を参照。 

 
第２章 原子力災害事前対策 
第１節 略 
  
第２節 原子力事業者との防災業務計画に関する協議及び防災要員の現況等の
届出の受理 

（１）～（４）略 
（５）①、② 略 
   ③原子炉の解体 
 
 
第３節 報告の徴収と立入検査等 
（１）略  
（２）略 
（３）現地確認の実施 

①県は、島根原子力発電所周辺の安全を確保するため必要と判断される場
合は、米子市、境港市と安全協定に基づき、現地確認を行うものとする。 
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修正案（平成３０年３月） 修正前（平成２７年８月） 備考 

資料１－３ 

また、人形峠環境技術センター周辺の安全を確保するため必要と判断さ
れる場合は、三朝町と現地の確認を行うものとする。 
これらの際、県は、その他県内市町村に対して、その状況を連絡するも
のとする。 

②略 
   ③県は、現地確認等実施後に、結果を取りまとめ公表するものとする。 
 
第４節 原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官との連携 
（１）県及び関係周辺市町は、地域防災計画（原子力災害対策編）の作成、原子

力事業所の防災体制に関する情報の収集及び連絡、地域ごとの防災訓練の実
施、緊急事態応急対策等拠点施設（以下「オフサイトセンター」という。）
の防災拠点としての活用、住民等に対する原子力防災に関する情報伝達、事
故時の連絡体制、防護対策（避難計画の策定を含む）、広域連携等の緊急時
対応等については、原子力防災専門官と密接な連携を図り、実施するものと
する。原子力防災専門官は、施設敷地緊急事態発生の通報を受けた場合、国
の専門職員が到着するまでの間、実質的な現地における国の責任者（放射線
モニタリングに係る業務を除く）として、必要な情報の収集、地方公共団体
の応急対策に対する助言、その他原子力災害の発生又は拡大の防止に必要な
業務を行うこととされている。 

（２）県及び関係周辺市町は、緊急時モニタリング計画の作成、事故時の連絡体

制の整備、緊急時モニタリング訓練、国の緊急時モニタリングセンター（以

下「ＥＭＣ」という。）の設置の準備への協力、緊急時モニタリング、関係

都道府県等他組織との連携などの緊急時モニタリングの対応等については、

地区の担当として指定された上席放射線防災専門官と密接な連携を図り、実

施するものとする。上席放射線防災専門官は、施設敷地緊急事態発生の通報

を受けた場合、国の専門職員が到着するまでの間、実質的な現地の放射線モ

ニタリングに係る国の責任者として、緊急時モニタリングに必要な業務を行

うこととされている。 

 
第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 
（１）国は、原子力発電所の所在する地域ごとに、関係府省庁、地方公共団体等

を構成員等とする地域原子力防災協議会を設置することとされており、県は
島根地域に設置される島根地域原子力防災協議会に参加し、要配慮者（高齢
者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦、傷病者、入院患者等）対策、避難
先や移動手段の確保、国の実動組織の支援、原子力事業者の協力内容等につ
いての検討及び具体化を通じて、県及び関係周辺市の地域防災計画・避難計
画に係る具体化・充実化を行うものとする。 

 
 
この際、県は、その他県内市町村に対して、その状況を連絡するものと
する。 

②略 
 
 
第４節 原子力防災専門官及び地方放射線モニタリング対策官との連携 
（１）県及び関係周辺市町は、地域防災計画（原子力災害対策編）の作成、原子

力事業所の防災体制に関する情報の収集及び連絡、地域ごとの防災訓練の実
施、緊急事態応急対策等拠点施設（以下「オフサイトセンター」という。）
の防災拠点としての活用、住民等に対する原子力防災に関する情報伝達、事
故時の連絡体制、防護対策（避難計画の策定を含む）、広域連携等の緊急時
対応等については、原子力防災専門官と密接な連携を図り、実施するものと
する。 

 

 

 

（２）県及び関係周辺市町は、緊急時モニタリング計画の作成、事故時の連絡体

制の整備、緊急時モニタリング訓練、国の緊急時モニタリングセンター（以

下「ＥＭＣ」という。）の設置の準備への協力、緊急時モニタリング、関係

都道府県等他組織との連携などの緊急時モニタリングの対応等については、

地方放射線モニタリング対策官事務所の地方放射線モニタリング対策官と

密接な連携を図り、実施するものとする。 

 

 

 

 

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 
（１）県は、島根地域原子力防災協議会での要配慮者対策、避難先や移動手段の

確保、国の実動組織の支援、原子力事業者に協力を要請する内容等について
の検討及び具体化を通じて、県及び関係周辺市町の地域防災計画・避難計画
に係る具体化・充実化を行うものとする。 
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修正案（平成３０年３月） 修正前（平成２７年８月） 備考 

資料１－３ 

（２）～（６） 略 

 

第６節 情報の収集・連絡体制等の整備 

１ 略 
２．情報の分析整理 
（１）～（２） 略 
（３）防災対策上必要とされる資料 

＜整備を行うべき資料＞ 
① 略 
② 社会環境に関する資料 
ア、イ 略 
ウ 周辺地域の人口、世帯数（原子力事業所との距離別、方位別。要配慮
者の概要、統計的な観光客数等季節的な人口移動に関する資料を含む。） 

エ 略 
オ 避難所及び屋内退避に適するコンクリート建物、一時集結所、放射線
防護対策を実施した施設に関する資料及びあらかじめ定める避難計画
（位置、受入可能数、食糧等の備蓄状況、移動手段等の情報を含む。） 

カ 略 
キ 拠点となる原子力災害拠点病院に関する資料（位置、受入能力、対応
能力、搬送ルート及び手段等） 

③～⑤ 略 
  ⑥ 避難に関する資料 
   ア、イ 略 

   ウ 避難経路図（避難所の基本情報及び周辺生活情報を含む） 

 
 
３．通信手段の確保 
  略 
 
４．緊急事態対処センターの整備 
  略 
 
５．実動機関現地合同調整所の整備 
  県及び県警察は、琴浦大山警察署に実動機関現地合同調整所を整備し、広域
的な交通規制・統制等を行うとともに、実動機関の円滑な活動調整及び情報共
有等を図るため、平素から共通の基準及び活動要領を確立し、実動機関共同調
整システム、通信機器等を整備するものとする。 

 

（２）～（６） 略 
 
第６節 情報の収集・連絡体制等の整備 
１ 略 
２．情報の分析整理 
（１）～（２） 略 
（３）防災対策上必要とされる資料 

＜整備を行うべき資料＞ 
① 略 
② 社会環境に関する資料 
ア、イ 略 
ウ 周辺地域の人口、世帯数（原子力事業所との距離別、方位別。要配慮
者（高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦、傷病者、入院患者等
（以下「要配慮者」という。）の概要、統計的な観光客数等季節的な人
口移動に関する資料を含む。） 

エ 略 
オ 避難所及び屋内退避に適するコンクリート建物に関する資料及びあ
らかじめ定める避難計画（位置、収容能力、移動手段等の情報を含む。） 

カ 略 
キ 拠点となる被ばく医療機関に関する資料（位置、収容能力、対応能力、
搬送ルート及び手段等） 

  ③～⑤ 略 
  ⑥ 避難に関する資料 
   ア、イ 略 
   （追加） 
 
３． 通信手段の確保 
  略 
 
４．緊急事態対処センターの整備 
  略 
 
（新設） 
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修正案（平成３０年３月） 修正前（平成２７年８月） 備考 

資料１－３ 

第７節 緊急事態応急体制の整備 
１、２ 略 

３．オフサイトセンターにおける原子力災害合同対策協議会等の体制 

  県は、原子力緊急事態宣言発出後は、原災法第２３条により、当該原子力緊
急事態に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について
相互に協力するため、国、関係周辺市町、所在県、所在市町、所在周辺市とと
もに原子力災害合同対策協議会を組織するものとする。なお、同協議会は、オ
フサイトセンターに設置することとされている。同協議会は、国の現地災害対
策本部と県、関係周辺市町、所在県及び所在周辺市のそれぞれの災害対策本部
の代表者、指定公共機関の代表者及び原子力事業者の代表者から権限を委任さ
れた者から構成され、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学
総合研究所、日本原子力研究開発機構等の専門家が、必要に応じて出席するこ
ととされている。このため、県は、原子力災害合同対策協議会に派遣する職員
及びその派遣方法等について、地域の実情等を勘案し、原子力防災専門官等と
連携して定めておくものとする。 

  また、オフサイトセンターにおいて、原子力災害合同対策協議会のもとにモ
ニタリング情報の把握、医療関係情報の把握、住民避難・屋内退避の状況の把
握等を担う機能班を設け、国、県、関係周辺市町、所在県、所在市町、所在周
辺市、関係機関及び原子力事業者等のそれぞれの職員を配置することとされて
おり、県はそれぞれの機能班に配置する職員及びその役割、権限等について、
あらかじめ原子力防災専門官等と協議して定めておくものとする。 

  
４、５ 略 
 
６．警察との連携体制 

県警察は、警察庁及び他の都道府県警察と協力し、警察災害派遣隊の受け入
れ体制等の整備を図るものとする。 

 
 
 
７ 略 
 
８．自衛隊との連携体制 
  県は、国の原子力緊急事態宣言発出前における自衛隊への派遣要請が迅速に
行えるよう、あらかじめ要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めて
おくとともに、連絡先の徹底、受入体制の整備等必要な準備を整えておくもの
とする。 
また、適切な役割分担を図るとともに、いかなる状況において、どのような

第７節 緊急事態応急体制の整備 
１、２ 略 

３．オフサイトセンターにおける原子力災害合同対策協議会等の体制 

  県は、原子力緊急事態宣言発出後は、同法第２３条により、当該原子力緊急
事態に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相
互に協力するため、国、関係周辺市町、所在県、所在市町、所在周辺市ととも
に原子力災害合同対策協議会を組織するものとする。なお、同協議会は、オフ
サイトセンターに設置することとされている。同協議会は、国の現地災害対策
本部と県、関係周辺市町、所在県及び所在周辺市のそれぞれの災害対策本部の
代表者、指定公共機関の代表者及び原子力事業者の代表者から権限を委任され
た者から構成され、放射線医学総合研究所、日本原子力研究開発機構等の専門
家が、必要に応じて出席することとされている。このため、県は、原子力災害
合同対策協議会に派遣する職員及びその派遣方法等について、地域の実情等を
勘案し、原子力防災専門官等と連携して定めておくものとする。 

  また、オフサイトセンターにおいて、原子力災害合同対策協議会のもとにモ
ニタリング情報の把握、医療関係情報の把握、住民避難・屋内退避の状況の把
握等を担う機能班を設け、国、県、関係周辺市町、所在県、所在市町、所在周
辺市、関係機関及び原子力事業者等のそれぞれの職員を配置することとされて
おり、県はそれぞれの機能班に配置する職員及びその役割、権限等について、
あらかじめ原子力防災専門官等と協議して定めておくものとする。 

  
 
４、５ 略 
 
６．警察との連携体制 
  県警察は、警察庁及び他の都道府県警察と協力し、警察災害派遣隊の受け入
れ体制等の整備を図るものとする。 
また、現地実動機関との現地調整を円滑に行うための環境整備を行うものと

する。 
 
７ 略 
 
８．自衛隊との連携体制 
  県は、国が原子力緊急事態宣言発出する前における自衛隊への派遣要請が迅
速に行えるよう、あらかじめ要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決
めておくとともに、連絡先の徹底、受入体制の整備等必要な準備を整えておく
ものとする。 
また、適切な役割分担を図るとともに、いかなる状況において、どのような
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修正案（平成３０年３月） 修正前（平成２７年８月） 備考 

資料１－３ 

分野（救急、救助、応急医療、緊急輸送等）について、自衛隊の災害派遣要請
を行うのか、平常時よりその想定を行うとともに、関係部隊と事前に調整を行
うものとする。 

 
９．実動機関との活動調整 
  県及び県警察は、円滑な住民避難等を実施するため、必要に応じ、琴浦大山
警察署内に実動機関現地合同調整所を設置し、関係機関の情報連絡員等との情
報共有及び活動調整等を適切に行うものとする。 

 
10．原子力災害医療に係る原子力災害医療派遣チームの派遣要請体制 
  県は、原子力災害時の医療体制の充実を図るため、原子力災害拠点病院（以
下「拠点病院」という。）等に所属する原子力災害医療派遣チームの派遣要請
手続き等についてあらかじめ定めておくとともに、受け入れ体制の整備等必要
な準備を整えておくものとする。 

 
11．広域的な応援協力体制の拡充・強化 
  県は、緊急時に必要な装備、資機材、輸送車両、人員、避難や住民等の避難
退域時検査（「住民、車両、家庭動物（ペット）、携行品等の放射線量の測定」
をいう。以下同じ。）等の場所等に関する広域的な応援要請並びに、他の都道
府県及び防災関係機関からの応援要請への対応に向けて、国の協力のもと、他
の都道府県等との応援協定の締結を図り、応援先・受援先の指定、応援・受援
に関する連絡・要請の手順、県災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応
援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等
について必要な準備を整えるとともに、市町村間における相互応援が円滑に進
むよう配慮し、応援協定締結の促進を図るものとする。 
また、県は、原子力事業者との緊急時における協力の内容等についてあらか

じめ調整を行っておくほか、国又は他の都道府県への応援要請が迅速に行える
よう、要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連
絡先を徹底しておく等、必要な準備を整えておくものとする。 
・表２－１「鳥取県が締結する主な災害時応援協定」 

 名称 相手先 締結年月日 

１ 災害時の相互応援に関する協定 県内の全市町村 平成8年3月29
日 

２ 災害時の相互応援に関する協定 兵庫県 平成8年5月31
日 

３ 中国５県災害等発生の広域支援
に関する協定 

島根県、岡山県、
広島県、山口県 

平成 24 年 3 月 1
日 

４ 中国・四国地方の災害等発生時 島根県、岡山県、 平成24年3月1

分野（救急、救助、応急医療、緊急輸送等）について、自衛隊の災害派遣要請
を行うのか、平常時よりその想定を行うとともに、関係部隊と事前に調整を行
うものとする。 

 
（新設） 
 
 
 
 
９．被ばく医療に係る医療チームの派遣要請体制 
  県は、緊急時の医療体制の充実を図るため、放射線医学総合研究所、高度な
被ばく医療に対応可能な医療機関のスタッフからなる被ばく医療に係る医療
チーム派遣の要請手続きについてあらかじめ定めておくとともに、受け入れ体
制の整備等必要な準備を整えておくものとする。 

 
10．広域的な応援協力体制の拡充・強化 

県は、緊急時に必要な装備、資機材、人員、避難や避難者の避難退域時検査
（「居住者、車両、ペット、携行品等の放射線量の測定」をいう。以下同じ。）
等の場所等に関する広域的な応援要請並びに、他の都道府県及び防災関係機関
からの応援要請への対応に向けて、国の協力のもと、他の都道府県等との応援
協定の締結を図り、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・要請の
手順、県災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応
援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等について必要な準備を
整えるとともに、市町村間における相互応援が円滑に進むよう配慮し、応援協
定締結の促進を図るものとする。 
また、県は、原子力事業者との緊急時における協力の内容等についてあらか

じめ調整を行っておくほか、国又は他の都道府県への応援要請が迅速に行える
よう、要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連
絡先を徹底しておく等、必要な準備を整えておくものとする。 
・表２－１「鳥取県が締結する災害時応援協定」 

 名称 相手先 締結年月日 

１ 中国５県災害時相互応援協定 島根県、岡山県、
広島県、山口県 

平成 7 年 7 月 13
日 

２ 中国・四国地方の災害時相互応
援に関する協定 

島根県、岡山県、
広島県、山口県、
徳島県、香川県、
愛媛県、高知県 

平成7年12月5
日 

３ 災害時の相互応援に関する協定 県内の全市町村 平成8年3月29
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修正案（平成３０年３月） 修正前（平成２７年８月） 備考 

資料１－３ 

の広域支援に関する協定 広島県、山口県、
徳島県、香川県、
愛媛県、高知県 

日 

５ 全国都道府県における災害時の
広域応援に関する協定 

全国知事会、各ブ
ロック知事会 

平成24年5月18
日 

６ 関西広域連合と鳥取県との危機
発生時の相互応援に関する覚書 

関西広域連合 平成24年10月25
日 

７ 原子力災害時の放射線被ばくの
防止に関する協定 

関西広域連合、各
府県放射線技士
会、日本診療放射
線技師会 

平成27年8月17
日 

８ 大規模災害時における民間賃貸
住宅の被災者への提供等に関す
る協定 

関西広域連合、各
府県宅地建物取
引業協会、全日本
不動産協会各府
県本部、全国賃貸
住宅経営者協会
連合会、日本賃貸
住宅管理協会 

平成27年8月17
日 

９ 大規模広域災害時におけるバス
による緊急輸送に関する協定 

関西広域連合、各
府県バス協会 

平成27年12月2
日 

10 鳥取県と徳島県との危機事象発
生時相互応援協定 

徳島県 平成28年9月12
日 

11 原子力災害時等におけるバスに
よる緊急輸送等に関する協定 

中国地方各県バ
ス協会 

平成29年4月17
日 

12 原子力災害時等における福祉タ
クシーによる緊急輸送等に関す
る協定 

中国地方各県タ
クシー協会 

平成29年7月24
日 

 
12．オフサイトセンター 
（１）、（２）略 
（３）県及び国は、相互に連携して、過酷事象においても継続的に活動すること

のできるオフサイトセンターの施設、設備、防護資機材、資料等について適
切に整備、維持・管理を行うものとする。 

（４）略 
 

・表２－２ オフサイトセンター一覧 
表２－２ オフサイトセンター一覧 

日 

４ 災害時の相互応援に関する協定 兵庫県 平成8年5月31
日 

５ 全国都道府県における災害時の
広域応援に関する協定 

全国知事会、各ブ
ロック知事会 

平成8年7月18
日 

６ 災害対策における鳥取県・徳島
県相互応援協定 

徳島県 平成16年3月17
日 

７ 関西広域連合と鳥取県との危機
発生時の相互応援に関する覚書 

関西広域連合 平成24年10月25
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11．オフサイトセンター 
（１）、（２）略 
（３）県及び国は、相互に連携して、過酷事故においても継続的に活動すること

のできるオフサイトセンターの施設、設備、防護資機材、資料等について適
切に整備、維持・管理を行うものとする。 

（４）略 
 

・表２－２ オフサイトセンター一覧 
表２－２ オフサイトセンター一覧 
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修正案（平成３０年３月） 修正前（平成２７年８月） 備考 

資料１－３ 

 

名称 所在地 備考 

島根県原子力防災セン
ター 

島根県松江市内中原町
５２ 

島根原子力発電所対応 
 

島根県出雲合同庁舎（代
替オフサイトセンター） 

島根県出雲市大津町 

１１３９ 

島根県仁多集合庁舎（代
替オフサイトセンター） 

島根県仁多郡奥出雲町
三成５５５－４ 

上齋原オフサイトセン
ター 

岡山県苫田郡鏡野町上
齋原５１４－１ 

人形峠環境技術センタ
ー対応 

 
13．モニタリング体制等 
（１）緊急時モニタリングセンター（ＥＭＣ） 
   緊急時モニタリングを実施するために、原子力規制委員会の統括の下、Ｅ

ＭＣが設置される。ＥＭＣは、国（原子力規制委員会及び関係省庁）、関係
都道府県（ＰＡＺを含む道府県及びＵＰＺを含む道府県をいう。以下同じ。）、
原子力事業者及び関係指定公共機関等の要員により構成される。県は、国が
行うＥＭＣの体制の整備に協力するものとする。 

（２）平常時のモニタリングの実施 
県は、緊急時に原子力施設から放出された放射性物質又は放射線による周

辺環境への影響の評価に資する観点から、国の技術的支援の下、平常時から
環境放射線モニタリング（空間放射線量率、大気中の放射性物質の濃度、水
道水及び植物等の環境試料中の放射性物質の濃度）を適切に実施するものと
する。 
また、県は空間放射線量率等の測定結果をホームページで、リアルタイム

に公表するものとし、評価結果については、四半期毎に開催する「鳥取県環
境放射線モニタリングに係る検討委員会」での検討及び原子力安全顧問の審
議を受けたのちに公表するものとする。 
なお、平常時において緊急時モニタリングに資するように走行サーベイを

定期的かつ計画的に実施するものとする。 
（３）原子力環境センターの整備 

県は、原子力環境センターを整備して環境放射線の監視や環境試料中の放
射性物質の分析を行うものとし、平常時のモニタリング体制を強化するとと
もに、緊急時における防護措置の判断に必要なモニタリングを行うものとす
る。 
 

表２－３ 原子力環境センター概要 
名称 所在地 備考 

 

名称 所在地 備考 

島根県原子力防災セン
ター 

島根県松江市内中原町
５２ 

島根原子力発電所対応 
 

上齋原オフサイトセン
ター 

岡山県苫田郡鏡野町上
齋原５１４－１ 

人形峠環境技術センタ
ー対応 

 
 
 
 
 
12．モニタリング体制等 
（１）緊急時モニタリングセンター 
   緊急時モニタリングを実施するために、原子力規制委員会の統括の下、Ｅ

ＭＣが設置される。ＥＭＣは、国（原子力規制委員会及び関係省庁）、関係
都道府県（ＰＡＺを含む都道府県及びＵＰＺを含む都道府県をいう。以下同
じ。）、原子力事業者及び関係指定公共機関等の要員により構成される。県は、
国が行うＥＭＣの体制の整備に協力するものとする。 

（２）平常時のモニタリングの実施 
県は、緊急時に原子力施設から放出された放射性物質又は放射線による周

辺環境への影響の評価に資する観点から、平常時から環境放射線モニタリン
グ（空間放射線量率、水道水、植物等の環境試料）を適切に実施するものと
する。 
また、県は空間放射線量率等の測定結果をホームページでリアルタイムで

公表するものとし、評価結果については、原子力安全顧問の審議を受けたの
ちに公表するものとする。 

 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
（新設） 
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修正案（平成３０年３月） 修正前（平成２７年８月） 備考 

資料１－３ 

鳥取県原子力環境セン
ター 

東伯郡湯梨浜町南谷
526-1 

モニタリング拠点施設 

 
（４）その他体制の整備 

県は、国、関係周辺市町、所在県、所在市町、所在周辺市、原子力事業者
及び関係指定公共機関等と協力して、緊急時モニタリング計画の作成、モニ
タリング資機材の整備・維持、モニタリング要員の確保及び訓練を通した連
携の強化等を行い、緊急時モニタリング体制の整備を図るものとする。 
 

（５）緊急時モニタリング計画の作成 
   略 
（６）モニタリング資機材等の整備・維持 
   県は、平常時の環境放射線モニタリング及び緊急時モニタリングを適切に

実施するため、モニタリングポスト、モニタリング車、サーベイ車、積算線
量計、可搬型のモニタリングの資機材、環境試料分析装置、中央監視装置、
携帯電話等の通信手段、モニタリング情報共有システム等を整備・維持し、
平常時から環境放射線モニタリングの測定データを国に送信するとともに、
資機材等の操作の習熟に努めるものとする。 
なお、モニタリングポスト及び中央監視装置等については、耐震対策を実

施するものとする。 
また、国においては、「緊急時放射線モニタリング情報共有・公表システ

ム」を構築し、緊急時モニタリング結果の集約、関係機関での共有及び公表
を迅速に行うこととされている。 
・表２－４「主な環境放射線モニタリング設備、防護資機材等の配備状況」 

 
 
表２－４ 主な環境放射線モニタリング設備、防護資機材等の配備状況 

（平成３０年３月）  

区分 防護資機材名 数量 摘 要 

主
に
島
根
原
子
力
発
電
所

用
と
し
て
配
備 

不織布防護服 2,085 原子力環境センター、西部総合事

務所 

防護マスク(全面) 54 原子力環境センター、西部総合事

務所 

防護マスク用フィルター 1,516 原子力環境センター、西部総合事

務所 

靴下 2,140 原子力環境センター、西部総合事

務所 

ＧＭ管式サーベイメータ（β線用） 19 原子力環境センター、西部総合事

 
 
 
（３）その他体制の整備 

県は、国、関係周辺市町、所在県、所在市町、所在周辺市、原子力事業者
及び関係指定公共機関等と協力して、緊急時モニタリング計画の作成、モニ
タリング資機材の整備・維持、モニタリング要員の確保及び訓練を通した連
携の強化並びに原子力環境センターの整備等を行い、緊急時モニタリング体
制の整備を図るものとする。 

（４）緊急時モニタリング計画の作成 
   略 
（５）モニタリング資機材等の整備・維持 
   県は、平常時の環境放射線モニタリング及び緊急時モニタリングを適切に

実施するため、モニタリングポスト、積算線量計、可搬型のモニタリングの
資機材、環境試料分析装置、携帯電話等の連絡手段並びにモニタリング情報
共有システム等を整備・維持するとともに、その操作の習熟に努めるものと
する。 
 
 
 
 
 
 
・表２－３「環境放射線モニタリング設備、機器類の配備（計画）状況」 

 
 
表２－３ 環境放射線モニタリング設備、機器類の配備（計画）状況 

（平成２７年３月）  （注）※（ ）内の数字は今後の配備予定分を含む。 

区分 防護資機材名 数量 摘 要 

島
根
原
子
力
発
電
所
用
と

し
て
配
備 

不織布防護服 2,100 衛生環境研究所、西部総合事務所 

防護マスク(全面) 54 衛生環境研究所、西部総合事務所 

防護マスク用フィルター(全面) 1,512 衛生環境研究所、西部総合事務所 

靴下 2,100 衛生環境研究所、西部総合事務所 

ＧＭ管式サーベイメータ（β線用） 18 衛生環境研究所、西部総合事務所 
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修正案（平成３０年３月） 修正前（平成２７年８月） 備考 

資料１－３ 

務所 

ＮaIシンチレーションサーベイメ
ータ（γ低線量用） 

19 原子力環境センター、西部総合事

務所 

ＺnＳシンチレーションサーベイメ
ータ（α線用） 

1 原子力環境センター、西部総合事

務所 

ホールボディカウンタ車 1 鳥取県庁 

モニタリング情報共有システム 1 鳥取県庁 

中央監視装置 
 

1 鳥取県庁 

主
に
人
形
峠
用
と
し
て
配
備 

ポケット線量計（γ線用） 29 中部総合事務所 

ポケット線量計（中性子線用） 4 中部総合事務所 

不織布製防護服 30 中部総合事務所 

防護マスク(半面・全面) 20 中部総合事務所 

防護マスク用フィルター 80 中部総合事務所 

チオックス手袋 40 中部総合事務所 

綿製手袋 40 中部総合事務所 

靴下 40 中部総合事務所 

長靴 40 中部総合事務所 

オーバーシューズ 40 中部総合事務所 

ＮaIシンチレーションサーベイメ
ータ（γ低線量用） 

2 中部総合事務所 

ＺnＳシンチレーションサーベイメータ

（α線用） 
3 衛生環境研究所、中部総合事務所 

モニタリング車 1 中部総合事務所 

サーベイ車 1 中部総合事務所 

 
 
（７）要員の確保 

国は、緊急時モニタリングのための要員等を定めた動員計画を定めるものと
されている。県は、これに協力し、必要な要員をあらかじめ指定しておくとと
もに、国と連携し、要員等に対する研修を実施するものとする。 

（８）モニタリング本部の体制及び役割 
   モニタリング本部の実施体制と役割は次のとおりとする。 

・表２－５「モニタリング本部の体制と役割」 
表２－５ モニタリング本部の体制と役割 

 
 

 

ＮaIシンチレーションサーベイメ
ータ（γ低線量用） 

19 衛生環境研究所、西部総合事務所 

ＺnＳシンチレーションサーベイメ
ータ（α線用） 

3 衛生環境研究所、西部総合事務所 

（新設）   

（新設）   

（新設）   

SPEEDI操作端末 1  

人
形
峠
用
と
し
て
配
備 

ポケット線量計（γ線用） 40 中部総合事務所 

ポケット線量計（中性子線用） 5 中部総合事務所 

不織布製防護服 40 中部総合事務所 

防護マスク(全面) (40) 中部総合事務所 

防護マスク用フィルター(全面) (80) 中部総合事務所 

チオックス手袋 (40) 中部総合事務所 

綿製手袋 (40) 中部総合事務所 

靴下 (40) 中部総合事務所 

長靴 (40) 中部総合事務所 

オーバーシューズ (40) 中部総合事務所 

ＮaIシンチレーションサーベイメ
ータ（γ低線量用） 

2 中部総合事務所 

ＺnＳシンチレーションサーベイメータ

（α線用） 
2 中部総合事務所 

モニタリング車 1 中部総合事務所 

サーベイ車 1 中部総合事務所 

SPEEDI中継器 1 鳥取県庁 

 
（６）要員の確保 

国は、緊急時モニタリングのための要員等を定めた動員計画を定めるものと
されている。県は、これに協力し、必要な要員をあらかじめ指定し定めておく。 

 
（７）モニタリング本部の体制及び役割 
   モニタリング本部の実施体制と役割は次のとおりとする。 

・表２－３「モニタリング本部の体制と役割」 
表２－４ モニタリング本部の体制と役割 
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修正案（平成３０年３月） 修正前（平成２７年８月） 備考 

資料１－３ 

区
分 

チーム等 役割 

原
子
力
環
境
セ
ン
タ
ー 

本部長 ・モニタリング本部を総括し、モニタリング活動を
指揮 

副本部長 ・本部長の補佐又は代行 
・ＥＭＣへ派遣 

企画・評価チーム ・初動モニタリング計画（項目及び地点等）の決定
又は見直し 

・モニタリング結果の解析、評価及び報告 
・県モニタリング要員の被ばく管理 
・県モニタリング要員及び資機材の調整 

情報収集チーム ・ＥＭＣ、災害対策本部等の関係機関、各チームと

の連絡調整 
・放出源情報及び気象情報の収集 
・測定結果及び関連情報の収集 

監視チーム ・環境放射線モニタリングシステム及びモニタリン
グ情報共有システムによる監視（空間線量率、大
気浮遊じん中の放射能濃度、気象情報等） 

分析チーム ・Ｇｅ半導体検出器による採取試料中の放射性物質

濃度の測定 
・積算線量の測定 

総合支援チーム ・鳥取県モニタリング本部庶務（その他、他の班に

属さないものを含む） 
・情報収集チームの補助 

西
部
総
合
事
務
所 

機動モニタリング
チーム 

・モニタリング車等による空間線量率、大気中放射

能濃度の測定 
・サーベイ車による走行モニタリング 
・固定モニタリング局等の維持 
・可搬型モニタリングポストの配備 
・モニタリングポスト等の維持 
・積算線量計の配置、回収 
・可搬型ダストサンプラによる大気浮遊じん及び放

射性ヨウ素の採取 
・環境試料（土壌、飲用水等）の採取、分析チーム
への引き渡し 

区
分 

チーム等 役割 

衛
生
環
境
研
究
所 

本部長 ・モニタリング本部を総括し、モニタリング活動を
指揮 

副本部長 ・本部長の補佐又は代行 
・ＥＭＣへ派遣 

企画・評価チーム ・初動モニタリング計画（項目及び地点等）の決定
又は見直し 

・モニタリング結果の解析、評価及び報告 
・県モニタリング要員の被ばく管理 
・県モニタリング要員及び資機材の調整 

情報収集チーム ・ＥＭＣ、災害対策本部等の関係機関、各チームと

の連絡調整 
・放出源情報及び気象情報の収集 
・測定結果及び関連情報の収集 

監視チーム ・環境放射線モニタリングシステム及びモニタリン
グ情報共有システムによる監視（空間線量率、大
気浮遊じん中の放射能濃度、気象情報等） 

分析チーム ・Ｇｅ半導体検出器による採取試料中の放射性物質

濃度の測定 
・積算線量の測定 

総合支援チーム ・鳥取県モニタリング本部庶務（その他、他の班に

属さないものを含む） 
・企画・評価チームの補助 

西
部
総
合
事
務
所 

機動モニタリング
チーム 

・モニタリングカー等による空間線量率、大気中放

射能濃度の測定 
・可搬型モニタリングポストの配備 
・モニタリングポスト等の維持 
・積算線量計の配置、回収 
・可搬型ダストサンプラによる大気浮遊じん及び放

射性ヨウ素の採取 
・環境試料（土壌、飲用水、農畜産物等）の採取、
分析チームへの引き渡し 
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修正案（平成３０年３月） 修正前（平成２７年８月） 備考 

資料１－３ 

 
（９）訓練等を通じた測定品質の向上 
   略 
（10）緊急時における放射性物質拡散解析情報の活用 
   略 
 
14．緊急時の公衆被ばく線量評価体制の整備 
  略 
 
15．専門家の派遣要請手続き 
  略 
 
16.放射性物質による環境汚染への対処のための整備 
  略 
 
17.複合災害に備えた体制の整備 
  略 
 
18.人材及び防災資機材の確保等に係る連携 

県は、防災対策に必要な資機材を整備するとともに、定期的な保全点検を行
い、常に使用可能な状態に維持しておくものとする。 
また、県は、地震、津波等による大規模な自然災害等との複合災害の発生に

より、防災活動に必要な人員及び防災資機材が不足するおそれがあることを想
定し、人材及び防災資機材の確保等において、国、指定公共機関、市町村及び
原子力事業者と相互の連携を図るものとする。 
県は、必要な資機材の種類、数量、保管場所等について、訓練結果等により

適宜見直しを行うものとする。 
 
第８節 避難受入活動体制の整備 
１ 避難計画の策定 

県は、関係周辺市町に対し、国、関係機関及び原子力事業所の協力のもと、
屋内退避及び避難誘導計画の策定について支援するものとする。 
原子力災害対策指針に基づき、段階的な避難やＯＩＬに基づく防護措置を実

施するまでの間は屋内退避を行うことを原則として広域避難計画を策定する
ものとし、避難先からの更なる避難を避けるため、避難先は防護措置を重点的
に実施すべき区域外とするものとする。なお、個別の県及び市町村の境界を越
えた広域の避難計画の策定が必要な場合においては、国及び県が中心となって
都道府県との調整や市町村の間の調整を図るものとする。 

 
（８）訓練等を通じた測定品質の向上 
   略 
（９）緊急時における放射性物質拡散解析情報の活用 
   略 
 
13．緊急時の公衆被ばく線量評価体制の整備 
  略 
 
14．専門家の派遣要請手続き 
  略 
 
15.放射性物質による環境汚染への対処のための整備 
  略 
 
16.複合災害に備えた体制の整備 
  略 
 
17.人材及び防災資機材の確保等に係る連携 

県は、地震、津波等による大規模な自然災害等との複合災害の発生により、
防災活動に必要な人員及び防災資機材が不足するおそれがあることを想定し、
人材及び防災資機材の確保等において、国、指定公共機関、市町村及び原子力
事業者と相互の連携を図るものとする。 

 
 
 
 
 
第８節 避難収容活動体制の整備 
１ 避難計画の策定 

県は、関係周辺市町に対し、国、関係機関及び原子力事業所の協力のもと、
屋内退避及び避難誘導計画の策定について支援するものとする。 
原子力災害対策指針に基づき、段階的な避難やＯＩＬに基づく防護措置を実

施するまでの間は屋内退避を行うことを原則として広域避難計画を策定する
ものとし、避難先からの更なる避難を避けるため、避難先は防護措置を重点的
に実施すべき区域外とするものとする。なお、個別の県及び市町村の境界を越
えた広域の避難計画の策定が必要な場合においては、国及び県が中心となって
都道府県との調整や市町村の間の調整を図るものとする。 
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修正案（平成３０年３月） 修正前（平成２７年８月） 備考 

資料１－３ 

  なお、地域コミュニティーの維持に着目し、同一地区の住民の避難先は同一
地域に確保するよう、努めるものとする。 
また、ＵＰＺ圏外の市町村に対する原子力防災に対する支援を必要に応じて

行い、災害発生時の屋内退避や避難に関する留意事項等を、広く周知するもの
とする。 

 
２．避難所等の整備等 
（１）避難所等の整備 
   県は市町村に対して、地域防災センター、公民館等の公共的施設等を対象

に、避難等を行うため、その管理者の同意を得た上で、災害の危険が切迫し
た緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所及び避難生活を送る
ための指定避難所等をあらかじめ指定し、住民への周知徹底を図るよう助言
するものとする。また、県は、関係周辺市町等における指定緊急避難場所等
の指定に当たっては、風向等の気象条件により指定緊急避難場所等が使用で
きなくなる可能性を考慮するとともに、要配慮者に十分配慮するよう助言す
るものとする。 

   併せて、県は、事前に定めた避難先がやむを得ない事情により避難者の受
け入れをできない場合等に備えて、予備の避難先を確保しておくものとす
る。 
また、県は、国の協力のもと、広域避難に係る都道府県間による協定の締

結を推進する等、広域避難体制を整備するものとする。 
   さらに、県及び市町村は、避難所として指定した建物について、衛生管理

等避難生活の環境を良好に保つための設備の整備に努めるものとする。 
（２）略 
（３）コンクリート屋内退避施設の整備 
   県は、関係周辺市町等に対しコンクリート屋内退避施設についてあらかじ

め調査し、具体的なコンクリート屋内退避施設の整備について助言するもの
とする。 

   また、県は、要配慮者等のコンクリート屋内退避施設を確保するものとす
る。 

   原子力災害時においては、当該施設の避難者を優先的に救助・救出するも
のとする。 

（４）病院等医療機関、社会福祉施設等に対する放射線防護対策の整備等 
   県は、全面緊急事態において、避難が容易でないと想定される等の事情に

より、一定期間その場にとどまらざるを得ないことが想定される病院等医療
機関、社会福祉施設等について、放射性物質又は放射線の異常な放出に対す
る放射線防護対策に努めるものとする。 
県は、屋内退避後の避難の判断を行うため、必要に応じて放射線測定器を

  なお、地域コミュニティーの維持に着目し、同一地区の住民の避難先は同一
地域に確保するよう、努めるものとする。 

 
 
 
 
２．避難所等の整備等 
（１）避難所等の整備 
   県は市町村に対して、地域防災センター、公民館等の公共的施設等を対象

に、避難等を行うため、その管理者の同意を得た上で、災害の危険が切迫し
た緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所及び避難生活を送る
ための指定避難所等をあらかじめ指定し、住民への周知徹底を図るよう助言
するものとする。また、県は、関係周辺市町等における指定緊急避難場所等
の指定に当たっては、風向等の気象条件により指定緊急避難場所等が使用で
きなくなる可能性を考慮するとともに、要配慮者に十分配慮するよう助言す
るものとする。 
また、県は、国の協力のもと、広域避難に係る都道府県間による協定の締

結を推進する等、広域避難体制を整備するものとする。 
   なお、県及び市町村は、避難所として指定した建物について、衛生管理等

避難生活の環境を良好に保つための設備の整備に努めるものとする。 
 
 
 
（２）略 
（３）コンクリート屋内退避施設の整備 
   県は、関係周辺市町等に対しコンクリート屋内退避施設について予め調査

し、具体的なコンクリート屋内退避施設の整備について助言するものとす
る。 

   また、県は、要配慮者等のコンクリート屋内退避施設を確保するものとす
る。 

    
 
（４）病院等医療機関、社会福祉施設等に対する放射線防護対策の整備 
   県は、全面緊急事態において、避難が容易でないと想定される等の事情に

より、一定期間その場にとどまらざるを得ないことが想定される病院等医療
機関、社会福祉施設等について、放射性物質又は放射線の異常な放出に対す
る放射線防護対策に努めるものとする。 
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資料１－３ 

設置するものとする。 
放射線防護対策を行った施設は、７日分の食糧、燃料等の備蓄及び調達手

段を確保しておくものとする。 
（５）避難退域時検査会場の整備 
   県は、県内市町村と連携し、避難退域時検査会場をあらかじめ定めるとと

もに、避難退域時検査会場となる市町村と協定を締結する等、原子力災害時
に円滑な会場設営が可能となるよう努めるものとする。 
また、あらかじめ定めた避難退域時検査会場が使用できない場合を考慮

し、代替の避難退域時検査会場を選定する際の会場の基準を定めておくとと
もに候補地を選定しておくものとする。 

（６）広域一時滞在に係る応援協定の締結 
  略 
（７）応急仮設住宅の供給体制等の整備 
  略 
（８）救助に関する施設等の整備 
  略 
（９）避難者支援の仕組みの整備 
  略 
（10）被災者支援の仕組みの整備 
  略 
（11）避難所における設備等の整備 
  県及び市町村は、避難所において、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マット、簡
易ベッド、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋式トイ
レなど、要配慮者にも配慮した避難の実施に必要な施設・設備の整備に努める
とともに、被災者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整
備を図るものとする。 

（12）物資の備蓄に係る整備 

  略 

 
３～８ 略 
 
９．避難場所等・避難方法等の周知 

県は、関係周辺市町に対し、避難、避難退域時検査等、安定ヨウ素剤配付等
（島根原発対応の場合は避難支援ポイントを含む）の場所・避難方法（バス等
で避難する場合の一時集結所、自家用車の利用、緊急避難に伴う交通誘導、家
庭動物（ペット）との同行避難等を含む。）、屋内退避の方法等について、日頃
から住民への周知徹底に努めるよう助言するものとする。なお、避難時の周囲
の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないときは、

 
 
 
（新設） 
 

 

 

 

 

（５）広域一時滞在に係る応援協定の締結 

  略 
（６）応急仮設住宅の供給体制等の整備 
  略 
（７）救助に関する施設等の整備 
  略 
（８）避難者支援の仕組みの整備 
  略 
（９）被災者支援の仕組みの整備 
  略 
（10）避難所における設備等の整備 
  県及び市町村は、避難所において、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マット、簡
易ベット、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋式トイ
レなど、要配慮者にも配慮した避難の実施に必要な施設・設備の整備に努める
とともに、被災者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整
備を図るものとする。 

（11）物資の備蓄に係る整備 

  略 

 
３～８ 略 
 
９．避難場所等・避難方法等の周知 

県は、関係周辺市町に対し、避難、避難退域時検査等、安定ヨウ素剤配付等
（島根原発対応の場合は避難支援ポイントを含む）の場所・避難方法（バス等
で避難する場合の一時集結所、自家用車の利用、緊急避難に伴う交通誘導、ペ
ットとの同行避難等を含む。）、屋内退避の方法等について、日頃から住民への
周知徹底に努めるよう助言するものとする。なお、避難時の周囲の状況等によ
り、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないときは、屋内での退避
等の安全確保措置を講ずべきことにも留意するものとする。 
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資料１－３ 

屋内での退避等の安全確保措置を講ずべきことにも留意するものとする。 
  避難の迅速な実施のためには、具体的な避難計画を関係周辺市町、防災業務
関係者及び対象となる住民が共通して認識することが必要となる。県は、国、
関係周辺市町及び原子力事業者と連携のうえ、情報収集事態、警戒事態及び施
設敷地緊急事態発生後の経過に応じて周辺住民に提供すべき情報について整
理しておくものとする。 
また、県は関係周辺市町村と共同で、避難先となっている市町の協力を得て、

住民に対して、広域避難所に指定されている施設について、日頃から周知を行
うものとする。 

 
第９節 略 
 
第10節 略 
１．専門家の移送体制の整備 
  県は、国及び関係機関と協議し、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機
構放射線医学総合研究所（原子力災害医療・総合支援センター）、広島大学（高
度被ばく医療機関、原子力災害医療・総合支援センター）、指定公共機関等か
らのモニタリング、医療等に関する専門家の現地への移送協力（最寄の空港・
ヘリポートの場所や指定利用手続き、空港等から現地までの先導体制等）につ
いてあらかじめ定めておくものとする。 

 

２．緊急輸送路の確保体制等の整備 

（１）～（３）略 
（４）県警察は、警察庁と協力し、緊急性の高い区域からの迅速かつ円滑な輸送

及び避難地域への車両の進入防止を行っていくための広域的な交通管理体
制の整備に努めるものとする。 

（５）略 
（６）県は、避難計画に避難経路として定められている道路の通行の可否を把握

し、自然災害等により通行できない場合は、代替経路を指定するとともに、
道路の復旧作業を実施し、県が管理する道路以外の道路については、各道路
管理者に復旧を要請する。 

   また、県は、降雪時においては必要に応じて除雪作業を実施するとともに、
県が管理する道路以外の道路については、各道路管理者に除雪を要請する。 

（７）略 
（８）略 
（９）略 
（10）略 
 

 
  避難の迅速な実施のためには、具体的な避難計画を関係周辺市町、防災業務
関係者及び対象となる住民が共通して認識することが必要となる。県は、国、
関係周辺市町及び原子力事業者と連携のうえ、情報収集事態、警戒事態及び施
設敷地緊急事態発生後の経過に応じて周辺住民に提供すべき情報について整
理しておくものとする。 
また、県は関係周辺市町と共同で、避難先となっている市町の協力を得て、

住民に対して、広域避難所に規定されている施設について、日頃から周知を行
うものとする。 

 
第９節 略 
 
第10節 略 
１．専門家の移送体制の整備 
  県は、国及び関係機関と協議し、放射線医学総合研究所、広島大学（三次被
ばく医療機関）、指定公共機関等からのモニタリング、医療等に関する専門家
の現地への移送協力（最寄の空港・ヘリポートの場所や指定利用手続き、空港
等から現地までの先導体制等）についてあらかじめ定めておくものとする。 

 
 
 

２．緊急輸送路の確保体制等の整備 

（１）～（３）略 
（４）県警察は、警察庁と協力し、緊急性の高い区域から迅速・円滑に輸送を行

っていくための広域的な交通管理体制の整備に努めるものとする。 
 
（５）略 
（新設） 
 
 
 
 
 
（６）略 
（７）略 
（８）略 
（９）略 
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第11節 救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備 
１、２略 
 
３．医療活動用資機材及び原子力災害医療活動体制等の整備 
（１）県は、国から整備すべき医療資機材等に関する情報提供等を受け、放射線

測定資機材、除染資機材、安定ヨウ素剤、応急救護用医薬品、医療資機材等
の整備に努めるものとする。なお、安定ヨウ素剤については、適時・適切な
配布・服用を行うための平常時の手順及び配備、緊急時の手順、体制の整備
が必要であるが、当面は、県における備蓄と配布手順などを明確にしておく
ものとする。 

 
 
 
 
（２）県は、国と協力し、関係機関等と調整の上、国が示す施設要件に基づき指

定又は登録を行った拠点病院及び原子力災害医療協力機関（以下「協力機関」
という。）について、概ね３年ごとに施設要件に合致しているか否かを確認
する。 

（３）県は、国と協力し、原子力災害医療体制の構築、原子力災害医療派遣チー
ム受入れ体制の整備・維持を行うものとする。また、拠点病院及び協力機関
は、原子力災害医療を実施するための資機材の整備及び組織体制の整備を図
るものとする。 

（４）県は、国及び高度被ばく医療支援センター及び原子力災害医療・総合支援
センターと協力し、県内の原子力災害医療に関係する者に対して、研修・訓
練を実施し、人材の育成及び確保に努めるとともに、拠点病院等の診療状況
等の情報を迅速に把握するための、原子力災害医療に係る医療情報システム
の整備に努め、併せて操作等の研修・訓練を定期的に行うものとする。 

（５）県は、国と協力し、拠点病院及び協力機関、一般病院のネットワークにつ
いて、一般災害における医療関係者を積極的に関与させつつ、構築するよう
努めるものとする。 

（６）県は、原子力災害医療及び救急・災害医療の関係者とも密接な連携を図り
つつ、実効的な原子力災害医療が行われるよう原子力事業者及び関係諸機関
との整合性のある計画を作成するものとする。 

 
４．安定ヨウ素剤の予防服用体制の整備 
（１）県は、関係周辺市町と連携し、緊急時に住民等が避難を行う際の安定ヨウ

素剤の配布体制（配布場所、配布のための手続き）を整備するとともに、緊
急時に、迅速に配布するための安定ヨウ素剤をあらかじめ適切な場所に備蓄

第11節 救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備 
１、２略 
 
３．医療活動用資機材及び緊急被ばく医療活動体制等の整備 
（１）県は、国から整備すべき医療資機材等に関する情報提供等を受け、放射線

測定資機材、除染資機材、安定ヨウ素剤、応急救護用医薬品、医療資機材等
の整備に努めるものとする。なお、安定ヨウ素剤については、適時・適切な
配布・服用を行うための平常時の手順や配備や、緊急時の手順、体制の整備
が必要であるが、当面は、県における備蓄と緊急時における配布手順などを
明確にしておくものとする。 

（２）県は、国と協力し、緊急被ばく医療体制の構築、緊急被ばく医療派遣チー
ム受入れ体制の整備・維持を行うものとする。また、緊急被ばく医療を行う
専門医療機関は、放射線障害に対する医療を実施するための資機材の整備及
び組織体制の整備を図るものとする。 

（３）県は、国と協力し、関係機関等と調整の上、原子力災害時において、各地
域で被ばく医療の中核的な機能を担う拠点となる被ばく医療機関を選定す
るなど、緊急被ばく医療体制の整備に努めるものとする。 

 
（新設） 
 
 
 
（４）県は、国及び拠点となる被ばく医療機関と協力し、原子力災害時の拠点と

なる被ばく医療機関等の診療状況等の情報を迅速に把握するために、被ばく
医療に係る医療情報システムの整備に努めるとともに、操作等の研修・訓練
を定期的に行うものとする。 

（５）県は、国と協力し、外来診療及び入院診療に対応する各地域で被ばく医療
の中核的な機能を担う拠点となる被ばく医療機関並びに一般病院及びそれ
らのネットワークについて、一般災害における医療関係者を積極的に関与さ
せつつ、構築するよう努めるものとする。 

（６）県は、緊急被ばく医療及び救急・災害医療の関係者とも密接な連携を図り
つつ、実効的な緊急被ばく医療が行われるよう原子力事業者及び関係諸機関
との整合性のある計画を作成するものとする。 

 

４．安定ヨウ素剤の予防服用体制の整備 

（１）県は、関係周辺市町と連携し、緊急時に住民等が避難を行う際に安定ヨウ
素剤を配布することができるよう、配布場所、配布のための手続きを定める
とともに、配布用の安定ヨウ素剤をあらかじめ適切な場所に備蓄しておくも
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しておくものとする。 
また、県は関係周辺市と連携し、緊急時に安定ヨウ素剤を受け取ることが困
難と想定され、事前配布を希望する住民への事前配布を行う。 

（２）県は、関係周辺市町と連携し、避難する住民等に対して安定ヨウ素剤を配
布する際に、予防服用の効果、服用対象者、禁忌等について説明するための、
説明書等をあらかじめ準備しておくものとする。 

（３）、（４）略 
 
５．避難退域時検査体制の整備 
（１）県は、避難退域時検査会場を迅速に設置し、検査を円滑に実施するために、

次の事項について、平素から準備をしておくものとする。 
①避難退域時検査会場周辺の車両の運行経路及び検査会場内でのスムーズな
導線を確保するために、会場内の配置図及び会場周辺図等の作成 

②車両ゲートモニター、大型車両用除染テント、放射線測定器、防護服などの
資機材の標準化及び備蓄 

③避難退域時検査及び簡易除染に係る会場設営の手順、業務実施手順及び業務
実施体制等 

（２）県は、（１）の②の資機材の円滑な輸送及び展開方法について、検討して
おくものとする。 

（３）県は、車両除染で発生する洗浄水の飛散防止対策等について、検討してお
くものとする。 

 
６．消火活動体制の整備 
  県は、平常時から関係周辺市町、関係周辺市町を管轄する消防局及び原子力
事業者等と連携を図り、原子力施設及びその周辺における火災等に適切に対処
するため、消防水利の確保、消防体制の整備に関する助言を行うものとする。 

 
７．防災業務関係者の安全確保のための資機材等の整備 
（１）県は、国及び関係周辺市町と協力し、応急対策を行う防災業務関係者の安

全確保のための体制及び資機材をあらかじめ整備するものとする。 
（２）略 
 
８．物資の調達、供給活動体制の整備 
  略 
 
９．大規模・特殊災害における救助隊の整備 
  略 
 

のとする。 
 
 
（２）県は、関係周辺市町と連携し、避難する住民等に対して安定ヨウ素剤を配

布する際に、予防服用の効果、服用対象者、禁忌等について説明するための、
説明書等をあらかじめ準備しておくものとする。 

（３）、（４）略 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．消火活動体制の整備 
  県は、平常時から関係周辺市町、関係周辺市町を管轄する消防局及び原子力
事業者等と連携を図り、原子力施設及びその周辺における火災等に適切に対処
するため、消防水利の確保、消防体制の整備に助言するものとする。 

 
６．防災業務関係者の安全確保のための資機材等の整備 
（１）県は、国及び関係周辺市町と協力し、応急対策を行う防災業務関係者の安

全確保のための資機材をあらかじめ整備するものとする。 
（２）略 
 
７．物資の調達、供給活動体制の整備 
  略 
 
８．大規模・特殊災害における救助隊の整備 
  略 
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資料１－３ 

10．小型無人飛行機（ドローン）を用いた情報収集体制の整備 
  県は、小型無人飛行機（ドローン）を整備し、災害時における道路状況の把
握、住民の捜索等に活用するとともに、小型無人飛行機（ドローン）の運用に
係る規定及び収集した情報を実動機関へ伝達するための連絡体制等を整備す
るものとする。 

  このため、小型無人飛行機（ドローン）の航空基地を設定し、適切に管理す
るとともに、小型無人飛行機（ドローン）パイロットの練度の維持向上及び養
成に努める。 

 
第12節 住民等への的確な情報伝達体制の整備 
（１）～（３）略 
（４）県は、原子力災害の特殊性に鑑み、国及び関係周辺市町と連携し、要配慮

者及び一時滞在者に対し、災害情報が迅速かつ滞りなく伝達されるよう、周
辺住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時よりこれらの者に対する
情報伝達体制の整備に努めるものとする。 
また、県ホームページや鳥取県原子力防災アプリ等を活用し、住民等に対

する情報の伝達についても留意するものとする。 
（５）県は、避難所等で必要となる生活情報等については、Ｗｉ－Ｆｉ（無線Ｌ

ＡＮ）を活用するとともに、新聞等を活用して住民に提供するなど、情報伝
達手段の特性を踏まえた情報伝達に留意するものとする。 

（６）県は、放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協力の下、コミュニテ
ィーＦＭ放送、ソーシャルメディア（ＳＮＳ）等インターネット上の情報、広
報用電光掲示板、有線放送、ＣＡＴＶ、携帯端末の緊急速報メール機能、ワン
セグ放送、道路情報板、商業施設等の大型ビジョンの活用等の多様なメディア
の活用体制の整備に努めるものとする。 

 
第13節 略 
 
第14節 原子力防災等に関する住民等に対する知識の普及と啓発及び国際的な

情報発信 
（１）県は、国、関係周辺市町及び原子力事業者と協力して、住民等に対し原子

力防災に関する知識の普及と啓発のため次に掲げる事項について広報活動
を実施するとともに、関係周辺市町が行う住民等に対する原子力防災に関す
る知識の普及と啓発に関し必要な助言を行うものとする。 

①～⑥ 略 
⑦ 屋内退避、避難、避難退域時検査に関すること 
⑧ 要配慮者への支援に関すること 
⑨ 緊急時にとるべき行動に関すること 

（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
第12節 住民等への的確な情報伝達体制の整備 
（１）～（３）略 
（４）県は、原子力災害の特殊性に鑑み、国及び関係周辺市町と連携し、要配慮

者及び一時滞在者に対し、災害情報が迅速かつ滞りなく伝達されるよう、周
辺住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時よりこれらの者に対する
情報伝達体制の整備に努めるものとする。 
また、避難途中の住民に対する情報の伝達についても留意するものとす

る。 
（新設） 

 
 
（５）県は、放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協力の下、コミュニテ

ィーＦＭ放送、ソーシャルメディア等インターネット上の情報、広報用電光
掲示板、有線放送、ＣＡＴＶ、携帯端末の緊急速報メール機能、ワンセグ放
送の活用等の多様なメディアの活用体制の整備に努めるものとする。 

 
 
第13節 略 
 
第14節 原子力防災等に関する住民等に対する知識の普及と啓発及び国際的な

情報発信 
（１）県は、国、関係周辺市町及び原子力事業者と協力して、住民等に対し原子

力防災に関する知識の普及と啓発のため次に掲げる事項について広報活動
を実施するとともに、関係周辺市町が行う住民等に対する原子力防災に関す
る知識の普及と啓発に関し必要な助言を行うものとする。 

 ①～⑥ 略 
（新設） 
⑦ 要配慮者への支援に関すること 
⑧ 緊急時にとるべき行動に関すること 
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資料１－３ 

 ⑩ 避難所での運営管理、行動等に関すること 
（２）県は教育機関、民間団体等との密接な連携の下、原子力防災教育を実施す

るものとし、教育機関においては、防災に関する教育の充実に努めるものと
する。 

（３）県が原子力防災知識の普及と啓発を行うに際しては、要配慮者へ十分に配
慮することにより、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう
努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点へ十分に
配慮するよう努めるものとする。 

（４）～（７）略 
 
第15節 防災業務関係者の人材育成 
県は、国と連携し、応急対策全般への対応力を高めることにより、原子力防災

対策の円滑な実施を図るため、県又は国、指定公共機関等が防災業務関係者に向
けて実施する原子力防災に関する研修の積極的な活用を推進する等、計画的に人
材育成に努めるものとする。また、国及び防災関係機関と連携して、以下に掲げ
る事項等について原子力防災業務関係者に対する研修を、必要に応じて実施する
ものとする。また、研修成果を訓練等において具体的に確認し、緊急時モニタリ
ングや原子力災害医療の必要性等、原子力災害対策の特殊性を踏まえ、研修内容
の充実を図るものとする。 
①～⑧ 略 

 ⑨ 原子力災害医療（応急手当を含む）に関すること 
⑩ 資機材の取扱に関すること 
⑪ その他緊急時対応に関すること 

 
第16節 防災訓練等の実施 
１．訓練計画の策定 
（１）県は、国、原子力事業者等関係機関の支援のもと、関係周辺市町、所在県、

所在市町、所在周辺市、自衛隊等と連携し、訓練環境を分析した上で、適切
な訓練目的を決定して、その目的を達成するため、主要訓練項目と訓練手段
を確定する。その際、次に掲げる防災活動の機能別又は各機能を組み合わせ
た訓練計画を策定するものとする。 

 ①～⑧ 略 
 ⑤原子力災害医療訓練 
 ⑥～⑧ 略 
（２）県は、国が原災法第１３条に基づき、総合的な防災訓練の実施計画を作成

する際には、原子力災害医療、緊急時モニタリング、住民避難及び住民に対
する情報提供等に関して県が行うべき防災対策や、複合災害や重大事故等全
面緊急事態を具体的に想定した詳細な訓練シナリオを作成する等、訓練の実

 ⑨ 避難所での運営管理、行動等に関すること 
（２）県は教育機関、民間団体等との密接な連携の下、防災教育を実施するもの

とし、教育機関においては、防災に関する教育の充実に努めるものとする。 
 
（３）県が防災知識の普及と啓発を行うに際しては、要配慮者へ十分に配慮する

ことにより、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努める
とともに、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点へ十分に配慮す
るよう努めるものとする。 

（４）～（７）略 
 
第15節 防災業務関係者の人材育成 
県は、国と連携し、応急対策全般への対応力を高めることにより、原子力防災

対策の円滑な実施を図るため、国、指定公共機関等が防災業務関係者に向けて実
施する原子力防災に関する研修の積極的な活用を推進する等、計画的に人材育成
に努めるものとする。また、国及び防災関係機関と連携して、以下に掲げる事項
等について原子力防災業務関係者に対する研修を、必要に応じて実施するものと
する。また、研修成果を訓練等において具体的に確認し、緊急時モニタリングや
緊急被ばく医療の必要性等、原子力災害対策の特殊性を踏まえ、研修内容の充実
を図るものとする。 
①～⑧ 略 
⑨ 緊急被ばく医療（応急手当を含む）に関すること 
（新設） 
⑩ その他緊急時対応に関すること 

 
第16節 防災訓練等の実施 
１．訓練計画の策定 
（１）県は、国、原子力事業者等関係機関の支援のもと、関係周辺市町、所在県、

所在市町、所在周辺市、自衛隊等と連携し、次に掲げる防災活動の機能別又
は各機能を組み合わせた訓練計画を策定するものとする。 

 
 
 ①～⑧ 略 
⑤緊急被ばく医療訓練 

 ⑥～⑧ 略 
（２）県は、原子力防災会議及び原子力規制委員会が原災法第１３条に基づき、

総合的な防災訓練の実施計画を作成する際には、緊急被ばく医療、緊急時モ
ニタリング、住民避難及び住民に対する情報提供等に関して県が行うべき防
災対策や、複合災害や重大事故等全面緊急事態を具体的に想定した詳細な訓
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資料１－３ 

施計画の企画立案に共同して参画するものとする。 
 
（３）略 
 
２．訓練の実施 

（１）略 
（２）総合的な防災訓練の実施 

県は、国が原災法第１３条に基づき実施する総合的な防災訓練の対象となっ
た場合には、実施計画に基づいて、必要に応じて住民の協力を得て、国、関係
周辺市町、所在県、所在市町、所在周辺市、原子力事業者等と共同して総合的
な防災訓練を実施するものとする。 

（３）略 
 
３．略  
 
４．教訓の反映 

県は、訓練により得られた教訓については、計画等に反映させるとともに次
回の訓練でさらに検証し、計画の実効性の継続的向上を行うものとする。 

 
第17節 原子力施設上空の飛行規制 
１．原子力施設上空の航空安全確保に関する規制措置 

原子力施設上空の飛行については、国の通達（「原子力関係施設上空の航空
規制について」昭和44年7月5日付け空港第263号、運輸省航空局長から地
方航空局長あて）により、次のとおり規制されており、県は、この措置の周知
徹底に努めるものとする。 

（１）、（２）略 
 
２ 原子力施設上空における小型無人飛行機（ドローン）等の飛行への対処等 

原子力施設上空における小型無人飛行機（ドローン）等の飛行については、
「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び
原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する
法律（平成28年法律第９号）」により禁止されている。県は、このことに係る
周知徹底に努めるものとする。 

 
第18節 略 
 
第３章 緊急事態応急対策 
第１節 基本方方針 

練シナリオを作成する等、訓練の実施計画の企画立案に共同して参画するも
のとする。 

（３）略 
 

２．訓練の実施 

（１）略 
（２）総合的な防災訓練の実施 

県は、原子力防災会議及び原子力規制委員会が原災法第１３条に基づき作成
する総合的な防災訓練の対象となった場合には、実施計画に基づいて、必要に
応じて住民の協力を得て、国、関係周辺市町、所在県、所在市町、所在周辺市、
原子力事業者等と共同して総合的な防災訓練を実施するものとする。 

（３）略 
 
３．略 
 
（新設） 
 
 
 
第17節 原子力施設上空の飛行規制 
１．原子力施設上空の航空安全確保に関する規制措置 

国の通達（「原子力関係施設上空の航空規制について」昭和44年7月5日付
け空港第263号、運輸省航空局長から地方航空局長あて）により、次のとおり
となっており、県は、この措置の周知徹底に努めるものとする。 
 

（１）、（２）略 
 
２ 原子力施設上空における小型無人機等の飛行への対処等 

県は、国の対応動向を注視するとともに、その結果を踏まえながら必要な対

応を検討するものとする。 
 
 
 
 
第18節 略 
 
第３章 緊急事態応急対策 
第１節 基本方方針 
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資料１－３ 

本章は、情報収集事態、警戒事態又は施設敷地緊急事態が発生した場合の対
応及び全面緊急事態に至ったことにより原災法第１５条に基づく原子力緊急
事態宣言が発出された場合の緊急事態応急対策を中心に示したものであるが、
これら以外の場合であっても原子力防災上必要と認められるときは、本章に示
した対策に準じて対応するものとする。 
なお、各種防護措置については、別添１－１及び１－２に示すＥＡＬ及びＯ

ＩＬに基づき実施するものとする。 
・別添１－１「原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される措置等

（発電用原子炉（島根原子力発電所））」 
・別添１－２「原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される措置等

（その他の原子力施設（人形峠環境技術センター））」 
 
第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 
１．施設敷地緊急事態等発生情報等の連絡 
（１）情報収集事態が発生した場合 
① 原子力規制委員会は、情報収集事態を認知した場合には、情報収集事態の
発生及びその後の状況について、関係省庁及び関係地方公共団体（ＰＡＺを
含む地方公共団体及びＵＰＺを含む地方公共団体をいう。以下同じ。）に対
して情報提供を行うものとされている。また、国は情報収集事態を認知した
場合、原子力規制委員会及び内閣府は原子力規制委員会・内閣府合同情報連
絡室及び原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同現地情報連絡室を設置す
ることとされており、国は、関係地方公共団体と情報共有するとともに、対
応状況を確認し、情報連絡体制をとるよう要請するものとされている。 

 ② 略 
（２）警戒事態が発生した場合 
① 原子力規制委員会が、警戒事態に該当する自然災害を認知したとき又は原
子力事業者等により報告された事象が警戒事態に該当すると判断した場合
には、国は原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部及び原子力規
制委員会・内閣府原子力事故合同現地警戒本部を設置することとされてい
る。 
また、国は警戒事態の発生及びその後の状況について、関係省庁及び関係

地方公共団体に対して情報提供を行うとともに、関係地方公共団体に対し、
連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡することとされている。 

② 県は、国から連絡があった場合など、警戒事態の発生を認知した場合には、
連絡体制の確立等の必要な体制をとるものとする。また、警戒事態の発生を
認知したことについて、関係する指定地方公共機関に連絡するものとする。 

 
③ 略 

本章は、情報収集事態、警戒事態又は施設敷地緊急事態が発生した場合の対
応及び全面緊急事態に至ったことにより原災法第１５条に基づく原子力緊急
事態宣言が発出された場合の緊急事態応急対策を中心に示したものであるが、
これら以外の場合であっても原子力防災上必要と認められるときは、本章に示
した対策に準じて対応するものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 
１．施設敷地緊急事態等発生情報等の連絡 
（１）情報収集事態が発生した場合 
① 原子力規制委員会は、情報収集事態を認知した場合には、情報収集事態の
発生及びその後の状況について、関係省庁及び関係地方公共団体（ＰＡＺを
含む地方公共団体及びＵＰＺを含む地方公共団体をいう。以下同じ。）に対
して情報提供を行うものとされている。また、関係地方公共団体に対し、連
絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡するものとされている。 

 
 
 
② 略 
（２）警戒事態が発生した場合 
① 原子力規制委員会は、警戒事態に該当する自然災害を認知したとき又は原
子力事業者等により報告された事象が警戒事態に該当すると判断した場合
には、警戒事態の発生及びその後の状況について、関係省庁及び関係地方公
共団体に対して情報提供を行うものとされている。また、関係地方公共団体
に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡することとされてい
る。 

 
 
② 県は、原子力規制委員会から連絡があった場合など、警戒事態の発生を認
知した場合には、連絡体制の確立等の必要な体制をとるものとする。また、
警戒事態の発生を認知したことについて、関係する指定地方公共機関に連絡
するものとする。  

③ 略 
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資料１－３ 

④ 現地確認等の実施 
  県は、島根原子力発電所周辺の安全を確保するため必要と判断される場合
は、県の職員の安全が確保される範囲内で関係周辺市と現地確認を行う。そ
の際、原子力事業者等の応急対策を妨げないよう配慮するものとする。 
なお、県が現地確認を行う場合において、鳥取県原子力安全顧問を安全協

定第11条に規定する甲の職員として同行させることができるものとする。 
また、県は人形峠環境技術センター周辺の安全を確保するため必要と判断

される場合は、県の職員の安全が確保される範囲内で三朝町と現地の確認を
行う。その際、原子力事業者等の応急対策を妨げないよう配慮するものとす
る。 

⑤ 連絡系統図  
県は、原子力事業者から施設敷地緊急事態の基準に達しない異常情報等の

連絡を受けた場合、図３－１及び３－２のとおり関係周辺市町、その他県内
市町村、自衛隊、関係する指定地方公共機関等に連絡を行うものとする。 

・図３－１「施設敷地緊急事態の基準に達しない異常情報等の連絡系統図（島
根原子力発電所）」 

・図３－２「施設敷地緊急事態の基準に達しない異常情報等の連絡系統図（人
形峠環境技術センター）」 

（３）原子力事業者からの施設敷地緊急事態発生通報があった場合 
① 原子力事業者の原子力防災管理者は、施設敷地緊急事態発生後又は発生の
通報を受けた場合、直ちに官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、内閣府、
関係地方公共団体、県警察本部、所在市町の消防機関、最寄りの海上保安部
署、原子力防災専門官等に同時に文書を送信するものとされている。さらに、
主要な機関等に対してはその着信を確認するものとされている。 

 
② 原子力規制委員会は、通報を受けた事象について、発生の確認と原子力緊
急事態宣言を発出すべきか否かの判断を直ちに行い、事象の概要、事象の今
後の進展の見通し等事故情報等について官邸（内閣官房）、内閣府、関係地
方公共団体、県警察本部に連絡するものとされている。また、国は、原子力
防災管理者から施設敷地緊急事態発生の通報を受けた場合、直ちに原子力規
制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部及び原子力規制委員会・内閣府原
子力事故現地合同対策本部を設置するものとされており、原子力規制委員
会・内閣府原子力事故合同対策本部は、県及び関係周辺市町に対しては、屋
内退避の準備を行うよう、その他県内市町村に対しては、住民の避難等の防
護措置の準備（避難先、輸送手段の確保等）に協力するよう要請するものと
されている。 

③ 略 

④ 原子力運転検査官等現地に配置された国の職員は、原子力災害発生場所の

④ 現地確認の実施 
  県は、島根原子力発電所周辺の安全を確保するため必要と判断される場合
は、県の職員の安全が確保される範囲内で米子市、境港市と現地確認を行う。
その際、原子力事業者等の応急対策を妨げないよう配慮するものとする。 
なお、県が現地確認を行う場合において、鳥取県原子力安全顧問を安全協

定第11条に規定する甲の職員として同行させることができるものとする。 
 
 
 
 
⑤ 連絡系統図 
 
 
 
・図３－１「施設敷地緊急事態の基準に達しない異常情報等の連絡系統図（島

根原子力発電所）」 
・図３－２「施設敷地緊急事態の基準に達しない異常情報等の連絡系統図（人

形峠環境技術センター）」 
（３）原子力事業者からの施設敷地緊急事態発生通報があった場合 
① 原子力事業者の原子力防災管理者は、施設敷地緊急事態発生後又は発見の
通報を受けた場合、直ちに官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、内閣府、
関係地方公共団体、県警察本部、所在市町の消防機関、最寄りの海上保安部
署、自衛隊、原子力防災専門官等に同時に文章をファクシミリで送付するも
のとされている。さらに、主要な機関等に対してはその着信を確認するもの
とされている。 

② 原子力規制委員会は、通報を受けた事象について、発生の確認と原子力緊
急事態宣言を発出すべきか否かの判断を直ちに行い、事象の概要、事象の今
後の進展の見通し等事故情報等について官邸（内閣官房）、内閣府、関係地
方公共団体、県警察本部及び公衆に連絡するものとされている。また、県、
関係周辺市町に対しては、屋内退避の準備を行うよう、その他県内市町村に
対しては、住民の避難等の防護措置の準備（避難先、輸送手段の確保等）に
協力するよう要請するものとされている。 

 
 
 
 
③ 略 

④ 原子力保安検査官等現地に配置された国の職員は、原子力災害発生場所の
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資料１－３ 

状況を把握し、国に随時連絡するものとされている。 

 ⑤ 略 
⑥ 現地確認等の実施 

県は、島根原子力発電所周辺の安全を確保するため必要と判断される場合
は、県の職員の安全が確保される範囲内において関係周辺市と現地確認を行
う。その際、原子力事業者等の応急対策を妨げないよう配慮するものとする。 
なお、県が現地確認を行う場合において、鳥取県原子力安全顧問を安全協

定第11条に規定する甲の職員として同行させることができるものとする。 
また、県は、人形峠環境技術センター周辺の安全を確保するため必要と判

断される場合は、県の職員の安全が確保される範囲内において三朝町と現地
の確認を行う。その際、原子力事業者等の応急対策を妨げないよう配慮する
ものとする。 

 ⑦連絡系統図 
県は、原子力事業者から施設敷地緊急事態発生の連絡を受けた事項につい

て、図３－３及び３－４のとおり関係周辺市町、その他県内市町村、自衛隊、
関係する指定地方公共機関等に連絡を行うものとする。 
・図３－３「施設敷地緊急事態発生時の通報系統図（島根原子力発電所）」 
・図３－４「施設敷地緊急事態発生情報の連絡系統図（人形峠環境技術センタ

ー）」 
（４）県のモニタリングポストで施設敷地緊急事態発生の通報を行うべき数値の

検出を発見した場合 
① 県は、通報がない状態において、県が設置しているモニタリングポストに
より、施設敷地緊急事態発生の通報を行うべき数値の検出を発見し、その原
因が機器の故障等でないと判断される場合は、直ちに島根原子力発電所及び
人形峠環境技術センターに係るモニタリングを担当する島根原子力規制事
務所の上席放射線防災専門官に連絡するとともに、必要に応じて原子力事業
者に確認を行うものとする。また、所在県、市町村及び関係する指定地方公
共機関等に連絡するものとする。 
なお、人形峠環境技術センターに係る場合は上齋原原子力規制事務所へも

連絡する 
  
② 連絡を受けた上席放射線防災専門官は、直ちに原子力運転検査官と連携を
図りつつ、原子力事業者に施設の状況確認を行うよう指示するものとされて
おり、県はその結果について速やかに連絡を受けるものとする。 

③ 略 
④ 現地確認等の実施 

県は、島根原子力発電所周辺の安全を確保するため必要と判断される場合
は、県の職員の安全が確保される範囲内で関係周辺市と現地確認を行う。そ

状況を把握し、国に随時連絡するものとされている。 

⑤ 略 
⑥ 現地確認の実施 

県は、島根原子力発電所周辺の安全を確保するため必要と判断される場合
は、県の職員の安全が確保される範囲内において米子市、境港市と現地確認
を行う。その際、原子力事業者等の応急対策を妨げないよう配慮するものと
する。 
なお、県が現地確認を行う場合において、鳥取県原子力安全顧問を安全協

定第11条に規定する甲の職員として同行させることができるものとする。 
 
 
 
⑦連絡系統図 
・図３－３「施設敷地緊急事態発生時の通報系統図（島根原子力発電所）」 
・図３－４「施設敷地緊急事態発生情報の連絡系統図（人形峠環境技術センタ

ー）」 
 

 
 
（４）県のモニタリングポストで施設敷地緊急事態発生の通報を行うべき数値の

検出を発見した場合 
① 県は、通報がない状態において、県が設置しているモニタリングポストに
より、施設敷地緊急事態発生の通報を行うべき数値の検出を発見した場合
は、直ちに島根原子力規制事務所又は上齊原原子力規制事務所の原子力防災
専門官に連絡するとともに、必要に応じて原子力事業者に確認を行うものと
する。また、所在県、市町村及び関係する指定地方公共機関等に連絡するも
のとする。 

  
 
 
 
② 連絡を受けた原子力防災専門官は、直ちに原子力保安検査官と連携を図り
つつ、原子力事業者に施設の状況確認を行うよう指示するものとされてお
り、県はその結果について速やかに連絡を受けるものとする。 

③ 略 
④ 現地確認の実施 

県は、島根原子力発電所周辺の安全を確保するため必要と判断される場合
は、県の職員の安全が確保される範囲内で米子市、境港市と現地確認を行う。
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資料１－３ 

の際、原子力事業者等の応急対策を妨げないよう配慮するものとする。 
なお、県が現地確認を行う場合において、鳥取県原子力安全顧問を安全協

定第11条に規定する甲の職員として同行させることができるものとする。 
県は、人形峠環境技術センター周辺の安全を確保するため必要と判断され

る場合は、県の職員の安全が確保される範囲内において三朝町と現地の確認
を行う。その際、原子力事業者等の応急対策を妨げないよう配慮するものと
する。 

⑤ 連絡系統図 
県は、県のモニタリングポストで施設敷地緊急事態発生時の通報を行うべ

き数値を発見した場合、図３－５及び３－６のとおり原子力事業者、関係周
辺市町、その他県内市町村、自衛隊、関係する指定地方公共機関等に連絡を
行うものとする。 

・図３－５「県のモニタリングポストで施設敷地緊急事態発生の通報を行うべ
き数値を発見した場合の連絡系統図（島根原子力発電所）」 

・図３－６「県のモニタリングポストで施設敷地緊急事態発生の通報を行うべ
き数値を発見した場合の連絡系統図（人形峠環境技術センター）」 

（５）島根県のモニタリングポストで通報を行うべき数値が検出された場合 
   島根県のモニタリングポストで通報を行うべき数値が検出され島根県か

らの連絡等により県がこれを覚知し、その原因が機器の故障等でないと判断
される場合は、県は、米子市、境港市等に連絡を行うとともに、島根県と連
携して、モニタリング活動の強化を行うものとする。 

 
（６）岡山県のモニタリングポストで通報を行うべき数値が検出された場合 
   岡山県のモニタリングポストで通報を行うべき数値が検出され岡山県か

らの連絡等により県がこれを覚知し、その原因が機器の故障等でないと判断
される場合は、県は、三朝町等に連絡を行うとともに、岡山県と連携して、
モニタリング活動の強化を行うものとする。 

（７）その他、安全協定に基づき島根原子力発電所周辺の安全を確保するため安
全確認の必要があると認める情報等を入手した場合又は、人形峠環境技術セ
ンター周辺の安全を確保するため安全確認の必要があると認める情報等を
入手した場合 
県は、必要と認めたときは、立入検査又は現地確認（人形峠環境技術セン

ターに関しては現地の確認）を行うものとする。 
 
２．応急対策活動情報の連絡 
（１）施設敷地緊急事態発生後の応急対策活動情報、被害情報等の連絡 
① 原子力事業者は、官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、内閣府（原子力
防災担当）、関係地方公共団体、県警察本部、所在市町の消防機関、最寄り

その際、原子力事業者等の応急対策を妨げないよう配慮するものとする。 
なお、県が現地確認を行う場合において、鳥取県原子力安全顧問を安全協

定第11条に規定する甲の職員として同行させることができるものとする。 
 
 
 
 
⑤ 連絡系統図 
 
 
 

 
・図３－５「県のモニタリングポストで施設敷地緊急事態発生の通報を行うべ

き数値を発見した場合の連絡系統図（島根原子力発電所）」 
・図３－６「県のモニタリングポストで施設敷地緊急事態発生の通報を行うべ

き数値を発見した場合の連絡系統図（人形峠環境技術センター）」 
（５）島根県のモニタリングポストで通報を行うべき数値が検出され、連絡があ

った場合 
   島根県は、島根県のモニタリングポストで異常値が検出されたときは、調

査を行い、その原因が機器の故障又は自然災害でないと判断される場合に
は、県に連絡するものとされている。県は、米子市、境港市等に連絡を行う
とともに、島根県と連携して、モニタリング活動の強化を行うものとする。 

（新設） 
 
 
 
 
（６）その他、安全協定に基づき島根原子力発電所周辺の安全を確保するため安

全確認の必要があると認める情報等を入手した場合 
県は、必要と認めたときは、立入検査又は現地確認を行うものとする。 

 
 
 
 
２．応急対策活動情報の連絡 
（１）施設敷地緊急事態発生後の応急対策活動情報、被害情報等の連絡 
① 原子力事業者は、官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、内閣府（原子力
防災担当）、関係地方公共団体、県警察本部、所在市町の消防機関、最寄り
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資料１－３ 

の海上保安部署、原子力防災専門官等に施設の状況、原子力事業者の応急対
策活動の状況及び事故対策本部設置の状況、被害の状況等を定期的に文書に
より連絡するものとされている。また、原子力規制委員会は、連絡を受けた
場合、現地事故対策連絡会議に連絡するものとされている。 

② 原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部は、原子力規制委員
会・内閣府原子力事故合同警戒本部と関係地方公共団体が、相互に協力して
作成した施設敷地緊急事態要避難者の数や避難の方針等を含む施設敷地緊
急事態における防護措置の実施方針について確認を行った後、関係地方公共
団体や原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同現地対策本部等の間で認識
の共有を図るものとされている。 

③ 県は、国（原子力防災専門官を含む。）から情報を得るとともに、原子力
事業者等から連絡を受けた事項、自ら行う応急対策活動の状況等を国に対し
て随時連絡する等、相互の連絡を密にするものとする。 

④ 県は、市町村及び指定地方公共機関に対して、原子力事業者及び国から通
報・連絡を受けた事項、自ら行う応急対策活動の状況等を随時連絡する等、
連絡を密にするものとする。 

⑤ 県及び市町村は、各々が行う応急対策活動の状況等について相互の連絡を
密にするものとする。 

⑥ 県は、オフサイトセンターに職員を派遣し、国の現地事故対策連絡会議と
の連携を密にするものとする。また、オフサイトセンターに派遣した職員に
対し、県が行う応急対策活動の状況、被害の状況等に関する情報を随時連絡
するものとする。 

（２）全面緊急事態における連絡等（原子力緊急事態宣言後の応急対策活動情報、
被害情報等の連絡） 

 ① 原子力事業者の原子力防災管理者は、全面緊急事態発生後又は発見の通
報を受けた場合、直ちに官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、内閣府（原
子力防災担当）、関係地方公共団体、県警察本部、所在市町の消防機関、
最寄りの海上保安部署、原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官等に
同時に文書を送付するものとされている。さらに主要な機関等に対しては
その着信を確認するものとされている。 

② 全面緊急事態を受けて設置された国の原子力災害対策本部は、全面緊急
事態が発生したと判断したことを直ちに関係省庁及び関係地方公共団体
に連絡を行うものとされている。 
県は、国の原子力災害現地対策本部、指定公共機関、関係周辺市町、所

在県、所在市町、所在周辺市、指定地方公共機関及び原子力事業者その他
関係機関とともに、オフサイトセンターにおいて、施設の状況の把握、モ
ニタリング情報の把握、医療関係情報の把握、住民避難・屋内退避状況の
把握等を担う各機能班にそれぞれ職員を配置することにより、常時継続的

の海上保安部署、原子力防災専門官等に施設の状況、原子力事業者の応急対
策活動の状況及び事故対策本部設置の状況、被害の状況等を定期的に文書に
より連絡するものとされており、さらに、関係省庁事故対策連絡会議及び現
地事故対策連絡会議に連絡するものとされている。 

（新設） 
 
 
 
 
 
② 県は、国（原子力防災専門官を含む。）から情報を得るとともに、原子力
事業者等から連絡を受けた事項、自ら行う応急対策活動の状況等を国に対し
て随時連絡する等、相互の連絡を密にするものとする。 

③ 県は、市町村及び指定地方公共機関に対して、原子力事業者及び国から通
報・連絡を受けた事項、自ら行う応急対策活動の状況等を随時連絡する等、
連絡を密にするものとする。 

④ 県及び市町村は、各々が行う応急対策活動の状況等について相互の連絡を
密にするものとする。 

⑤ 県は、オフサイトセンターに職員を派遣し、国の現地事故対策連絡会議と
の連携を密にするものとする。また、オフサイトセンターに派遣した職員に
対し、県が行う応急対策活動の状況、被害の状況等に関する情報を随時連絡
するものとする。 

（２）全面緊急事態における連絡等（原子力緊急事態宣言後の応急対策活動情報、
被害情報等の連絡） 

 ① 原子力事業者の原子力防災管理者は、全面緊急事態発生後又は発見の通
報を受けた場合、直ちに官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、内閣府（原
子力防災担当）、関係地方公共団体、県警察本部、所在市町の消防機関、
最寄りの海上保安部署、原子力防災専門官等に同時に文書をファクシミリ
で送付するものとされている。さらに主要な機関等に対してはその着信を
確認するものとされている。 

② 原子力規制委員会は、全面緊急事態が発生したと判断した場合は直ちに
指定行政機関、関係省庁及び関係地方公共団体に連絡を行うものとされて
いる。 
県は、国の原子力災害現地対策本部、指定公共機関、関係周辺市町、所

在県、所在市町、所在周辺市、指定地方公共機関及び原子力事業者その他
関係機関とともに、オフサイトセンターにおいて、施設の状況の把握、モ
ニタリング情報の把握、医療関係情報の把握、住民避難・屋内退避状況の
把握等を担う各機能班にそれぞれ職員を配置することにより、常時継続的
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資料１－３ 

に必要な情報を共有するとともに、県が行う緊急事態応急対策について必
要な調整を行うものとする。 

 ③ 略 
 ④ 原子力災害合同対策協議会は、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合

同対策本部、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同現地対策本部及び
関係地方公共団体が、相互に協力して作成したＰＡＺ内の避難者の数や避
難の方針等を含む全面緊急事態における防護措置の実施方針について確
認を行った後、関係地方公共団体や国の原子力災害対策本部等との間で認
識の共有を図るものとされている。 

⑤ 原子力防災専門官等現地に派遣された国の職員は、オフサイトセンター
において、必要な情報の収集・整理を行うとともに、県、所在県、所在市
町、及び関係周辺市町をはじめ原子力事業者、関係機関等の間の連絡・調
整等を引き続き行うものとされている。 

⑥ 連絡系統図 
   ア、イ 略 
 
３．一般回線が使用できない場合の対処 
  国の原子力災害対策本部は、関係地方公共団体及び住民に対して、必要に応
じて、衛星電話、インターネットメール、Ｎ－ＡＬＥＲＴ等多様な通信手段を
用いて、国の原子力災害対策本部の指示等を確実に伝達するものとされてお
り、県は、伝達された内容を関係周辺市町に連絡するものとする。 
地震や津波等の影響に伴い、一般回線が使用できない場合は、別途整備され

ている衛星通信回線ならびに防災行政無線等を活用し、情報収集・連絡を行う
ものとする。 

 
４．放射性物質又は放射線の影響の早期把握のための活動 
（１）モニタリング本部の設置及び緊急時モニタリング等の実施 
 ①～④ 略 

⑤ 緊急時モニタリング実施計画の改訂への参画 
   国は、原子力災害対策指針及び初動段階の緊急時モニタリングの結果、Ｅ

ＭＣからの意見等に基づき緊急時モニタリング実施計画を適宜改訂するも
のとされている。モニタリング本部は、ＥＭＣと連絡調整を行いこの改定に
協力するものとする。 

⑥ モニタリング結果の共有 
ＥＭＣはモニタリング結果の妥当性を確認し、ＥＭＣ内、原子力規制委員

会・内閣府原子力事故合同対策本部（全面緊急事態においては、原子力災害
対策本部）及びオフサイトセンター放射線班と速やかに結果を共有する。ま
た、原子力災害対策本部等が行ったモニタリングの結果の評価等をＥＭＣ

に必要な情報を共有するとともに、県が行う緊急事態応急対策について必
要な調整を行うものとする。 

③ 略 
（新設） 
 
 
 

 
 

④ 原子力防災専門官等現地に派遣された国の職員は、オフサイトセンター
において、必要な情報の収集・整理を行うとともに、県、所在県、所在市
町、及び関係周辺市町をはじめ原子力事業者、関係機関等の間の連絡・調
整等を引き続き行うものとされている。 

⑤ 連絡系統図 
ア、イ 略 

 
３．一般回線が使用できない場合の対処 
  原子力規制委員会は、関係地方公共団体及び住民に対して、必要に応じて、
衛星電話、電子メール、Ｊ－ＡＬＥＲＴ等多様な通信手段を用いて、国の原子
力災害対策本部の指示等を確実に伝達するものとされており、県は、伝達され
た内容を関係周辺市町に連絡するものとする。 
地震や津波等の影響に伴い、一般回線が使用できない場合は、別途整備され

ている衛星通信回線ならびに防災行政無線等を活用し、情報収集・連絡を行う
ものとする。 

 
４．放射性物質又は放射線の影響の早期把握のための活動 
（１）モニタリング本部の設置及び緊急時モニタリング等の実施 
 ①～④ 略 

⑤ 緊急時モニタリング実施計画の改訂への参画 
  国は、原子力施設の状況、放射線状況及び防護措置の実施状況等に応じて、
緊急時モニタリング実施計画を適宜改訂するものとされている。モニタリン
グ本部は、ＥＭＣと連絡調整を行いこの改定に協力するものとする。 

 
⑥ モニタリング結果の共有 

ＥＭＣはモニタリング結果の妥当性を確認し、ＥＭＣ内、原子力規制委員
会（全面緊急事態においては、原子力災害対策本部）及びオフサイトセンタ
ー放射線班と速やかに結果を共有する。また、原子力災害対策本部等が行っ
たモニタリングの結果の評価等をＥＭＣは、オフサイトセンター放射線班と
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資料１－３ 

は、オフサイトセンター放射線班と共有する。県は、緊急時モニタリング計
画等に沿って、オフサイトセンター内で共有された評価結果を、関係市町と
共有するとともにその他県内市町村に連絡するほか、災害時応援協定の相手
先と共有する。 
また県は、モニタリング情報共有システムを活用し、県から情報を送信し

関係機関と情報を共有するとともに、他機関から情報を受信し、情報を共有
するものとする。 

（２）略 
 
第３節 活動体制の確立 
１．県の活動体制 
（１）原子力災害対策のための警戒態勢 
① 警戒態勢 
  県は、情報収集事態又は警戒事態の発生を認知した場合、速やかに職員の
非常参集、情報の収集・連絡体制の確立等必要な体制をとるとともに、国、
関係周辺市町、所在県及び原子力事業者等関係機関と緊密な連携を図りつ
つ、原子力災害対策のためあらかじめ定められた警戒態勢をとるものとす
る。 

②～⑥ 略 
（２）略 
（３）県災害対策本部等の組織、配備体制及び参集方法等 

県災害対策本部等の組織、構成、配備体制（参集方法）、所掌事務等は以
下に示すとおりとする。なお、これらに定めのない事項については、鳥取県
地域防災計画・災害応急対策編（共通）の定めによるほか、必要に応じて本
部長が指示するものとする。 
・図３－９「県災害警戒本部体制」 
・図３－１０「島根原子力発電所に係る県災害対策本部体制」 
・図３－１１「人形峠環境技術センターに係る県災害対策本部体制」 
・表３－１「県災害対策本部の所掌事務」 
・別紙１「原子力災害時の災害体制の基準（島根原子力発電所）」 
・別紙２「原子力災害時の災害体制の基準（人形峠環境技術センター）」 

（４）複合災害時の対応 

   複合災害が発生し、県災害対策本部において原子力災害以外の災害につい

ても対応が必要となった場合は、必要に応じて要員の所在調整等を行うとと

もに、災害対策本部内の情報共有、連絡調整等を緊密に行う等、効率的かつ

実効的な組織運営を図るものとする。県現地対策本部についても、必要に応

じて、同様の配慮を行うものとする。 

 

共有する。県は、緊急時モニタリング計画等に沿って、オフサイトセンター
内で共有された評価結果を、関係市町と共有するとともにその他県内市町村
に連絡するほか、災害時応援協定の相手先と共有する。 
また県は、モニタリング情報共有システムを活用し、県から情報を送信し

関係機関と情報を共有するとともに、他機関から情報を受信し、情報を共有
するものとする。 

 
（２）略 
 
第３節 活動体制の確立 
１．県の活動体制 
（１）原子力災害対策のための警戒態勢 
① 警戒態勢 
  県は、情報収集体制若しくは警戒事態の発生を認知した場合、速やかに職
員の非常参集、情報の収集・連絡体制の確立等必要な体制をとるとともに、
国、関係周辺市町、所在県及び原子力事業者等関係機関と緊密な連携を図り
つつ、原子力災害対策のためあらかじめ定められた警戒態勢をとるものとす
る。 

②～⑥ 略 
（２）略 
（３）県災害対策本部等の組織、配備体制及び参集方法等 

県災害対策本部等の組織、構成、配備体制（参集方法）、所掌事務等は以
下に示すとおりとする。なお、これらに定めのない事項については、鳥取県
地域防災計画・災害応急対策編（共通）の定めによるほか、必要に応じて本
部長が指示するものとする。 
・図３－９「県災害警戒本部の組織」 
・図３－１０「島根原子力発電所に係る県災害対策本部体制」 
・図３－１１「人形峠環境技術センターに係る県災害対策本部体制」 
・表３－１「県災害対策本部の所掌事務」 
・別紙１「原子力災害時の災害体制の基準（島根原子力発電所）」 
・別紙２「原子力災害時の災害体制の基準（人形峠環境技術センター）」 

（４）他の災害等による県災害対策本部等との連携 
   複合災害が発生し、県災害対策本部が複数設置された場合は、重複する要

員の所在調整、情報の収集・連絡・調整のための要員の相互派遣、合同会議
の開催等に努めるものとする。県現地対策本部についても、必要に応じて、
同様の配慮を行うものとする。 
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（５） 略 
 

表３－１ 県災害対策本部の所掌事務 
１．実施部の所掌事務 

実施部局長 主管課 課（班）長 事務分掌 

元気づくり
総本部長 

とっとり元
気戦略課 

広報課長 １ 災害対策および避難等に係る
広報に関すること 

２ 報道機関との連絡調整、放送
要請に関すること 

３ 県災害対策本部事務局の応援
に関すること（広報班） 

  女性活躍推
進課長 

１ 県民からの男女共同参画に係
る相談、その他男女共同参画に
関すること 

総務部長 総務課 人事企画課
長 

１ 職員の服務、給与、手当てに
関すること 

２～６ 略 

東京本部長  略 略 

地域振興部
長 

地域振興課 交通政策課 １、２ 略 
３ 避難車両の確保に関すること 

福祉保健部
長 

福祉保健課 福祉保健課
長 

１～４ 略 
５ 避難支援センターに関するこ
と 

長寿社会課
長 

１ 避難行動要支援者（高齢者施

設入所者）の輸送手段確保の支

援に関すること 
２ 老人福祉施設の災害対策、り

災高齢者の援護に関すること 
４ 災害ボランティア等の支援に

係る総合調整に関すること 
 

 

 

 

 

医療政策課 １ 略 

（５） 略 
 

表３－１ 県災害対策本部の所掌事務 
 

実施部局長 主管課 課（班）長 事務分掌 

元気づくり
総本部長 

とっとり元
気戦略課 

広報課長 １ 災害対策および避難等に係る
広報に関すること 

２ 陳情（市町村）に関すること 
３ 報道機関との連絡調整、放送
要請に関すること 

４ 県災害対策本部事務局の応援
に関すること（広報班） 

男女共同参
画推進課長 

１ 男女共同参画に関すること 

総務部長 総務課 人事企画課
長 

１ 職員の服務、給与に関するこ
と 

２～６ 略 

東京本部長  略 略 

地域振興部
長 

地域振興課 交通政策課 １、２ 略 
 

福祉保健部
長 

福祉保健課
長 

福祉保健課
長 

１～４ 略 
 
 

長寿社会課
長 

１ 災害時における避難行動要支

援者（外国人を除く。）への情報

提供、避難、救護に関すること 
２ 避難支援センターに関するこ

と 
３ 避難行動要支援者（高齢者施

設入所者）の輸送手段確保の支

援に関すること 
４ 老人福祉施設の災害対策、り

災高齢者の援護に関すること 
５ 災害ボランティア等の支援に

係る総合調整に関すること 

医療政策課 １ 略 
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修正案（平成３０年３月） 修正前（平成２７年８月） 備考 

資料１－３ 

長 ２ 原子力災害医療活動に関する

こと 
３～５ 略 

生活環境部
長 

環境立県推
進課 

原子力環境
センター所
長 

略 

くらしの安
心推進課長 

１～３ 略 
４ 家庭動物（ペット）に関する
こと 

５ 略 
６ 旅館・ホテル等の避難所とし
ての借り上げに関すること 

７ 県災害対策本部事務局の応援
に関すること（物資班） 

住まいまち
づくり課長 

略 

会計管理者 会計指導課 統括審査課
長 

略 

病院事業管
理者 

総務課 県立中央病

院 

県立厚生病
院 

１、２ 略 
３ 県立病院における災害時の原
子力災害医療体制に関すること 

警察本部長 警備第二課 警備第二課
長 

１～４ 略 

５ 地域の安全確保に関すること 

６～８ 略 

 
２．地方支部の所掌事務 
 

支部長 支部 支部員 事務分掌 

略 略 略 略 

※西部総合事務所（島根原子力発電所）、中部総合事務所（島根原子力発電所、

人形峠環境技術センター）及び東部振興監（島根原子力発電所）については、所

掌事務に次の項目を加える。 
西部総合事務所（島根原子力発電所） 

長 ２ 緊急被ばく医療活動に関する

こと 
３～５ 略 

生活環境部
長 

環境立県推
進課 

衛生環境研
究所長 

略 
 
 

くらしの安
心推進課長 

１～３ 略 
４ ペットに関すること 
５ 略 
６ 県災害対策本部事務局の応援
に関すること（物資班） 

 
 
 

住まいまち
づくり課長 

略 

会計管理者 会計指導課 審査出納課
長 

略 

病院事業管
理者 

総務課 県立中央病

院 

県立厚生病
院 

１、２ 略 
３ 県立病院における災害時の被
ばく医療体制に関すること 

警察本部長 警備第二課 警備第二課
長 

１～４ 略 

５ 地域安全確保に関すること 

６～８ 略 

 
○地方支部の所掌事務 
 

支部長 支部 支部員 事務分掌 

略 略 略 略 

※西部総合事務所（島根原子力発電所）、中部総合事務所（島根原子力発電所、

人形峠環境技術センター）及び東部振興監（島根原子力発電所）については、所

掌事務に次の項目を加える。 
西部総合事務所（島根原子力発電所） 
・島根原子力発電所の現地確認に関すること 
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修正案（平成３０年３月） 修正前（平成２７年８月） 備考 

資料１－３ 

・島根原子力発電所の現地確認に関すること 
・島根県庁へのＬＯ（連絡員）派遣に関すること 
・県現地災害対策本部の設置に関すること 
・島根オフサイトセンターへの要員派遣に関すること 
・平常時モニタリングに関すること 
・住民等に対する支援に関すること 

中部総合事務所（島根原子力発電所） 
 ・住民等に対する支援に関すること 
中部総合事務所（人形峠環境技術センター） 
・人形峠オフサイトセンターへの要員派遣に関すること 
・平常時モニタリングに関すること 

東部振興監（島根原子力発電所） 
 ・住民等に対する支援に関すること 
 
３．県災害対策本部（原子力）事務局事務分掌 
○事務局長（原子力安全対策監） 
 対策本部長の主要な補佐者として、対策本部長の指示のもと、各班長等の職務
を統制する。 
○情報管理官 
 対策本部長の指示のもと、情報業務を所掌する。また、その他、対策本部長か
ら指示のあった事務を行う。情報収集班長及び通信班長を指揮監督し、所掌事務
を遂行する。 

班名及び構成 事務分掌 

総括班 

略 

１～13 略 
14 各事態区分に応じた防護措置の実施
方針の作成に関すること 

15 その他災害対策に関すること 

 

通信班 

 略 

１ 国等との情報伝達手段の機能確保に
関すること 

２～６ 略 

 

広報班 

○班長 

 広報課長 

○副班長 

１～６ 略 
７ 報道機関の取材調整に関すること 
８ 消費者保護対策及び物価対策に係る
情報提供に関すること 

 
・島根県庁へのＬＯ（連絡員）派遣に関すること 
・県現地災害対策本部の設置に関すること 
・島根オフサイトセンターへの要員派遣に関すること 
・平常時モニタリングに関すること 
・避難途中の住民に対する支援に関すること 

中部総合事務所（島根原子力発電所） 
 ・避難途中の住民に対する支援に関すること 
中部総合事務所（人形峠環境技術センター） 
・人形峠オフサイトセンターへの要員派遣に関すること 
・平常時モニタリングに関すること 

東部振興監（島根原子力発電所） 
 ・避難途中の住民に対する支援に関すること 
 
○県災害対策本部（原子力）事務局事務分掌 
事務局長（原子力安全対策監） 
 
 
（新設） 
 
 
 

班名及び構成 事務分掌 

総括班 

略 

１～13 略 
14 その他災害対策に関すること 
 
 

 

通信班 

 略 

１ 防災行政無線、アシスト等及び国との
情報伝達手段の機能確保に関すること 

２～６ 略 

 

広報班 

○班長 

 広報課長 

○副班長 

１～６ 略 
７ 取材調整に関すること 
８ 消費者保護対策及び物価対策に係る
情報提供に関すること。 
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修正案（平成３０年３月） 修正前（平成２７年８月） 備考 

資料１－３ 

 県民課長 

○班員 

 広報課職員 

 県民課職員 

 危機対策・情報課 

災害情報センター 

９ 略 
10 発災時以降における県民等からの被
害情報、ボランティア活動等の問い合わ
せへの対応に関すること 

 

救護班 

 略 

１～10 略 
11 動物（家庭動物（ペット）に限る）の
健康管理に関すること 

 

住民避難・安全班 

 略 

１～４ 略 
５ 安否情報の問い合わせへの対応に関
すること 

６ 略 
７ 社会秩序の維持及び安全の確保（立入
制限地域の設定及び危険物質の除去等
を含む）に関すること 

８ 飲食物の摂取制限に関すること 
９ 県警本部との連絡調整に関すること 
10 その他、避難に関する総合調整に関す
ること 

 

 
２．原子力災害合同対策協議会への出席等 
  原子力緊急事態宣言が発出され、オフサイトセンターにおいて原子力災害合
同対策協議会が組織されることとなった場合は、県は、原則としてあらかじめ
定められた責任ある判断を行える者をこれに出席させ、原子力緊急事態に関す
る情報を交換し、緊急事態応急対策の実施に向けた調整を行うものとする。 
・図３－１２「原子力災害合同対策協議会の組織、構成員」 

  また、県は、あらかじめ定められた職員をオフサイトセンターに派遣し、初
動の緊急避難における周辺地域での活動体制を確立するとともに、施設の状況
の把握、モニタリング情報の把握、医療機関係情報の把握、住民避難・屋内退
避の状況の把握等の活動に従事させるものとする。 

 
３．略  

 

 県民課長 

○班員 

 広報課職員 

 県民課職員 

災害情報センター 

 

９ 略 
10 発災時以降における県民等からの被
害情報、ボランティア活動等の問い合わ
せに対する対応に関すること 

 

救護班 

 略 

１～10 略 
11 動物（ペットに限る）の健康管理に関
すること 

 

住民避難・安全班 

 略 

１～４ 略 
５ 安否情報の問い合わせに対する対応
に関すること 

６ 略 
６ 社会秩序の維持及び安全の確保（立入
制限地域の設定及び危険物質の除去等
を含む）に関すること 

７ 飲食物の摂取制限に関すること 
８ 県警本部との連絡調整に関すること 
９ その他、避難に関する総合調整に関す
ること 

 

 
２．原子力災害合同対策協議会への出席等 
  原子力緊急事態宣言が発出され、オフサイトセンターにおいて原子力災害合
同対策協議会が組織されることとなった場合は、県は、原則としてあらかじめ
定められた責任ある判断を行える者をこれに出席させ、原子力緊急事態に関す
る情報を交換し、緊急事態応急対策の実施に向けた調整を行うものとする。 
・図３－１２「原子力災害合同対策協議会の組織、構成員」 

 
 
 
 
 
３．略 
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修正案（平成３０年３月） 修正前（平成２７年８月） 備考 

資料１－３ 

４．応援要請及び職員の派遣要請等 
（１）略 
（２）指定行政機関等への職員の派遣要請等 
   略 
（３）略 
 
５ 略 
 
６．原子力被災者生活支援チームとの連携 
  略 
 
７．防災業務関係者の安全確保 
（１）略 
（２）防護対策 
 ① 県災害対策本部長（又は県現地災害対策本部長）、医療救護対策本部長は、

ＥＭＣの長と連携し、必要に応じその管轄する防災業務関係者に対し、防護
服、防護マスク、直読式個人線量計等の防護資機材の装着及び安定ヨウ素剤
の配備等必要な措置を図るよう指示するものとする。 

   また、県災害対策本部長（又は県現地災害対策本部長）は、市町村やその
他防災関係機関に対しても、防護服、防護マスク、直読式個人線量計等の防
護資機材の装着及び安定ヨウ素剤の配備等必要な措置を図るよう指示する
ものとする。 

 ② 防護資機材に不足が生じた場合、又は生じるおそれがある場合には、県現
地災害対策本部長は、関係機関に対し防護資機材の調達の要請を行うものと
する。 

   さらに、防護資機材が不足する場合には、関係機関に対し原子力災害合同
対策協議会の場において、防護資機材の確保に関する支援を依頼するものと
する。 

（３）防災業務関係者の放射線防護 
① 略 
② 県は、県職員の被ばく管理を行うとともに、県職員への放射性物質による
汚染が確認された場合には、速やかにその拡大の防止及び除去を行うものと
する。 

③ 略 
④ 県の本部の放射線防護を担う班は、医療救護対策本部及び原子力災害医療
に係る医療チームと緊密な連携のもと被ばく管理を行うものとする。また、
必要に応じて専門医療機関等の協力を得るものとする。  

   さらに、放射線防護の要員が不足する場合や高度な判断が必要な場合に

４．応援要請及び職員の派遣要請等 
（１）略 
（２）職員の派遣要請等 
   略 
（３）略 
 
５ 略 
 
６．原子力災害被災者生活支援チームとの連携 
  略 
 
７．防災業務関係者の安全確保 
（１）略 
（２）防護対策 
 ① 県災害対策本部長（又は県現地災害対策本部長）、医療救護対策本部長は、

ＥＭＣの長と連携し、必要に応じその管轄する防災業務関係者に対し、防護
服、防護マスク、直読式個人線量計等の防護資機材の装着及び安定ヨウ素剤
の配備等必要な措置を図るよう指示するものとする。 

   また、県災害対策本部長（又は県現地災害対策本部長）は、市町村やその
他防災関係機関に対しても、防護服、防護マスク、直読式個人線量計等の防
護資機材の装着及び安定ヨウ素剤の配備等必要な措置を図るよう指示する
ものとする。 

② 防護資機材に不足が生じた場合、又は生じるおそれがある場合には、県現
地災害対策本部長は、関係機関に対し防護資機材の調達の要請を行うものと
する。 

   さらに、防護資機材が不足する場合には、関係機関に対し原子力合同対策
協議会の場において、防護資機材の確保に関する支援を依頼するものとす
る。 

（３）防災業務関係者の放射線防護 
① 略 
② 県は、県職員の被ばく管理を行うものとする。 
 
 
③ 略 
④ 県の本部の放射線防護を担う班及びＥＭＣは、医療救護対策本部及び被ば
く医療に係る医療チームと緊密な連携のもと被ばく管理を行うものとする。
また、必要に応じて専門医療機関等の協力を得るものとする。  

   さらに、放射線防護の要員が不足する場合や高度な判断が必要な場合に
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修正案（平成３０年３月） 修正前（平成２７年８月） 備考 

資料１－３ 

は、国（原子力緊急事態宣言発出後は、国の原子力災害現地対策本部等）に
対し、原子力災害医療に係る医療チーム等の派遣要請を行うものとする。 

 
（４）安全対策 
① 県は、応急対策活動を行う県の防災業務関係者の安全確保のための資機材
を確保するものとする。 
また、人形峠環境技術センターの対策に関しては、放射線に対する安全対

策に加え、六フッ化ウラン（ＵＦ６）が大気に漏えいした際に発生するフッ
化水素ガスへの対応のため、あらかじめフッ化水素検知器の整備を行うもの
とする。 

 ② 略 
 
第４節 避難、屋内退避等の防護措置 
１．避難、屋内退避等の防護措置の実施 
（１）島根原子力発電所において県が実施する対策 

県は、次に規定する事項について対策を行うこととしているが、事態の進
展に応じ、ＵＰＺを超えて実施が必要となった場合は、対策を講じることと
なった区域も同様に対応することとする。 

① 略 
② 県は、全面緊急事態に至ったことにより、内閣総理大臣が原子力緊急事態
宣言を発出し、ＰＡＺ内の避難が指示された場合は、島根県の要請に基づき、
必要な住民避難の受入れを行うものとする。 
また、県は、国の要請又は独自の判断により、関係周辺市に対し屋内退避

の実施やＯＩＬに基づく防護措置の準備を行うよう要請するとともに、その
他県内市町村に対し、関係周辺市が行う防護措置の準備への協力の要請並び
に必要に応じて、屋内退避を行う可能性がある旨の注意喚起を行うものとす
る。 
また、県は、事態の規模、時間的な推移に応じて、国から避難等の予防的

防護措置を講じるよう指示された場合、緊急時モニタリング結果や、原子力
災害対策指針を踏まえた国の指導・助言、指示及び放射性物質による汚染状
況調査に基づき、原子力災害対策指針に基づいたＯＩＬの値を超え、又は超
えるおそれがあると認められる場合は、市町村に対し、住民等に対する屋内
退避又は避難のための立退きの勧告又は指示（具体的な避難経路、避難先を
含む。）の連絡、確認等必要な緊急事態応急対策を実施するとともに、住民
避難の支援その他の支援活動が必要な場合には市町村と連携し国に要請す
るものとする。 
県及び関係周辺市は、屋内退避指示を出している中で、自然災害を原因と

する緊急の避難等が必要となった場合には、人命最優先の観点から、独自の

は、国（原子力緊急事態宣言発出後は、国の原子力災害現地対策本部等）に
対し、被ばく医療に係る医療チーム等の派遣要請を行うものとする。 

 
（４）安全対策 
① 県は、応急対策活動を行う県の防災業務関係者の安全確保のための資機材
を確保するものとする。 

 
 
 
 
② 略 

 
第４節 避難、屋内退避等の防護措置 
１．避難、屋内退避等の防護措置の実施 
（１）島根原子力発電所において県が実施する対策 

県は、次に規定する事項について対策を行うこととしているが、事態の進
展に応じ、ＵＰＺを超えて実施が必要となった場合は、対策を講じることと
なった区域も同様に対応することとする。 

① 略 
② 県は、全面緊急事態に至ったことにより、内閣総理大臣が原子力緊急事態
宣言を発出し、ＰＡＺ内の避難が指示された場合は、島根県の要請に基づき、
必要な住民避難の引き受けを行うものとする。 
また、県は、国の要請又は独自の判断により、関係周辺市町に対し屋内退

避の実施やＯＩＬに基づく防護措置の準備を行うよう要請するとともに、そ
の他県内市町村に対し、関係周辺市町が行う防護措置の準備への協力の要請
並びに必要に応じて、屋内退避を行う可能性がある旨の注意喚起を行うもの
とする。 
また、県は、事態の規模、時間的な推移に応じて、国から避難等の予防的

防護措置を講じるよう指示された場合、緊急時モニタリング結果や、原子力
災害対策指針を踏まえた国の指導・助言、指示及び放射性物質による汚染状
況調査に基づき、原子力災害対策指針に基づいたＯＩＬの値を超え、又は超
えるおそれがあると認められる場合は、市町村に対し、住民等に対する屋内
退避又は避難のための立退きの勧告又は指示の連絡、確認等必要な緊急事態
応急対策を実施するとともに、住民避難の支援が必要な場合には市町村と連
携し国に要請するものとする。 
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判断で避難指示を行うことができる。その際は、県及び関係周辺市は国と緊
密な連携を行うものとする。 
一方で、県及び関係周辺市は、避難時の周囲の状況等により避難のために

立ち退きを行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないときは、住民
等に対し、屋内での退避等の安全確保措置を指示することができる。 
原子力災害合同対策協議会は、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同

現地対策本部及び関係地方公共団体が相互に協力して作成したＵＰＺ内の
避難等の対象地域や対象者の数等を含む避難等の実施方針について確認を
行った後、関係地方公共団体や災害対策本部等の間で認識の共有を図るもの
とされている。 

③ 放射性物質が放出された後は、国の原子力災害対策本部は、地方公共団体
に対し、緊急事態の状況により、緊急時モニタリングの結果に応じたＯＩＬ
に基づき地方公共団体が行う避難、一時移転等の緊急事態応急対策の実施に
ついて、指示、助言等を行うものとされている。国の原子力災害対策本部が
指示を行うにあたり、原子力災害対策本部から事前に指示案を伝達された県
は、当該指示案に対して速やかに意見を述べるものとする。また、県は、市
町村から求めがあった場合には、国の原子力災害対策本部による助言以外に
も、避難指示又は避難勧告の対象地域、判断時期等について助言するものと
する。 

④ 県は、住民等の避難に要する車両について、国、関係機関の協力を得て確
保するものとする。県は、緊急事態応急対策の実施のための緊急の必要があ
ると認めるときは、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に
対し、運送すべき人並びに運送すべき場所及び期日を示して、被災者の運送
を要請するものとする。 
このうち、避難に要するバスについては、「原子力災害等におけるバスに

よる緊急輸送等に関する協定書」に基づき、県が中国地方の各県バス協会等
に要請し、確保するものとする。また、避難に要する福祉タクシーについて
は、「原子力災害時等における福祉タクシーによる緊急輸送等に関する協定
書」に基づき、県が中国地方の各県タクシー協会等に要請し、確保するもの
とする。 
なお、県は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が正当

な理由が無いのに上述の要請に応じないときは、災対法第８６条の１４第２
項に基づき被災者の保護の実施のために特に必要があるときに限り、当該機
関に対し、当該運送を行うべきことを指示するものとする。 

⑤ 略 
⑥ 県は、専用車両等の手配が必要な要配慮者等の避難に関して、屋内退避の
可能期間を考慮した上で放射線防護対策を実施した病院等医療機関、社会福
祉施設等における一時的な屋内退避の実施を検討するものとする。また、在

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 放射性物質が放出された後は、国は、県及び関係市町に対し、緊急事態の
状況により、ＯＩＬに基づき緊急時モニタリングの結果に応じて県及び関係
市町が行う避難、一時移転等の緊急事態応急対策の実施について、指示、助
言等を行うものとされている。国が指示を行うにあたり、国から事前に指示
案を伝達された知事は、当該指示案に対して速やかに意見を述べるものとす
る。また、県は、市町村から求めがあった場合には、国による助言以外にも、
避難指示又は避難勧告の対象地域、判断時期等について助言するものとす
る。 

 
④ 県は、緊急事態応急対策の実施のための緊急の必要があると認めるとき
は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、運送すべ
き人並びに運送すべき場所及び期日を示して、被災者の運送を要請するもの
とする。 
なお、県は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が正当

な理由が無いのに上述の要請に応じないときは、被災者の保護の実施のため
に特に必要があるときに限り、当該機関に対し、当該運送を行うべきことを
指示するものとする。 

 
 
 

 
 
 

 
⑤ 略 
⑥ 県は、専用車両等の手配が必要な要配慮者等の避難に関して、屋内退避の
可能期間を考慮した上で放射線防護対策を実施した病院等医療機関、社会福
祉施設等における一時的な屋内退避の実施を検討するものとする。また、在
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宅の要配慮者の避難についても、これら病院等医療機関、社会福祉施設等で
の一時的な屋内退避の実施を検討するものとする。 
なお、県は放射線防護対策を実施した施設等に対し、屋内退避の実施に必

要な支援を行うものとし、当該施設等の備蓄が不足した場合に備え、必要な
補給が行えるよう、関係機関との供給確保に向けた仕組みづくりを構築する
とともに、状況により放射線防護対策施設から避難させるための手段等につ
いても検討するものとする。 
また、県は、屋内退避後に放射線防護対策施設に設置した放射線測定器の

測定結果を考慮し、避難受入施設の確保、避難車両の確保等について、関係
機関と調整の上、避難等の判断を行うものとする。 

⑦ 県は、市町村の区域を越えて避難を行う必要が生じた場合等、災害応急対
策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認める場合
は、受入先の市町村に対し、受入施設の供与及びその他の災害救助の実施に
協力するよう求めるものとする。また、市町村の区域を越えて避難を行う必
要が生じた場合、県は受入先の市町村と協議のうえ、要避難区域の市町村に
対し避難所となる施設を示すものとする。 

   なお、県境を越える広域的な避難等を要する事態となり、広域避難の受入
に関する国の支援が必要であると判断した場合には、国の原子力災害対策本
部等に対して要請を行うものとする。 

 ⑧ 県は、災害の実態に応じて、市町村と連携し、飼い主による家庭動物（ペ
ット）との同行避難を呼びかけるものとする。 

 ⑨ 暴風雪や大雪時など、気象庁から特別警報等が発令された場合には、外出
を控える等の安全確保を優先する必要があるため、天候が回復するなど、安
全が確保されるまでは屋内退避を優先するものとする。 

 ⑩ 県は、市町村と連携し、避難又は屋内退避等の実施にあたり、自宅での屋
内退避が困難な場合等には、コンクリート屋内退避施設の利用を検討するも
のとする。 

（２）略 
① 県は、原子力緊急事態宣言が発出された場合における内閣総理大臣の指示
に従い、又は独自の判断により、市町村に対し、住民等に対する屋内退避又
は避難のための立退きの勧告又は指示の連絡、確認等必要な緊急事態応急対
策を実施するとともに、住民避難の支援が必要な場合には市町村と連携し国
に要請するものとする。 
県又は三朝町は、屋内退避指示を出している中で、自然災害を原因とする

緊急の避難等が必要となった場合には、人命最優先の観点から、独自の判断
で避難指示を行うことができる。その際は、県及び三朝町は国と緊密な連携
を行うものとする。 
一方で、県及び三朝町は、避難時の周囲の状況等により避難のために立ち

宅の要配慮者の避難についても、これら病院等医療機関、社会福祉施設等で
の一時的な屋内退避の実施を検討するものとする。 
なお、県は放射線防護対策を実施した施設等に対し、屋内退避の実施に必

要な支援を行うものとし、状況により放射線防護対策施設から避難させるた
めの手段等についても検討するものとする。 

 
 
 
 
 
⑦ 県は、市町村の区域を越えて避難を行う必要が生じた場合は、受入先の市
町村に対し、収容施設の供与及びその他の災害救助の実施に協力するよう指
示するものとする。また、この場合、県は受入先の市町村と協議のうえ、要
避難区域の市町村に対し避難所となる施設を示すものとする。 

   なお、県境を越える広域的な避難等を要する事態となり、広域避難収容に
関する国の支援が必要であると判断した場合には、国の原子力災害対策本部
等に対して要請を行うものとする。 

 
 
⑧ 県は、災害の実態に応じて、市町村と連携し、飼い主によるペットとの同
行避難を呼びかけるものとする。 

（新設） 
 
 
（新設） 
 
 
（２）略 
① 県は、原子力緊急事態宣言が発出された場合における内閣総理大臣の指示
に従い、又は独自の判断により、市町村に対し、住民等に対する屋内退避又
は避難のための立退きの勧告又は指示の連絡、確認等必要な緊急事態応急対
策を実施するとともに、住民避難の支援が必要な場合には市町村と連携し国
に要請するものとする。 
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退きを行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないときは、住民等に
対し、屋内での退避等の安全確保措置を指示することができる。 

 ②、③ 略 
 ④ 県は、市町村の区域を越えて避難を行う必要が生じた場合等、災害応急対

策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認める場合
は、受入先の市町村に対し、受入施設の供与及びその他の災害救助の実施に
協力するよう求めるものとする。また、市町村の区域を越えて避難を行う必
要が生じた場合、県は受入先の市町村と協議のうえ、要避難区域の市町村に
対し避難所となる施設を示すものとする。 

⑤ 県は、災害の実態に応じて、市町村と連携し、飼い主による家庭動物との
同行避難を呼びかけるものとする。 

 
２．避難所等 
（１）略 
（２）県は、市町村と連携し、それぞれの避難所に受け入れられている避難者に

係る情報の早期把握に努め、国等への報告を行うものとする。また、民生委
員・児童委員、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者等は、要配慮者
の居場所や安否確認に努め、把握した情報については県及び市町村に提供す
るものとする。 

（３）県は、市町村と連携し、避難所における生活環境が、常に良好なものとす
るよう努めるものとする。そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等
の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。また、避難の長期化等必要
に応じて、プライバシーの確保状況、簡易ベッド等の活用状況、入浴施設設
置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士
等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食糧の確保、配食等の状況、
し尿及びごみの処理の状況等、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握
に努め、必要な措置を講じるよう努めるとともに、必要に応じ、家庭動物の
ためのスペースの確保に努めるものとする。 

（４）、（５） 略 
（６）県は、国及び市町村と連携し、要配慮者への配慮、災害の規模、被災者の

避難及び受入収容状況、避難の長期化に鑑み、必要に応じて、旅館やホテル
等への移動を避難者に促すものとする。 

（７）略 
（８）県は、応急仮設住宅を建設する必要があるときは、避難者の健全な住生活

の早期確保を図るため、速やかに国と協議の上、建設するものとする。ただ
し、建設に当たっては、二次災害に十分配慮するとともに、必要に応じて、
応急仮設住宅における家庭動物（ペット）の受入れに配慮するものとする。
また、被災者の入居に係る事務を行い、その円滑な入居の促進に努めるもの

 
 
②、③ 略 
④ 県は、市町村の区域を越えて避難を行う必要が生じた場合は、受入先の市
町村に対し、収容施設の供与及びその他の災害救助の実施に協力するよう指
示するものとする。なお、この場合、県は受入先の市町村と協議のうえ、要
避難区域の市町村に対し避難所となる施設を示すものとする。 

 
 
⑤ 県は、災害の実態に応じて、市町村と連携し、飼い主によるペットとの同
行避難を呼びかけるものとする。 

 
２．避難所等 
（１）略 
（２）県は、市町村と連携し、それぞれの避難所に収容されている避難者に係る

情報の早期把握に努め、国等への報告を行うものとする。また、民生委員・
児童委員、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者等は、要配慮者の居
場所や安否確認に努め、把握した情報については県及び市町村に提供するも
のとする。 

（３）県は、市町村と連携し、避難所における生活環境が、常に良好なものとす
るよう努めるものとする。そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等
の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。また、避難の長期化等必要
に応じて、プライバシーの確保状況、簡易ベッド等の活用状況、入浴施設設
置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士
等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食糧の確保、配食等の状況、
し尿及びごみの処理の状況等、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握
に努め、必要な措置を講じるよう努めるとともに、必要に応じて、避難所に
おけるペット飼育場所の確保に努めるものとする。 

（４）、（５） 略 
（６）県は、国及び市町村と連携し、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、

避難の長期化に鑑み、必要に応じて、旅館やホテル等への移動を避難者に促
すものとする。 

（７）略 
（８）県は、応急仮設住宅を建設する必要があるときは、避難者の健全な住生活

の早期確保を図るため、速やかに国と協議の上、建設するものとする。ただ
し、建設に当たっては、二次災害に十分配慮するとともに、必要に応じて、
応急仮設住宅におけるペットの受入れに配慮するものとする。また、被災者
の入居に係る事務を行い、その円滑な入居の促進に努めるものとする。なお、
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とする。なお、応急仮設住宅の建設に必要な資機材が不足し、調達の必要が
ある場合には、必要に応じて国に資機材の調達に関して要請するものとす
る。 

３．広域一時滞在 
（１）被災市町村は、災害の規模、被災者の避難、受入状況、避難の長期化等を

考慮し、被災市町村の区域外への広域的な避難及び避難所、応急仮設住宅等
への受入が必要であると判断した場合において、同一都道府県内の他の市町
村への受入れについては、当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村
への受入れについては県に対し当該他の都道府県との協議を求めるものと
されている。 

（２）～（６）略 
 
４．避難の際の住民等に対する避難退域時検査及び簡易除染の実施 

国の原子力災害対策本部は、原子力災害対策指針を踏まえ、避難退域時検査
及び簡易除染を実施するよう地方公共団体に指示するものとされている。 
県は、原子力災害対策指針に基づき、原子力事業者と連携し、国の協力を得

ながら、指定公共機関の支援の下、次のとおり避難退域時検査及び簡易除染を
実施する。 

（１）県は、主要経路沿い等に避難退域時検査会場を設置し、住民等のＯＩＬに
基づき特定された区域等からの避難において、住民等（避難輸送に使用する
車両及びその乗務員を含む。）を避難所に受入するまでの間に住民の汚染状
況を確認することを目的に、避難退域時検査を実施し、検査結果に応じて、
ＯＩＬに基づく簡易除染を行うものとする。 

（２）主要経路沿い等の避難退域時検査会場で避難退域時検査等を実施しなかっ
た住民等については、避難先地域内に設置する予備避難退域時検査会場で避
難退域時検査等を行うものとする。 

（３）避難退域時検査及び簡易除染は、次の手順に従って行うこととし、表面汚
染検査用の放射線測定器、車両用ゲートモニター、大型除染テント等の資機
材を用いて行う。また、県は複数の会場で避難退域時検査及び簡易除染を実
施することを考慮し、資機材を効率的に輸送するよう努めるものとする。 
①略 
②車両がＯＩＬ４以下でない場合には、乗員の代表者に対して検査を行い、
車両は簡易除染を行う。 

③略 
④車両以外で避難している住民については、全員に対して検査を行う。 
⑤検査の結果、ＯＩＬ４以下でない住民等については簡易除染を実施し、そ
れでもＯＩＬ４以下にならない場合は、医療機関等へ搬送して除染を行
う。 

応急仮設住宅の建設に必要な資機材が不足し、調達の必要がある場合には、
必要に応じて国に資機材の調達に関して要請するものとする。 

 
３．広域一時滞在 
（１）被災市町村は、災害の規模、被災者の避難、収容状況、避難の長期化等に

鑑み、被災市町村の区域外への広域的な避難及び避難所、応急仮設住宅等へ
の収容が必要であると判断した場合において、同一都道府県内の他の市町村
への受入れについては、当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村へ
の受入れについては県に対し当該他の都道府県との協議を求めるものとさ
れている。 

（２）～（６）略 
 
４．避難の際の住民に対する避難退域時検査等の実施 

国の原子力災害対策本部は、原子力災害対策指針を踏まえ、避難退域時検査
及び除染措置を実施するよう地方公共団体に指示するものとされている。 
県は、原子力災害対策指針に基づき、原子力事業者と連携し、国の協力を得

ながら、指定公共機関の支援の下、主要経路沿い等に避難退域時検査会場を設
置し、住民等の避難区域等からの避難において、住民等（避難輸送に使用する
車両及びその乗務員を含む。）を避難所に収容するまでの間に住民の汚染状況
を確認することを目的に、避難退域時検査結果に応じたＯＩＬに基づく除染を
行うものとする。また、主要経路沿い等の避難退域時検査会場で避難退域時検
査等を実施しなかった住民等については、避難先地域内に設置する予備避難退
域時検査会場で避難退域時検査等を行うものとする。 
避難退域時検査等は、次の手順に従って行うこととし、表面汚染検査用の放

射線測定器、車両型ゲートモニター、体表面汚染モニタ等を用いて行うものと
する。 

 
 
 
 
①略 
②車両がＯＩＬ４以下でない場合には、乗員の代表者に対して検査を行う。 
 
③略 
（新設） 
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（４）車両に係る避難退域時検査等については、車両の動線が確保できる場所を
確保しスムーズな検査等を行う。 
なお、これまでの県の基本的な考え方に基づき、車両の検査でＯＩＬ４以

下であった場合であっても、乗員が希望すれば避難退域時検査を行うものと
する。 

（５）避難退域時検査を終了した住民に対しては、終了した旨の証明書を発行し、
紛失しないよう注意喚起を行う。 

（６）車両除染及び簡易除染で発生した洗浄水、放射性物質等が付着した防護服
等については、発災元の原子力事業者が処理するものとする。 

 
５ 略 
 
６．安定ヨウ素剤の予防服用 

県は、市町村、医療機関等と連携して、安定ヨウ素剤の服用にあたっての注
意を払った上で、住民等に対する服用指示等の措置を講じるものとする。 

（１）緊急時における住民等への安定ヨウ素剤の配布及び服用については、原則
として、原子力規制委員会がその必要性を判断し、その判断を踏まえ、原子
力災害対策本部又は地方公共団体が住民等に指示することとされている。 

（２）略 
 
７．要配慮者への配慮 
（１）県は、市町村と連携し、国の協力を得て、避難誘導、避難所での生活に関

しては、要配慮者及び一時滞在者が避難中に健康状態を悪化させないこと等
に十分配慮し、放射線防護対策施設の活用、避難所での健康状態の把握、福
祉施設職員等の応援体制の整備、応急仮設住宅への優先的入居、高齢者、障
がい者向け応急仮設住宅の設置等に努めるものとする。また、要配慮者に向
けた情報の提供についても十分配慮するものとする。 
なお、要配慮者については、きめ細やかな対応等について、配慮するもの

とする。 
（２）略 
（３）社会福祉施設は、原子力災害が発生し、避難のための立退きの勧告又は指

示等があった場合は、あらかじめ施設ごとに定めた避難計画等に基づき、職
員の指示・引率のもと、迅速かつ安全に、入所者又は利用者を避難させるも
のとする。この際、放射線防護対策を実施した社会福祉施設等については、
屋内退避の可能期間を考慮した上で、他の社会福祉施設等からの受け入れや
避難又は他の社会福祉施設への転所等を判断するものとする。入所者又は利
用者を避難させた場合は、県に対し速やかにその旨連絡するものとする。ま
た、県は、被災施設からの転所が県内の他の施設では対処できない場合は、

また、車両に係る避難退域時検査等については、車両の動線が確保できる場
所を確保しスムーズな検査等を行う。 
なお、これまでの県の基本的な考え方に基づき、車両の検査でＯＩＬ４以下

であった場合であっても、乗員が希望すれば避難退域時検査を行うものとす

る。 
（新設） 

 
（新設） 

 
 
５ 略 
 
６．安定ヨウ素剤の予防服用 

県は、市町村、医療機関等と連携して、安定ヨウ素剤の服用にあたっての注
意を払った上で、住民等に対する服用指示等の措置を講じるものとする。 

（１）緊急時における住民等への安定ヨウ素剤の配布及び服用については、原則
として、原子力規制委員会がその必要性を判断し、原子力災害対策本部又は
地方公共団体が指示することとされている。 

（２）略 
 
７．要配慮者への配慮 
（１）県は、市町村と連携し、国の協力を得て、避難誘導、避難所での生活に関

しては、要配慮者及び一時滞在者が避難中に健康状態を悪化させないこと等
に十分配慮し、放射線防護対策施設の活用、避難所での健康状態の把握、福
祉施設職員等の応援体制の整備、応急仮設住宅への優先的入居、高齢者、障
がい者向け応急仮設住宅の設置等に努めるものとする。また、要配慮者に向
けた情報の提供についても十分配慮するものとする。 

 
 
（２）略 
（３）社会福祉施設は、原子力災害が発生し、避難のための立退きの勧告又は指

示等があった場合は、あらかじめ施設ごとに定めた避難計画等に基づき、職
員の指示・引率のもと、迅速かつ安全に、入所者又は利用者を避難させるも
のとする。この際、放射線防護対策を実施した社会福祉施設等については、
屋内退避の可能期間を考慮した上で、他の社会福祉施設等からの受け入れや
避難又は他の社会福祉施設への転院等を判断するものとする。入所者又は利
用者を避難させた場合は、県に対し速やかにその旨連絡するものとする。ま
た、県は、被災施設からの転所が県内の他の施設では対処できない場合は、
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関係周辺都道府県及び国に対し、社会福祉施設等への受入れ協力を要請する
等、避難先の調整のための必要な支援を行うものとする。 

 
８～９ 略 
 
10. 観光客等一時滞在者の避難等 

県及び市は観光客等の一時滞在者に対し、警戒事態において早期の帰宅等を
呼びかける。 

 
11.略 
 
12.略 
 
第５節 略 
 
第６節 飲食物の出荷制限、摂取制限等 
（１）国は、放射性物質が放出された後、ＯＩＬに基づき、一時移転対象地域の

地域生産物の出荷制限・摂取制限を実施するよう、関係地方公共団体に指示
するものとされている。県は、国の指示に基づき、当該対象地域において、
地域生産物の出荷制限及び摂取制限を実施するものとする。 

（２）国はＯＩＬに基づき、緊急時モニタリングの結果に応じて、飲食物の放射
性核種濃度の測定を行うべき地域を特定し、都道府県における検査計画の策
定・検査実施、飲食物の出荷制限等について関係機関に要請するとともに、
状況に応じて、摂取制限も措置するものとされている。県は、原子力災害対
策指針に基づいた飲食物に係るスクリーニング基準を踏まえ、国からの放射
性物質による汚染状況の調査の要請を受け、又は独自の判断により、飲食物
の検査を実施する。また、県は、国の指導・助言及び指示に基づき、又は独
自の判断により、代替飲食物の供給等に配慮しつつ、飲食物の出荷制限、摂
取制限等及びこれらの解除を実施するものとする。 

 
第７節  緊急輸送活動 
１．緊急輸送活動 
（１）略 

表３－２ 緊急輸送の順位及び範囲 

緊急輸送の順位 緊急輸送の範囲 

第１順位 ・人命救助、救急活動に必要な輸送 ・救助、救急活動、医療・
救護活動に必要な人員
及び資機材 

関係周辺都道府県及び国に対し、社会福祉施設等への受入れ協力を要請する
等、避難先の調整のための必要な支援を行うものとする。 

 
８～９ 略 
 
（新設） 
 
 
 
10.略 
 
11.略 
 
第５節 略 
 
第６節 飲食物の出荷制限、摂取制限等 
（１）国は、放射性物質が放出された後、ＯＩＬに基づき、一時移転対象地域の

地域性産物の出荷制限・摂取制限を実施するよう、関係地方公共団体に指示
するものとされている。県は、国の指示に基づき、当該対象地域において、
地域生産物の出荷制限及び摂取制限を実施するものとする。 

（２）国はＯＩＬに基づき、緊急時モニタリングの結果に応じて、飲食物の放射
性核種濃度の測定を行うべき地域を特定し、都道府県における検査計画・検
査実施、飲食物の出荷制限等について関係機関に要請するとともに、状況に
応じて、摂取制限も措置するものとされている。県は、原子力災害対策指針
に基づいた飲食物に係るスクリーニング基準を踏まえ、国からの放射性物質
による汚染状況の調査の要請を受け、又は独自の判断により、飲食物の検査
を実施する。また、県は、国の指導・助言及び指示に基づき、又は独自の判
断により、飲食物の出荷制限、摂取制限等及びこれらの解除を実施するもの
とする。 

 
第７節  緊急輸送活動 
１．緊急輸送活動 
（１）略 

表３－２ 緊急輸送の順位及び範囲 

緊急輸送の順位 緊急輸送の範囲 

第１順位 ・人命救助、救急活動に必要な輸送 ・救助、救急活動、医療・
救護活動に必要な人員
及び資機材 
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・傷病者 

 
（２）略 
 ①、② 略 

表３－３ 緊急輸送にかかる応援機関 

輸送手段 応援機関・応援手段 備考 

陸路（バス） 日ノ丸自動車、日本交
通、中国地方５県バス
協会、自衛隊 

・中国運輸局鳥取運輸支局（本庁
舎）を通じて、輸送力確保のあ
っせん依頼 

・「緊急・救護輸送に関する協定
書」に基づき、県トラック協会
に応援要請 

・「原子力災害時等におけるバス
による緊急輸送等に関する協
定」に基づき、中国地方５県バ
ス協会に協力を要請 

陸路（福祉車両） 中国地方５県タクシ
ー協会、鳥取県社会福
祉施設経営者協議会、
鳥取県老人福祉施設
協議会、鳥取県老人保
健施設協会、自衛隊 

・「原子力災害時等における福祉
タクシーによる緊急輸送等に
関する協定」に基づき、中国地
方５県タクシー協会に協力を
要請 

③ 県は、避難者の輸送にあたり、避難エリア内の人口や要支援者数等を速やか
に抽出し、迅速かつ適切な避難を実施するための、避難オペレーション支援シ
ステムを整備・運用するものとする。 

④ 県は、②によっても人員、車両等が不足するときは、原子力災害合同対策協
議会等の場において、人員等の確保に関する支援を依頼するものとする。 

 
２．緊急輸送のための交通確保 
（１）（２）略 
（３）運転士等の安全確保 

県は、避難業務に従事する者の安全を確認し、運送事業者に避難者の輸送
を要請するものとする。輸送にあたっては、国等と協力し運送事業者等から
派遣された運転士等の被ばく管理や資機材等の提供など運転士等の安全に
配慮するものとする。 
このため、県は運送事業者が運転士等の被ばく管理するために必要な個人

線量計、マスク、防護服等を整備するとともに、連絡手段等の確保について
検討し、併せて避難業務に従事する者等に対する研修を実施するものとす

・負傷者 

 
（２）略 
①、② 略 
表３－３ 緊急輸送にかかる応援機関 

輸送手段 応援機関・応援手段 備考 

陸路（バス） 日ノ丸自動車、日本交
通、県バス協会、自衛
隊 

・中国運輸局鳥取運輸支局（本庁
舎）を通じて、輸送力確保のあ
っせん依頼 

・「緊急・救護輸送に関する協定
書」に基づき、県トラック協会
に応援要請 

 
 
 
 

陸路（福祉車両） 鳥取県ハイヤータク
シー協会、鳥取県社会
福祉施設経営者協議
会、鳥取県老人福祉施
設協議会、鳥取県老人
保健施設協会、自衛隊 

 

（新設） 
 
 
③ 県は、②によっても人員、車両等が不足するときは、原子力災害合同対策協
議会等の場において、人員等の確保に関する支援を依頼するものとする。 

 
２．緊急輸送のための交通確保 
（１）（２）略 
（３）運転士等の安全確保 

県は、国等と協力し運送事業者等から派遣された運転士等の被ばく管理や
資機材等の提供など運転士等の安全に配慮するものとする。 
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る。 
 
第８節 
１ 略 
２．医療活動等 
（１）県は、被災地の医療機関と協力し、原子力災害以外の災害の発生状況等を

勘案しつつ、拠点となる原子力災害医療機関を中心として医療活動を行うも
のとする。その際、災害拠点病院やＤＭＡＴ等が行う災害医療活動と緊密に
連携するものとする。 

（２）県は、国及び拠点となる原子力災害医療機関と協力し、原子力災害医療機
関等の診療状況等の情報を医療情報システム等により迅速に把握し、応援の
派遣等を行うものとする。 

（３）県は、必要に応じて、速やかに拠点となる原子力災害医療機関又は国の原
子力災害現地対策本部に対し、原子力災害医療に係る医療チーム等の派遣に
ついて要請するものとする。 

（４）県は、原子力災害医療・総合支援センターの協力の下で、国の原子力災害
現地対策本部と、県内又は近隣都道府県からの原子力災害医療に係る医療チ
ーム等の派遣に係る調整を行うものとする。また、活動場所（原子力災害医
療機関、救護所、広域搬送拠点等）の確保を図るものとする。 

（５）県は、医療救護対策本部において、原子力災害医療全般を統括する原子力
災害医療調整官を配置するとともに、関係医療機関等との密接な連携を図り
つつ総合的な判断と統一された見解に基づき、医療活動等を実施するものと
する。 

・図３－１３「原子力災害医療体制図」 
（６）県等は、必要に応じて国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線

医学総合研究所、国立病院及び国立大学病院を中心に、各医療機関から派遣
された医療関係者等からなる原子力災害医療に係る医療チームの指導を受
ける等により、国、指定公共機関、原子力事業者等と連携して、災害対応の
フェーズや対象区域等に応じた住民等の汚染検査、除染等を実施するととも
に、必要に応じて治療を行うものとする。また、コンクリート屋内退避所、
避難所における住民等の健康管理を行うものとする。 
また、県等は、国の原子力災害現地対策本部医療班の医療総括責任者の指

示に基づき、汚染や被ばくの可能性のある傷病者の医療機関や救急組織への
搬送・受入れを支援するものとする。 

（７）略 
（８）県は、避難経路上に避難退域時検査会場を設置し、避難者を避難所に受入

するまでの間に、避難退域時検査及び必要に応じて簡易除染を行う。また、
避難退域時検査会場を通過しなかった避難者については、避難先地域内に設

 
 
第８節 
１ 略 
２．医療活動等 
（１）県は、被災地の医療機関と協力し、原子力災害以外の災害の発生状況等を

勘案しつつ、拠点となる被ばく医療機関を中心として医療活動を行うものと
する。その際、災害拠点病院やＤＭＡＴ等が行う災害医療活動と緊密に連携
するものとする。 

（２）県は、国及び拠点となる被ばく医療機関と協力し、被ばく医療機関等の診
療状況等の情報を医療情報システム等により迅速に把握し、応援の派遣等を
行うものとする。 

（３）県は、必要に応じて、速やかに拠点となる被ばく医療機関又は国に対し、
被ばく医療に係る医療チームの派遣について要請するものとする。 

 
（４）県は、県内又は近隣都道府県からの被ばく医療に係る医療チーム等の派遣

に係る調整を行うものとする。また、活動場所（被ばく医療機関、救護所、
広域搬送拠点等）の確保を図るものとする。 

 
（５）県は、医療救護対策本部において、関係医療機関等との密接な連携を図り

つつ総合的な判断と統一された見解に基づき、医療活動等を実施するものと
する。 

 
・図３－１３「緊急被ばく医療体制図」 
（６）県等は、必要に応じて放射線医学総合研究所、国立病院及び国立大学病院

を中心に、各医療機関から派遣された医療関係者等からなる被ばく医療に係
る医療チームの指導を受ける等により、国、指定公共機関、原子力事業者等
と連携して、災害対応のフェーズや対象区域等に応じた住民等の汚染検査、
除染等を実施するとともに、必要に応じて治療を行うものとする。また、コ
ンクリート屋内退避所、避難所における住民等の健康管理を行うものとす
る。 
また、県等は、国の原子力災害現地対策本部医療班の医療総括責任者の指

示に基づき、汚染や被ばくの可能性のある傷病者の医療機関や救急組織への
搬送・受入れを支援するものとする。 

（７）略 
（８）県は、避難経路上に避難退域時検査会場を設置し、避難者の避難退域時検

査を行い、避難者を避難所に収容するまでの間に、避難退域時検査及び必要
に応じて除染を行う。また、避難退域時検査会場を通過しなかった避難者に
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置する予備会場で避難退域時検査を行う。 
（９）県は、避難退域時検査の結果等、内部被ばくの可能性が高い場合には、甲

状腺スクリーニングやホールボディカウンタによる詳細な内部被ばく線量
推定のための計測を行うものとする。 
また、必要に応じて移動式ホールボディカウンタ車を臨時に設置し、計測

を行うものとする。 
（10）県は、自ら必要と認める場合又は関係周辺市町等から汚染・被ばく患者や

被ばく傷病者等の高度被ばく医療センター及び原子力災害医療・総合支援セ
ンターへの搬送について要請があった場合は、消防庁に対し、搬送手段の優
先的確保等の特段の配慮を要請するものとする。 

 
第９節 住民等への的確な情報伝達活動 

流言、飛語等による社会的混乱を防止し、民心の安定を図るとともに、被災
地の住民等の適切な判断と行動を助け、住民等の安全を確保するためには、正
確かつ分かりやすい情報の速やかな公表と伝達、広報活動が重要である。また、
住民等から、問い合わせ、要望、意見等が数多く寄せられることから、これら
に適切に対応できる体制を整備する。 
なお、広報活動の際には、外国人にもわかりやすい「やさしい日本語」の使

用や外国語への自動翻訳を前提とした表現を使用するとともに、音声読み上げ
機能による視覚障がい者等への情報伝達にも配慮するものとする。 
また、速報性を有しない避難生活関連情報等の提供については、新聞による

広報等を実施するものとする。 
 
１．住民等への情報伝達活動 
表３－４ 住民に対する広報時期及び広報事項 

広報時期 広報事項 
避難生活段階、復帰段
階、生活支援段階 

・プラントの状況（今後の見込み） 
・環境への影響（モニタリング結果） 
・被災者に対する生活支援（物資供給、ライフライ
ンの状況等）に関すること 

・原子力災害医療に関すること 
・飲食物の摂取制限 
・各種相談窓口（住宅、生活資金、教育等）の情報 

 
表３－５ 広報事項における役割分担 
県 ・緊急事態、災害の概要、県が実施する防災活動の

内容等について、地元報道機関、インターネット、
原子力防災アプリ等を通じて県民に広報する。 

ついては、避難先地域内に設置する予備会場で避難退域時検査を行う。 
（９）県は、避難退域時検査の結果等、内部被ばくの可能性が高い場合には、甲

状腺スクリーニングやホールボディカウンタによる詳細な内部被ばく線量
推定のための計測を行うものとする。 

 
 
（10）県は、自ら必要と認める場合又は関係周辺市町等から被ばく者の放射線医

学総合研究所、高度な被ばく医療に対応可能な医療機関等への搬送について
要請があった場合は、消防庁に対し、搬送手段の優先的確保等の特段の配慮
を要請するものとする。 

 
第９節 住民等への的確な情報伝達活動 

流言、飛語等による社会的混乱を防止し、民心の安定を図るとともに、被災
地の住民等の適切な判断と行動を助け、住民等の安全を確保するためには、正
確かつ分かりやすい情報の速やかな公表と伝達、広報活動が重要である。また、
住民等から、問い合わせ、要望、意見等が数多く寄せられることから、これら
に適切に対応できる体制を整備する。 

 
 
 
 
 
 
１．住民等への情報伝達活動 
表３－４ 住民に対する広報時期及び広報事項 

広報時期 広報事項 
避難生活段階、復帰段
階、生活支援段階 

・プラントの状況（今後の見込み） 
・環境への影響（モニタリング結果） 
・被災者に対する生活支援（物資供給、ライフライン
の状況等）に関すること 

・被ばく医療に関すること 
・飲食物の摂取制限 
・各種相談窓口（住宅、生活資金、教育等）の情報 

 
表３－５ 広報事項における役割分担 
県 ・緊急事態、災害の概要、県が実施する防災活動の

内容等について、地元報道機関、インターネット
等を通じて県民に広報する。 
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・オフサイトセンター所管外の情報（避難生活に関
連する情報等）を広報する。このうち、共通内容
については、県で作成し、市町村に広報を依頼す
る。 

 
表３－６ 報道機関への広報事項 

事象 広報事項 
トラブル状況（異常情
報・事故情報）、警戒事
態、施設敷地緊急事態、
全面緊急事態の発生時 

・施設の概要 
・事故等の状況（発生日時、場所、概要、経過、今
後の見通し） 

・環境への影響（モニタリング結果） 
・傷病者の発生状況 
・県の対応状況（現地確認、本部体制、本部会議の
開催等） 

・住民への周知事項 
避難生活段階、復帰段
階、生活支援段階情報 

・プラントの状況（今後の見込み） 
・事故等の状況（発生からの経過、今後の見通し） 
・環境への影響（モニタリング結果） 
・傷病者の状況等 
・県、市等の対応状況（本部体制等） 
・避難所の設置状況及び避難者数 
・被災者に対する生活支援（物資供給、ライフライ
ンの状況等）に関すること 
・原子力災害医療に関すること 

 
２．住民等からの問い合わせに対する対応 
（１）県は、国、市町村及び関係機関等と連携し、必要に応じて、速やかに住民

等からの問い合わせに対応する専用電話を備えた窓口の設置、人員の配置等
を行うための体制を整備するものとする。また、住民等のニーズを見極めた
上で、情報の収集・整理・発信を行うものとする。 

 
第10節～第12節 略 
 
第４章 原子力災害中長期対策 
 
第１節 略 
 
第２節 緊急事態解除宣言後の対応 

・オフサイトセンター所管外の情報（避難生活に関
連する情報等）を広報する。このうち、共通内容
については、県で作成し、市町村に広報を依頼す
る。 

 
表３－６ 報道機関への広報事項 

事象 広報事項 
トラブル状況（異常情
報・事故情報）、警戒事
態、施設敷地緊急事態、
全面緊急事態の発生時 

・施設の概要 
・事故等の状況（発生日時、場所、概要、経過、今
後の見通し） 

・環境への影響（モニタリング結果） 
・負傷者の発生状況 
・県の対応状況（現地確認、本部体制、本部会議の
開催等） 

・住民への周知事項 
避難生活段階、復帰段
階、生活支援段階情報 

・プラントの状況（今後の見込み） 
・事故等の状況（発生からの経過、今後の見通し） 
・環境への影響（モニタリング結果） 
・負傷者の状況等 
・県、市等の対応状況（本部体制等） 
・避難所の設置状況及び避難者数 
・被災者に対する生活支援（物資供給、ライフライ
ンの状況等）に関すること 
・被ばく医療に関すること 

 
２．住民等からの問い合わせに対する対応 
（１）は、国、市町村及び関係機関等と連携し、必要に応じて、速やかに住民等

からの問い合わせに対応する専用電話を備えた窓口の設置、人員の配置等を
行うための体制を整備するものとする。また、住民等のニーズを見極めた上
で、情報の収集・整理・発信を行うものとする。 

 
第10節～第12節 略 
 
第４章 原子力災害中長期対策 
 
第１節 略 
 
第２節 緊急事態解除宣言後の対応 
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県は、内閣総理大臣が原子力緊急事態解除宣言を発出した場合においても、引
き続き存置される国の原子力災害現地対策本部及び原子力被災者生活支援チー
ムと連携して原子力災害事後対策や被災者の生活支援を実施するものとする。 
 
 
第３節 原子力災害事後対策実施区域における避難区域等の設定 
県は、市町村が避難区域等の設定の見直し及び解除等を行った場合には、その

旨の報告を受けるものとする。 
県は、警戒区域や避難指示区域等が引き続き指定される間は、県警察等関係機

関と協議し、盗難防止対策、区域内の治安の確保等に努めるものとする。 
 
第４節、５節 略 
 
第６節 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 
県は、原子力緊急事態解除宣言後、国の総括の下、関係省庁及び原子力事業者

等と協力して継続的に環境放射線モニタリングを行い、その結果を速やかに公表
するものとする。 
なお、県は、環境モニタリング等による地域の調査、国が派遣する専門家等の

判断、国の指導・助言等を踏まえ、平常時における環境放射線モニタリング体制
に移行するものとする。 
 
第８節 被災者等の生活再建等の支援 
（１）～（３）略 
（４）県は、避難を余儀なくされた住民や事業者、出荷制限等により生活に支障
が生じた生産者などの被害者が行う原子力損害賠償請求について必要な支援
を行う。 

 
第９節 風評被害等の影響の軽減 
県は、国及び市町村と連携し、科学的根拠に基づく農林水産業、地場産業の産

品等の適切な流通等が確保されるよう、それらの放射線測定による安全性評価や
広報活動を行うものとする。 
県は、国及び市町村と連携し、避難者に対する差別、偏見、いじめの発生防止

の対策を行うものとする。 
 
第10節～13節 略 

県は、内閣総理大臣が原子力緊急事態解除宣言を発出した場合においても、引
き続き存置される国の原子力災害現地対策本部及び原子力災害被災者生活支援
チームと連携して原子力災害事後対策や被災者の生活支援を実施するものとす
る。 
 
第３節 原子力災害事後対策実施区域における避難区域等の設定 
県は、市町村が避難区域等の設定を見直した場合には、その旨の報告を受ける

ものとする。 
 
 
 
第４節、５節 略 
 
第６節 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 
県は、原子力緊急事態解除宣言後、国の総括の下、関係省庁及び原子力事業者

等と協力して継続的に環境放射線モニタリングを行い、その結果を速やかに公表
するものとする。 
その後、平常時における環境放射線モニタリング体制に移行するものとする。 

 
 
 
第８節 被災者等の生活再建等の支援 
（１）～（３）略 
（新設） 
 
 
 
第９節 風評被害等の影響の軽減 
県は、国及び市町村と連携し、科学的根拠に基づく農林水産業、地場産業の産

品等の適切な流通等が確保されるよう、それらの放射線測定による安全性評価や
広報活動を行うものとする。 
 
 
 
第10節～13節 略 
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鳥取県地域防災計画（以下「県防災計画」という）基本案決定 

基本案について内閣総理大臣協議 

内閣総理大臣から基本案について承認通知 

県防災計画「計画編」「資料編」を分冊 

県防災計画「震災対策編」基本案決定 

基本案について内閣総理大臣協議 

内閣総理大臣から基本案について承認通知 

県防災計画「原子力対策（人形峠環境技術センター）編、原子力対策

（島根原子力発電所）編」基本案決定 

基本案について内閣総理大臣協議 

内閣総理大臣から基本案について承認通知 

県防災計画「原子力災害対策編」一部修正 

県防災計画「災害予防編（共通）、災害応急対策編（共通）、震災対策

編、風水害等対策編、大規模事故対策編、原子力災害対策編」全部修

正 

一部修正 

一部修正 

一部修正 

全部修正 

一部修正 

一部修正 

一部修正 
 



- 1 - 
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第１章 総則 

 

第１節 計画の目的 

 この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「災対法」という。）及び原子力災害

対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号。以下「原災法」という。）に基づき、原子力事業者の原子

炉の運転等（原子炉、加工施設、使用施設（保安規定を定める施設）の運転、事業者外運搬（以下「運

搬」という。））により放射性物質又は放射線が異常な水準で事業所外（運搬の場合は輸送容器外）へ放

出されることにより発生する原子力災害の事前対策並びに発生時の緊急事態応急対策及び中長期対策に

ついて、県、米子市・境港市・三朝町（以下「関係周辺市町」という。）、その他県内市町村、指定地方

行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災関係機関がとるべき措置を定め、総合的かつ計画

的な原子力防災事務又は業務の遂行によって、県民の生命、身体及び財産を原子力災害から保護するこ

とを目的とする。 
 

第２節 計画の性格 

１．鳥取県の地域に係る原子力災害対策の基本となる計画 

この計画は、鳥取県の地域に係る原子力災害対策の基本となるものであり、国の防災基本計画原子

力災害対策編に基づいて作成したものであって、指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関及

び指定地方公共機関が作成する防災業務計画と抵触することがないように、緊密に連携を図った上で

作成されたものである。 
  県等関係機関は想定される全ての事態に対して対応できるよう対策を講じることとし、たとえ不測

の事態が発生した場合であっても対処し得るよう柔軟な体制を整備するものとする。 
 

２．鳥取県地域防災計画における他の災害対策との関係 

  この計画は、「鳥取県地域防災計画」の「原子力災害対策編」として定めるものであり、この計画に

定めのない事項については「鳥取県地域防災計画 災害予防編（共通）、災害応急対策編（共通）」に

よるものとする。 
 

３．関係周辺市町等地域防災計画との関係 

  関係周辺市町等が地域防災計画を作成又は修正するにあたっては、この計画を基本とするものとし、

県の地域防災計画に抵触することのないようにするとともに、具体的な計画を定めておくものとする。 
  なお、県は、関係周辺市町等の地域防災計画の作成又は修正に協力するものとする。 
 

４．島根県・岡山県地域防災計画との関係 
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県は、地域防災計画（原子力災害対策編）を作成又は修正するにあたっては、島根県・岡山県（以

下「所在県」という。）の計画との整合性に留意するものとする。 
 

５．計画の修正 

この計画は、災対法第４０条の規定に基づき、毎年検討を加え、防災基本計画又は県の体制、組織

等の見直し等により修正の必要があると認める場合にはこれを変更するものとする。 
 

第３節 計画の周知徹底 

 この計画は、市町村、関係行政機関、関係公共機関その他防災関係機関に対し周知徹底を図るととも

に、特に必要と認められるものについては県民への周知を図るものとする。 
また、各関係機関においては、この計画を熟知し、必要に応じて細部の活動計画等を作成し、万全を

期すものとする。 
 

第４節 計画の作成又は修正に際し遵守すべき指針 

 地域防災計画（原子力災害対策編）の作成又は修正に際しては、原災法第６条の２第１項の規定によ

り原子力規制委員会が定める「原子力災害対策指針」を遵守するものとする。 
 

第５節 計画の基礎とすべき災害の想定 

原子力災害対策を重点的に実施すべき地域における原子力施設からの放射性物質及び放射線の放出形

態は過酷事故を想定し、以下のとおりとする。 
 

１．鳥取県に影響する原子力施設 

  原子力災害対策指針に基づき対策を行う施設及び位置は次のとおりである。 

なお、島根原子力発電所１号機については、平成 27 年４月 30 日に営業運転を終了し、平成 29 年 4

月 19 日に国の認可を受けた廃止措置計画に基づき廃止措置が行われており、併せて、平成 30年 2月

15 日に原子力規制委員会から照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものである旨の告示

がなされているが、使用済燃料が原子炉建物内に貯蔵されていること等から、原子力災害対策及び廃

止措置中の安全確保について、継続した対応が必要である。 

 

 ・中国電力株式会社島根原子力発電所（島根県松江市鹿島町片句 654-1） 

 ・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター 

（岡山県苫田郡鏡野町上齋原 1550） 

 ・図１－１「島根原子力発電所及び人形峠環境技術センターの位置図」 
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図１－１ 島根原子力発電所及び人形峠環境技術センターの位置図 

 

 

２．島根原子力発電所（原子炉施設）で想定される放出形態 

原子炉施設においては、放射能を封じ込める多重の物理的防護壁５重の壁が設けられているが、こ

れらの防護壁が機能しない場合は、放射性物質が周辺環境に放出される。その際、大気へ放出の可能

性がある放射性物質としては、気体状のクリプトンやキセノン等の放射性希ガス、揮発性の放射性ヨ

ウ素、気体中に浮遊する微粒子（以下「エアロゾル」という。）等の放射性物質がある。これらは、気

体状又は粒子状の物質を含んだ空気の一団（以下「プルーム」という。）となり、移動距離が長くなる

場合は拡散により濃度は低くなる傾向があるものの、風下方向の広範囲に影響が及ぶ可能性がある。

また、特に降雨雪がある場合には、地表に沈着し、長期間留まる可能性が高い。さら更に、土壌や瓦

礫等に付着する場合や冷却水に溶ける場合があり、それらの飛散や流出には特別な留意が必要である。 

実際、平成２３年３月に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故においては、格納容

器の一部のが封じ込め機能の喪失、溶融炉心から発生した水素の爆発による原子炉建屋の損傷等の結

果、放射性セシウム等の放射性物質が大量に大気環境に放出された。また、炉心冷却に用いた冷却水

に多量の放射性物質が含まれて海に流出した。したがって、事故による放出形態は必ずしも単一的な

ものではなく、複合的であることを十分考慮する必要がある。 

  なお、島根原子力発電所１号機については、廃止措置（第１段階）中であり、放射性物質の放出を

伴う事故としては、使用済み燃料貯蔵設備（燃料プール）内での燃料集合体の落下により、燃料棒が

破損し、燃料棒内に存在する核分裂生成物が大気中に放出される場合を想定し、周辺公衆の受ける実

効線量は０．０００４９ミリシーベルトと評価されている。 

 

３．人形峠環境技術センター（核燃料施設）で想定される放出形態 

（１）火災等による核燃料物質の放出 

火災、爆発、設備の破損漏えい等によって六フッ化ウラン（ＵＦ６）等が漏えいした場合、大気中

でエアロゾル形態のフッ化ウラニル（ＵＯ2Ｆ2）と気体のフッ化水素（ＨＦ）が生成され、放出・拡

散されるが、施設から放出される前にフィルター等により大部分が除去される。施設・設備の破損

5km 

10km 

20km 

30km 

5km 

10km 

20km 

30km 

※島根原子力発電所１号機については、UPZ の範囲は島根原子力発電所からおおむね半径５ｋｍと定められている 
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等によりフィルターを通らずに放出された場合るものは、粒子状のものが多いとみられ、気体状の

物質に比べ早く沈降すると考えられる。 

なお、フッ化水素については、大気中に拡散・移流していくが、人の組織等に対する影響を有し

ていること等から、人への化学的影響について、留意しなければならない。 

（２）臨界事故による放射性物質又は放射線の放出 

臨界事故が発生した場合、核分裂反応によって生じた核分裂生成物（クリプトン、キセノン等の

放射性希ガス、放射性ヨウ素等）の放出に加え、反応によって中性子線及びガンマ線が周囲に発生

する。施設から直接放出される中性子線及びガンマ線等の放射線量は、施設からの距離のほぼ二乗

に反比例して減衰するため、その影響は近距離に限定される。 

なお、想定される事故によって放出された放射性物質は、プルーム（気体状あるいは粒子状の物

質を含んだ空気の一団）となって風下方向に移動するが、移動距離が長くなるに従って拡散により

濃度は低くなる。 

 
 
第６節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域を含む地域の範囲 

 

１．範囲の考え方 

  防災資機材、モニタリング設備、非常用通信機器等の整備、避難計画等の策定等、原子力災害対策

を重点的に実施すべき地域の範囲については、原子力災害対策指針において示されている目安を踏ま

え、施設の特性、行政区画、地勢等地域に固有の自然的、社会的周辺状況等を勘案し、具体的な地域

を定めるものとする。 

 

２．島根原子力発電所の場合 

原子力災害対策指針の緊急時防護措置を準備する区域（以下「ＵＰＺ」という。）の考え方を踏まえ、

島根原子力発電所において、原子力災害対策を重点的に実施すべき地域は、原子力施設から概ね 30３
０㎞とする。 
なお、ＵＰＺ外においては、事態の進展等に応じ、ＵＰＺと同様に必要な防護措置を実施する。 
 

・表１－１「原子力災害対策を重点的に実施すべき地域（島根原子力発電所）」 
・図１－２「同上」 

表１－１ 原子力災害対策を重点的に実施するべき地域（島根原子力発電所） 
原子力災害対策を重点的に実施

すべき地域を含む市町村 
原子力災害対策を重点的に実施すべき地域 

境港市 境港市全域 

米子市 
島根原子力発電所から概ね 30㎞で米子市地域防災計

画（原子力災害対策編）に定める区域 
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図１－２ 原子力災害対策を重点的に実施すべき地域（島根原子力発電所） 

 

 

３．人形峠環境技術センターの場合 

原子力災害対策指針のウラン加工施設における実用発電用原子炉以外の原子力災害対策重点区域の

考え方及び原子力災害対策重点区域を設定することを要しない原子力事業所に係る地方公共団体の役

割の考え方を踏まえ、人形峠環境技術センターにおいては、原子力災害対策を重点的に実施すべき地

域は、を設定しないが施設から概ね 500ｍとする。、防災対策の実施面の観点から人形峠環境技術セン

ターで事故が発生した場合においては、原子力施設から５００ｍを基準として施設敷地内で防護措置

が必要となるような事象の発生に備え、国、原子力事業者等の関係機関との情報連絡、住民等への迅

速な情報提供、緊急時モニタリング等の施設周辺地域における対応に係る体制を平時から構築してお

き防災対策を発動し、原子力災害時には国の指示、緊急時モニタリング等の状況に応じて具体的な対

応を判断する。 
なお、住民不安解消等の観点から、三朝町木地山

き じ や ま

、福吉
ふくよし

、実光
さねみつ

、鉛山
なまりやま

、栗
くり

祖
そ

の各地域において、広

報、モニタリングを中心に必要な防災対策を実施する。 
 ・表１－２「原子力災害対策を重点区域の設定を要しない原子力事業所に係る市町村及びその役割的

に実施すべき地域（人形峠環境技術センター）」 
・図１－３「人形峠環境技術センターの周辺図Ａ同上」 
・図１－４「人形峠環境技術センターの周辺図Ｂ同上」 

 
表１－２ 原子力災害対策を重点区域の設定を要しない原子力事業所に係る市町村及びその役割的に実

施すべき地域（人形峠環境技術センター） 

原子力災害対策を重点区域の

設定を要しない原子力事業所

に係る的に実施すべき地域を

原子力災害対策を重点的に実施すべき地域左記市町村の

役割 

ＵＰＺ 

5km 

島根原子力発電所 
10km 20km 30km 

ＰＡＺ 
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含む市町村 

三朝町 

竹田地区において人形峠環境技術センターから概ね 500

ｍで別添１－２「原子力事業者、国、地方公共団体が採

ることを想定される措置等」に記載する事項を基本とし、

三朝町地域防災計画（原子力災害対策編）に定めるもの

区域 
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図１－３ 原子力災害対策を重点的に実施すべき地域（人形峠環境技術センターの周辺図Ａ） 

 

原子力災害対策を重点的に実施すべき地域 
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図１－４ 原子力災害対策を重点的に実施すべき地域（人形峠環境技術センターの周辺図Ｂ） 

 

 
 
第７節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の区分等に応じた防護措

置の準備及び実施 

 
１．原子力施設等の状態に応じた防護措置の準備及び実施 

（１）緊急事態区分及び緊急時活動レベル（ＥＡＬ：Emergency Action Level） 

  原子力施設において異常事態が発生した場合には、急速に進展する事故においても放射線被ばくに

よる確定的影響等を回避するため、放射性物質の環境への放出前の段階から、原子力施設等の状態が

原子力災害対策指針等に基づく以下の区分のどれに該当するかに応じて、避難等の予防的な防護措置

を準備し、実施する。なお、事態の規模、時間的な推移に応じて、国の指示によって段階的に避難措

置等の予防的な防護措置を実施することがある。 

 ① 緊急事態区分 

  ・情報収集事態 

島根県松江市、岡山県鏡野町、鳥取県三朝町のいずれかで震度５弱又は震度５強の地震（島根

県、岡山県、鳥取県で震度６弱以上の地震が発生した場合を除く）が発生した事態（島根県松江

市、岡山県鏡野町、鳥取県三朝町の震度が発表されない場合は、近傍の市町の震度を用いる）。 
その他原子力施設の運転に影響を及ぼすおそれがある情報が通報された場合。 

  ・警戒事態（ＥＡＬ１） 

  ・施設敷地緊急事態（ＥＡＬ２） 

  ・全面緊急事態（ＥＡＬ３） 

 ② 緊急事態区分における防護措置 

  緊急事態の初期対応段階においては、緊急事態区分に基づき、防護措置を実行する。 

・別添１「原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される措置等」 

・別添２「防護措置実施のフロー図」 
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・別添３「島根原子力発電所及び人形峠環境技術センターに係る各緊急事態区分を判断するＥＡＬ」 

（２）島根原子力発電所の場合 
  ＵＰＺにおいては、全面緊急事態となった際には予防的な防護措置（屋内退避）を原則実施するも

のとする。（国から廃止措置の認可を受け、かつ、照射済み燃料集合体が十分な期間冷却されたものと

して原子力規制委員会が定めた発電用原子炉施設については、原子力災害対策重点区域の範囲は原子

力施設からおおむね半径５ｋｍを目安とし、当該原子力災害対策重点区域の全てがＵＰＺとされてい

る。） 
なお、ＵＰＺ外においても、事態の進展等に応じ、ＵＰＺと同様に必要な防護措置を実施する。 

（３）人形峠環境技術センターの場合 
  全面緊急事態となった際には、原災法第１５条に基づいて内閣総理大臣から指示された緊急事態応

急対策に関する事項に従い、防護措置を実施することとする。 
  また、県は、施設敷地内で防護措置が必要となるような事象の発生に備え、国、原子力事業者等の

関係機関との情報連絡、住民等への迅速な情報提供、緊急時モニタリング等の施設周辺地域における

対応に係る体制を平時から構築しておくものとする。 
 
２．放射性物質が環境へ放出された場合の防護措置の実施 

（１）島根原子力発電所の場合 

  放射性物質が環境へ放出された場合、ＵＰＺを中心とした緊急時の環境放射線モニタリング（以下

「緊急時モニタリング」という。）による測定結果を、防護措置の実施を判断する基準である運用上の

介入レベル（ＯＩＬ：Operational Intervention Level）と照らし合わせ、必要な防護措置を実施す

る。 
 ・別添４「ＯＩＬと防護措置について」 

（２）人形峠環境技術センターの場合 
  放射性物質が環境へ放出された場合、原子力災害対策重点区域を中心とした緊急時の環境放射線モ

ニタリングの実施等、原子力災害対策指針を踏まえてによる測定結果を、原子力施設等の防災対策に

ついて（原子力安全委員会）と照らし合わせ、必要な防護措置を実施する。 
 

第８節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 

 原子力防災に関し、県、関係周辺市町、その他県内市町村、指定地方行政機関、指定公共機関、指定

地方公共機関、公共的団体等の防災関係機関が処理すべき事務又は業務の大綱は鳥取県地域防災計画災

害応急対策編（共通）第１部第１章１節に定める「防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱」を

基本に次のとおりとする。 
機関名 連絡窓口 処理すべき事務又は業務の大綱 
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鳥取県 
 
 
 

原子力安全対策

課 
医療政策課 
長寿社会課 
水・大気環境課 

１ 県内における原子力災害に関する総合

調整 
２ 原子力防災に関する知識の広報及び教

育訓練 
３ 通信連絡網の整備 
４ 環境放射線モニタリング設備・機器の整

備 
５ 防護資機材の整備 
６ 緊急被ばく原子力災害医療設備・機器の

整備 
７ 環境条件の把握 
８ 平常時モニタリング 
９ 事業者からの報告の徴収、立入検査等 
10 県災害警戒本部の設置及び運営 
11 県災害対策本部及びその下部組織であ

る部（モニタリング本部、医療救護対策本

部、避難行動要支援者避難支援センター

（以下「避難支援センター」という。））の

設置並びに運営  
12 原子力災害合同対策協議会への職員派

遣 
13 原子力災害情報等の収集、伝達 
14 避難者受入市町村との調整（県分：避難

所の選定等） 
15 住民等の避難の支援 
16 立入制限 
17 放射性物質による汚染状況調査 
18 緊急時モニタリング計画の作成及び実

施 

19 緊急被ばく原子力災害医療活動（避難退

域時検査及び簡易除染を含む） 

20 飲食物の摂取制限等 

21 食糧及び生活関連物資の調達 

22 環境の除染 

23 制限措置の解除 

24 損害賠償の請求等に必要な資料の整備 
25 関係周辺市町への原子力防災対策に対

する指示及び指導助言 
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26 県民からの問い合わせ対応 

27 国及び関係機関への支援の要請 

県警察本部 警備第二課 １ 住民等に対する避難誘導及び警備広報 

２ 立入制限及び交通規制 

３ 治安確保 
４ 実動機関現地合同調整所の運営 

米子市 防災安全課 
危機管理室 

１ 原子力防災に関する広報及び教育・訓練 

２ 通信連絡網の整備 

３ 環境放射線モニタリング設備、機器の整

備 

４ 市町災害対策本部の設置及び運営 

５ 原子力災害合同対策協議会への職員派

遣 

６ 災害状況、避難指示の把握及び伝達等 

７ 住民の避難、立入制限、救出等 

８ 避難者受入の協議 

境港市 自治防災課 
危機管理室 

三朝町 危機管理課 
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９ 緊急時モニタリングの支援 

10 安否情報に関すること 

11 避難先地域が行う広域避難所の運営支

援 

12 避難者への行政サービスの提供 

13 県の原子力災害緊急被ばく医療活動に

対する協力 

14 飲食物の摂取制限等 

15 緊急輸送及び必需物資の調達 

16 汚染物質の除去 

17 制限措置の解除 

18 損害賠償の請求等に必要な資料の整備 

19 県の行う原子力防災対策に対する協力 
その他県内市町村 防災担当課 １ 関係周辺市町への支援 

２ 広域避難所の指定 
３ 広域避難所の開設、管理運営 
４ 境港市役所の移転に伴う業務継続の支

援 
５ 避難手段（市町村バス等）の提供協力 
６ 避難誘導等に対する職員の動員 
７ 緊急時モニタリングの支援 
８ 県の原子力災害緊急被ばく医療活動に

対する協力 
９ 必要に応じて防護措置の実施 

各消防局 警防課 １ 傷病負傷者の搬送 
２ 情報の収集分析 
３ 医療救護対策本部の支援 
４ 住民等に対する避難指示等の伝達体制

の確保 
５ 防災対策、立入制限及び交通規制の協力 

境港管理組合 － １ 境港に関し必要な措置 
２ 船舶避難に関する支援 

 
 
指定地

方行政

機関 

中国四国厚生

局 
医療課 １ 国立病院、療養所の医療等の指示及び調

整 
２ 医療救護班の編制及び派遣の指示 

中国四国農政

局 
企画調整室 １ 農林畜水産物等の安全性確認のための

調査への助言及び協力 
２ 原子力災害時における食料等の支援 
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３ 農林漁業関係金融機関へ金融業務の円

滑な実施のための連絡調整等 
中国経済産業

局 
資源エネルギー

環境部 
電力・ガス事業課 

１ 電気、ガスに係る災害情報の収集、伝達 
２ 電気、ガスの供給の確保に必要な指導 
３ 被災地域において必要とされる災害対応

物資生活必需品、災害復旧資材等の適正価

格による円滑な供給を確保するため必要な

指導 
４ 被災中小企業者の事業再建に必要な資

金融通の円滑化等の措置 
中国地方整備

局 
企画部防災課 １ 直轄河川及び一般国道指定区間に関し、

必要な措置 
中国運輸局 鳥取運輸支局本

庁舎、境庁舎 
１ 自動車運送業者に対する運送命令 
２ 船舶運航業者に対する運航命令 

第八管区海上

保安本部 
救難課 
境海上保安部 
美保航空基地 

１ 海難救助、海上における安全及び治安の

確保、船舶交通の規制 
２ 海上モニタリングの支援 
３ 海上における緊急輸送 

大阪管区気象

台 
鳥取地方気象台 １ 気象状況等の把握、解析 

２ モニタリング本部の支援 
自衛隊 
 

陸上自衛隊中

部方面総監部 
防衛部防衛課 
第８普通科連隊

（米子） 

１ 緊急輸送及び救護活動の支援 
２ （原子力）災害派遣への対応 
 

 
 
 

 

海上自衛隊舞

鶴地方総監部 
防衛部第三幕僚

室 
航空自衛隊第

３輸送航空隊 
防衛部運用班 

自衛隊鳥取地

方協力本部 
－ １ 自衛隊との連絡調整 

指定公

共機関 
西日本高速道

路（株） 
中国支社 
 

１ 高速道路に関し必要な措置 
２ 災害時の緊急通行車両等の通行に伴う

料金徴収の免除の取扱い 
日本通運（株） 鳥取支店、倉吉支

店、米子支店 
１ 災害時における貨物自動車による救助

物資の緊急輸送 
福山通運（株） － 
佐川急便（株） 中国・四国支社 
ヤマト運輸

（株） 
津山主管支店 
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西濃運輸（株） － 

西日本旅客鉄

道(株)  
米子支社 １ 鉄道及び陸路による緊急輸送 

西日本電信電

話(株)鳥取支店 
鳥取支店設備部 
災害対策室 

１ 通信施設、設備の災害予防及び非常時の

通信確保等 
２ 通信施設、設備の応急対策及び災害復旧 (株)ＮＴＴﾄﾞｺﾓ

中国支社鳥取

支店 

中国支社鳥取支

店 

ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆ

ｹｰｼｮﾝｽﾞ(株) 
－ 

ＫＤＤＩ(株) 中国総支社 
ソフトバンク

テレコム（株） 
－ 

ソフトバンク

モバイル（株） 
－ 

日本赤十字社 鳥取県支部事業

推進課 
１ 災害時における医療救護の実施 
２ 災害救助等の協力奉仕者の連絡調整 
３ 義援金の募集及び配分 
４ 義援物資の配布 

(独)国立病院機

構 
中国四国グルー

プ 
１ (独)国立病院機構病院の救護班の派遣

による医療救護の実施 
日本放送協会 
（ＮＨＫ） 

鳥取放送局放送

部 
１ 放送協定に基づく災害応急対策等の広

報活動 
中国電力(株) 島根原子力本部 

鳥取支社 
１ 原子力発電所の安全性の確保、防災体制

の整備、災害予防 
２ 防災上必要な社内教育・訓練 
３ 環境放射線等の把握（モニタリング） 
４ 防災活動体制の整備 
５ 防災業務設備の整備（放射線（能）観測

設備機材、通信連絡設備、放射線防護機材、

消防救助用機材等）及び要員の派遣体制の

整備 
６ 異常時における県、米子市及び境港市

（以下「関係周辺市」という。）への連絡

員の派遣並びに連絡通報体制の整備 
７ 原子力災害等に係る情報提供 
８ 汚染拡大防止措置及び災害の復旧 
９ 原災法及び関係法令等に基づく必要な
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処置 
10 県、米子市、境港市の実施する原子力防

災対策に関する積極的な全面協力 

11 県等が行う避難退域時検査、簡易除染へ

の協力スクリーニング、除染の支援 
12 避難退域時検査及び簡易除染等で発生

した廃棄物等の処理 
国立研究開発

法人日本原子

力研究開発機

構 

バックエンド研

究開発部門人形

峠環境技術セン

ター 

１ 原子力事業所の安全性の確保、防災体制

の整備、災害予防 
２ 防災上必要な社内教育・訓練 
３ 環境放射線等の把握（モニタリング） 
４ 防災活動体制の整備 
５ 防災業務設備の整備（放射線（能）観測

設備機材、通信連絡設備、放射線防護機材、

消防救助用機材等）及び要員の派遣体制の

整備 
６ 異常時における連絡通報体制の整備 
７ 原子力災害等に係る情報提供 
８ 汚染拡大防止措置及び災害の復旧 
９ 原災法及び関係法令等に基づく必要な

処置 
10 県、三朝町の実施する原子力防災対策に

関する積極的な全面協力 

11 県等が行う避難退域時検査、簡易除染へ

の協力スクリーニング、除染の支援 
12 避難退域時検査及び簡易除染等で発生

した廃棄物等の処理 
原子力緊急時支

援・研修センター 
１ 専門家の派遣 
２ 放射線測定機材の提供 
３ 災害時応急対策の技術的支援 

国立研究開発

法人量子科学

技術研究開発

機構放射線医

学総合研究所 

放射線医学総合

研究所緊急被ば

く医療研究セン

ター 

１ 原子力災害緊急被ばく医療 

指定地

方公共

機関 

（公社）鳥取県

医師会 
事務局 １ 災害時における医療救護の実施 

２ 医療救護対策本部の支援 
（一社）鳥取県 事務局 １ 災害時における医療救護の実施 
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歯科医師会 
（一社）鳥取県

助産師会 
（一社）鳥取県

薬剤師会 
（公社）鳥取県

看護協会 
（福）鳥取県社

会福祉協議会 
事務局 １ 災害ボランティアに関すること 

２ 避難支援センター避難行動要支援者避

難支援センターの設置、運営に関すること 
（一社）鳥取県

バス協会 
－ １ 災害時における自動車による人員の緊

急輸送 
日ノ丸自動車

（株） 
－ 

日本交通（株） － 

日ノ丸西濃運

輸（株） 
－ １ 災害時における貨物自動車による救助

物資の緊急輸送 
日本海テレビ

ジョン放送(株) 
本社 １ 放送協定等に基づく災害対策等の広報

活動 
２ 放送協定等に基づく避難情報の広報活

動放送 
３ 放送協定等に基づく避難生活に必要な

情報の広報活動 

(株)山陰放送 本社 
山陰中央テレ

ビジョン放送

(株) 

鳥取支社 
米子支社 

(株)エフエム山

陰 
鳥取支社 
米子支社 

（株）新日本海

新聞社 
－ 

（株）山陰中央

新報社 
－ 

（株）鳥取テレ

トピア 
－ 

日本海ケーブ

ルネットワー

ク（株） 

－ 

（株）中海テレ

ビ放送 
－ 
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鳥取中央有線

放送（株） 
－ 

原子力

災害医

療機関 

高度被ばく医

療支援センタ

ー 

広島大学 １ 原子力災害拠点病院では対応できない

高度専門的な原子力災害医療に係る診療

及び支援 
２ 原子力災害医療に関する医療機関等へ

の高度専門教育研修等の実施 
原子力災害医

療・総合支援セ

ンター 

１ 原子力災害拠点病院に対する支援や関

連医療機関とのネットワークの構築 
２ 原子力災害時における原子力災害医療

派遣チームの派遣調整等 

原子力災害拠

点病院 
 １ 原子力災害時における傷病者等の受入 

２ 被ばくがある傷病者等への診療等の実

施 
原子力災害医

療協力機関 
 １ 原子力災害拠点病院等が実施する原子

力災害医療に対する支援 
２ 県等が実施する原子力災害対策等に対

する支援 

そ
の
他
公
的
団
体
及
び
防
災
上
重
要
な
施
設
の
管
理
者 

（一社）鳥取県ケーブルテレビ協議

会 
１ 放送協定に基づく災害対策等の広報活

動 
２ 放送協定に基づく避難情報の放送 

農業協同組合 
森林組合 
漁業協同組合 等 

１ 汚染農林水産物の出荷制限及び生鮮食

料品の供給 
２ 有線放送施設等の利用による公共団体

の行う災害対策への協力 
商工会議所 
商工会 等 

１ 救助用物資、復旧資材の確保についての

協力あっせん 
（一社）鳥取県ハイヤータクシー協

会 
１ 災害時における自動車による人員の緊

急輸送 
鳥取県社会福祉施設経営者協議会 
鳥取県老人福祉施設協議会 
鳥取県老人保健施設協会 
鳥取県児童福祉入所施設協議会 

１ 要配慮者の輸送、避難受入についての協

力 
２ 避難所における専門職員の応援派遣 
 

（一社）鳥取県診療放射線技師会 １ 避難退域時検査の実施に対する協力 
（公社）鳥取県宅地建物取引業協会 
（公社）全日本不動産協会鳥取県本

部 
（公社）全国賃貸住宅経営協会 

１ 災害時における民間賃貸住宅の媒介 
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学校法人 
公の施設の指定管理者 

１ 被災者の一時受入収容等応急措置につ

いての協力 

 
機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

原子力規制事務

所 
（島根・上齋原） 

原子力運転保安検

査官 
１ 原子力発電所又は原子力施設の運転状況、設備

の保全状況、保安規定の順守状況等について巡視

検討等 
２ 施設敷地緊急事態発生後、施設の状況確認 

原子力防災専門官 １ 県、米子市、境港市、三朝町への防災計画等に

対する指導、助言等 
２ 原子力事業者への防災業務計画等に対する指

導、助言等 
３ 緊急時におけるプラント状況の把握、オフサイ

トセンターの立ち上げ等 
地方放射線モニ

タリング対策官

事務所 

上席放射線防災専

門官放射線モニタ

リング対策官 

１ 緊急時モニタリング計画の作成への協力 
２ 緊急時モニタリングの実施及び対応等 

※上記表にない中国管区警察局、中国四国防衛局、中国財務局、近畿中国森林管理局、中国四国産業保安監督

部、大阪航空局、中国総合通信局、日本郵便株式会社、日本銀行、日本貨物鉄道株式会社、一般社団法人鳥取

県トラック協会、鳥取瓦斯株式会社、米子瓦斯株式会社、株式会社新日本海新聞社、株式会社山陰中央新報社、

社団法人鳥取県ＬＰガス協会、全国農業協同組合連合会鳥取県本部鳥取県農業協同組合中央会、若桜鉄道株式

会社、智頭急行株式会社については、鳥取県地域防災計画【災害応急対策編（共通）】第１部第１章に定める

「関係機関の処理すべき防災事務又は業務の大綱」を参照。 
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第２章 原子力災害事前対策 

第１節 基本方針 

 本章は、原災法及び災対法に基づき実施する予防体制の整備及び原子力災害の事前対策を中心に定め

るものである。 
 
第２節 原子力事業者との防災業務計画に関する協議及び防災要員の現況等

の届出の受理 
 

（１）県は、原子力事業者が原災法第７条第１項に基づき作成又は修正しようとする原子力事業者防災

業務計画について、自らの地域防災計画と整合性を保つ等の観点から、原災法施行令第２条第１項

に基づき原子力事業者が計画を作成又は修正しようとする日の６０日前までに、その計画案を受理

し協議を開始するとともに、直ちに原災法第７条第２項に基づき、関係周辺市町に計画案を送付し、

相当の期限を定めて、関係周辺市町の意見を聴き、必要に応じて原子力事業者との協議に反映させ

るものとする。 
（２）県は、原子力事業者から原災法第８条第４項に基づきその原子力防災組織の原子力防災要員の現

況について届け出があった場合、関係周辺市町に当該届出に係る書類の写しを速やかに送付するも

のとする。 
（３）県は、原子力事業者から原災法第９条第５項及び第６項に基づき原子力防災管理者又は副原子力

防災管理者の選任又は解任の届け出があった場合、関係周辺市町に当該届出に係る書類の写しを速

やかに送付するものとする。 
（４）県は、原子力事業者から原災法第１１条第３項及び第４項に基づき放射線測定設備及び原子力防

災資機材の現況について届け出があった場合、関係周辺市町に当該届出に係る書類の写しを速やか

に送付するものとする。 
（５）県は、次の各号に掲げる事項について、島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する

協定（以下「安全協定」という。）第６条に基づき、原子力事業者から事前にその計画の報告を受け

るものとする。県はその報告を受けるに当たって、まず計画概要の報告を受け、その後の報告に係

る時期、方法及び内容等について、意見を述べるための検討期間を考慮し、米子市、境港市及び原

子力事業者と協議を行った上で、相互の意見を踏まえ、原子力事業者から適切に報告を受けるもの

とする。 

① 島根原子力発電所の増設（既存の設備の出力増加を含む。）に伴う土地の利用計画、冷却水

の取排水計画及び建設計画 

② 原子炉施設（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32年法律第 166

号。以下「炉規制法」という。）に基づく実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭

和 53 年通商産業省令第 77 号）第３２条第１項第２号に規定する施設をいう。）の重要な変更

（「重要な変更」とは、炉規制法第 43 条の３の八第１項の許可を受けようとする場合をいう。

ただし、県民の安全確保等に影響を及ぼさないものは除く。） 
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③ 原子炉の廃止に伴う炉規制法第43条の３の33第２項の廃止措置計画及び同計画の重要な変

更原子炉の解体 

 

第３節 報告の徴収と立入検査等 

（１）報告の徴収 
   県は、必要に応じ、原災法第３１条の規定に基づき、原子力事業者から報告の徴収を行うことに

より、原子力事業者が行う原子力災害の予防（再発防止）のための措置が適切に行われているかどう

かについて確認するものとする。 
（２）立入検査の実施 

① 県は、原災法第８条４項に基づき届出のあった原子力防災要員の配置状況等及び原子力事業者防

災業務計画に定める原子力災害予防対策などの履行状況等に対して、重大な疑義又は、原子力防災上問

題となる事案等が発生した場合など必要と認めたときは、国及び島根県又は岡山県へ事前に連絡し、原

災法第３２条の規定に基づき、原災法の施行に必要な限度において、その職員に立入検査（以下「立入

検査」という。）を実施させること等により、原子力事業者が行う原子力災害の予防（再発防止）のた

めの措置が適切に行われているかどうかについて確認するものとする。 

② 県は、立入検査を行う場合は、次に掲げる関係周辺市町に対し、事前に通報するものとする。 
 ア 島根原子力発電所に関する場合は、米子市、境港市とする。 

イ 人形峠環境技術センターに関する場合は、三朝町とする。 
  ③ 県は、立入検査の結果、原子力災害の予防に支障があると認める場合、又は届出内容と履行状況が

異なると認める場合、その他原子力防災対策に必要があると認める場合には、原子力事業者に対して、

適切な履行を求めるとともに、必要に応じて原子力事業者に対して、原子力事業者防災業務計画の修正

を命ずる等適切な措置を講ずるよう国に対して求めるものとする。なお、県は、県内市町村に対して、

その状況を連絡するものとする。 

④ 県が立入検査を行う場合において、鳥取県原子力安全顧問を安全協定第１１条第１項に規

定する甲の職員として同行させることができるものとする。 

⑤ 米子市及び境港市は、県が島根原子力発電所に立入検査を行う場合において、その職員を安全

協定第１１条第１項の現地確認（以下「現地確認」という。）として同行させることができるもの

とする。 

  ⑥ 立入検査を実施する県の職員は、知事から、立入権限の委任を受けたことを示す身分証明書（原

災法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令第６条）を携

帯するものとする。 
（３）現地確認等の実施 
  ① 県は、島根原子力発電所周辺の安全を確保するため必要と判断される場合は、関係周辺市米子

市、境港市と安全協定に基づき、現地確認を行うものとする。 
また、人形峠環境技術センター周辺の安全を確保するため必要と判断される場合は、三朝町と

現地の確認を行うものとする。 
これらの際、県は、その他県内市町村に対して、その状況を連絡するものとする。 
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② 県は、現地確認等の結果、周辺地域住民の安全確保のため必要があると認める場合は、原子

力事業者に対して対応を求めるものとする。 

③ 県は、現地確認等実施後に、結果を取りまとめ公表するものとする。 

 

第４節 原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官地方放射線モニタリン

グ対策官との連携 

（１）県及び関係周辺市町は、地域防災計画（原子力災害対策編）の作成、原子力事業所の防災体制に

関する情報の収集及び連絡、地域ごとの防災訓練の実施、緊急事態応急対策等拠点施設（以下「オ

フサイトセンター」という。）の防災拠点としての活用、住民等に対する原子力防災に関する情報伝

達、事故時の連絡体制、防護対策（避難計画の策定を含む）、広域連携等の緊急時対応等については、

原子力防災専門官と密接な連携を図り、実施するものとする。原子力防災専門官は、施設敷地緊急

事態発生の通報を受けた場合、国の専門職員が到着するまでの間、実質的な現地における国の責任

者（放射線モニタリングに係る業務を除く）として、必要な情報の収集、地方公共団体の応急対策

に対する助言、その他原子力災害の発生又は拡大の防止に必要な業務を行うこととされている。 
（２）県及び関係周辺市町は、緊急時モニタリング計画の作成、事故時の連絡体制の整備、緊急時モニ

タリング訓練、国の緊急時モニタリングセンター（以下「ＥＭＣ」という。）の設置の準備への協力、

緊急時モニタリング、関係都道府県等他組織との連携などの緊急時モニタリングの対応等について

は、地区の担当として指定された地方放射線モニタリング対策官事務所の上席放射線防災専門官地

方放射線モニタリング対策官と密接な連携を図り、実施するものとする。上席放射線防災専門官は、

施設敷地緊急事態発生の通報を受けた場合、国の専門職員が到着するまでの間、実質的な現地の放

射線モニタリングに係る国の責任者として、緊急時モニタリングに必要な業務を行うこととされて

いる。 

 

第５節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

（１）国は、原子力発電所の所在する地域ごとに、関係府省庁、地方公共団体等を構成員等とする地域

原子力防災協議会を設置することとされており、県は島根地域に設置される県は、島根地域原子力

防災協議会に参加し、での要配慮者（高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦、傷病者、入院

患者等）対策、避難先や移動手段の確保、国の実動組織の支援、原子力事業者のに協力を要請する

内容等についての検討及び具体化を通じて、県及び関係周辺市町の地域防災計画・避難計画に係る

具体化・充実化を行うものとする。 
（２）県は、島根地域原子力防災協議会に副知事を参加させることとし、同協議会において、避難計画

を含むその地域の緊急時における対応（以下「緊急時対応」という。）が、原子力災害対策指針等に

照らし、具体的かつ合理的なものであることを確認するものとする。 
（３）県は、国及び関係周辺市、島根県等と協力し、島根地域原子力防災協議会において確認した緊急

時対応に基づき訓練を行い、訓練結果から反省点を抽出し、その反省点を踏まえて当該地域におけ

る緊急時対応の改善を図るために必要な措置を講じ、継続的に地域の防災体制の充実を図るものと

する。 
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（４）県は、平常時から関係機関、民間事業者等との間で協定を締結する等連携強化を進めることによ

り、災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努めるものとする。ま

た、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災地情報の整理の支援、支援物資の管理・輸

送等）については、あらかじめ、民間事業者との間で協定を締結しておくなど協力体制を構築し、

民間事業者のノウハウや能力等を活用するものとする。 
（５）県は、燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時に有用な資機材、地域内の備蓄量、公的機

関・供給事業者等の保有量を把握した上で、不足が懸念される場合には、関係機関や民間事業者と

の連携に努めるものとする。 
（６）県は、避難所、備蓄等、防災に関する諸活動の推進に当たり、公共用地、国有財産の有効活用を

図るものとする。 
 

第６節 情報の収集・連絡体制等の整備 

 県は、国、関係周辺市町、所在県、松江市・鏡野町（以下「所在市町」という。）、出雲市・安来市・

雲南市（以下「所在周辺市」という。）、原子力事業者、その他防災関係機関と原子力防災に関する情報

の収集及び連絡を円滑に行うため、次に掲げる事項について体制等を整備しておくものとする。 
 
１．情報の収集・連絡体制の整備 

（１）県と関係機関等相互の連携体制の確保 
   県は、原子力災害に対し万全を期すため、国、関係周辺市町、所在県、所在市町、所在周辺市、

原子力事業者その他防災関係機関との間において確実な情報の収集・連絡体制を確保するとともに、

これらの防災拠点及びオフサイトセンターとの間における情報通信のためのネットワークを強化す

るものとする。 
   また、被災市町村から県へ被災状況の報告ができない場合を想定し、県職員が被災市町村の情報

収集のため被災地に赴く場合に、どのような内容の情報をどのような手段で収集するのか等、次の

項目を参考にして情報の収集・連絡に係る要領を作成し、国、関係周辺市町、所在県、所在市町、

所在周辺市、原子力事業者その他関係機関等に周知する。 
・原子力事業者からの連絡を受信する窓口（夜間・休日等の勤務時間外の対応、通信障害時等も考

慮した、代替となる手段や連絡先を含む。） 
・防護対策に関係する社会的状況把握のための情報収集先 
・防護対策の決定者への連絡方法（報告内容、通信手段、通常の決定者が不在の場合の代替者（優

先順位つき）を含む。） 
・関係機関への指示連絡先（夜間・休日等の勤務時間外の対応、通信障害時等も考慮した、代替と

なる手段（衛星電話等非常用通信機器等）や連絡先を含む。） 
（２）機動的な情報収集体制 

県は、機動的な情報収集活動を行うため、国、関係周辺市町、所在県、所在市町及び所在周辺市

と協力し、必要に応じて、ヘリコプター、車両等多様な情報収集手段を活用できる体制の整備を図

るものとする。 
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（３）情報の収集・連絡にあたる要員の指定 
県は、迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性に鑑み、発災現場の状況等について、必要

に応じて情報の収集・連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておく等体制の整備を図るものとする。 
（４）非常通信協議会との連携 

県は、非常通信協議会と連携し、非常通信体制の整備、有・無線通信システムの一体的運用及び

応急対策等緊急時の重要通信の確保に関する対策の推進を図るものとする。 
（５）移動通信系の活用体制 
   県は、関係機関と連携し、移動系防災行政無線（車載型、携帯型）、携帯電話、衛星携帯電話、漁

業無線等の業務用移動通信、海上保安庁無線、警察無線、アマチュア無線等による移動通信系の活

用体制の整備を図るものとする。 
（６）関係機関等から意見聴取等ができる仕組みの構築 
   県は、県災害対策本部に意見聴取・連絡調整等のため、関係機関等の出席を求めることができる

仕組みの構築に努めるものとする。 
 
２．情報の分析整理 

（１）人材の育成・確保及び専門家の活用体制 
県は、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成・確保に努めるとともに、必要に応

じて専門家の意見を活用できるよう、必要な体制の整備に努めるものとする。 
（２）原子力防災関連情報の収集・蓄積と利用の促進 

県は、平常時より原子力防災関連情報の収集・蓄積に努めるものとする。また、それらの情報に

ついて関係機関の利用の促進が円滑に実施されるよう、国、関係周辺市町、所在県、所在市町及び

所在周辺市とともに情報のデータベース化、オンライン化、ネットワーク化についてその推進に努

めるものとする。 
（３）防災対策上必要とされる資料 

県は、国、関係周辺市町、所在県、所在市町、所在周辺市、原子力事業者その他関係機関と連携

して、応急対策の的確な実施に資するため、以下のような社会環境に関する資料、放射性物質及び

放射線の影響予測に必要となる資料、防護資機材等に関する資料を適切に整備し、定期的に更新す

るとともに、県災害対策本部設置予定施設、オフサイトセンターに適切に備え付けるとともに、こ

れらを確実に管理するものとする。  
＜整備を行うべき資料＞ 
① 原子力施設（事業所）に関する資料 
ア 原子力事業者防災業務計画 
イ 原子力事業所の施設の配置図 

② 社会環境に関する資料 
ア 原子力防災対策地図 
イ 種々の尺度の周辺地図 
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ウ 周辺地域の人口、世帯数（原子力事業所との距離別、方位別。要配慮者（高齢者、障がい者、

外国人、乳幼児、妊産婦、傷病者、入院患者等（以下「要配慮者」という。）の概要、統計的な

観光客数等季節的な人口移動に関する資料を含む。） 
エ 周辺一般道路、高速道路、林道、農道、鉄道、ヘリポート、空港及び港湾等交通手段に関す

る資料（道路の幅員、路面状況、交通状況、各種時刻表、施設の付随設備、滑走路の長さ、ふ

頭の水深、地震等発生時における道路の被災予測に関する資料等の情報を含む。） 
オ 避難所及び屋内退避に適するコンクリート建物、一時集結所、放射線防護対策を工事の実施

した施設に関する資料及びあらかじめ定める避難計画（位置、受入可能数収容能力、食糧等の

備蓄状況、移動手段等の情報を含む。） 
カ 周辺地域の配慮すべき施設（幼稚園、学校、診療所、病院、老人福祉施設、障がい者支援施

設、刑務所等）に関する資料（原子力事業所との距離、方位等についての情報を含む。） 
キ 拠点となる原子力災害拠点病院被ばく医療機関に関する資料（位置、受入収容能力、対応能

力、搬送ルート及び手段等） 
③ 放射性物質及び放射線の影響予測に関する資料 
ア 周辺地域の気象資料（周辺観測点における風向、風速及び大気安定度の季節別及び日変化の

情報等） 
イ モニタリングポスト配置図、空間放射線量率の測定候補地点図、及び環境試料の採取候補地

点図 
ウ 線量推定計算に関する資料 
エ 平常時環境放射線モニタリング資料 
オ 周辺地域の水源地、飲料水供給施設状況等に関する資料 
カ 農林水産物の生産及び出荷状況 

④ 防護資機材等に関する資料 
ア 防護資機材の備蓄・配備状況 
イ 避難用車両の緊急時における運用体制 
ウ 安定ヨウ素剤等医療活動用資機材の備蓄・配備状況 

⑤ 緊急事態発生時の組織及び連絡体制に関する資料 
ア 原子力事業者を含む防災業務関係機関の緊急時対応組織に関する資料（人員、配置、指揮命

令系統、関係者名リストを含む） 
イ 原子力事業者との緊急事態発生時の連絡体制（報告基準、連絡様式、連絡先、連絡手段等） 
ウ 状況確認および対策指示のための関係機関の連絡体制表 

⑥ 避難に関する資料 
ア 地区ごとの避難計画（移動手段、集合場所、避難先、その他留意点を記載した住民配布のも

の） 
イ 避難所運用体制（避難所、連絡先、運用組織等を示す、広域避難を前提とした市町村間の調

整済のもの） 
ウ 避難経路図（避難所の基本情報及び周辺生活情報を含む） 
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３．通信手段の確保 

県は、国及び関係周辺市町と連携し、原子力防災対策を円滑に実施するため、原子力施設からの状

況報告や関係機関相互の連絡が迅速かつ正確に行われるよう、以下のほか、あらかじめ緊急時通信連

絡網に伴う諸設備等の整備を行うとともに、その操作方法等について習熟しておくものとする。また、

電気通信事業者に対する移動基地局車両の派遣要請等の緊急措置についても事前調整するものとする。 
（１）専用回線網の整備 
① 県と国、関係周辺市町及び原子力施設との間の専用回線網の整備 

県は国と連携し、緊急時における県と国及び県と関係周辺市町、原子力施設との間の通信体制を

充実・強化するため、専用回線網の整備・維持に努めるものとする。 
② オフサイトセンターとの間の専用回線網の整備 

県は、国と連携し、オフサイトセンターと県及び関係周辺市町との間の通信連絡のための専用回

線網の整備・維持に努めるものとする。 
 ③ 県災害対策本部と県現地災害対策本部等との間の専用回線網の整備 

県は、県災害対策本部と県現地災害対策本部等との間の通信連絡のための専用回線網の整備・維

持に努めるものとする。 
（２）通信手段・経路の多様化等 
① 防災行政無線の確保・活用 

   県は、国、関係周辺市町とともに、住民等への的確な情報伝達を図るため、防災行政無線の確保・

活用を図るものとする。 
 ② テレビ会議システムの整備 
   県は、県関係機関及び関係周辺市町との連絡を確保するため、テレビ会議システムの整備を図る

ものとする。 
③ 災害に強い伝送路の構築 

県は、国と連携し、災害に強い伝送路を構築するため、有・無線系、地上系・衛星系等による伝

送路の多ルート化及び関連装置の二重化の推進を図るものとする。 
④ 機動性のある緊急通信手段の確保 

県は、通信衛星を活用した通信手段を確保するため衛星携帯電話、地域衛星通信ネットワークの

衛星車載局、可搬型衛星地球局の原子力防災への活用に努めるものとする。 
⑤ 多様な情報収集・伝達システムの整備 

県は、国の協力のもと、被災現場の状況を迅速に収集するため、ヘリコプターテレビシステム、

ヘリコプター衛星通信システム（ヘリサット）、固定カメラ等による画像情報の収集・連絡システム

の整備を推進するものとする。また、収集された画像情報を配信するための通信網の整備を図るも

のとする。 
⑥ 災害時優先電話等の活用 

   県は、電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果的に活用するよう努めるも

のとする。 
⑦ 通信輻輳の防止 
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   県は、関係周辺市町及び関係機関と連携し、移動通信系の運用においては、通信輻輳時の混信等

の対策に十分留意しておくものとする。このため、あらかじめ非常時における運用計画を定めてお

くとともに関係機関の間で運用方法について十分な調整を図るものとする。この場合、周波数割当

等による対策を講じる必要が生じた時には、総務省と事前の調整を実施するものとする。 
⑧ 非常用電源等の確保 

   県は、関係周辺市町及び関係機関と連携し、庁舎等が停電した場合に備え、非常用電源設備（補

充用燃料を含む）を整備し、専門的な知見・技術をもとに耐震性及び浸水に対する対応を考慮して

設置等を図るものとする。 
 ⑨ 保守点検の実施 
   県は、通信設備、非常用電源設備等について、保守点検を実施し、適切な管理を行うものとする。 
 
４．緊急事態対処センターの整備 

県は、迅速な緊急対応を行うため、緊急事態対処センターを整備するものとする。緊急事態対処セ

ンターでは、各種通信機器及び配信機能を整備し、原子力防災に関する各種情報の収集・整備理、適

宜的確な指示を行うとともに、市町村及び関係機関に対して情報共有を行うものとする。 
 
５．実動機関現地合同調整所の整備 

  県及び県警察は、琴浦大山警察署に実動機関現地合同調整所を整備し、広域的な交通規制・統制等

を行うとともに、実動機関の円滑な活動調整及び情報共有等を図るため、平素から共通の基準及び活

動要領を確立し、実動機関共同調整システム、通信機器等を整備するものとする。 

 

第７節 緊急事態応急体制の整備 

 県は、原子力災害時の応急対策活動を効果的に行うため、以下に掲げる緊急事態応急体制に係る事項

について検討するとともに、あらかじめ必要な体制を整備するものとする。 
 また、検討結果等については、第３章「緊急事態応急対策」に反映させるものとする。 
 
１．警戒態勢をとるために必要な体制等の整備 

（１）警戒態勢をとるために必要な体制 
   県は、情報収集事態若しくは警戒事態の発生を認知した場合、あるいは発電所周辺の安全を確保

するため必要があると認める場合、速やかに職員の非常参集、情報の収集・連絡が行えるよう、あ

らかじめ非常参集職員の名簿（衛星電話等非常用通信機器の連絡先を含む）等を含む体制図を作成

し、参集基準や連絡経路を明確にしておく等、職員の参集体制の整備を図るものとする。また、原

子力災害対策のための警戒態勢をとるためのマニュアル等の作成等必要な体制を整備するものとす

る。 
（２）オフサイトセンターにおける立ち上げ準備体制 
   県は、警戒事態の通報を受けた場合、直ちに国、関係周辺市町、所在県、所在市町及び所在周辺

市と協力して、オフサイトセンターにおける県ブースの立ち上げ準備を迅速に行えるよう、国の原
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子力災害合同対策協議会機能班への参画準備等、あらかじめ職員の派遣体制、必要な資機材等を整

備するものとする。 
（３）現地事故対策連絡会議への職員の派遣体制 
   国が現地事故対策連絡会議をオフサイトセンターにおいて開催する際、これに県の職員を迅速に

派遣するため、あらかじめ派遣職員を指定するとともに、オフサイトセンターへの派遣手段等を定

めておくものとする。 
 
２．災害対策本部体制等の整備 

  県は、施設敷地緊急事態発生の通報を受けた場合、あるいは内閣総理大臣が原災法第１５条に基づ

く原子力緊急事態宣言を発出した場合又は知事が必要と認めた場合に、知事を本部長とする県災害対

策本部を迅速・的確に設置・運営するため、県災害対策本部の設置場所、職務権限、本部の組織・所

掌事務、職員の参集配備体制、本部運営に必要な資機材の調達方法等についてあらかじめ定めておく

ものとする。また、必要に応じて、県現地災害対策本部についても同様の準備をあらかじめ行うもの

とする。 
  また、県は、迅速な防護対策の実施が必要となった場合に備え、防護対策の指示を行うための体制

について、あらかじめ定めておくものとする。この際の意思決定については判断の遅滞がないよう、

意思決定者への情報の連絡及び指示のための情報伝達方法と、意思決定者不在時の代理者をあらかじ

め取り決めておくものとする。 
 
３．オフサイトセンターにおける原子力災害合同対策協議会等の体制 

  県は、原子力緊急事態宣言発出後は、原災同法第２３条により、当該原子力緊急事態に関する情報

を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力するため、国、関係周辺市町、

所在県、所在市町、所在周辺市とともに原子力災害合同対策協議会を組織するものとする。なお、同

協議会は、オフサイトセンターに設置することとされている。同協議会は、国の現地災害対策本部と

県、関係周辺市町、所在県及び所在周辺市のそれぞれの災害対策本部の代表者、指定公共機関の代表

者及び原子力事業者の代表者から権限を委任された者から構成され、国立研究開発法人量子科学技術

研究開発機構放射線医学総合研究所、日本原子力研究開発機構等の専門家が、必要に応じて出席する

こととされている。このため、県は、原子力災害合同対策協議会に派遣する職員及びその派遣方法等

について、地域の実情等を勘案し、原子力防災専門官等と連携して定めておくものとする。 
  また、オフサイトセンターにおいて、原子力災害合同対策協議会のもとにモニタリング情報の把握、

医療関係情報の把握、住民避難・屋内退避の状況の把握等を担う機能班を設け、国、県、関係周辺市

町、所在県、所在市町、所在周辺市、関係機関及び原子力事業者等のそれぞれの職員を配置すること

とされており、県はそれぞれの機能班に配置する職員及びその役割、権限等について、あらかじめ原

子力防災専門官等と協議して定めておくものとする。 
 

４．長期化に備えた動員体制の整備 

  県は、国、関係周辺市町及び関係機関と連携し、事態が長期化した場合に備え、職員の動員体制を

あらかじめ整備しておくものとする。 
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５．防災関係機関相互の連携体制 

  県は、平常時から原子力防災専門官をはじめとする国、関係周辺市町、その他県内市町村、所在県、

所在市町、所在周辺市、自衛隊、警察、消防、海上保安庁、医療機関、指定公共機関、指定地方公共

機関、原子力事業者、その他の関係機関と原子力防災体制につき相互に情報交換し、各防災関係機関

の役割分担をあらかじめ定め、相互の連携体制の強化に努めるものとする。 
 
６．警察との連携体制 

  県警察は、警察庁及び他の都道府県警察と協力し、警察災害派遣隊の受け入れ体制等の整備を図る

ものとする。 
また、現地実動機関との現地調整を円滑に行うための環境整備を行うものとする。 

 
７．消防の相互応援体制及び緊急消防援助隊 

  県は、消防の応援について県外の近隣市町村、消防本部（局）及び県内全市町村による協定の締結

を促進するなど、消防相互応援体制の整備、緊急消防援助隊の充実強化の推進に努めるとともに、緊

急消防援助隊の迅速な派遣要請のための手順、受け入れ体制、連絡調整窓口、連絡の方法の整備に努

めるものとする。 
 
８．自衛隊との連携体制 

  県は、国のが原子力緊急事態宣言発出する前における自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、あ

らかじめ要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の徹底、受入体

制の整備等必要な準備を整えておくものとする。 
また、適切な役割分担を図るとともに、いかなる状況において、どのような分野（救急、救助、応

急医療、緊急輸送等）について、自衛隊の災害派遣要請を行うのか、平常時よりその想定を行うとと

もに、関係部隊と事前に調整を行うものとする。 
 

９．実動機関との活動調整 

  県及び県警察は、円滑な住民避難等を実施するため、必要に応じ、琴浦大山警察署内に実動機関現

地合同調整所を設置し、関係機関の情報連絡要員等との情報共有及び活動調整等を適切に行うものと

する。 

 

10９．原子力災害被ばく医療に係る原子力災害医療派遣チームの派遣要請体制 

  県は、原子力災害緊急時の医療体制の充実を図るため、原子力災害拠点病院（以下「拠点病院」と

いう。）等に所属する原子力災害医療派遣チーム放射線医学総合研究所、高度な被ばく医療に対応可能

な医療機関のスタッフからなる被ばく医療に係る医療チーム派遣の派遣要請手続き等についてあらか

じめ定めておくとともに、受け入れ体制の整備等必要な準備を整えておくものとする。 
 
110．広域的な応援協力体制の拡充・強化 
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  県は、緊急時に必要な装備、資機材、輸送車両、人員、避難や住民等避難者の避難退域時検査（「居

住者住民、車両、家庭動物（ペット）、携行品等の放射線量の測定」をいう。以下同じ。）等の場所等

に関する広域的な応援要請並びに、他の都道府県及び防災関係機関からの応援要請への対応に向けて、

国の協力のもと、他の都道府県等との応援協定の締結を図り、応援先・受援先の指定、応援・受援に

関する連絡・要請の手順、県災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援

要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等について必要な準備を整えるとともに、市町村

間における相互応援が円滑に進むよう配慮し、応援協定締結の促進を図るものとする。 
また、県は、原子力事業者との緊急時における協力の内容等についてあらかじめ調整を行っておくほ

か、国又は他の都道府県への応援要請が迅速に行えるよう、要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を

取り決めておくとともに、連絡先を徹底しておく等、必要な準備を整えておくものとする。 
・表２－１「鳥取県が締結する主な災害時応援協定」 

 
表２－１ 鳥取県が締結する主な災害時応援協定 

 名称 相手先 締結年月日 

１ 災害時の相互応援に関する協定 県内の全市町村 平成 8年 3月 29 日 

２ 災害時の相互応援に関する協定 兵庫県 平成 8年 5月 31 日 

３

１ 

中国５県災害等発生の広域支援時相

互応援に関する協定 

島根県、岡山県、広

島県、山口県 

平成 247 年 37 月 113 日 

４

２ 

中国・四国地方の災害等発生時の広

域支援相互応援に関する協定 

島根県、岡山県、広

島県、山口県、徳島

県、香川県、愛媛県、

高知県 

平成 247 年 312 月 15 日 

５ 全国都道府県における災害時の広域

応援に関する協定 

全国知事会、各ブロ

ック知事会 

平成 248 年 57 月 18 日 

６ 災害対策における鳥取県・徳島県相

互応援協定 

徳島県 平成 16 年 3 月 17 日 

６

７ 

関西広域連合と鳥取県との危機発生

時の相互応援に関する覚書 

関西広域連合 平成 24 年 10 月 25 日 

７ 原子力災害時の放射線被ばくの防止

に関する協定 

関西広域連合、各府

県放射線技士会、日

本診療放射線技師会 

平成 27 年 8 月 17 日 

８ 大規模災害時における民間賃貸住宅

の被災者への提供等に関する協定 

関西広域連合、各府

県宅地建物取引業協

会、全日本不動産協

会各府県本部、全国

賃貸住宅経営者協会

連合会、日本賃貸住

宅管理協会 

平成 27 年 8 月 17 日 
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９ 大規模広域災害時におけるバスによ

る緊急輸送に関する協定 

関西広域連合、各府

県バス協会 

平成 27 年 12 月 2 日 

10 鳥取県と徳島県との危機事象発生時

相互応援協定 

徳島県 平成 28 年 9 月 12 日 

11 原子力災害時等におけるバスによる

緊急輸送等に関する協定 

中国地方各県バス協

会 

平成 29 年 4 月 17 日 

12 原子力災害時等における福祉タクシ

ーによる緊急輸送等に関する協定 

中国地方各県タクシ

ー協会 

平成 29 年 7 月 24 日 

 
121．オフサイトセンター 

（１）県は、所在県の協力のもと、オフサイトセンターを地域における原子力防災の拠点として平常時

から訓練、住民に対する広報・防災知識の普及等に活用するものとする。 
（２）県は、国及び所在県と相互に連携して、オフサイトセンター（鳥取県ブース）に非常用電話、フ

ァクシミリ、テレビ会議システム、衛星電話その他非常用通信機器の整備を推進するものとする。 
（３）県及び国は、相互に連携して、過酷事象事故においても継続的に活動することのできるオフサイ

トセンターの施設、設備、防護資機材、資料等について適切に整備、維持・管理を行うものとする。 
（４）県は、所在県と連携して、オフサイトセンターで継続的に活動できなくなった場合、オフサイト

センターの代替施設への移転、立上げ体制を確保するとともに、必要な活動用資機材の搬送計画を

あらかじめ定めておくものとする。 
・表２－２ オフサイトセンター一覧 

表２－２ オフサイトセンター一覧 

名称 所在地 備考 
島根県原子力防災センター 島根県松江市内中原町５２ 島根原子力発電所対応 
島根県出雲合同庁舎（代替

オフサイトセンター） 
島根県出雲市大津町 
１１３９ 

島根県仁多集合庁舎（代替

オフサイトセンター） 
島根県仁多郡奥出雲町三成

５５５－４ 
上齋原オフサイトセンター 岡山県苫田郡鏡野町上齋原

５１４－１ 
人形峠環境技術センター対応 

 
132．モニタリング体制等 

（１）緊急時モニタリングセンター（ＥＭＣ） 

   緊急時モニタリングを実施するために、原子力規制委員会の統括の下、ＥＭＣが設置される。Ｅ

ＭＣは、国（原子力規制委員会及び関係省庁）、関係都道府県（ＰＡＺを含む都道府県及びＵＰＺを

含む都道府県をいう。以下同じ。）、原子力事業者及び関係指定公共機関等の要員により構成される。

県は、国が行うＥＭＣの体制の整備に協力するものとする。 
（２）平常時のモニタリングの実施 
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県は、緊急時に原子力施設から放出された放射性物質又は放射線による周辺環境への影響の評価

に資する観点から、国の技術的支援の下、平常時から環境放射線モニタリング（空間放射線量率、

大気中の放射性物質の濃度、水道水及び、植物等の環境試料中の放射性物質の濃度）を適切に実施

するものとする。 
また、県は空間放射線量率等の測定結果をホームページで、リアルタイムにで公表するものとし、

評価結果については、四半期毎に開催する「鳥取県環境放射線モニタリングに係る検討委員会」で

の検討及び原子力安全顧問の審議を受けたのちに公表するものとする。 
なお、平常時において緊急時モニタリングに資するように走行サーベイを定期的かつ計画的に実

施するものとする。 
（３）原子力環境センターの整備 

県は、原子力環境センターを整備して、環境放射線の監視や環境試料中の放射性物質の分析を行

うものとし、平常時のモニタリング体制を強化するとともに、緊急時における防護措置の判断に必

要なモニタリングを行うものとする。 
表２－３ 原子力環境センター概要 

 
 

 
 
（４３）その他体制の整備 

県は、国、関係周辺市町、所在県、所在市町、所在周辺市、原子力事業者及び関係指定公共機関

等と協力して、緊急時モニタリング計画の作成、モニタリング資機材の整備・維持、モニタリング

要員の確保及び訓練を通した連携の強化並びに原子力環境センターの整備等を行い、緊急時モニタ

リング体制の整備を図るものとする。 
（５４）緊急時モニタリング計画の作成 
   県は、原子力災害対策指針等に基づき、国、関係周辺市町、所在県、所在市町、原子力事業者及

び関係指定公共機関等の協力を得て、緊急時モニタリング計画を作成するものとする。 
（６５）モニタリング資機材等の整備・維持 

 県は、平常時の環境放射線モニタリング及び緊急時モニタリングを適切に実施するため、モニタ

リングポスト、モニタリング車、サーベイ車、積算線量計、可搬型のモニタリングの資機材、環境

試料分析装置、中央監視装置、携帯電話等の通信連絡手段、並びにモニタリング情報共有システム

等を整備・維持し、平常時から環境放射線モニタリングの測定データを国に送信するとともに、資

機材等その操作の習熟に努めるものとする。 
 なお、モニタリングポスト及び中央監視装置等については、耐震対策を実施するものとする。 
また、国においては、「緊急時放射線モニタリング情報共有・公表システム」を構築し、緊急時モ

ニタリング結果の集約、関係機関での共有及び公表を迅速に行うこととされている。 
・表２－４３「主な環境放射線モニタリング設備、防護資機材等機器類の配備（計画）状況」 

  

名称 所在地 備考 
鳥取県原子力環境センター 東伯郡湯梨浜町南谷 526-1 モニタリング拠点施設 
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表２－４３ 主な環境放射線モニタリング設備、防護資機材等機器類の配備（計画）状況 

     （平成３０２７年３月）  （注）※（ ）内の数字は今後の配備予定分を含む。 

区分 防護資機材名 数量 摘 要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主
に
島
根
原
子
力
発
電
所
用
と
し
て
配
備 

ポケット線量計（γ線用） 54 
原子力環境センター衛生環境研究所、西

部総合事務所 

不織布製防護服 2,085100 
原子力環境センター衛生環境研究所、西

部総合事務所 

防護マスク(全面) 54 
原子力環境センター衛生環境研究所、西

部総合事務所 

防護マスク用フィルター（全面） 1,5162 
原子力環境センター衛生環境研究所、西

部総合事務所 

帽子 2,100 
原子力環境センター衛生環境研究所、西

部総合事務所 

チオックス手袋 2,100 
原子力環境センター衛生環境研究所、西

部総合事務所 

綿製手袋 2,100 
原子力環境センター衛生環境研究所、西

部総合事務所 

靴下 2,1400 
原子力環境センター衛生環境研究所、西

部総合事務所 

長靴 54 
原子力環境センター衛生環境研究所、西

部総合事務所 

長靴カバー 2,100 
原子力環境センター衛生環境研究所、西

部総合事務所 

アノラック型防護服 1,050 
原子力環境センター衛生環境研究所、西

部総合事務所 

ＧＭ管式サーベイメータ（β線用） 1918 
原子力環境センター衛生環境研究所、西

部総合事務所 

ＮaI シンチレーションサーベイメータ（γ低線量用） 19 
原子力環境センター衛生環境研究所、西

部総合事務所 

ＺnＳシンチレーションサーベイメータ（α線用） １3 
原子力環境センター衛生環境研究所、西

部総合事務所 

電離箱式サーベイメータ 8 西部総合事務所 

モニタリング車 1 西部総合事務所 

サーベイ車 1 西部総合事務所 

ヨウ素エアサンプラー 8 西部総合事務所 

可搬型風向風速計 8 西部総合事務所 

可搬型モニタリングポスト 12 西部総合事務所等 
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モニタリングポスト 2 米子、境港 

ホールボディカウンタ車 1 鳥取県庁 

モニタリング情報共有システム 1 鳥取県庁 

中央監視装置 １ 鳥取県庁 

SPEEDI 操作端末 1 衛生環境研究所 

 
 
 
 

主
に
人
形
峠
用
と
し
て
配
備 

ポケット線量計（γ線用） 2940 中部総合事務所 

ポケット線量計（中性子線用） 45 中部総合事務所 

不織布製防護服 3040 中部総合事務所 

防護マスク(半面・全面) (2040) 中部総合事務所 

防護マスク用フィルター（半全面） (80) 中部総合事務所 

チオックス手袋 (4240) 中部総合事務所 

綿製手袋 (40) 中部総合事務所 

靴下 (40) 中部総合事務所 

長靴 (40) 中部総合事務所 

オーバーシューズ (40) 中部総合事務所 

アノラック型防護服 40 中部総合事務所 

ＧＭ管式サーベイメータ（β線用） 2 中部総合事務所 

ＮaI シンチレーションサーベイメータ（γ低線量用） 2 中部総合事務所 

ＺnＳシンチレーションサーベイメータ（α線用） 32 原子力環境センター、中部総合事務所 

中性子サーベイメータ 2 中部総合事務所 

モニタリング車 1 中部総合事務所 

サーベイ車 1 中部総合事務所 

ホールボディーカウンター 1 中部総合事務所 

モニタリングポスト 1 三朝町 

SPEEDI 中継器 1 鳥取県庁 

SPEEDI 操作端末 1 鳥取県庁 

モニタリング情報共有システム 1 鳥取県庁 

 
 
 
 
（７６）要員の確保 
   国は、緊急時モニタリングのための要員等を定めた動員計画を定めるものとされている。県は、

これに協力し、必要な要員をあらかじめ指定し定めておくとともに、国と連携し、要員等に対する

研修を実施するものとする。 
（８７）モニタリング本部の体制及び役割 
   モニタリング本部の実施体制と役割は次のとおりとする。 

・表２－５３「モニタリング本部の体制と役割」 

【参考】水準調査によるモニタリングポスト：６基 
（湯梨浜町、鳥取市、大山町、日野町、琴浦町、南部町） 
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表２－５４ モニタリング本部の体制と役割 

区

分 

チーム等 役割 

原

子

力

環

境

セ

ン

タ

ー

衛

生

環

境

研

究

所 

本部長 ・モニタリング本部を総括し、モニタリング活動を指揮 

副本部長 ・本部長の補佐又は代行 

・ＥＭＣへの派遣 

企画・評価チーム ・初動モニタリング計画（項目及び地点等）の決定又は見直し 
・モニタリング結果の解析、評価及び報告 
・県モニタリング要員の被ばく管理 
・県モニタリング要員及び資機材の調整 

情報収集チーム ・ＥＭＣ、災害対策本部等の関係機関、各チームとの連絡調整 
・放出源情報及び気象情報の収集 
・測定結果及び関連情報の収集 

監視チーム ・環境放射線モニタリングシステム及びモニタリング情報共有

システムによる監視（空間線量率、大気浮遊じん中の放射能

濃度、気象情報等） 
分析チーム ・Ｇｅ半導体検出器による採取試料中の放射性物質濃度の測定 

・積算線量の測定 

総合支援チーム ・鳥取県モニタリング本部庶務（その他、他の班に属さないも

のを含む） 
・情報収集企画・評価チームの補助 

西

部

総

合

事

務

所 

・ 

中

部

総

合

事

務

所 

機動モニタリング

チーム 

・モニタリング車カー等による空間線量率、大気中放射能濃度

の測定 
・サーベイ車による走行モニタリング 
・固定観測局等の維持 
・可搬型モニタリングポストの配備 
・モニタリングポスト等の維持 
・積算線量計の配置、回収 
・可搬型ダストサンプラによる大気浮遊じん及び放射性ヨウ素

の採取 
・環境試料（土壌、飲用水、農畜産物等）の採取、分析チーム

への引き渡し 

 
（９８）訓練等を通じた測定品質の向上 
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県は、平常時から、国、関係周辺市町、所在県、所在市町、所在周辺市、原子力事業者及び関係

指定公共機関等と定期的な連絡会、訓練及び研修を通じて意思疎通を深め、測定品質の向上に努め

るものとする。 
（10９）緊急時における放射性物質拡散解析情報の活用 

県は、活用可能な放射性物質の拡散解析情報がある場合は、緊急時モニタリング結果と合わせ、

専門家と連携し、予防的緊急防護措置等の実施判断に保守的に活用することに留意するものとする。 
 
143．緊急時の公衆被ばく線量評価体制の整備 
  県は、国の支援のもと、健康調査・健康相談を適切に行う観点から、緊急時に公衆の被ばく線量の

評価・推定を迅速に行えるよう、甲状腺モニターやホールボディカウンタ等の配備・維持管理、測定・

評価要員の確保、測定場所の選定、測定場所までの被検査者の移動手段の確保等、公衆被ばく線量評価

体制を整備するものとする。 
 
154．専門家の派遣要請手続き 

  県は、原子力事業者から警戒事態又は施設敷地緊急事態発生の通報を受けた場合に備え、必要に応

じ国に対し事態の把握のために専門的知識を有する職員の派遣を要請するための手続きのほか、鳥取

県原子力安全顧問に参集を要請するための手続きをあらかじめ定めておくものとする。 
 

165．放射性物質による環境汚染への対処のための整備 
  県は、国、市町村、原子力事業者及びその他の関係機関とともに、放射性物質による環境汚染への

対処について必要な体制整備（人員、航空機等の除染実施場所及び放射性物質に汚染された廃棄物な

どの保管等に必要な場所の確保等）を行うものとする。 

 
176．複合災害に備えた体制の整備  
  県は、国と連携し、複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し、それらの影響が複合化す

ることにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象）の発生可能性を認識し、防災計画

等を見直し、備えを充実するものとする。 
  また、災害発生に当たる要員、資機材等について、後発災害の発生が懸念される場合には、先発災

害に多くを動員し後発災害に不足が生じる等、望ましい配分ができない可能性があることに留意しつ

つ、要員・資機材の投入判断を行うよう対応計画にあらかじめ定めるとともに、外部からの支援を早

期に要請することも定めておくものとする。 

 

187．人材及び防災資機材の確保等に係る連携  
  県は、防災対策に必要な資機材を整備するとともに、定期的な保全点検を行い、常に使用可能な状

態に維持しておくものとする。 
また、県は、地震、津波等による大規模な自然災害等との複合災害の発生により、防災活動に必要

な人員及び防災資機材が不足するおそれがあることを想定し、人材及び防災資機材の確保等において、

国、指定公共機関、市町村及び原子力事業者と相互の連携を図るものとする。 
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県は、必要な資機材の種類、数量、保管場所等について、訓練結果等により適宜見直しを行うもの

とする。 
 

第８節 避難受入収容活動体制の整備 

１．避難計画の策定 

県は、関係周辺市町に対し、国、関係機関及び原子力事業所の協力のもと、屋内退避及び避難誘導

計画の策定について支援するものとする。 
原子力災害対策指針に基づき、段階的な避難やＯＩＬに基づく防護措置を実施するまでの間は屋内

退避を行うことを原則として広域避難計画を策定するものとし、避難先からの更なる避難を避けるた

め、避難先は防護措置を重点的に実施すべき区域外とするものとする。なお、個別の県及び市町村の

境界を越えた広域の避難計画の策定が必要な場合においては、国及び県が中心となって都道府県との

調整や市町村の間の調整を図るものとする。 
  なお、地域コミュニティーの維持に着目し、同一地区の住民の避難先は同一地域に確保するよう、

努めるものとする。 
また、ＵＰＺ圏外の市町村に対する原子力防災に対する支援を必要に応じて行い、災害発生時の屋

内退避や避難に関する留意事項等を、広く周知するものとする。 
 
２．避難所等の整備等 

（１）避難所等の整備 
   県は市町村に対して、地域防災センター、公民館等の公共的施設等を対象に、避難等を行うため、

その管理者の同意を得た上で、災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避

難場所及び避難生活を送るための指定避難所等をあらかじめ指定し、住民への周知徹底を図るよう

助言するものとする。また、県は、関係周辺市町等における指定緊急避難場所等の指定に当たって

は、風向等の気象条件により指定緊急避難場所等が使用できなくなる可能性を考慮するとともに、

要配慮者に十分配慮するよう助言するものとする。 
   併せて、県は、事前に定めた避難先がやむを得ない事情により避難者の受け入れをできない場合

等に備えて、予備の避難先を確保しておくものとする。 
また、県は、国の協力のもと、広域避難に係る都道府県間による協定の締結を推進する等、広域

避難体制を整備するものとする。 
   さらになお、県及び市町村は、避難所として指定した建物について、衛生管理等避難生活の環境

を良好に保つための設備の整備に努めるものとする。 
（２）避難誘導用資機材、移送用資機材・車両等の確保 

県は、関係周辺市町に対し、住民等の避難誘導・移送に必要な資機材・車両等を整備するよう助

言するとともに、県は、関係周辺市町等と協力し、広域避難も想定して、避難誘導用資機材、移送

用資機材・車両等を確保するものとする。 
（３）コンクリート屋内退避施設の整備 
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   県は、関係周辺市町等に対しコンクリート屋内退避施設についてあらかじ予め調査し、具体的な

コンクリート屋内退避施設の整備について助言するものとする。 
   また、県は、要配慮者等のコンクリート屋内退避施設を確保するものとする。 
   原子力災害時においては、当該施設の避難者を優先的に救助・救出するものとする。 
（４）病院等医療機関、社会福祉施設等に対する放射線防護対策の整備等 
   県は、全面緊急事態において、避難が容易でないと想定される等の事情により、一定期間その場

にとどまらざるを得ないことが想定される病院等医療機関、社会福祉施設等について、放射性物質

又は放射線の異常な放出に対する放射線防護対策に努めるものとする。 
県は、屋内退避後の避難の判断を行うため、必要に応じて放射線測定器を設置するものとする。 
放射線防護対策を行った施設は、７日分の食糧、燃料等の備蓄及び調達手段を確保しておくもの

とする。 
（５）避難退域時検査会場の整備 
   県は、県内市町村と連携し、避難退域時検査会場をあらかじめ定めるとともに、避難退域時検査

会場となる市町村と協定を締結する等、原子力災害時に円滑な会場設営が可能となるよう努めるも

のとする。 
   また、あらかじめ定めた避難退域時検査会場が使用できない場合を考慮し、代替の避難退域時検

査会場を選定する際の会場の基準を定めておくとともに候補地を選定しておくものとする。 
（６５）広域一時滞在に係る応援協定の締結 
   県は、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、他の地方公共団体との広域一時滞

在に係る応援協定を締結する等、発災時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努

めるものとする。 
（７６）応急仮設住宅の供給体制等の整備 
   県は、国、企業等と連携を図りつつ、応急仮設住宅の建設に要する資機材に関し、  供給可能

量を把握する等、あらかじめ調達・供給体制を整備しておくとともに、災害に対する安全性に配慮

しつつ、応急仮設住宅の用地に関し、建設可能な用地を把握する等、あらかじめ供給体制を整備し

ておくものとする。 
（８７）救助に関する施設等の整備 
   県は、救助の万全を期するため、必要な計画の作成、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、

設備、物資及び資金の整備に努めるものとする。 
（９８）避難者支援の仕組みの整備 

県は米子市及び境港市と連携し、あらかじめ避難途中における避難者支援の仕組みを整備するも

のとする。 
（10９）被災者支援の仕組みの整備 
   県は、平常時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、被災者支援の仕組みの整備

等に努めるものとする。 
（110）避難所における設備等の整備 
   県及び市町村は、避難所において、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マット、簡易ベッドト、非常用

電源、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなど、要配慮者にも配慮した避難の
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実施に必要な施設・設備の整備に努めるとともに、被災者による災害情報の入手に資するテレビ、

ラジオ等の機器の整備を図るものとする。 
（121）物資の備蓄に係る整備 
   県は、市町村と連携し、指定された避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄設備を確保し、食糧、

飲料水、常備薬、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄を進めるとともに、避難所

として指定された学校等における備蓄のためのスペース、通信設備の整備等について助言するもの

とする。 
 
３．要配慮者の避難誘導・移送体制の整備 

（１）県は、要配慮者及び一時滞在者への対応を強化するため、避難誘導に当たっては、放射線の影響

を受けやすい乳幼児等について十分配慮するなど、原子力災害の特殊性に留意し、次の項目に取り

組むものとする。 
① 必要に応じて避難誘導や搬送、福祉避難所や福祉サービスの提供等の受入れ体制の整備を支援す

るものとする。 
② 関係周辺市町に対し、要配慮者避難支援計画等を整備することを助言するものとする。 

（２）原子力災害対策を重点的に実施すべき地域に立地する病院等医療機関の管理者は、県及び関係周

辺市町と連携し、原子力災害時における避難所（転院先）、避難経路、誘導責任者、誘導方法、患者

の移送に必要な資機材の確保、避難時における医療の維持方法等についての避難計画を作成するも

のとする。 
 また、県は、国の協力のもと、病院等医療機関の避難に備え、医師会等の関係機関と連携し、入

院患者の転院先の調整方法についてあらかじめ定めておくものとする。 
（３）原子力災害対策を重点的に実施すべき地域に立地する入所型の介護保険施設、障がい者支援施設

等の社会福祉施設の管理者は、県及び関係周辺市町と連携し、原子力災害時における避難所、避難

経路、誘導責任者、誘導方法、入所者等の移送に必要な資機材の確保、関係機関との連携方策等に

ついての避難計画を作成するものとする。特に、入所者の安全に配慮した避難誘導体制の整備を図

るものとする。 
また、県は、災害時に派遣可能な社会福祉施設の職員数を把握することや、関係団体と災害時の

職員派遣協力協定の締結等を行うことにより、介護職員等の派遣体制の整備に努めるものとする。 
 

４．保育所や学校等における避難計画の整備 

原子力災害時における園児、児童、生徒及び学生（以下「生徒等」という。）の安全を確保するため、

保育所や学校等、生徒等が通う施設の管理者は、県及び関係周辺市町と連携し、あらかじめ、避難所、

避難経路、誘導責任者、誘導方法等についての避難計画を作成するものとする。 
  また、県は関係周辺市町と連携し、学校等が保護者との間で、災害発生時における生徒等の保護者

への引渡しに関するルールをあらかじめ定めるよう促すものとする。 
 
５．不特定多数の者が利用する施設における避難計画の整備 
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劇場等の興行場、駅、その他の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、県及び関係周辺市町と

連携し、避難誘導に係る計画の作成及び訓練の実施に努めるものとする。 
なお、この際、必要に応じて、多数の避難者の集中や混乱にも配慮した計画、訓練とするよう努め

るものとする。 
 

６．住民等の避難状況の確認体制の整備 

  県は、関係周辺市町等が屋内退避又は避難のための立退きの勧告又は指示等を行った場合において、

住民等の避難状況を的確に確認するための体制をあらかじめ整備しておくよう関係周辺市町に対し助

言するものとする。 
 
７．居住地以外の市町村に避難する被災者に関する情報を共有する仕組みの整備 

  県は国と連携し、居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報や支援・サービスを容

易かつ確実に受け渡すことができるよう、被災者の所在地等の情報を避難元と避難先の市町村が共有

する仕組みを整備し、円滑な運用・強化を図るものとする。 
 
８．警戒区域を設定する場合の計画の策定 

  県は、市町村が警戒区域を設定する場合に備え、警戒区域設定に伴う広報等に関する計画を支援す

るものとする。 
 
９．避難場所等・避難方法等の周知 

  県は、関係周辺市町に対し、避難、避難退域時検査等、安定ヨウ素剤配付等（島根原子力発電所対

応の場合は避難支援ポイントを含む）の場所・避難方法（バス等で避難する場合の一時集結所、自家

用車の利用、緊急避難に伴う交通誘導、家庭動物（ペット）との同行避難等を含む。）、屋内退避の方

法等について、日頃から住民への周知徹底に努めるよう助言するものとする。なお、避難時の周囲の

状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないときは、屋内での退避等の安全確

保措置を講ずべきことにも留意するものとする。 
  避難の迅速な実施のためには、具体的な避難計画を関係周辺市町、防災業務関係者及び対象となる

住民が共通して認識することが必要となる。県は、国、関係周辺市町及び原子力事業者と連携のうえ、

情報収集事態、警戒事態及び施設敷地緊急事態発生後の経過に応じて周辺住民に提供すべき情報につ

いて整理しておくものとする。 
また、県は関係周辺市町と共同で、避難先となっている市町村の協力を得て、住民に対して、広域

避難所に指規定されている施設について、日頃から周知を行うものとする。 
 

第９節 飲食物の出荷制限、摂取制限等 

１．飲食物の出荷制限、摂取制限に関する体制整備 

  県は、国及び関係機関と協議し、飲食物の出荷制限、摂取制限に関する体制をあらかじめ定めてお

くものとする。 
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２．飲食物の出荷制限、摂取制限等を行った場合の住民への供給体制の確保 

  県は、関係周辺市町に対し、飲食物の出荷制限、摂取制限等を行った場合における、住民への飲食

物の供給体制をあらかじめ定めておくよう助言するものとする。 
 

第 10節 緊急輸送活動体制の整備 

１．専門家の移送体制の整備 

  県は、国及び関係機関と協議し、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究

所（原子力災害医療・総合支援センター）、広島大学（高度被ばく医療機関、原子力災害医療・総合支

援センター三次被ばく医療機関）、指定公共機関等からのモニタリング、医療等に関する専門家の現地

への移送協力（最寄の空港・ヘリポートの場所や指定利用手続き、空港等から現地までの先導体制等）

についてあらかじめ定めておくものとする。 
 
２．緊急輸送路の確保体制等の整備 

（１）県は、多重化や代替性を考慮しつつ、災害発生時の緊急輸送活動のために確保すべき輸送手段、

輸送拠点（物資等の仮集積場）等について把握・点検し、緊急時における輸送機能の確保を図るも

のとする。また、県は、国と連携し、これらを調整し、災害に対する安全性を考慮しつつ、関係機

関と協議の上、緊急輸送ネットワークの形成を図るとともに、指定公共機関その他の関係機関等に

対する周知徹底に努めるものとする。 
（２）県は、県の管理する情報板等の道路交通関連設備について、緊急時を念頭に置いた整備に努める

ものとする。 
（３）県警察は、警察庁と協力し、緊急時において道路交通規制が実施された場合の運転者の義務等に

ついて周知を図るものとする。 
（４）県警察は、警察庁と協力し、緊急性の高い区域からの迅速かつ・円滑なに輸送及び避難地域への

車両の進入防止を行っていくための広域的な交通管理体制の整備に努めるものとする。 
（５）県及び県警察は、国及び関係周辺市町の道路管理者等と協力し、緊急時の応急対策に関する緊急

輸送活動を円滑に行う緊急輸送路を確保するため、被害状況や交通、気象等の把握のための装置や

情報板等の整備を行い、緊急輸送の確保体制の充実を図るものとする。 
（６）県は、避難計画に避難経路として定められている道路の通行の可否を把握し、自然災害等により

通行できない場合は、代替経路を指定するとともに、道路の復旧作業を実施し、県が管理する道路

以外の道路については、各道路管理者に復旧を要請する。 
   また、県は、降雪時においては必要に応じて除雪作業を実施するとともに、県が管理する道路以

外の道路については、各道路管理者に除雪を要請する。 
（７６）県は、施設の管理者と連携をとりつつ、あらかじめ、臨時ヘリポートの候補地を関係機関と協

議の上、緊急輸送ネットワークにおける輸送施設として指定するとともに、これらの場所を災害時

に有効に利用し得るよう、関係機関及び住民等に対する周知徹底を図る等の所要の措置を講じるも
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のとする。また、災害時の利用についてあらかじめ協議しておくほか、通信機器等の必要な機材に

ついては、必要に応じて、当該候補地に備蓄するよう努めるものとする。 
（８７）県は、国と連携し、必要に応じて、緊急輸送に係る調整業務等への運送事業者等の参加、物資

の輸送拠点における運送事業者等を主体とした業務の実施、物資の輸送拠点として運送事業者等の

施設を活用するための体制整備を図るものとする。 
   また、県は運送事業者の運転手等の被ばく線量の管理や放射線及び放射線防護についての知識の

取得のための研修等の機会を提供する。 
（９８）県は、国と連携し、物資の調達・輸送に必要となる情報項目・単位の整理による発注方法の標

準化、物資の輸送拠点となる民間施設への非常用電源や非常用通信設備の設置に係る支援、緊急通

行車両等への優先的な燃料供給等の環境整備を推進するものとする。 
（10９）県は、国と連携し、輸送協定を締結した民間事業者等の車両については、緊急通行車両標章交

付のための事前届出制度が適用され、発災後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付さ

れることとなることから、民間事業者等に対して周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的に

する等、その普及を図るものとする。 
 

第 11節 救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備 

１．救助・救急活動用資機材の整備 

  県は、国から整備すべき資機材に関する情報提供等を受け、関係周辺市町を管轄する消防局と協力

し、必要な資機材の整備に努めるとともに、関係周辺市町を管轄する消防局に対し、救助工作車、救

急自動車等の整備に努めるよう助言するものとする。 
 
２．救助・救急機能の強化 

  県は、国、原子力事業者、関係周辺市町を管轄する消防局と連携し、職員の安全確保を図りつつ、

効率的な救助・救急活動を行うため、相互の連携体制の強化を図るとともに、職員の教育訓練を行い、

救助・救急機能の強化を図るものとする。 
 
３．医療活動用資機材及び原子力災害緊急被ばく医療活動体制等の整備 
（１）県は、国から整備すべき医療資機材等に関する情報提供等を受け、放射線測定資機材、除染資機

材、安定ヨウ素剤、応急救護用医薬品、医療資機材等の整備に努めるものとする。なお、安定ヨウ

素剤については、適時・適切な配布・服用を行うための平常時の手順及びや配備や、緊急時の手順、

体制の整備が必要であるが、当面は、県における備蓄と緊急時における配布手順などを明確にして

おくものとする。 
（２）県は、国と協力し、緊急被ばく医療体制の構築、緊急被ばく医療派遣チーム受入れ体制の整備・

維持を行うものとする。また、緊急被ばく医療を行う専門医療機関は、放射線障害に対する医療を

実施するための資機材の整備及び組織体制の整備を図るものとする。 
（２３）県は、国と協力し、関係機関等と調整の上、国が示す施設要件に基づき指定又は登録を行った

拠点病院及び原子力災害医療協力機関（以下「協力機関」という。）について、概ね３年ごとに施設
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要件に合致しているか否かを確認する。原子力災害時において、各地域で被ばく医療の中核的な機

能を担う拠点となる被ばく医療機関を選定するなど、緊急被ばく医療体制の整備に努めるものとす

る。 
（３）県は、国と協力し、原子力災害医療体制の構築、原子力災害医療派遣チーム受入れ体制の整備・

維持を行うものとする。また、拠点病院及び協力機関は、原子力災害医療を実施するための資機材

の整備及び組織体制の整備を図るものとする。 
（４）県は、国及び高度被ばく医療支援センター及び原子力災害医療・総合支援センター拠点となる被

ばく医療機関と協力し、県内の原子力災害医療に関係する者に対して、研修・訓練を実施し、人材

の育成及び確保に努めるとともに、拠点病院原子力災害時の拠点となる被ばく医療機関等の診療状

況等の情報を迅速に把握するためのに、原子力災害被ばく医療に係る医療情報システムの整備に努

めるとともに、併せて操作等の研修・訓練を定期的に行うものとする。 
（５）県は、国と協力し、拠点病院及び協力機関、外来診療及び入院診療に対応する各地域で被ばく医

療の中核的な機能を担う拠点となる被ばく医療機関並びに一般病院及びそれらのネットワークにつ

いて、一般災害における医療関係者を積極的に関与させつつ、構築するよう努めるものとする。 
（６）県は、原子力災害緊急被ばく医療及び救急・災害医療の関係者とも密接な連携を図りつつ、実効

的な原子力災害緊急被ばく医療が行われるよう原子力事業者及び関係諸機関との整合性のある計画

を作成するものとする。 

 

４．安定ヨウ素剤の予防服用体制の整備 

  県は、原子力災害対策指針を踏まえ、関係周辺市町、医療機関等と連携して、住民等に対する緊急

時における安定ヨウ素剤の配布体制を整備し、速やかに安定ヨウ素剤の予防服用が行えるよう、準備し

ておくものとする。 

（１）県は、関係周辺市町と連携し、緊急時に住民等が避難を行う際のに安定ヨウ素剤のを配布体制（す

ることができるよう、配布場所、配布のための手続き）を整備す定めるとともに、緊急時に、迅速

に配布用するための安定ヨウ素剤をあらかじめ適切な場所に備蓄しておくものとする。 

また、県は関係周辺市と連携し、緊急時に安定ヨウ素剤を受け取ることが困難と想定されれ、事

前配布を希望する住民への事前配布を行うする。 

（２）県は、関係周辺市町と連携し、避難する住民等に対して安定ヨウ素剤を配布する際に、予防服用

の効果、服用対象者、禁忌等について説明するための、説明書等をあらかじめ準備しておくものと

する。 

（３）県は、安定ヨウ素剤の備蓄を行う学校、病院・有床診療所、社会福祉施設に対して、安定ヨウ素

剤の取扱いに関する留意点等を説明するものとする。 

（４）県は、安定ヨウ素剤の服用に伴う副作用の発生に備え、あらかじめ医療機関に対し、副作用が発

生した際の対応を依頼するとともにヨウ素過敏症の症状等の情報を提供するなど、救急医療体制の

整備に努めるものとする。 

 

５．避難退域時検査の実施体制の整備 
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（１）県は、避難退域時検査会場を迅速に設置し、検査を円滑に実施するために、次の事項について、

平素から準備をしておくものとする。 
①避難退域時検査会場周辺の車両の運行経路及び検査会場内でのスムーズな導線を確保するために、

会場内の配置図及び会場周辺図等の作成 
②車両ゲートモニター、大型車両用除染テント、放射線測定器、防護服などの資機材の標準化及び

備蓄 
③避難退域時検査及び簡易除染に係る会場設営の手順、業務実施手順及び業務実施体制等 

（２）県は、（１）②の資機材の円滑な輸送及び展開方法について、検討しておくものとする。 
（３）県は、車両除染で発生する洗浄水の飛散防止対策等について、検討しておくものとする。 
 

６５．消火活動体制の整備 

  県は、平常時から関係周辺市町、関係周辺市町を管轄する消防局及び原子力事業者等と連携を図り、

原子力施設及びその周辺における火災等に適切に対処するため、消防水利の確保、消防体制の整備に

関する助言を行うするものとする。 
 
７６．防災業務関係者の安全確保のための資機材等の整備 

（１）県は、国及び関係周辺市町と協力し、応急対策を行う防災業務関係者の安全確保のための体制及

び資機材をあらかじめ整備するものとする。 
（２）県は、応急対策を行う防災業務関係者の安全確保のため、平常時より、国、関係周辺市町及び原

子力事業者と相互に密接な情報交換を行うものとする。 
 
８７．物資の調達、供給活動体制の整備 

（１）県は、国、関係周辺市町及び原子力事業者と連携し、大規模な原子力災害が発生した場合の被害

を想定し、孤立が想定される等地域の地理的条件等も踏まえて、必要とされる食糧その他の物資に

ついてあらかじめ備蓄・調達・輸送体制を整備し、それらの供給のための計画を定めておくものと

する。また、備蓄を行うに当たって、大規模な地震が発生した場合には、物資の調達や輸送が平時

のようには実施できないという認識に立って初期の対応に十分な量を備蓄するほか、物資の性格に

応じ、集中備蓄又は避難所の位置を勘案した分散備蓄を行う等の観点に対しても配慮するとともに、

備蓄拠点を設ける等、体制の整備に努めるものとする。 
（２）県は、国、関係周辺市町と連携のうえ、物資の緊急輸送活動が円滑に行われるようあらかじめ体

制を整備するものとする。 
（３）国は、大規模な災害が発生し、通信手段の途絶や行政機能の麻ひ等により、被災地方公共団体か

らの要請が滞る場合等に対応するため、発災直後から一定期間は、要請を待たずに避難所ごとの避

難者数等に応じて食糧等の物資を調達し、被災地へ輸送する仕組みをあらかじめ構築するものとさ

れている。 
県は、災害の規模等に鑑み、関係周辺市町が自ら物資の調達・輸送を行うことが困難な場合にも

被災者に物資を確実かつ迅速に届けられるよう、物資の要請体制・調達体制・輸送体制の整備を図

るものとする。 
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９８．大規模・特殊災害における救助隊の整備 

  県は、国、県警察本部、市町村、消防局等と連携し、大規模・特殊災害に対応するため、高度な技

術・資機材を有する救助隊の整備を推進するものとする。 
 
10．小型無人飛行機（ドローン）を用いた情報収集体制の整備 

  県は、小型無人飛行機（ドローン）を整備し、災害時における道路状況の把握、住民の捜索等に活

用するとともに、小型無人飛行機（ドローン）の運用に係る規定及びにより収集した情報を実動機関

へ伝達するための連絡体制等を整備するものとする。 
  このため、小型無人飛行機（ドローン）の航空基地を設定し、適切に管理するとともに、小型無人

飛行機（ドローン）パイロットの練度の維持向上及び養成に努める。 
 

第 12節 住民等への的確な情報伝達体制の整備 

（１）県は、国、関係周辺市町と連携し、情報収集事態及び警戒事態発生後の経過に応じて周辺住民等

に提供すべき情報について、災害対応のフェーズや場所等に応じた分かりやすく正確で具体的な内

容を整理しておくものとする。また、周辺住民等に対して必要な情報が確実に伝達され、かつ共有

されるように、情報伝達の際の役割等の明確化に努めるものとする。 
（２）県は、国と連携し、地震や津波等との複合災害における情報伝達体制を確保するとともに、的確

な情報を常に伝達できるよう、県防災行政無線等の施設、装備の整備を図るものとする。 
（３）県は、国及び関係周辺市町と連携し、住民等からの問い合わせに対応する住民相談窓口の設置等

についてあらかじめその方法、体制等について定めておくものとする。 
（４）県は、原子力災害の特殊性に鑑み、国及び関係周辺市町と連携し、要配慮者及び一時滞在者に対

し、災害情報が迅速かつ滞りなく伝達されるよう、周辺住民、自主防災組織等の協力を得ながら、

平常時よりこれらの者に対する情報伝達体制の整備に努めるものとする。 
また、県ホームページや鳥取県原子力防災アプリ等を活用し、避難途中の住民等に対する情報の

伝達についても留意するものとする。 
（５）県は、避難所等で必要となる生活情報等については、Ｗｉ－Ｆｉ（無線ＬＡＮ）を活用するとと

もに、新聞等を活用して住民に提供するなど、情報伝達手段の特性を踏まえた情報伝達に留意する

ものとする。 
（６５）県は、放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協力の下、コミュニティーＦＭ放送、ソー

シャルメディア（ＳＮＳ）等インターネット上の情報、広報用電光掲示板、有線放送、ＣＡＴＶ、

携帯端末の緊急速報メール機能、ワンセグ放送、道路情報板、商業施設等の大型ビジョンの活用等

の多様なメディアの活用体制の整備に努めるものとする。 
 

第 13節 行政機関の業務継続計画の策定 
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 県は、災害発生時の災害対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害時に必要となる人

員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の強化を図る必要が

あることから、庁舎の所在地が避難のための立退きの勧告又は指示を受けた地域に含まれた場合の避難

先をあらかじめ定めておくとともに、業務継続計画の策定等により、業務継続性の確保を図るとともに、

市町村等に対して助言を行うものとする。また、実効性のある業務継続体制を確保するため、必要な資

源の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に

応じた体制の見直し、計画の評価・検証等を踏まえた改訂等を行うとともに、市町村等に対して助言を

行うものとする。 
 
第 14節 原子力防災等に関する住民等に対する知識の普及と啓発及び国際的

な情報発信 
（１）県は、国、関係周辺市町及び原子力事業者と協力して、住民等に対し原子力防災に関する知識の

普及と啓発のため次に掲げる事項について広報活動を実施するとともに、関係周辺市町が行う住民

等に対する原子力防災に関する知識の普及と啓発に関し必要な助言を行うものとする。 
 
 ① 放射性物質及び放射線の特性に関すること 
② 原子力事業所の概要に関すること 
③ 原子力災害とその特殊性に関すること 
④ 放射線による健康への影響、モニタリング結果の解釈の仕方及び放射線防護に関すること 
⑤ 緊急時に県や国等が講じる防災対策の内容に関すること 
⑥ コンクリート屋内退避所、避難所等に関すること 
⑦ 屋内退避、避難、避難退域時検査に関すること 
⑧⑦ 要配慮者への支援に関すること 
⑨⑧ 緊急時にとるべき行動に関すること 

 ⑩⑨ 避難所での運営管理、行動等に関すること 
（２）県は教育機関、民間団体等との密接な連携の下、原子力防災教育を実施するものとし、教育機関

においては、防災に関する教育の充実に努めるものとする。 
（３）県が原子力防災知識の普及と啓発を行うに際しては、要配慮者へ十分に配慮することにより、地

域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違

い等、男女双方の視点へ十分に配慮するよう努めるものとする。 
（４）県は、避難状況の確実な把握のため、住民等が市町村の指定をした避難所以外に避難した場合等

に、市町村災害対策本部に居場所と連絡先を連絡することを市町村が周知することについて、協力

するものとする。 
（５）県は、国及び市町村と連携し、過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝え

ていくため、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブとして広く収

集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できるよう公開に努めるものとする。 
（６）県は、県の災害発生時の災害対策等や優先度の高い通常業務の実施に当たり密接に関係する機関

に対して、代替拠点の整備等を含めた事業継続計画の策定を促すものとする。 
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（７）県は、ＵＰＺ内の企業について、原子力災害にも考慮した事業継続計画の策定を支援するものと

する。 
 

第 15節 防災業務関係者の人材育成 

県は、国と連携し、応急対策全般への対応力を高めることにより、原子力防災対策の円滑な実施を図

るため、県又は国、指定公共機関等が防災業務関係者に向けて実施する原子力防災に関する研修の積極

的な活用を推進する等、計画的に人材育成に努めるものとする。また、国及び防災関係機関と連携して、

以下に掲げる事項等について原子力防災業務関係者に対する研修を、必要に応じて実施するものとする。

また、研修成果を訓練等において具体的に確認し、緊急時モニタリングや原子力災害緊急被ばく医療の

必要性等、原子力災害対策の特殊性を踏まえ、研修内容の充実を図るものとする。 
① 原子力防災体制及び組織に関すること 
② 原子力施設の概要に関すること 
③ 原子力災害とその特性に関すること 
④ 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること 
⑤ 環境放射線モニタリングの実施方法及び機器並びに環境放射線モニタリングにおける気象情報の

活用に関すること 
⑥ 原子力防災対策上の諸設備に関すること 
⑦ 緊急時に県や国等が講じる対策の内容に関すること 
⑧ 緊急時に住民等がとるべき行動及び留意事項に関すること 
⑨ 緊急被ばく原子力災害医療（応急手当を含む）に関すること 
⑩ 資機材の取扱に関すること 
⑪⑩ その他緊急時対応に関すること 

 

第 16節 防災訓練等の実施 

１．訓練計画の策定 

（１）県は、国、原子力事業者等関係機関の支援のもと、関係周辺市町、所在県、所在市町、所在周辺

市、自衛隊等と連携し、訓練環境を分析した上で、適切な訓練目的を決定して、その目的を達成す

るため、主要訓練項目と訓練手段を確定する。その際、次に掲げる防災活動の機能別又は各機能を

組み合わせた訓練計画を策定するものとする。 
① 災害対策本部等の設置運営訓練 
② オフサイトセンターへの参集、立ち上げ、運営訓練 
③ 緊急時通信連絡訓練 
④ 緊急時モニタリング訓練 
⑤ 原子力災害緊急被ばく医療訓練 
⑥ 周辺住民に対する情報伝達訓練 
⑦ 周辺住民避難訓練 
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 ⑧ 人命救助活動訓練 
（２）県は、国原子力防災会議及び原子力規制委員会が原災法第１３条に基づき、総合的な防災訓練の

実施計画を作成する際には、原子力災害緊急被ばく医療、緊急時モニタリング、住民避難及び住民

に対する情報提供等に関して県が行うべき防災対策や、複合災害や重大事故等全面緊急事態を具体

的に想定した詳細な訓練シナリオを作成する等、訓練の実施計画の企画立案に共同して参画するも

のとする。 
（３）県が実施する原子力防災訓練のうち、特に国の関係機関が参加し総合的に実施する防災訓練につ

いては、訓練計画に定める訓練の目的、実施項目、反省点の抽出方法等について、地域原子力防災

協議会において検討するものとする。 
 
２．訓練の実施 

（１）機能別訓練等の実施 
県は、計画に基づき、国、原子力事業者等関係機関と連携し、防災活動の機能別又は各機能を組

み合わせた訓練を定期的に実施するものとする。 
（２）総合的な防災訓練の実施 

県は、国原子力防災会議及び原子力規制委員会が原災法第１３条に基づき実施作成する総合的な

防災訓練の対象となった場合には、実施計画に基づいて、必要に応じて住民の協力を得て、国、関

係周辺市町、所在県、所在市町、所在周辺市、原子力事業者等と共同して総合的な防災訓練を実施

するものとする。 
（３）自衛隊と共同の防災訓練 
   県は、自衛隊と共同の防災訓練の実施に努めるものとする。 
 
３．実践的な訓練の実施と事後評価 

県は、訓練を実施するにあたり、大規模な自然災害等との複合災害や重大事故等全面緊急事態を具

体的に想定した詳細なシナリオに基づき、参加者に事前にシナリオを知らせない訓練、訓練開始時間

を知らせずに行う訓練、机上において想定事故に対する対応や判断を試す訓練等の工夫や図上演習の

方法論を活用する等、現場における判断力の向上につながる実践的なものとなるよう工夫するものと

する。この際、各機関の救援活動等の連携強化に留意するものとする。 
県は、訓練を実施するにあたり、当該訓練の目的、チェックすべき項目の設定を具体的に定めて行

うとともに、訓練終了後、国、事業者と協力し、専門家も活用しつつ訓練の評価を実施し、改善点を

明らかにし、必要に応じて、緊急時のマニュアルの作成、改訂に活用する等原子力防災体制の改善に

計画的に取り組むものとする。 
県は、訓練に参加した国、地方公共団体、指定公共機関等と地域原子力防災協議会において、総合

的な訓練の実施結果、成果、抽出された反省点等を検討し、これらを共有するものとする。訓練に参

加した国、地方公共団体、指定公共機関等は、明らかになった課題に関して、緊急時の対応に係る計

画やマニュアルの改善等を行うものとする。 
   県は、必要に応じて、訓練方法及び事後評価の方法の見直しを行うものとする。 
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４．教訓の反映 

県は、訓練により得られた教訓については、計画等に反映させるとともに次回の訓練でさらに検証

し、計画の実効性の継続的向上を行うものとする。 
 

第 17節 原子力施設上空の飛行規制 

１．原子力施設上空の航空安全確保に関する規制措置 

原子力施設上空の飛行については、国の通達（「原子力関係施設上空の航空規制について」昭和 44
年 7 月 5 日付け空港第 263 号、運輸省航空局長から地方航空局長あて）により、次のとおり規制され

てとなっており、県は、この措置の周知徹底に努めるものとする。 
（１）施設付近の上空飛行はできるだけ避けさせること。 
（２）施設付近の上空に係る航空法第 81 条ただし書き（最低安全高度以下での高度での飛行）の許可は

行わないこと。 
 

２．原子力施設上空における小型無人飛行機（ドローン）等の飛行への対処等 

原子力施設上空における小型無人飛行機（ドローン）等の飛行については、「国会議事堂、内閣総理

大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無

人機等の飛行の禁止に関する法律（平成 28 年法律第９号）」により禁止されている。県は、国このこ

とに係る周知徹底に努めるものとする。の対応動向を注視するとともに、その結果を踏まえながら必

要な対応を検討するものとする。 
 

第 18節 核燃料物質等の運搬中の事故に対する対応 

 核燃料物質等の運搬の事故については、輸送が行われる都度に経路が特定され、原子力施設のように

事故発生場所があらかじめ特定されていないこと等の輸送の特殊性に鑑み、原子力事業者と国が主体的

に防災対策を行うことが実効的であるとされている。防災関係機関は、こうした輸送の特殊性等を踏ま

えた対応について、備えておくものとする。 
また、県は、安全協定第７条に基づく連絡（輸送計画及びその輸送に係る安全対策が確定した時を含

む。）があった場合は、輸送の経路を管轄する市町村と連絡体制を確認するものとする。なお、原子力規

制委員会が規制する核物質防護上の機微情報は公表しないものとする。 
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第３章 緊急事態応急対策 

 

第１節 基本方針 

 本章は、情報収集事態、警戒事態又は施設敷地緊急事態が発生した場合の対応及び全面緊急事態に至

ったことにより原災法第１５条に基づく原子力緊急事態宣言が発出された場合の緊急事態応急対策を中

心に示したものであるが、これら以外の場合であっても原子力防災上必要と認められるときは、本章に

示した対策に準じて対応するものとする。 
なお、各種防護措置については、別添１－１及び１－２に示すＥＡＬ及びＯＩＬに基づき実施するも

のとする。 
・別添１－１「原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される措置等（発電用原子炉（島

根原子力発電所））」 
・別添１－２「原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される措置等（その他の原子力施

設（人形峠環境技術センター））」 
 

第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 

１．施設敷地緊急事態等発生情報等の連絡 

（１）情報収集事態が発生した場合 

 ① 原子力規制委員会は、情報収集事態を認知した場合には、情報収集事態の発生及びその後の状況

について、関係省庁及び関係地方公共団体（ＰＡＺを含む地方公共団体及びＵＰＺを含む地方公共

団体をいう。以下同じ。）に対して情報提供を行うものとされている。また、国は情報収集事態を認

知した場合、原子力規制委員会及び内閣府は原子力規制委員会・内閣府合同情報連絡室及び原子力

規制委員会・内閣府原子力事故合同現地情報連絡室を設置することとされており、国は、関係地方

公共団体と情報共有するとともに、対応状況を確認し、情報連絡体制をとるよう要請に対し、連絡

体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡するものとされている。 

 ② 県は、原子力規制委員会から連絡があった場合など、情報収集事態の発生を認知した場合には、

連絡体制の確立等の必要な体制をとるものとする。また、情報収集事態の発生を認知したことにつ

いて、関係する指定地方公共機関に連絡するものとする。 

（２）警戒事態が発生した場合 
① 原子力規制委員会がは、警戒事態に該当する自然災害を認知したとき又は原子力事業者等により

報告された事象が警戒事態に該当すると判断した場合には、国は原子力規制委員会・内閣府原子力

事故合同警戒本部及び原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同現地警戒本部を設置することとさ

れている。 
また、国は警戒事態の発生及びその後の状況について、関係省庁及び関係地方公共団体に対して

情報提供を行うとともに、ものとされている。また、関係地方公共団体に対し、連絡体制の確立等

の必要な体制をとるよう連絡することとされている。 
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② 県は、国原子力規制委員会から連絡があった場合など、警戒事態の発生を認知した場合には、連

絡体制の確立等の必要な体制をとるものとする。また、警戒事態の発生を認知したことについて、

関係する指定地方公共機関に連絡するものとする。  
③ 立入検査の実施 
  県は、次の場合、県の職員の安全が確保される範囲内で必要に応じて立入検査を行う。その際、

原子力事業者等の応急対策を妨げないよう配慮するものとする。 
 ア 島根原子力発電所から当該通報等があった場合 
イ 人形峠環境技術センターから当該通報があった場合 

④ 現地確認等の実施 
  県は、島根原子力発電所周辺の安全を確保するため必要と判断される場合は、県の職員の安全が確

保される範囲内で関係周辺市米子市、境港市と現地確認を行う。その際、原子力事業者等の応急対策

を妨げないよう配慮するものとする。 
なお、県が現地確認を行う場合において、鳥取県原子力安全顧問を安全協定第 11 条に規定す

る甲の職員として同行させることができるものとする。 

また、県は人形峠環境技術センター周辺の安全を確保するため必要と判断される場合は、県の

職員の安全が確保される範囲内で三朝町と現地の確認を行う。その際、原子力事業者等の応急対策を

妨げないよう配慮するものとする。 
 ⑤ 連絡系統図 

県は、原子力事業者から施設敷地緊急事態の基準に達しない異常情報等の連絡を受けた場合、図３

－１及び３－２のとおり関係周辺市町、その他県内市町村、自衛隊、関係する指定地方公共機関等に

連絡を行うものとする。 
・図３－１「施設敷地緊急事態の基準に達しない異常情報等の連絡系統図（島根原子力発電所）」 
・図３－２「施設敷地緊急事態の基準に達しない異常情報等の連絡系統図（人形峠環境技術センタ

ー）」 
（３）原子力事業者からの施設敷地緊急事態発生通報があった場合 
① 原子力事業者の原子力防災管理者は、施設敷地緊急事態発生後又は発生見の通報を受けた場合、

直ちに官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、内閣府、関係地方公共団体、県警察本部、所在市町の

消防機関、最寄りの海上保安部署、自衛隊、原子力防災専門官等に同時に文書章をファクシミリで

送信付するものとされている。さらに、主要な機関等に対してはその着信を確認するものとされて

いる。 
② 原子力規制委員会は、通報を受けた事象について、発生の確認と原子力緊急事態宣言を発出すべ

きか否かの判断を直ちに行い、事象の概要、事象の今後の進展の見通し等事故情報等について官邸

（内閣官房）、内閣府、関係地方公共団体、県警察本部及び公衆に連絡するものとされている。また、

国は、原子力防災管理者から施設敷地緊急事態発生の通報を受けた場合、直ちに原子力規制委員会・

内閣府原子力事故合同対策本部及び原子力規制委員会・内閣府原子力事故現地合同対策本部を設置

するものとされており、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部は、県及び、関係周辺

市町に対しては、屋内退避の準備を行うよう、その他県内市町村に対しては、住民の避難等の防護

措置の準備（避難先、輸送手段の確保等）に協力するよう要請するものとされている。 
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③ 県は、原子力事業者及び国から通報・連絡を受けた事項について、次に掲げる事項に留意し市町

村及び関係する指定地方公共機関等に連絡するものとする。 
 ・所在市町と同様の情報を市町村に連絡すること 
・市町村に連絡する際には、ＰＡＺ内の住民避難が円滑に進むよう配慮願う旨を記載すること 
④ 原子力運転保安検査官等現地に配置された国の職員は、原子力災害発生場所の状況を把握し、国

に随時連絡するものとされている。 
⑤ 立入検査の実施 
  県は、次の場合、県の職員の安全が確保される範囲内で必要に応じて立入検査を行う。その際、

原子力事業者等の応急対策を妨げないよう配慮するものとする。 
 ア 島根原子力発電所から①に該当する通報があった場合 
イ 人形峠環境技術センターから①に該当する通報があった場合 

⑥ 現地確認の実施 
県は、島根原子力発電所周辺の安全を確保するため必要と判断される場合は、県の職員の安全が確

保される範囲内において関係周辺市米子市、境港市と現地確認を行う。その際、原子力事業者等の応

急対策を妨げないよう配慮するものとする。 
なお、県が現地確認を行う場合において、鳥取県原子力安全顧問を安全協定第 11 条に規定す

る甲の職員として同行させることができるものとする。 

また、県は、人形峠環境技術センター周辺の安全を確保するため必要と判断される場合は、県

の職員の安全が確保される範囲内において三朝町と現地の確認を行う。その際、原子力事業者等

の応急対策を妨げないよう配慮するものとする。 

 ⑦ 連絡系統図 
県は、原子力事業者から施設敷地緊急事態発生の連絡を受けた事項について、図３－３及び３－４

のとおり関係周辺市町、その他県内市町村、自衛隊、関係する指定地方公共機関等に連絡を行うもの

とする。 
・図３－３「施設敷地緊急事態発生時の通報系統図（島根原子力発電所）」 
・図３－４「施設敷地緊急事態発生情報の連絡系統図（人形峠環境技術センター）」 

（４）県のモニタリングポストで施設敷地緊急事態発生の通報を行うべき数値の検出を発見した場合 
① 県は、通報がない状態において、県が設置しているモニタリングポストにより、施設敷地緊急事

態発生の通報を行うべき数値の検出を発見し、その原因が機器の故障等でないと判断されるた場合

は、直ちに島根原子力発電所及び人形峠環境技術センターに係るモニタリングを担当する島根原子

力規制事務所の上席放射線防災専門官又は上齊原原子力規制事務所の原子力防災専門官に連絡する

とともに、必要に応じて原子力事業者に確認を行うものとする。また、所在県、市町村及び関係す

る指定地方公共機関等に連絡するものとする。 
 なお、人形峠環境技術センターに係る場合は上齋原原子力規制事務所へも連絡する。 

 ② 連絡を受けた上席放射線原子力防災専門官は、直ちに原子力運転保安検査官と連携を図りつつ、

原子力事業者に施設の状況確認を行うよう指示するものとされており、県はその結果について速や

かに連絡を受けるものとする。 
③ 立入検査の実施 
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県は、次の場合、県の職員の安全が確保される範囲内で必要に応じて立入検査を行う。その際、

原子力事業者等の応急対策を妨げないよう配慮するものとする。 
 ア 島根原子力発電所に関し①に該当する事象が発生した場合 
イ 人形峠環境技術センターに関し①に該当する事象が発生した場合 

④ 現地確認等の実施 
県は、島根原子力発電所周辺の安全を確保するため必要と判断される場合は、県の職員の安全が確

保される範囲内で関係周辺市米子市、境港市と現地確認を行う。その際、原子力事業者等の応急対策

を妨げないよう配慮するものとする。 
なお、県が現地確認を行う場合において、鳥取県原子力安全顧問を安全協定第 11 条に規定す

る甲の職員として同行させることができるものとする。 

また、県は、人形峠環境技術センター周辺の安全を確保するため必要と判断される場合は、県

の職員の安全が確保される範囲内において三朝町と現地の確認を行う。その際、原子力事業者等

の応急対策を妨げないよう配慮するものとする。 

 ⑤ 連絡系統図 
県は、県のモニタリングポストで施設敷地緊急事態発生時の通報を行うべき数値を発見した場合、

図３－５及び３－６のとおり原子力事業者、関係周辺市町、その他県内市町村、自衛隊、関係する

指定地方公共機関等に連絡を行うものとする。 
・図３－５「県のモニタリングポストで施設敷地緊急事態発生の通報を行うべき数値を発見した

場合の連絡系統図（島根原子力発電所）」 
・図３－６「県のモニタリングポストで施設敷地緊急事態発生の通報を行うべき数値を発見した

場合の連絡系統図（人形峠環境技術センター）」 
（５）島根県のモニタリングポストで通報を行うべき数値が検出され、連絡があった場合 
   島根県は、島根県のモニタリングポストで通報を行うべき数値異常値が検出され島根県からの連

絡等により県がこれを覚知し、その原因が機器の故障等でないと判断される場合は、たときは、調

査を行い、その原因が機器の故障又は自然災害でないと判断される場合には、県に連絡するものと

されている。県は、関係周辺市米子市、境港市等に連絡を行うとともに、島根県と連携して、モニ

タリング活動の強化を行うものとする。 
（６）岡山県のモニタリングポストで通報を行うべき数値が検出された場合 
   岡山県のモニタリングポストで通報を行うべき数値が検出され岡山県からの連絡等により県がこ

れを覚知し、その原因が機器の故障等でないと判断される場合は、県は、三朝町等に連絡を行うと

ともに、岡山県と連携して、モニタリング活動の強化を行うものとする。 
（７６）その他、安全協定に基づき島根原子力発電所周辺の安全を確保するため安全確認の必要がある

と認める情報等を入手した場合又は、人形峠環境技術センター周辺の安全を確保するため安全確認

の必要があると認める情報等を入手した場合 
県は、必要と認めたときは、立入検査又は現地確認（人形峠環境技術センターに関しては現地の

確認）を行うものとする。 
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図３－１ 施設敷地緊急事態の基準に達しない異常情報等の連絡系統図（島根原子力発電 

所） 

 

 
 
 
 
 
         ※県は、必要があると認める場合等は、 
          現地確認（米子市、境港市と合同） 

又は立入検査を行い、市町村等に 
その状況を連絡する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                         
 
 

※その他の関係機関については、特に必要な場合のみ連絡 
 
 
 
連絡先一覧 

中国電力(株) 
島根原子力発電所 

境港市 

鳥取県警察本部 

米子・境港警察署 

鳥取県 
原子力安全対策課 

境海上保安部 
米子市 

第八管区 
海上保安本部 

自衛隊（陸上自衛隊第８

普通科連隊（米子駐屯

地）、海上自衛隊舞鶴地

方総監部、航空自衛隊第

３輸送航空隊（美保基

地）、鳥取地方協力本部） 
 

鳥取県西部消防局 

指定地方公共機関 
指定公共機関（一部） 
その他の関係機関 

その他県内全市町村 

危機管理政策課、危機対

策・情報課、消防防災課、

広報課、長寿社会課、医療

政策課、水・大気環境課、

原子力環境センター・衛生

環境研究所、西部総合事務

所、各部局主管課 

島根県 
松江市 
内閣官房 

原子力規制委員会 
関係機関等 

関西広域連合 
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○指定地方公共機関 
公益社団法人鳥取県医師会、一般社団法人鳥取県歯科医師会、一般社団法人鳥取県助産師会、一般社

団法人鳥取県薬剤師会、公益社団法人鳥取県看護協会、社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会、一般社団

法人鳥取県バス協会、日ノ丸自動車株式会社、日本交通株式会社、日本海テレビジョン放送株式会社、

株式会社山陰放送、山陰中央テレビジョン放送株式会社、株式会社エフエム山陰、日ノ丸西濃運輸株式

会社鳥取支店、鳥取瓦斯株式会社、米子瓦斯株式会社、 
株式会社新日本海新聞社、若桜鉄道株式会社、一般社団法人鳥取県トラック協会、株式会社山陰中央新

報社鳥取総局、一般社団法人鳥取県ＬＰガス協会、鳥取県農業共同組合中央会全国農業協同組合連合会

鳥取県本部、智頭急行株式会社、日本海ケーブルネットワーク株式会社、株式会社鳥取テレトピア、株

式会社中海テレビ放送、鳥取中央有線放送株式会社 
 
○指定公共機関（一部） 
西日本高速道路株式会社中国支社、日本通運株式会社鳥取支店、西日本旅客鉄道株式会社 米子支社、

日本貨物鉄道株式会社米子営業所、西日本電信電話株式会社、ＮＴＴフィールドテクノ中国支店鳥取営

業所、株式会社ＮＴＴドコモ中国支社鳥取支店、ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社、ＫＤＤＩ株式

会社、日本赤十字社鳥取県支部、日本放送協会、中国電力株式会社鳥取支社、国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構(人形峠環境技術センター)、日本郵便株式会社鳥取中央郵便局、日本銀行鳥取事務所 
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図３－２ 施設敷地緊急事態の基準に達しない異常情報等の連絡系統図（人形峠環境技術 

センター） 
 
 

 
 
 
 

※県は、原災法の施行に必要な限度に 
           おいて立入検査を行い、市町村等に 
           その状況を連絡する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※その他の関係機関については以下、特に必要な場合のみ連絡 

国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 
人形峠環境技術センター 

鳥取県警察本部 

倉吉警察署 

鳥取中部消防局 

鳥取市（佐治総合支所） 

湯梨浜町 

倉吉市 

指定地方公共機関 
指定公共機関（一部） 
その他の関係機関 

鳥取市 

三朝町 

危機管理政策課、危機対策・

情報課、消防防災課、広報課、

東部振興課、水・大気環境課、

原子力環境センター・衛生環

境研究所、医療政策課、長寿

社会課、中部総合事務所、各

部局主管課 

鳥取県 
原子力安全対策課 

岡山県 
鏡野町 
内閣官房 

原子力規制委員会 
関係機関等 

その他県内全市町村 

自衛隊（陸上自衛隊第８

普通科連隊（米子駐屯

地）、航空自衛隊第３輸

送航空隊（美保基地）、

鳥取地方協力本部） 

関西広域連合 
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図３－３ 施設敷地緊急事態発生時の通報系統図（島根原子力発電所） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中国電力(株) 
島根原子力発電所 

島根県 
原子力安全対策課 

松江市 

境港市 

鳥取県警察本部 

島根県 
原子力環境センター 

米子・境港警察署 

島根原子力 
規制事務所 

――――――――― 
原子力運転保安検査官 
原子力防災専門官 出雲市 

雲南市 

安来市 

島根県警察本部 

松江警察署 

松江市消防本部 

島根労働局 

松江労働基準監督署 

境海上保安部 

米子市 

内閣官房 

原子力規制委員会 

原子力規制庁緊急時対応

センター原子力災害対

策・核物質防護課 

経済産業省 
資源エネルギー庁 

中国経済産業局 

内閣府政策統括官（原子力

防災担当）付参事官（総括

担当）付 

第八管区 
海上保安本部 

自衛隊（陸上自衛隊第８

普通科連隊（米子駐屯

地）、海上自衛隊舞鶴地

方総監部、航空自衛隊第

３輸送航空隊（美保基

地）、鳥取地方協力本部） 

鳥取県西部消防局 

指定地方公共機関 
指定公共機関（一部） 
その他の関係機関 

出雲・安来・雲南警察署 

指定行政機関 指定公共機関 

その他県内全市町村 

鳥取県 
原子力安全対策課 

※県は、必要があると認め

る場合等は、現地確認（米

子市、境港市と合同）又は

立入検査を行い、市町村等

にその状況を連絡する。 

危機管理政策課、危機対

策・情報課、消防防災課、

広報課、東部振興課、長寿

社会課、医療政策課、水・

大気環境課、原子力環境セ

ンター・衛生環境研究所、

中部総合事務所、西部総合

事務所、各部局主管課 

関西広域連合 
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図３－４ 施設敷地緊急事態発生情報の連絡系統図（人形峠環境技術センター） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鳥取県 
原子力安全対策課 

国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構 
人形峠環境技術センター 

鳥取県警察本部 

倉吉警察署 

鳥取中部消防局 

鳥取市（佐治総合支所） 

湯梨浜町 

倉吉市 

岡山県危機管理課 

鏡野町 

上齋原原子力 
規制事務所 

―――――――――― 
原子力運転保安検査官 
原子力防災専門官 

その他の関係機関 

鳥取市 

津山市 

内閣官房 
内閣情報集約センター 
内閣官房副長官補（事態

対処・危機管理担当）付 

原子力規制委員会原子力

規制庁 
緊急時対応センター原子

力災害対策・核物質防護

美作地区消防指令センター 

岡山県警察本部 

津山警察署 

津山労働基準監督署 

内閣府 
政策統括官（原子力防災

担当）付参事官（総括担

当）付 

指定行政機関 指定公共機関 

三朝町 

中国経済産業局 

指定地方公共機関 
指定公共機関（一部） 
その他の関係機関 

その他県内市町村 

※県は、原災法の施行に

必要な限度において立入

検査を行い、市町村等に

その状況を連絡する。 

自衛隊（陸上自衛隊第８

普通科連隊（米子駐屯

地）、航空自衛隊第３輸送

航空隊（美保基地）、鳥取

地方協力本部） 

危機管理政策課、危機対策・

情報課、消防防災課、広報課、

東部振興課、長寿社会課、医

療政策課、水・大気環境課、

原子力環境センター・衛生環

境研究所、中部総合事務所、

各部局主管課 

関西広域連合 
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図３－５ 県のモニタリングポストで施設敷地緊急事態発生の通報を行うべき数値を発見 

した場合の連絡系統図（島根原子力発電所） 

 
                   ①確認 
  
                   ②結果報告 
 
      ①連絡    ④結果報告 
                     ③確認 
                      指示  
①連絡 
   
 
                       ⑤連絡 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

中国電力(株) 
島根原子力発電所 

鳥取県警察本部 

米子・境港警察署 

鳥取県西部消防局 

その他県内全市町村 

米子市、境港市※ 

 

指定地方公共機関 
指定公共機関（一部） 
その他の関係機関 

自衛隊（陸上自衛隊第８普

通科連隊（米子駐屯地）、

海上自衛隊舞鶴地方総監

部、航空自衛隊第３輸送航

空隊（美保基地）、鳥取地

方協力本部） 

第八管区海上保安本部 

境海上保安部 

鳥取県 
（中央監視装置） 

島根原子力 
規制事務所 

―――――――――― 
原子力運転保安検査官 
原子力防災専門官 

上席放射線防災専門官 

島根県 

危機管理政策課、危機対

策・情報課、消防防災課、

広報課、東部振興課、長寿

社会課、医療政策課、水・

大気環境課、原子力環境セ

ンター・衛生環境研究所、

中部総合事務所、西部総合

事務所、各部局主管課 

関西広域連合 

地方放射線モニタリン

グ対策官事務所 
―――――――――― 
地方放射線モニタリン

グ対策官 

※県は、必要があると認める場合等は、

現地確認（米子市、境港市と合同）又

は立入検査を行い、市町村等にその状

況を連絡する。 
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図３－６ 県のモニタリングポストで施設敷地緊急事態発生の通報を行うべき数値を発見 

した場合の連絡系統図（人形峠環境技術センター） 

 
                  ①確認 
 
                  ②結果報告  
 
     ①連絡    ④結果報告 
 
 
                   ③確認 
                    指示 
 
① 連絡 
 
 

 
 
 
                      ⑤連絡 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

鳥取県警察本部 

三朝町※ 

上齋原原子力 
規制事務所 

―――――――――― 
原子力運転保安検査官 
原子力防災専門官 

上席放射線防災専門官 

地方放射線モニタリン

グ対策官事務所 
島根原子力規制事務所 
―――――――――― 
地方放射線モニタリン

グ対策官 
上席放射線防災専門官 

※県は、原災法の施行に必要な限度に

おいて立入検査を行い、市町村等にそ

の状況を連絡する。 

国立研究開発法人(独)日本原

子力研究開発機構 
人形峠環境技術センター 

倉吉警察署 

鳥取中部消防局 

鳥取市（佐治総合支所） 

湯梨浜町 

倉吉市 

指定地方公共機関 
指定公共機関（一部） 

その他の関係機関 

鳥取市 

鳥取県 
（中央監視装置） 

その他県内市町村 

自衛隊（陸上自衛隊第８普通

科連隊（米子駐屯地）、航空

自衛隊第３輸送航空隊（美保

基地）、鳥取地方協力本部） 

岡山県 

危機管理政策課、危機対策・情報

課、消防防災課、広報課、東部振

興課、長寿社会課、医療政策課、

水・大気環境課、原子力環境セン

ター・衛生環境研究所、中部総合

事務所、各部局主管課 

関西広域連合 
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２．応急対策活動情報の連絡 

（１）施設敷地緊急事態発生後の応急対策活動情報、被害情報等の連絡 
① 原子力事業者は、官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、内閣府（原子力防災担当）、関係地方公

共団体、県警察本部、所在市町の消防機関、最寄りの海上保安部署、原子力防災専門官等に施設の

状況、原子力事業者の応急対策活動の状況及び事故対策本部設置の状況、被害の状況等を定期的に

文書により連絡するものとされている。おり、さらに、また、原子力規制委員会は、連絡を受けた

場合、関係省庁事故対策連絡会議及び現地事故対策連絡会議に連絡するものとされている。 
② 原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部は、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合

同警戒本部と関係地方公共団体が、相互に協力して作成した施設敷地緊急事態要避難者の数や避難

の方針等を含む施設敷地緊急事態における防護措置の実施方針について確認を行った後、関係地方

公共団体や原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同現地対策本部等の間で認識の共有を図るもの

とされている。 
③② 県は、国（原子力防災専門官を含む。）から情報を得るとともに、原子力事業者等から連絡を受

けた事項、自ら行う応急対策活動の状況等を国に対して随時連絡する等、相互の連絡を密にするも

のとする。 
④③ 県は、市町村及び指定地方公共機関に対して、原子力事業者及び国から通報・連絡を受けた事

項、自ら行う応急対策活動の状況等を随時連絡する等、連絡を密にするものとする。 
⑤④ 県及び市町村は、各々が行う応急対策活動の状況等について相互の連絡を密にするものとする。 
⑥⑤ 県は、オフサイトセンターに職員を派遣し、国の現地事故対策連絡会議との連携を密にするも

のとする。また、オフサイトセンターに派遣した職員に対し、県が行う応急対策活動の状況、被害

の状況等に関する情報を随時連絡するものとする。 
（２）全面緊急事態における連絡等（原子力緊急事態宣言後の応急対策活動情報、被害情報等の連絡） 
 ① 原子力事業者の原子力防災管理者は、全面緊急事態発生後又は発見の通報を受けた場合、直ちに

官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、内閣府（原子力防災担当）、関係地方公共団体、県警察本部、

所在市町の消防機関、最寄りの海上保安部署、原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官等に同

時に文書をファクシミリで送付するものとされている。さらに主要な機関等に対してはその着信を

確認するものとされている。 
② 全面緊急事態を受けて設置された国の原子力災害対策本部原子力規制委員会は、全面緊急事態が

発生したと判断したことを場合は直ちに指定行政機関、関係省庁及び関係地方公共団体に連絡を行

うものとされている。 
県は、国の原子力災害現地対策本部、指定公共機関、関係周辺市町、所在県、所在市町、所在周

辺市、指定地方公共機関及び原子力事業者その他関係機関とともに、オフサイトセンターにおいて、

施設の状況の把握、モニタリング情報の把握、医療関係情報の把握、住民避難・屋内退避状況の把

握等を担う各機能班にそれぞれ職員を配置することにより、常時継続的に必要な情報を共有すると

ともに、県が行う緊急事態応急対策について必要な調整を行うものとする。 
③ 県は、オフサイトセンターに派遣した職員に対し、県が行う緊急事態応急対策活動の状況、被害

の状況等に関する情報を随時連絡するものとする。 
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④ 原子力災害合同対策協議会は、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部、原子力規制

委員会・内閣府原子力事故合同現地対策本部及び関係地方公共団体が、相互に協力して作成したＰ

ＡＺ内の避難者の数や避難の方針等を含む全面緊急事態における防護措置の実施方針について確認

を行った後、関係地方公共団体や国の原子力災害対策本部等との間で認識の共有を図るものとされ

ている。 
⑤④ 原子力防災専門官等現地に派遣された国の職員は、オフサイトセンターにおいて、必要な情報

の収集・整理を行うとともに、県、所在県、所在市町、及び関係周辺市町をはじめ原子力事業者、

関係機関等の間の連絡・調整等を引き続き行うものとされている。 
⑥⑤ 連絡系統図 
 ア 島根原子力発電所 
   国（原子力規制委員会）から連絡を受けた事項について、県は、関係周辺市米子市、境港市、

その他県内市町村、自衛隊、関係する指定地方公共機関等に連絡を行うものとする。 
・図３－７「全面緊急事態時の通報系統図（島根原子力発電所）」 

 イ 人形峠環境技術センター 
   国（原子力規制委員会）から連絡を受けた事項について、県は、三朝町、その他県内市町村、

関係する指定地方公共機関等に連絡を行うものとする。 
・図３－８「全面緊急事態時の連絡系統図（人形峠環境技術センター）」 
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図３－７ 全面緊急事態時の通報系統図（島根原子力発電所） 
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図３－８ 全面緊急事態時の連絡系統図（人形峠環境技術センター） 
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岡山県危機管理課 （独）日本原子力研究開
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人形峠環境技術センター 
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３．一般回線が使用できない場合の対処 

  国の原子力災害対策本部原子力規制委員会は、関係地方公共団体及び住民に対して、必要に応じて、

衛星電話、インターネット電子メール、ＮＪ－ＡＬＥＲＴ等多様な通信手段を用いて、国の原子力災

害対策本部の指示等を確実に伝達するものとされており、県は、伝達された内容を関係周辺市町に連

絡するものとする。 
地震や津波等の影響に伴い、一般回線が使用できない場合は、別途整備されている衛星通信回線な

らびに防災行政無線等を活用し、情報収集・連絡を行うものとする。 
 
４．放射性物質又は放射線の影響の早期把握のための活動 

（１）モニタリング本部の設置及び緊急時モニタリング等の実施 

 ① 情報収集事態の環境放射線モニタリング 

   県は、固定観測局等の稼働状況を確認し、異常がある場合には、代替機の設置や修理等を行い、

平常時モニタリングを継続するものとする。 

② 警戒事態の環境放射線モニタリング 

   県は、警戒事態の発生を認知した場合、モニタリング本部を設置する。モニタリング本部は、固

定観測局等の稼働状況を確認し、異常がある場合には、代替機の設置や修理等を行うとともに、平

常時モニタリングの強化を行い、緊急時モニタリングの準備を開始するものとする。また、原子力

規制委員会との連絡手段の確認等を行い、環境放射線モニタリングの観測結果を報告するとともに、

国によるＥＭＣの立上げ準備に協力するものとする。 
 ③ ＥＭＣの立上げ及び緊急時モニタリング実施計画の策定 
   施設敷地緊急事態に該当する事象が発生した場合には、国は、ＥＭＣを立ち上げるものとされて

いる。県は、国によるＥＭＣの立上げに協力するとともに、職員を派遣するものとする。 
   国は、原子力災害対策指針等に基づき、緊急時モニタリング計画を参照して、周辺住民の住居の

分布及び地形を考慮に入れ、また、原子力施設の状況及び気象情報等を参考にしつつ、緊急時モニ

タリング実施計画を策定するものとされている。 
④ 緊急時モニタリングの実施 

県は、緊急時モニタリング実施計画が策定されるまでの間は、県が定めた緊急時モニタリング計

画に基づき、緊急時モニタリング実施計画が策定された後は緊急時モニタリング実施計画に基づい

て、ＥＭＣの統括の下、緊急時モニタリングを実施するものとする。 
⑤ 緊急時モニタリング実施計画の改訂への参画 

   国は、原子力災害対策指針及び初動段階の緊急時モニタリングの結果、ＥＭＣからの意見等に基

づき原子力施設の状況、放射線状況及び防護措置の実施状況等に応じて、緊急時モニタリング実施

計画を適宜改訂するものとされている。モニタリング本部は、ＥＭＣと連絡調整を行いこの改定に

協力するものとする。 
⑥ モニタリング結果の共有 

   ＥＭＣはモニタリング結果の妥当性を確認し、ＥＭＣ内、原子力規制委員会・内閣府原子力事故

合同対策本部（全面緊急事態においては、原子力災害対策本部）及びオフサイトセンター放射線班

と速やかに結果を共有する。また、原子力災害対策本部等が行ったモニタリングの結果の評価等を
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ＥＭＣは、オフサイトセンター放射線班と共有する。県は、緊急時モニタリング計画等に沿って、

オフサイトセンター内で共有された評価結果を、関係市町と共有するとともにその他県内市町村に

連絡するほか、災害時応援協定の相手先と共有する。 
また県は、モニタリング情報共有システムを活用し、県から情報を送信し関係機関と情報を共有

するとともに、他機関から情報を受信し、情報を共有するものとする。 
（２）緊急時の公衆の被ばく線量の実測 

   県は、国及び指定公共機関と連携し、原子力緊急事態宣言発出後、健康調査・健康相談を適切に

行う観点から、発災後１週間以内を目途に緊急時における放射性ヨウ素の吸入による内部被ばくの

把握を、１か月以内を目途に放射性セシウムの経口摂取による内部被ばくの把握を行うとともに、

速やかに外部被ばく線量の推計等を行うための行動調査を行うものとする。 

 

第３節 活動体制の確立 

１．県の活動体制 

（１）原子力災害対策のための警戒態勢 
① 警戒態勢 

   県は、情報収集事態体制又若しくは警戒事態の発生を認知した場合、速やかに職員の非常参集、

情報の収集・連絡体制の確立等必要な体制をとるとともに、国、関係周辺市町、所在県及び原子力

事業者等関係機関と緊密な連携を図りつつ、原子力災害対策のためあらかじめ定められた警戒態勢

をとるものとする。 
② 情報の収集 

   県は、警戒事態発生を認知した場合、県災害警戒本部を設置し、原子力防災専門官、原子力事業

者等から情報等を得る等国との連携を図りつつ、事故の状況の把握に努めるものとする。 
また、県災害警戒本部設置に合わせ緊急事態対処センターにある機器等を立ち上げ、県が入手す

る情報を一元的に管理するものとする。 
③ オフサイトセンターの設営準備への協力 

   県は、警戒事態の発生を認知した場合、直ちにオフサイトセンターの立上げ準備への協力を行う

ものとする。 
④ 現地事故対策連絡会議への職員の派遣 

   県は、国が現地事故対策連絡会議をオフサイトセンターで開催する場合には、あらかじめ定めら

れた職員をオフサイトセンターに派遣するものとする。 
⑤ 国等との情報の共有等 

   県は、オフサイトセンターに派遣した職員に対し、県が行う応急対策の状況、緊急事態応急対策

の準備状況等について随時連絡する等当該職員を通じて国等との連絡・調整、情報の共有を行うも

のとする。 
⑥ 警戒態勢の解除等 

警戒態勢の解除又は警戒態勢からの体制移行は、概ね以下の基準によるものとする。 
  ア 原子力施設の事故が終結し、災害応急対策が完了した又は対策の必要がなったと認めたとき 
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  イ 災害対策本部に移行したとき 
（２）県災害対策本部の設置等 
① 県は、施設敷地緊急事態発生の通報を受けた場合、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出し

た場合又は知事が必要と認めた場合は、あらかじめ定められた場所に知事を本部長とする県災害対

策本部を設置するものとする。さらに、原則として島根原子力発電所の場合においては、副知事を

長とする県現地災害対策本部を西部総合事務所に設置し、統轄監及び連絡要員をオフサイトセンタ

ーに派遣するものとし、人形峠環境技術センターの場合においては、副知事を長とする県現地災害

対策本部をオフサイトセンターに設置するものとする。 
② 県災害対策本部の廃止は、概ね以下の基準によるものとする。 
 原子力緊急事態解除宣言がなされた後、本部長が、原子力施設の事故が終結し、原子力災害中長

期対策が完了した又は対策の必要がなくなったと認めたとき 
（３）県災害対策本部等の組織、配備体制及び参集方法等 

県災害対策本部等の組織、構成、配備体制（参集方法）、所掌事務等は以下に示すとおりとする。

なお、これらに定めのない事項については、鳥取県地域防災計画・災害応急対策編（共通）の定め

によるほか、必要に応じて本部長が指示するものとする。 
・図３－９「県災害警戒本部体制の組織」 
・図３－１０「島根原子力発電所に係る県災害対策本部体制」 
・図３－１１「人形峠環境技術センターに係る県災害対策本部体制」 
・表３－１「県災害対策本部の所掌事務」 
・別紙１「原子力災害時の災害体制の基準（島根原子力発電所）」 
・別紙２「原子力災害時の災害体制の基準（人形峠環境技術センター）」 

（４）複合災害時の対応他の災害等による県災害対策本部等との連携 
   複合災害が発生し、県災害対策本部において原子力災害以外の災害についても対応が必要となっ

たが複数設置された場合は、重複する必要に応じて要員の所在調整等を行うとともに、災害対策本

部内の情報共有の収集・、連絡・調整等を緊密に行う等、効率的かつ実効的な組織運営を図るのた

めの要員の相互派遣、合同会議の開催等に努めるものとする。県現地対策本部についても、必要に

応じて、同様の配慮を行うものとする。 
（５）部の設置 

県災害対策本部を設置したときは、業務を統一的かつ効果的に実施するため、下部組織として次

の部を設置する。 
  ア モニタリング本部（警戒態勢から引き続き設置） 
  イ 医療救護対策本部 
  ウ 避難支援センター 
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図３－９ 県災害警戒本部体制の組織 
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図３－１０ 島根原子力発電所に係る県災害対策本部体制 
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図３－１１ 人形峠環境技術センターに係る県災害対策本部体制 
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表３－１ 県災害対策本部の所掌事務 

１．実施部の所掌事務 

実施部局長 主管課 課（班）長 事務分掌 
元気づくり総

本部長 
とっとり元

気戦略課 
とっとり元気

戦略課長 
１ 統轄監の連絡調整に関すること 
２ 元気づくり総本部内の連絡調整に関するこ

と 
３ 関係省庁の視察に関すること 
４ 県災害対策本部事務局の応援に関すること

（渉外班） 
広報課長 １ 災害対策および避難等に係る広報に関する

こと 
２ 陳情（市町村）に関すること 
２３ 報道機関との連絡調整、放送要請に関する

こと 
３４ 県災害対策本部事務局の応援に関するこ

と（広報班） 
県民課長 １ 県民からの県政に係る一般広聴に関するこ

と 
２ 県災害対策本部事務局の応援に関すること

（広報班） 
参画協働課長 １ ボランティアの受け入れに関すること 
女性活躍推進

男女共同参画

推進課長 

１ 県民からの男女共同参画に係る相談、その他

男女共同参画に関すること 

総務部長 総務課 総務課長 
 

１ 本部長および副本部長の連絡調整に関する

こと 
２ 災害見舞、視察者等の主要来県者の対応に関

すること 
３ 庁舎（県庁舎）の管理、運用、調査に関する

こと 
４ 総務部内の連絡調整に関すること 

財政課長 
 

１ 災害関係費の予算措置に関すること 
２ 県議会に関すること 
３ 陳情書（政府・国会）の作成に関すること 

政策法務課長 １ 損害賠償に関すること 
税務課長 １ り災による県税の減免に関すること 

２ 庁舎（東部庁舎）の管理、運用、調査に関す

ること 
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営繕課長 １ 県有財産、営造物の災害、応急復旧に関する

こと 
情報政策課長 １ 災害時の情報システムによる県民向け情報

提供支援に関すること 
２ 鳥取情報ハイウエイに関すること 

人事企画課長 １ 職員の服務、給与、手当てに関すること 
２ 職員の動員、派遣要請、受け入れに関するこ

と 
３ 災害時緊急支援チームの派遣に関すること 
４ 職員災害応援隊の派遣に関すること 
５ 職員の相互応援および職員派遣要請に関す

ること 
６ 職員の安否、補償に関すること 

業務効率推進

課長 
１ 広域避難所の運営の統括に関すること 
２ 広域避難所の運営（県営分）に関すること 
３ 鳥取県庁業務継続計画の総括に関すること 

財源確保推進

課長 
１ 公有財産の管理に関すること 
２ 派遣専門家等応援要員の宿舎に関すること 

福利厚生課長 １ 職員のり災給付に関すること 
２ 職員の被ばく線量管理に関すること 

人権・同和対

策課長 
１ 人権擁護の確保に関すること 

東京本部長  東京本部 １ 国会及び関係各省庁等との連絡その他必要

な対策に関すること 
地域振興部長 地域振興課 地域振興課長 

 
１ 地域振興部内の連絡調整に関すること 
２ り災市町村の行財政運営に対する助言およ

び情報提供に関すること 
３ 安否情報（外国人を含む）の収集、問い合わ

せに関すること 
４ 市町村の通常業務等の継続支援の総括に関

すること 
交通政策課長 １ 災害時における公共交通機関の運行状況の

把握に関すること 
２ 災害時における輸送力の確保に関すること 
３ 避難車両の確保に関すること 

教育・学術振

興課長 
１ 私立学校の災害対策に関すること 

観光交流局長 観光戦略課 観光戦略課長 １ 観光交流局内の連絡調整に関すること 
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２ 災害時における観光客への情報提供に関す

ること 
３ 観光施設の災害対策に関すること 
４ 観光施設における風評被害対策に関するこ

と 
交流推進課長 １ 災害時における要配慮者（外国人に限る。）

への情報提供、避難、救護に関すること 
福祉保健部長 福祉保健課 福祉保健課長 １ 災害救助法に関すること 

２ 義援金の受付に関すること 
３ 福祉保健部内の連絡調整に関すること 
４ 県災害対策本部事務局の応援に関すること

（救護班） 
５ 避難支援センターに関すること 

障がい福祉課

長 
１ 障害者支援施設等の災害対策に関すること 
２ り災者に対する身体障害者福祉法の適用に

関すること 
３ 避難行動要支援者（障がい者施設入所者）の

輸送手段確保の支援に関すること 
長寿社会課長 １ 災害時における避難行動要支援者（外国人を

除く。）への情報提供、避難、救護に関するこ

と 
２ 避難支援センターに関すること 
１３ 避難行動要支援者（高齢者施設入所者）の

輸送手段確保の支援に関すること 
２１４ 老人福祉施設の災害対策、り災高齢者の

援護に関すること 
３２５ 災害ボランティア等の支援に係る総合

調整に関すること 
子育て応援課

長 
１ 保育所、私立幼稚園の災害対策に関すること 

青少年・家庭

課長 
１ 児童福祉施設（障がい児施設を除く）の災害

対策に関すること 
２ り災母子世帯に対する母子福祉資金及びり

災寡婦世帯に対する寡婦福祉資金の融資に関

すること 
３ り災児童の援護、メンタルヘルスに関するこ

と 
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子ども発達支

援課長 
１ 児童福祉施設（障がい児施設に限る）の災害

対策に関すること 
健康政策課長 １ 避難者の避難退域時検査、除染に関すること 

２ 保健・栄養指導に関すること 
医療政策課長 １ 医療救護対策本部に関すること 

２ 原子力災害緊急被ばく医療活動に関するこ

と 
３ 医療機関の災害対策に関すること 
４ 避難行動要支援者（入院患者）の輸送手段確

保の支援に関すること 
５ 甲状腺スクリーニング及びホールボディカ

ウンタに関すること 
医療指導課長 １ 安定ヨウ素剤の予防的投与体制の整備に関

すること 
２ 医薬品および衛生材料の調達（流通）に関す

ること 

生活環境部長 環境立県推

進課 
環境立県推進

課長 
１ 電力事業者の被害状況の把握に関すること 
２ 生活環境部内の連絡調整に関すること 

水・大気環境

課長 
１ 平常時モニタリングに関すること 
２ 環境の除染に関すること 
３ 給水に関すること 
４ 仮設トイレの確保に関すること 

原子力環境セ

ンター所長・

衛生環境研究

所長 

１ 環境放射線モニタリングに関すること 
２ モニタリング本部の設置、管理、運営に関す

ること 
３ 原子力環境センターの管理、運営に関するこ

と 
循環型社会推

進課長 
１ 災害廃棄物の処理に関すること 

くらしの安心

推進課長 
１ 生活関連物資の調達・供給（携帯トイレ、飲

料水（ボトルウォーター）を含む）に関するこ

と 
２ 飲食物の摂取制限に関すること（農林水産物

を除く） 
３ 食品衛生、食中毒防止対策に関すること 
４ 家庭動物（ペット）に関すること 
５ 入浴施設（公衆浴場）のあっせんに関するこ

と 
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６ 旅館・ホテル等の避難所としての借り上げに

関すること 
７６ 県災害対策本部事務局の応援に関するこ

と（物資班） 
住まいまちづ

くり課長 
１ 応急仮設住宅の提供供給に関すること 
２ 公営住宅の調査に関すること 
３ 恒久住宅の提供に関すること 

商工労働部長 商工政策課 商工政策課長 １ 商工労働部内の連絡調整に関すること 
企業支援課長 １ り災中小企業に対する金融に関すること 

２ 商工会議所、商工会および中小企業団体中央

会等の連絡に関すること 
３ 商業関係施設の災害対策に関すること 

通商物流課長 １ トラックその他物資輸送手段の確保、手配 
 に関すること 

労働政策課長 １ 被災労働者の福祉対策および金融措置に関

すること 
就業支援課長 １ り災者の雇用機会の確保に関すること 

農林水産部長 農林水産総

務課 
農林水産総務

課長 
１ 農林水産業団体との連絡調整に関すること 
２ 農林水産部内の連絡調整に関すること 

経営支援課長 １ 農業災害補償に関すること 
２ 被害農家に対する融資に関すること 

生産振興課長 １ 食糧の確保及びあっせんに関すること 
２ 農産物、養蚕の災害対策に関すること 
３ 種苗、生産資材等に関すること 
４ 農産物の採取、出荷の規制に関すること 
５ 農産物の風評被害対策に関すること 

畜産課長 １ 畜産物の災害対策に関すること 
２ 畜産物の出荷の制限に関すること 
３ 飼料、動物用医薬品に関すること 
４ 家畜の移動等に関すること 
５ 畜産物の風評被害対策に関すること 

森林・林業振

興局長 
１ 特用林産物の収穫及び出荷の制限に関する

こと 
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水産課長 １ 漁業無線に関すること 
２ 漁船に関すること 
３ 県有船舶の運用、調整に関すること 
４ 水産業に対する融資に関すること 
５ 水産物の災害対策に関すること 
６ 水産物の漁獲、出荷の制限に関すること 
７ 水産物の風評被害対策に関すること 

県土整備部長 技術企画課 技術企画課長 １ 建設用資機材の調達に関すること 
２ 公共土木施設用地の供与、土地等の使用に関

すること 
道路企画課長 １ 道路の通行の確保に関すること 

２ 道路状況の把握に関すること 道路建設課長 
空港港湾課長 １ 空港、港湾、漁港施設の把握、確保に関する

こと 
県土総務課長 １ 建設業者への連絡に関すること  

２ 県土整備部内の連絡調整に関すること 
３ 庁舎（八頭庁舎）の管理、運用、調査に関す

ること 
会計管理者 会計指導課 会計指導課長 １ 災害対策に係る費用の出納に関すること 

統括審査出納

課長 
集中業務課長 １ 県有車両の運用、調整に関すること 
物品契約課長 １ 災害対策に係る物品の購入契約に関するこ

と 
企業局長 経営企画課 経営企画課長 １ 企業局内の連絡調整に関すること 

工務課長 １ 県営発電施設の把握及び運転確保に関する

こと 
２ 県営工業用水施設の把握及び保全に関する

こと 
病院事業管理

者 
総務課 県立中央病院 

県立厚生病院 
１ 県立病院への患者受入可能状況の把握に関

すること 
２ 県立病院救護班派遣可能状況の確認に関す

ること 
３ 県立病院における災害時の原子力災害被ば

く医療体制に関すること 
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教育長 教育総務課 教育総務課長 １ 災害対策関係職員の動員に関すること 
２ 学校の避難計画作成支援に関すること 
３ 避難所の確保、開設、運営に関する協力に関

すること 
４ 教職員等のり災給付に関すること 
５ 教育部内の連絡調整に関すること 

教育環境課長 １ 教育施設の災害対策に関すること 

小中学校課長 １ 公立学校等への情報の伝達に関すること 
２ 避難児童及び生徒の救護に関すること 
３ 応急教育に関すること 
４ り災生徒・児童の育英奨学に関すること 

特別支援教育

課長 
高等学校課長 
社会教育課長 １ 社会教育施設の災害対策に関すること 

２ 防災活動に協力する婦人会、青年団の連絡調

整に関すること 
人権教育課長 １ り災生徒の奨学資金に関すること 

２ 集会所の災害対策に関すること 
体育保健課長 １ り災生徒・児童の保健衛生に関すること 

２ 災害時における学校給食対策に関すること 
警察本部長 警備第二課 警備第二課長 

 
１ 広域緊急援助隊の受け入れ体制等の整備に

関すること 
２ 避難者の誘導・指示に関すること 
３ 交通誘導に関すること 
４ 交通規制および交通の確保に関すること 
５ 地域の安全確保に関すること 
６ 避難対象地域、避難施設等の治安維持に関す

ること 
７ 避難等防災広報活動に関すること 
８ 被災者の支援と情報収集に関すること 

 

２．○地方支部の所掌事務 

支部長 支部 支部員 事務分掌 
中部・西部総

合事務所長※ 
地域振興局 地域振興局長 １ 県災害対策本部地方支部の設置に関するこ

と 
２ 市町村との連絡調整に関すること 
３ 職員応援体制の整備に関すること 
４ 庁舎の管理、運用、調査に関すること 

福祉保健局 福祉保健局長 １ 医療救護対策支部に関すること 
生活環境局 生活環境局長 １ モニタリング本部の支援に関すること 
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２ 飲料水に関すること 
関係する所

属 
 １ 広域避難所の運営支援に関すること 

２ 被害状況の把握及び報告に関すること 
東部振興監 東部振興課 東部振興課長 １ 県災害対策本部地方支部の設置に関するこ

と 
２ 市町との連絡調整に関すること 
３ 職員応援体制の整備に関すること 

※西部総合事務所（島根原子力発電所）、中部総合事務所（島根原子力発電所、人形峠環境技術センター）

及び東部振興監（島根原子力発電所）については、所掌事務に次の項目を加える。 
西部総合事務所（島根原子力発電所） 
・島根原子力発電所の現地確認に関すること 
・島根県庁へのＬＯ（連絡員）派遣に関すること 
・県現地災害対策本部の設置に関すること 
・島根オフサイトセンターへの要員派遣に関すること 
・平常時モニタリングに関すること 
・避難途中の住民等に対する支援に関すること 

中部総合事務所（島根原子力発電所） 
 ・避難途中の住民等に対する支援に関すること 
中部総合事務所（人形峠環境技術センター） 
・人形峠オフサイトセンターへの要員派遣に関すること 
・平常時モニタリングに関すること 

東部振興監（島根原子力発電所） 
 ・避難途中の住民等に対する支援に関すること 

 
３．○県災害対策本部（原子力）事務局事務分掌 
○事務局長（原子力安全対策監） 

 対策本部長の主要な補佐者として、対策本部長の指示のもと、各班長等の職務を統制する。 

○情報管理官 

 対策本部長の指示のもと、情報業務を所掌する。また、その他、対策本部長から指示のあった事務

を行う。情報収集班長及び通信班長を指揮監督し、所掌事務を遂行する。 

班名及び構成 事務分掌 

総括班 

○班長 

 原子力安全対策課長 

○副班長 

 総務課長 

 危機管理政策課 課長補佐 

○班員 

１ 災害応急対策の基本方針及び総合的災害対策計画

の企画に関すること。 
２ 各部、班の災害応急対策の総合調整に関すること 
３ 本部の予算に関すること 
４ 防災会議との連絡調整に関すること 
５ 本部会議の運営及び記録に関すること 
６ 本部長の命令指示の伝達に関すること 
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 危機管理政策課 

元気づくり総本部、総務部、地域

振興部、観光交流局、福祉保健部、

生活環境部、商工労働部、農林水

産部、県土整備部、会計管理者、

企業局、教育委員会、警察本部 

７ 事務局各班の連絡調整及び班長会議に関すること 
８ 県現地災害対策本部に関すること 
９ 県現地災害対策本部長、被災市町村長との連絡調整

に関すること 
10 自衛隊、緊急消防援助隊、海上保安庁への派遣要請

及び受入、活動調整に関すること 
11 防災関係機関との連絡調整に関すること 
12 各機関のヘリコプターの調整、その他、輸送力の確

保（自衛隊関係）に関すること 
13 国及び都道府県に対する連絡調整、応援要請に関す

ること 
14 各事態区分に応じた防護措置の実施方針の作成に

関すること 
1514 その他災害対策に関すること 

 

情報収集班 

○班長 

危機対策・情報課 

災害情報センター参事 

○副班長 

 とっとり元気戦略課長 

 政策法務課長 

○班員 

 危機対策・情報課 

災害情報センター 

 危機管理政策課 

 元気づくり総本部、総務部、地域

振興部、観光交流局、福祉保健部、

生活環境部、商工労働部、農林水産

部、県土整備部、会計管理者、企業

局、教育委員会、警察本部 

１ 被災情報の収集及び集計に関すること 
２ 気象情報等の収受及び通報に関すること 

３ 生活情報の収集に関すること 
４ 被災地支援情報（ボランティア活動等を含む）の収

集に関すること 
５ 市町村、消防局その他の防災関係機関の応急活動の

把握に関すること 
６ 各班及び県現地災害対策本部等への情報提供に関

すること 
７ 防災関係機関等に対する情報提供に関すること 
８ 隣接県の災害対策本部設置状況及び被害状況の取

りまとめに関すること 
９ 原子力損害賠償に関すること 
 

 

通信班 

○班長 

 危機対策・情報課 

情報システム担当 課長補佐 

○副班長 

情報システム担当 係長 

１ 防災行政無線、アシスト等及び国等との情報伝達手

段の機能確保に関すること 

２ 通信施設の保全および通信連絡の総括 

３ 県災害対策本部の機器及び各種防災情報システム

機器の管理 

４ ヘリコプターテレビシステムの運用 
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○班員 

 情報システム担当 

５ 通信回線の確認 

６ ファクシミリ送信等他班の支援 

 

広報班 

○班長 

 広報課長 

○副班長 

 県民課長 

○班員 

 広報課職員 

 県民課職員 

 危機対策・情報課 

災害情報センター 

１ 新聞、テレビ、ラジオ等による情報の伝達に関する

こと 

２ 知事の呼びかけ等テレビ、ラジオによる特別広報に

関すること 

３ 知事発表、資料提供等報道機関への対応に関するこ

と 

４ 被災市町村、その他の者の要請に基づく広報に関す

ること 

５ 災害応急対策の広報に関すること 

６ 対策の進捗状況等を記録するための写真等の収集

整理に関すること 

７ 報道機関の取材調整に関すること 

８ 消費者保護対策及び物価対策に係る情報提供に関

すること。 

９ 風評被害の影響の軽減に関すること 

10 発災時以降における県民等からの被害情報、ボラン

ティア活動等の問い合わせへのに対する対応に関す

ること 

 

渉外班 

○班長 

 とっとり元気戦略課長 

○副班長 

 財政課長 

○班員 

 元気づくり総本部、総務部 

１ 政府及び国会に対する要望書等の作成に関するこ

と 

２ 政府及び国会の視察団の視察に関すること 

３ 激甚災害法の各部調整に関すること 

４ 県議会との連絡調整に関すること 

 

活動支援班 

○班長 

 消防防災課長 

○副班長 

 人事企画課長 

 情報政策課長 

○班員 

 消防防災課 

１ 被災市町村の支援、調整に関すること 

２ 市町村相互間の応援に係る調整の総括に関するこ

と 

３ 被災市町村の原子力災害対策の代行調整に関する

こと 

４ 県外避難者に対する支援に関すること 

５ 県災害対策本部の庶務に関すること 

６ 県災害対策本部に係る執務室の確保に関すること 
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 元気づくり総本部、総務部、地域

振興部、観光交流局、福祉保健部、

生活環境部、商工労働部、農林水

産部、県土整備部、会計管理者、

企業局、教育委員会、警察本部 

  

７ 災害対策要員の確保及び勤務ローテーションに関

すること 

８ 災害対応職員、県有管理施設職員及び県有管理施設

の安全の確保に関すること 

９ 災害対応要員の食糧等及び宿泊先の確保に関する

こと 

10 通信・連絡体制（防災行政無線を除く）の確保に関

すること 

11 県有車両の運用に関すること（土木作業用車両を除

く） 

12 事務用品、備品の管理、補給に関すること 

13 県職員等及び県管理施設の被害の集計等に関する

こと 

 

救護班 

○班長 

 福祉保健課長 

○副班長 

 業務効率推進課長 

 住まいまちづくり課長 

 教育総務課長 

○班員 

 消防防災課 

 総務部、観光交流局、福祉保健部、

生活環境部、県土整備部、教育委

員会 

１ 避難所等の開設、運営及び避難所等における通信設

備の確保に関すること 

２ 応急救助（避難施設の供与、医療等の提供、学用品

の供与、埋葬・火葬、死体の処理、通信設備の提供及

び被災住宅の応急修理等）の実施に関すること 

３ 災害救助法（市町村への事務委任手続きを含む）の

適用及び実施に関すること 
４ 医療情報の防災関係機関及び医療関係機関への提

供に関すること 

５ 医療及び医薬品の確保に関すること 

６ 医療救護対策本部の編成及び設置（支援）に関する

こと 

７ 保健衛生の確保に関すること 

８ 要配慮者対策に関すること 

９ 被災住宅の応急修理等に関すること 

10 ライフラインの確保に関すること 

11 動物（家庭動物（ペット）に限る）の健康管理に関

すること 

 

物資班 

○班長 

 くらしの安心推進課長 

○副班長 

 通商物流課長 

１ 応急救助（食糧、生活関連物資等の供与等）の実施

に関すること 

２ 食糧、生活関連物資等の確保に関すること（協定締

結先等） 

３ 食糧、生活関連物資の輸送に関すること 
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 生産振興課長 

 集中業務課長 

○班員 

 消防防災課 

 福祉保健部、生活環境部、商工労

働部、農林水産部、会計管理者 

４ 義捐金（物資）及び支援物資の受入及び配分に関す

ること 

５ 被災者等に対する資金等のあっせん等に関するこ

と 

 

住民避難・安全班 

○班長 

 危機対策・情報課危機管理専門官 

○副班長 

 地域振興課長、交通政策課長、技

術企画課長、県警警備第二課長 

○班員 

 危機対策・情報課 

 元気づくり総本部、総務部、地域

振興部、観光交流局、福祉保健部、

生活環境部、商工労働部、農林水

産部、県土整備部、会計管理者、

企業局、教育委員会、警察本部 

１ 市町村が行う住民避難の支援に関すること 

２ 被災住民の避難（避難時の食糧等の供与及び医療の

提供等を除く）に関すること 

３ 避難路及び緊急輸送路等の確保に関すること 

４ 避難手段及び輸送手段の確保（緊急通行車両の申請

手続きを含む）に関すること 

５ 安否情報の問い合わせへのに対する対応に関する

こと 

６ 応急救助（被災者の捜索・救助、死体の捜索）に関

すること 

７６ 社会秩序の維持及び安全の確保（立入制限地域の

設定及び危険物質の除去等を含む）に関すること 

８７ 飲食物の摂取制限に関すること 

９８ 県警本部との連絡調整に関すること 

10９ その他、避難に関する総合調整に関すること 

 

原子力班（モニタリングチーム、プ

ラントチーム） 

○班長 

 原子力安全対策課 課長補佐 

○副班長 

 水・大気環境課長 

 循環型社会推進課長 

○班員 

 原子力安全対策課 

 水・大気環境課 

 循環型社会推進課 

 その他生活環境部 

元気づくり総本部、総務部、地域

振興部、観光交流局、福祉保健部、

１ 県の原子力災害応急対策の実施の総括に関するこ

と 
２ 原子力防災資機材の確保に関すること 
３ 環境の除染に関すること 

４ 災害廃棄物の処理に関すること 

５ 国の原子力災害対策本部及び原子力災害現地対策

本部、原子力専門家会議との連絡調整に関すること 

６ 原子力防災専門官、原子力災害合同対策協議会、鳥

取県原子力安全顧問との連絡調整に関すること 

７ 専門家の派遣要請に関すること 

○モニタリングチーム 
１ 緊急時モニタリングに関すること 
２ 放射線測定調査に関すること 
３ 環境の除染に関すること 
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商工労働部、農林水産部、県土整

備部、会計管理者、企業局、教育

委員会、警察本部 

○プラントチーム 
１ プラント情報に関すること 
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２．原子力災害合同対策協議会への出席等 

  原子力緊急事態宣言が発出され、オフサイトセンターにおいて原子力災害合同対策協議会が組織さ

れることとなった場合は、県は、原則としてあらかじめ定められた責任ある判断を行える者をこれに

出席させ、原子力緊急事態に関する情報を交換し、緊急事態応急対策の実施に向けた調整を行うもの

とする。 
・図３－１２「原子力災害合同対策協議会の組織、構成員」 

  また、県は、あらかじめ定められた職員をオフサイトセンターに派遣し、初動の緊急避難における

周辺地域での活動体制を確立するとともに、施設の状況の把握、モニタリング情報の把握、医療機関

係情報の把握、住民避難・屋内退避の状況の把握等の活動に従事させるものとする。
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図３－１２ 原子力災害合同対策協議会の組織、構成員 
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 また、県は、あらかじめ定められた職員をオフサイトセンターに派遣し、初動の緊急避難における

周辺地域での活動体制を確立するとともに、施設の状況の把握、モニタリング情報の把握、医療機関

係情報の把握、住民避難・屋内退避の状況の把握等の活動に従事させるものとする。 
 
３．専門家の派遣要請 

県は、施設敷地緊急事態発生の通報がなされた場合、必要に応じて、あらかじめ定められた手続き

に従い、国及び関係機関に対して専門家の派遣を要請し、鳥取県原子力安全顧問に対しては、原子力

応急対策・放射線管理・放射線防護等の専門分野について助言等を求めると共に、必要に応じて鳥取

県原子力安全顧問に対して参集を要請するものとする。 
 
４．応援要請及び職員の派遣要請等 

（１）応援要請 
   県は、必要に応じて、あらかじめ締結された応援協定等に基づき、他都道府県等に対し速やかに

応援要請を行うものとする。 
県は、緊急消防援助隊の出動要請の必要があると認める場合又は市町村から要請があった場合は、

消防庁に対し速やかにその出動を要請するものとする。 
県は、必要に応じて、電力事業者に対し、応援要請を行うものとする。 
県警察は、必要に応じて、警察庁を通じ全国都道府県警察に対して警察災害派遣隊の出動を要請

するものとする。 
（２）指定行政機関等への職員の派遣要請等 
   知事は、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策のため必要と認めるときは、指 定行政機関

又は指定地方行政機関の長に対し、職員の派遣を要請し、又は内閣総理大臣に対し、指定行政機関

又は指定地方行政機関の職員の派遣について斡旋を求めるものとする。 
   知事は、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策のため必要と認めるときは、指定行政機関又

は指定地方行政機関の長に対し、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に関する助言その

他の必要な援助を求めるものとする。 
（３）緊急時モニタリング要員の要請等 

ＥＭＣの長は、必要な場合には、原子力規制委員会（全面緊急事態においては、原子力災害対策本

部）に対しモニタリング要員の動員を要請するものとされている。 
 

５．自衛隊の派遣要請等 

  知事は、国の原子力災害対策本部設置前において、自衛隊の派遣要請の必要があると認める場合又

は市町村長から要請があった場合は、直ちに派遣を要請するものとする。 
  また、国の原子力災害対策本部長又は知事は、自衛隊による支援の必要がなくなったと認めるとき

には、速やかに自衛隊の部隊等の撤収を要請するものとする。 
 
６．原子力災害被災者生活支援チームとの連携 
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  国の原子力災害対策本部長は、原子力施設における放射性物質の大量放出を防止するための応急措

置が終了したことにより避難区域の拡大防止がなされたこと及び初期対応段階における避難区域の住

民避難が概ね終了したことを一つの目処として、必要に応じて、国の原子力災害対策本部の下に、被

災者の生活支援のため、内閣府特命担当大臣及び原子力利用省庁の担当大臣を長とする原子力被災者

生活支援チームを設置することとされている。 
  県は、初期対応段階における避難区域の住民避難完了後の段階において、国が設置する原子力災害

被災者生活支援チームと連携し、子ども等をはじめとする健康管理調査等の推進、環境モニタリング

の総合的な推進、適切な役割分担の下、汚染廃棄物の処理や除染等を推進するものとする。 
 
７．防災業務関係者の安全確保 

  県は、緊急事態応急対策に係わる防災業務関係者の安全確保を図るものとする。 
（１）防災業務関係者の安全確保方針 
   県は、防災業務関係者が被ばくする可能性のある環境下で活動する場合には、県災害対策本部（又

は県現地災害対策本部）と現場指揮者との間で連携を密にし、適切な被ばく管理を行うとともに、

災害特有の異常心理下での活動において冷静な判断と行動が取れるよう配意するものとする。 
   また、二次災害発生の防止に万全を期するため、被ばくする可能性のある環境下で作業する場合

の防災業務従事者相互の安全チェック体制を整える等安全管理に配意するものとする。 
（２）防護対策 
① 県災害対策本部長（又は県現地災害対策本部長）、医療救護対策本部長は、モニタリング班ＥＭＣ

の長と連携し、必要に応じその管轄する防災業務関係者に対し、防護服、防護マスク、直読式個人

線量計等の防護資機材の装着及び安定ヨウ素剤の配備等必要な措置を図るよう指示するものとする。 
   また、県災害対策本部長（又は県現地災害対策本部長）は、市町村やその他防災関係機関に対し

ても、防護服、防護マスク、直読式個人線量計等の防護資機材の装着及び安定ヨウ素剤の配備等必

要な措置を図るよう指示するものとする。 
② 防護資機材に不足が生じた場合、又は生じるおそれがある場合には、県現地災害対策本部長は、

関係機関に対し防護資機材の調達の要請を行うものとする。 
   さらに、防護資機材が不足する場合には、関係機関に対し原子力災害合同対策協議会の場におい

て、防護資機材の確保に関する支援を依頼するものとする。 
（３）防災業務関係者の放射線防護 
① 防災業務関係者の放射線防護については、あらかじめ定められた緊急時の防災関係者の放射線防

護に係る基準に基づき行うものとする。この際、活動に係る被ばく線量をできる限り少なくするよ

うに努めるものとする。 
② 県は、県職員の被ばく管理を行うとともに、県職員への放射性物質による汚染が確認された場合

には、速やかにその拡大の防止及び除去を行うものとする。 
③ 県の放射線防護を担う班は、県現地災害対策本部に被ばく管理を行う場所を設定し、必要に応じ

て除染、ホールボディカウンタによる内部被ばく測定等の医療措置を行うものとする。 
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④ 県の本部の放射線防護を担う班及びＥＭＣは、医療救護対策本部及び原子力災害被ばく医療に係

る医療チームと緊密な連携のもと被ばく管理を行うものとする。また、必要に応じて専門医療機関

等の協力を得るものとする。  
   さらに、放射線防護の要員が不足する場合や高度な判断が必要な場合には、国（原子力緊急事態

宣言発出後は、国の原子力災害現地対策本部等）に対し、原子力災害被ばく医療に係る医療チーム

等の派遣要請を行うものとする。 
（４）安全対策 
① 県は、応急対策活動を行う県の防災業務関係者の安全確保のための資機材を確保するものとする。 

また、人形峠環境技術センターの対策に関しては、放射線に対する安全対策に加え、六フッ化ウランが
大気に漏えいした際に発生するフッ化水素ガスへの対応のため、あらかじめフッ化水素検知器の整備を行
うものとする。 

② 県は、応急対策を行う職員等の安全確保のため、オフサイトセンター等において、国、所在県、

所在市町、関係周辺市町及び原子力事業者と相互に密接な情報交換を行うものとする。 
 

第４節 避難、屋内退避等の防護措置 

１．避難、屋内退避等の防護措置の実施 

県は、原子力災害対策指針や国の定めるマニュアル等に基づき、避難、屋内退避等の防護措置を実

施するものとする。 
（１）島根原子力発電所において県が実施する対策 

県は、次に規定する事項について対策を行うこととしているが、事態の進展に応じ、ＵＰＺを超

えて実施が必要となった場合は、対策を講じることとなった区域も同様に対応することとする。 
① 県は、施設敷地緊急事態発生時には、国の要請又は独自の判断により、ＵＰＺ内における屋内退

避の準備を行うとともに市町村に対し、住民の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）に協力する

よう要請するものとする。 
② 県は、全面緊急事態に至ったことにより、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出し、ＰＡＺ

内の避難が指示された場合は、島根県の要請に基づき、必要な住民避難の受入れ引き受けを行うも

のとする。 
また、県は、国の要請又は独自の判断により、関係周辺市町に対し屋内退避の実施やＯＩＬに基

づく防護措置の準備を行うよう要請するとともに、その他県内市町村に対し、関係周辺市町が行う

防護措置の準備への協力の要請並びに必要に応じて、屋内退避を行う可能性がある旨の注意喚起を

行うものとする。 
また、県は、事態の規模、時間的な推移に応じて、国から避難等の予防的防護措置を講じるよう

指示された場合、緊急時モニタリング結果や、原子力災害対策指針を踏まえた国の指導・助言、指

示及び放射性物質による汚染状況調査に基づき、原子力災害対策指針に基づいたＯＩＬの値を超え、

又は超えるおそれがあると認められる場合は、市町村に対し、住民等に対する屋内退避又は避難の

ための立退きの勧告又は指示（具体的な避難経路、避難先を含む。）の連絡、確認等必要な緊急事態

応急対策を実施するとともに、住民避難の支援その他の支援活動が必要な場合には市町村と連携し

国に要請するものとする。 
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県及び関係周辺市は、屋内退避指示を出している中で、自然災害を原因とする緊急の避難等が必

要となった場合には、人命最優先の観点から、独自の判断で避難指示を行うことができる。その際

は、県及び関係周辺市は国と緊密な連携を行うものとする。 
一方で、県及び関係周辺市は、避難時の周囲の状況等により避難のために立ち退きを行うことが

かえって危険を伴う場合等やむを得ないときは、住民等に対し、屋内での退避等の安全確保措置を

指示することができる。 
原子力災害合同対策協議会は、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同現地対策本部及び関係

地方公共団体が相互に協力して作成したＵＰＺ内の避難等の対象地域や対象者の数等を含む避難等

の実施方針について確認を行った後、関係地方公共団体や災害対策本部等の間で認識の共有を図る

ものとされている。 
 ③ 放射性物質が放出された後は、国の原子力災害対策本部は、地方公共団体県及び関係市町に対し、

緊急事態の状況により、ＯＩＬに基づき緊急時モニタリングの結果に応じたＯＩＬに基づきて地方

公共団体県及び関係市町が行う避難、一時移転等の緊急事態応急対策の実施について、指示、助言

等を行うものとされている。国の原子力災害対策本部が指示を行うにあたり、原子力災害対策本部

国から事前に指示案を伝達された県知事は、当該指示案に対して速やかに意見を述べるものとする。

また、県は、市町村から求めがあった場合には、国の原子力災害対策本部による助言以外にも、避

難指示又は避難勧告の対象地域、判断時期等について助言するものとする。 
 ④ 県は、住民等の避難に要する車両について、国、関係機関の協力を得て確保するものとする。県

は、緊急事態応急対策の実施のための緊急の必要があると認めるときは、運送事業者である指定公

共機関又は指定地方公共機関に対し、運送すべき人並びに運送すべき場所及び期日を示して、被災

者の運送を要請するものとする。 
このうち、避難に要するバスについては、「原子力災害等におけるバスによる緊急輸送等に関する

協定書」に基づき、県が中国地方の各県バス協会等に要請し、確保するものとする。また、避難に

要する福祉タクシーについては、「原子力災害時等における福祉タクシーによる緊急輸送等に関する

協定書」に基づき、県が中国地方の各県タクシー協会等に要請し、確保するものとする。 
なお、県は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由が無いのに上述

の要請に応じないときは、災対法第８６条の１４第２項に基づき被災者の保護の実施のために特に

必要があるときに限り、当該機関に対し、当該運送を行うべきことを指示するものとする。 
⑤ 県は、住民等の避難誘導に当たっては、避難対象区域を含む市町村に協力し、住民等に向けて、

避難や避難支援ポイント、避難退域時検査等の場所の所在、災害の概要、緊急時モニタリング結果

や参考となる気象情報その他の避難に資する情報の提供に努めるものとする。また、県は、避難や

避難退域時検査等の場所の所在、災害の概要等の情報について、国の原子力災害現地対策本部等に

対しても情報提供するものとする。 
⑥ 県は、専用車両等の手配が必要な要配慮者等の避難に関して、屋内退避の可能期間を考慮した上

で放射線防護対策を実施した病院等医療機関、社会福祉施設等における一時的な屋内退避の実施を

検討するものとする。また、在宅の要配慮者の避難についても、これら病院等医療機関、社会福祉

施設等での一時的な屋内退避の実施を検討するものとする。 
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なお、県は放射線防護対策を実施した施設等に対し、屋内退避の実施に必要な支援を行うものと

し、当該施設等の備蓄が不足した場合に備え、必要な補給が行えるよう、関係機関との供給確保に

向けた仕組みづくりを構築するとともに、状況により放射線防護対策施設から避難させるための手

段等についても検討するものとする。 
また、県は、屋内退避後に放射線防護対策施設に設置した放射線測定器の測定結果を考慮し、避

難受入施設の確保、避難車両の確保等について、関係機関と調整の上、避難等の判断を行うものと

する。 
⑦ 県は、市町村の区域を越えて避難を行う必要が生じた場合等、災害応急対策が的確かつ円滑に行

われるようにするため特に必要があると認める場合は、受入先の市町村に対し、受入収容施設の供

与及びその他の災害救助の実施に協力するよう求める指示するものとする。また、市町村の区域を

越えて避難を行う必要が生じたこの場合、県は受入先の市町村と協議のうえ、要避難区域の市町村

に対し避難所となる施設を示すものとする。 
  なお、県境を越える広域的な避難等を要する事態となり、広域避難の受入収容に関する国の支援

が必要であると判断した場合には、国の原子力災害対策本部等に対して要請を行うものとする。 
⑧ 県は、災害の実態に応じて、市町村と連携し、飼い主による家庭動物（ペット）との同行避難を

呼びかけるものとする。 
⑨ 暴風雪や大雪時など、気象庁から特別警報等が発令された場合には、外出を控える等の安全確保

を優先する必要があるため、天候が回復するなど、安全が確保されるまでは屋内退避を優先するも

のとする。 
⑩ 県は、市町村と連携し、避難又は屋内退避等の実施にあたり、自宅での屋内退避が困難な場合等

には、コンクリート屋内退避施設の利用を検討するものとする。 
（２）人形峠環境技術センターにおいて県が実施する対策 
① 県は、原子力緊急事態宣言が発出された場合における内閣総理大臣の指示に従い、又は独自の判

断により、市町村に対し、住民等に対する屋内退避又は避難のための立退きの勧告又は指示の連絡、

確認等必要な緊急事態応急対策を実施するとともに、住民避難の支援が必要な場合には市町村と連

携し国に要請するものとする。 
県又は三朝町は、屋内退避指示を出している中で、自然災害を原因とする緊急の避難等が必要と

なった場合には、人命最優先の観点から、独自の判断で避難指示を行うことができる。その際は、

県及び三朝町は国と緊密な連携を行うものとする。 
一方で、県及び三朝町は、避難時の周囲の状況等により避難のために立ち退きを行うことがかえ

って危険を伴う場合等やむを得ないときは、住民等に対し、屋内での退避等の安全確保措置を指示

することができる。 
② 県は、住民等の避難誘導に当たっては、避難対象区域を含む市町村に協力し、避難所の所在、災

害の概要、緊急時モニタリング結果や参考となる気象情報その他の避難に資する情報の提供に努め

るものとする。 
③ 県は、避難のための立退きの勧告又は指示等を行った場合は、避難対象区域を含む市町村に協力

し、戸別訪問、避難所における確認等あらかじめ定められた方法により住民等の避難状況を確認す
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るものとする。また、避難状況の確認結果については、国の原子力災害対策本部に対しても情報提

供するものとする。 
④ 県は、市町村の区域を越えて避難を行う必要が生じた場合等、災害応急対策が的確かつ円滑に行

われるようにするため特に必要があると認める場合は、受入先の市町村に対し、受入収容施設の供

与及びその他の災害救助の実施に協力するよう求める指示するものとする。また、市町村の区域を

越えて避難を行う必要が生じたなお、この場合、県は受入先の市町村と協議のうえ、要避難区域の

市町村に対し避難所となる施設を示すものとする。 
⑤  ④⑤ 県は、災害の実態に応じて、市町村と連携し、飼い主による家庭動物（ペット）との同行

避難を呼びかけるものとする。 
 
２．避難所等 

（１） 県は、県営の広域避難所を開設するとともに、市町村に対し、緊急時に必要に応じて指定避難所

及び避難支援ポイント、避難退域時検査等の場所の開設、住民等への周知徹底について支援するも

のとする。また、必要があれば、あらかじめ指定した施設以外の施設についても、災害に対する安

全性を確認の上、管理者の同意を得て避難所等として開設することを支援するものとする。 
（２） 県は、市町村と連携し、それぞれの避難所に受け入収容れらされている避難者に係る情報の早期

把握に努め、国等への報告を行うものとする。また、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障が

い福祉サービス事業者等は、要配慮者の居場所や安否確認に努め、把握した情報については県及び

市町村に提供するものとする。 
（３） 県は、市町村と連携し、避難所における生活環境が、常に良好なものとするよう努めるものとす

る。そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じるものとす

る。また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、簡易ベッド等の活用状況、入

浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回

の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食糧の確保、配食等の状況、し尿及びごみの処理の状況等、避

難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努めるとともに、必要

に応じて、家庭動物（ペット）のためのスペース避難所におけるペット飼育場所の確保に努めるも

のとする。 
（４）県は、厚生労働省と連携し、避難所における被災者は、生活環境の激変に伴い、心身双方の健康

に不調を来す可能性が高いため、常に良好な衛生状態を保つように努めるとともに、被災者の健康

状態を十分把握し、必要に応じて救護所等の設置や心のケアを含めた対策を行うものとする。 
   特に、要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じて福祉施設等での受入

れ、介護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティア団体等の協力を得つつ、計

画的に実施するものとする。 
また、県は市町村と連携し、保健師等による巡回健康相談等を実施するものとする。 

（５）県は、市町村と連携し、避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの

違い等男女双方の視点等に配慮するものとする。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設

置や生理用品・女性用下着の女性による配布、避難所における安全性の確保等、女性や子育て家庭

のニーズに配慮した避難所の運営に努めるものとする。 
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（６）県は、国及び市町村と連携し、要配慮者への配慮、災害の規模、被災者の避難及び受入収容状況、

避難の長期化に鑑み、必要に応じて、旅館やホテル等への移動を避難者に促すものとする。 
（７）県は、国及び避難対象区域を含む市町村と連携し、災害の規模等に鑑みて、避難者の健全な住生

活の早期確保のために、必要に応じて、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅、空

き家等利用可能な既存住宅のあっせん及び活用等により、避難所の早期解消に努めるものとする。 
（８）県は、応急仮設住宅を建設する必要があるときは、避難者の健全な住生活の早期確保を図るため、

速やかに国と協議の上、建設するものとする。ただし、建設に当たっては、二次災害に十分配慮す

るとともに、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物（ペット）の受入れに配慮するものと

する。また、被災者の入居に係る事務を行い、その円滑な入居の促進に努めるものとする。なお、

応急仮設住宅の建設に必要な資機材が不足し、調達の必要がある場合には、必要に応じて国に資機

材の調達に関して要請するものとする。 
 
３．広域一時滞在 

（１）被災市町村は、災害の規模、被災者の避難、受入収容状況、避難の長期化等を考慮しに鑑み、被

災市町村の区域外への広域的な避難及び避難所、応急仮設住宅等への受入収容が必要であると判断

した場合において、同一都道府県内の他の市町村への受入れについては、当該市町村に直接協議し、

他の都道府県の市町村への受入れについては県に対し当該他の都道府県との協議を求めるものとさ

れている。 
（２）県は、市町村から協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行うものとする。また市町村の

行政機能が被災によって著しく低下した場合等、被災市町村からの要請を待つ暇がないときは、市

町村の要請を待たないで、広域一時滞在のための協議を当該市町村に代わって行うものとする。 
（３）国は、県から求めがあった場合には、受入先の候補となる地方公共団体及び当該地方公共団体に

おける被災住民の受入能力（施設数、施設概要等）等、広域一時滞在について助言するものとされ

ており、県は市町村から求めがあった場合には、同様の助言を行うものとする。 
（４）国は、市町村及び県が、被災により自ら広域一時滞在のための協議を行うことが不可能な場合に

おいて、市町村の行政機能が被災によって著しく低下した場合など、被災市町村からの要請を待つ

いとまがないときは、市町村の要請を待たないで、広域一時滞在のための協議を当該市町村及び当

該市町村を包括する都道府県に代わって行うものとされている。 
（５）国の原子力災害対策本部等は、要請があった場合、広域的観点から広域的避難収容実施計画を作

成するものとされている。また、計画の内容を避難収容関係省庁及び緊急輸送関係省庁に示し、計

画に基づく措置をとるよう依頼するとともに、要請した被災県にも計画の内容を示すものとされて

いる。 
   県は、必要に応じて、国の原子力災害対策本部等に、広域的避難収容実施計画の作成を要請する

ものとする。 
（６）県は、被災した場合、避難収容関係省庁及び緊急輸送関係省庁と連携し、計画に基づき適切な広

域的避難収容活動を実施するものとする。 
 
４．避難の際の住民等に対する避難退域時検査及び簡易除染等の実施 
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国の原子力災害対策本部は、原子力災害対策指針を踏まえ、避難退域時検査及び簡易除染措置を実

施するよう地方公共団体に指示するものとされている。 
県は、原子力災害対策指針に基づき、原子力事業者と連携し、国の協力を得ながら、指定公共機関

の支援の下、次のとおり避難退域時検査及び簡易除染を実施する。 
（１）県は、主要経路沿い等に避難退域時検査会場を設置し、住民等のＯＩＬに基づき特定された避

難区域等からの避難において、住民等（避難輸送に使用する車両及びその乗務員を含む。）を避難

所に 受入収容するまでの間に住民の汚染状況を確認することを目的に、避難退域時検査を実施し、

検査結果に応じて、たＯＩＬに基づく簡易除染を行うものとする。 
（２）また、主要経路沿い等の避難退域時検査会場で避難退域時検査等を実施しなかった住民等につ

いては、避難先地域内に設置する予備避難退域時検査会場で避難退域時検査等を行うものとする。 
（３）避難退域時検査及び簡易除染等は、次の手順に従って行うこととし、表面汚染検査用の放射線

測定器、車両用型ゲートモニター、体表面汚染モニタ、大型除染テント等の資機材を用いて行う。

また、県は複数の会場で避難退域時検査及び簡易除染を実施することを考慮し、資機材をの標準

化及び効率的にな輸送するよう努めるものとする。 
①自家用車やバス等の車両を利用して避難等をする住民の検査は、乗員の検査の代用として車両の

検査を行う。 
②車両がＯＩＬ４以下でない場合には、乗員の代表者に対して検査を行い、車両は簡易除染を行う

う。 
③乗員の代表者がＯＩＬ４以下でない場合には、乗員の全員に対して検査を行う。 
④車両以外で避難している住民については、全員に対して検査を行う。 
⑤④検査の結果、ＯＩＬ４以下でない住民等乗員については簡易除染を実施し、それでもＯＩＬ４

以下にならない場合は、医療機関等へ搬送して除染を行う。 
（４）また、車両に係る避難退域時検査等については、車両の動線が確保できる場所を確保しスムー

ズな検査等を行う。 
なお、これまでの県の基本的な考え方に基づき、車両の検査でＯＩＬ４以下であった場合であ

っても、乗員が希望すれば避難退域時検査を行うものとする。 
（５）避難退域時検査を終了した住民に対しては、終了した旨の証明書を発行し、紛失しないよう注

意喚起を行う。 
（６）車両除染及び簡易除染で発生した洗浄水、放射性物質等が付着した防護服等については、発災

元の原子力事業者が処理するものとする。 
 
 
５．避難途中の住民に対する支援の実施 

県は避難退域時検査会場等に併設した避難支援ポイントを設置し、避難途中の住民へ避難に関する

情報や物資の提供等の支援を行うものとする。 
 
６．安定ヨウ素剤の予防服用 
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県は、市町村、医療機関等と連携して、安定ヨウ素剤の服用にあたっての注意を払った上で、住民

等に対する服用指示等の措置を講じるものとする。 
（１）緊急時における住民等への安定ヨウ素剤の配布及び服用については、原則として、原子力規制委

員会がその必要性を判断し、その判断を踏まえ、原子力災害対策本部又は地方公共団体が住民等に指

示することとされている。 
（２）県は、市町村と連携し、国の原子力災害対策本部の指示に基づき、または独自の判断により、住

民等に対し、安定ヨウ素剤を配布するとともに、服用を指示するものとする。なお、可能な限り薬

剤師等の医療専門職の立ち会いの下配布・服用指示を行うものとする。 
 
７．要配慮者への配慮 

（１）県は、市町村と連携し、国の協力を得て、避難誘導、避難所での生活に関しては、要配慮者及び

一時滞在者が避難中に健康状態を悪化させないこと等に十分配慮し、放射線防護対策施設の活用、

避難所での健康状態の把握、福祉施設職員等の応援体制の整備、応急仮設住宅への優先的入居、高

齢者、障がい者向け応急仮設住宅の設置等に努めるものとする。また、要配慮者に向けた情報の提

供についても十分配慮するものとする。 
なお、要配慮者については、きめ細やかな対応等について、配慮するものとする。 

（２）病院等医療機関は、原子力災害が発生し、避難のための立退きの勧告又は指示等があった場合は、

あらかじめ機関ごとに定めた避難計画等に基づき、医師、看護師、職員の指示・引率のもと、迅速

かつ安全に、入院患者、外来患者、見舞客等を避難又は他の医療機関へ転院させるものとする。こ

の際、放射線防護対策を実施した病院等医療機関については、屋内退避の可能期間を考慮した上で、

他の病院等医療機関からの受け入れや避難又は他の医療機関への転院等を判断するものとする。入

院患者、外来患者、見舞客等を避難させた場合は、県に対し速やかにその旨連絡するものとする。 
また、県は、病院等医療機関の避難が必要となった場合は、国の協力のもと、医師会等の関係機

関と連携し、入院患者の転院先となる医療機関を調整するものとする。県内の医療機関では転院に

対処できない場合は、関係周辺都道府県及び国に対し、受入れ協力を要請するものとする。 
（３）社会福祉施設は、原子力災害が発生し、避難のための立退きの勧告又は指示等があった場合は、

あらかじめ施設ごとに定めた避難計画等に基づき、職員の指示・引率のもと、迅速かつ安全に、入

所者又は利用者を避難させるものとする。この際、放射線防護対策を実施した社会福祉施設等につ

いては、屋内退避の可能期間を考慮した上で、他の社会福祉施設等からの受け入れや避難又は他の

社会福祉施設への転所院等を判断するものとする。入所者又は利用者を避難させた場合は、県に対

し速やかにその旨連絡するものとする。また、県は、被災施設からの転所が県内の他の施設では対

処できない場合は、関係周辺都道府県及び国に対し、社会福祉施設等への受入れ協力を要請する等、

避難先の調整のための必要な支援を行うものとする。 
 
８．学校等施設における避難措置 

学校等施設において、生徒等の在校時に原子力災害が発生し、避難のための立退きの勧告又は指示

等があった場合は、あらかじめ定めた避難計画等に基づき、教職員の指示・引率のもと、迅速かつ安

全に生徒等を避難させるものとする。また、生徒等を避難させた場合及びあらかじめ定めたルールに
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基づき生徒等を保護者へ引き渡した場合は、県又は市町村に対し速やかにその旨を連絡するものとす

る。 
 
９．不特定多数の者が利用する施設における避難措置 

駅その他の不特定多数の者が利用する施設において、原子力災害が発生し、避難のための立退きの

勧告又は指示等があった場合は、あらかじめ定めた避難計画等に基づき、施設の利用者等を避難させ

るものとする。 
 
10．観光客等一時滞在者の避難等 

県及び市は観光客等の一時滞在者に対し、警戒事態において早期の帰宅等を呼びかける。 
 
1110．警戒区域の設定、避難の勧告・指示の実効を上げるための措置 

県は、国の原子力災害現地対策本部、関係機関等と連携し、市町村長等が設定した警戒区域又は避

難を勧告、若しくは指示した区域について、居住者等の生命又は身体に対する危険を防止するため、

外部から車両等が進入しないよう指導する等、警戒区域の設定、避難勧告又は指示の実効を上げるた

めに必要な措置をとるものとする。 
 
1211．食糧、生活関連物資等の供給 

（１）県は、関係機関と協力し、被災者の生活の維持のため必要な食糧、飲料水、燃料、毛布等の生活

関連物資等を調達・確保し、ニーズに応じて供給・配分を行うものとする。なお、被災地で必要と

される物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意するもの

とする。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等を含める等被災地の実情を考慮する

とともに、要配慮者のニーズや、男女のニーズの違い等に配慮するものとする。 
（２）県は、備蓄物資、自ら調達した物資及び国、他の県等によって調達され引き渡された物資の被災

者に対する供給を行うものとする。 
（３）県は、供給すべき物資が不足し、調達の必要がある場合には国（物資関係省庁）又は国の原子力

災害対策本部に物資の調達を要請するものとする。 
（４）県は、被災市町村における備蓄物資等が不足する等緊急事態応急対策を的確に行うことが困難で

あると認める等、その事態に照らし緊急を要し、被災市町村からの要請を待ついとまがないと認め

られるときは、要請を待たないで、被災市町村に対する物資を確保し輸送するものとする。 
（５）県は、緊急事態応急対策の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定公共機関又は指定

地方公共機関のうち運送事業者及び運送事業者団体に対し、運送すべき物資又は資材並びに運送す

べき場所及び期日を示して、当該緊急事態応急対策の実施に必要な物資又は資材の運送を要請する

ものとする。 
   なお、県は、指定公共機関又は指定地方公共機関のうち運送事業者及び運送事業者団体が正当な

理由が無いのに上述の要請に応じないときは、緊急事態応急対策の実施のために特に必要があると

きに限り、当該機関に対し、当該緊急事態応急対策の実施に必要な物資又は資材の運送を行うべき

ことを指示するものとする。 
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第５節 治安の確保及び火災の予防 

県は、緊急事態応急対策実施区域及びその周辺（海上を含む。）における治安の確保、火災の予防等に

ついて治安当局等関係機関と協議し、万全を期すものとする。特に、避難のための立退きの勧告又は指

示等を行った区域及びその周辺において、パトロールや生活の安全に関する情報の提供等を実施し、速

やかな治安の確保、火災の予防等に努めるものとする。 
 

第６節 飲食物の出荷制限、摂取制限等 

（１）国は、放射性物質が放出された後、ＯＩＬに基づき、一時移転対象地域の地域性生産物の出荷制

限・摂取制限を実施するよう、関係地方公共団体に指示するものとされている。県は、国の指示に

基づき、当該対象地域において、地域生産物の出荷制限及び摂取制限を実施するものとする。 
（２）国はＯＩＬに基づき、緊急時モニタリングの結果に応じて、飲食物の放射性核種濃度の測定を行

うべき地域を特定し、都道府県における検査計画の策定・検査実施、飲食物の出荷制限等について

関係機関に要請するとともに、状況に応じて、摂取制限も措置するものとされている。県は、原子

力災害対策指針に基づいた飲食物に係るスクリーニング基準を踏まえ、国からの放射性物質による

汚染状況の調査の要請を受け、又は独自の判断により、飲食物の検査を実施する。また、県は、国

の指導・助言及び指示に基づき、又は独自の判断により、代替飲食物の供給等に配慮しつつ、飲食

物の出荷制限、摂取制限等及びこれらの解除を実施するものとする。 
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第７節  緊急輸送活動 

１．緊急輸送活動 

（１） 緊急輸送の順位及び範囲 
県は、緊急事態応急対策実施区域を含む市町村及び防災関係機関が行う緊急輸送の円滑な実施を

確保するため、必要があるときは、下表の順位を原則として調整するものとする。 
・表３－２「緊急輸送の順位及び範囲」 
 

表３－２ 緊急輸送の順位及び範囲 
緊急輸送の順位 緊急輸送の範囲 

第１順位 ・人命救助、救急活動に必要な

輸送 
 

・救助、救急活動、医療・救護活動に必

要な人員及び資機材 
・傷病負傷者 

第２順位 ・避難者の輸送（緊急性の高い

区域からの優先的な避難） 
・災害状況の把握、進展予測の

ための専門家、資機材の輸送 

・避難者 
・緊急事態応急対策要員（国の原子力災

害現地対策本部要員、原子力災害合同

対策協議会構成員、国の専門家、緊急

時モニタリング要員）及び資機材 
第３順位 ・緊急事態応急対策を実施する

ための要員、資機材の輸送 
・緊急事態応急対策要員（第２順位を除

く国の原子力災害現地対策本部要員、

原子力災害合同対策協議会構成員、情

報通信要員）及び資機材 
第４順位 ・住民の生活を確保するために

必要な物資の輸送 
・コンクリート屋内退避所、避難所を維

持管理するために必要な人員、資機

材、食糧、飲料水等生活に必要な物資 
第５順位 ・その他緊急事態応急対策のた

めに必要な輸送 
 

 
（２） 緊急輸送体制の確立 
① 県は、関係機関との連携により、輸送の優先順位、乗員及び輸送手段の確保状況、交通の混雑状

況等を勘案し、円滑に緊急輸送を実施するものとする。なお、避難者の輸送にあたっては、自家用

車、バス等準備車両による避難を中心とするが、補完手段として鉄道、船舶、航空機、ヘリコプタ

ー等を確保し、輸送手段の複層化を図る。県は、これら輸送手段の特性、種別、数量等を総合的に

判断し、輸送手段の配分を決定する。 
② 県は、人員、車両等の調達に関して、関係機関のほか、輸送関係省庁に支援を要請するとともに、

必要に応じて、周辺市町村や周辺県に支援を要請するものとする。 
・表３－３「緊急輸送にかかる応援機関」 
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表３－３ 緊急輸送にかかる応援機関 

輸送手段 応援機関・応援手段 備考 
陸路（鉄道） ＪＲ西日本 ・中国運輸局鳥取運輸支局（本庁舎）

を通じて、輸送力確保のあっせん

依頼 
・「緊急・救護輸送に関する協定書」

に基づき、県トラック協会に応援

要請 
・「原子力災害時等におけるバスによ

る緊急輸送等に関する協定」に基

づき、中国地方５県バス協会に協

力を要請 

陸路（トラック） 日本通運、日ノ丸西濃運輸、県ト

ラック協会、自衛隊 
陸路（バス） 日ノ丸自動車、日本交通、中国地

方５県バス協会、自衛隊 

関西広域連合内の各府県バス協会 ・「バスによる災害時における緊急輸

送に関する協定」に基づき要請 
陸路（福祉車両） 中国地方５県タクシー協会鳥取県

ハイヤータクシー協会、鳥取県社

会福祉施設経営者協議会、鳥取県

老人福祉施設協議会、鳥取県老人

保健施設協会、自衛隊 

・「原子力災害時等における福祉タク

シーによる緊急輸送等に関する協

定」に基づき、中国地方５県タク

シー協会に協力を要請 

海路（船舶） 公共的団体等の所有船舶 
 

中国運輸局鳥取運輸支局（境庁舎）

に対するあっせん又は調整の要請 
海上保安部・海上保安署所属巡視

船艇 
海上自衛隊所属艦艇 

 

空路（航空機） 自衛隊所属航空機 
第八管区海上保安本部航空機 
地方公共団体のヘリコプター 
緊急消防援助隊のヘリコプター 

 

 
 ③ 県は、避難者の輸送にあたり、避難エリア内の人口や要支援者数等を速やかに抽出し、迅速かつ

適切な避難を実施するための、避難オペレーション支援システムを整備・運用するものとする。 
④③ 県は、②によっても人員、車両等が不足するときは、原子力災害合同対策協議会等の場におい

て、人員等の確保に関する支援を依頼するものとする。 



- 103 - 
 

２．緊急輸送のための交通確保 

（１）緊急輸送のための交通確保の基本方針 
県警察は、緊急輸送のための交通確保については、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して交通

規制等を行うものとする。交通規制の実施にあたっては、緊急性の高い区域から迅速・円滑に避難

を行っていくための措置を講ずるものとする。 
また、国等から派遣される専門家及び緊急事態応急対策活動を実施する機関の現地への移動のた

めの先導等に関しては、あらかじめ定めた手続等に従い適切に配慮するよう努めるものとする。 
（２）交通の確保 

県警察は、現地の警察職員、関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ、車両感知器等を活

用して、交通状況を迅速に把握するものとし、緊急輸送を確保するため必要に応じて、一般車両の

通行を禁止する等の交通規制を行うものとする。また、交通規制を行うため、必要に応じて、警備

業者等との応援協定に基づき、交通誘導の実施等を要請するものとする。 
なお、県警察は、交通規制に当たっては、原子力災害合同対策協議会において道路管理者と相互

に密接な連絡をとるものとする。 
（３）運転士等の安全確保 

県は、避難業務に従事する者の安全を確認し、運送事業者に避難者住民の輸送を要請するものと

する。輸送にあたっては、国等と協力し運送事業者等から派遣された運転士等の被ばく管理や資機

材等の提供など運転士等の安全に配慮するものとする。 
このため、県は運送事業者が運転士等の被ばく管理するために必要な個人線量計、マスク、防護

服等を整備するとともに、連絡手段等の確保について検討し、併せて避難業務に従事する者等に対

する研修を実施するものとする。 
 

第８節  救助・救急、消火及び医療活動 

１．救助・救急及び消火活動 

（１）県は、市町村及び当該市町村を管轄する消防局の行う救助・救急及び消火活動が円滑に行われる

よう、必要に応じて他都道府県又は原子力事業者その他の民間からの協力により、救助・救急及び

消火活動のための資機材を確保する等の措置を講ずるものとする。 
（２）県は、市町村及び当該市町村を管轄する消防局から救助・救急及び消火活動について応援要請が

あったとき、又は災害の状況等から必要と認められるときは、消防庁、県内他市町村、県内他消防

局、原子力事業者等に対し、応援を要請するものとする。この場合、必要とされる資機材は応援側

が携行することを原則とする。 
（３）県は、市町村及び当該市町村を管轄する消防局から応援要請を求められた場合又は周囲の状況か

ら県内の消防力では対処できないと判断した場合は、速やかに緊急消防援助隊の出動等を消防庁に

要請し、その結果を直ちに応援要請を行った市町村及び消防局に連絡するものとする。 
なお、要請時には以下の事項に留意するものとする。 
① 救助・救急及び火災の状況、並びに応援要請の理由、応援の必要期間 
② 応援要請を行う消防機関の種別と人員 
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③ 関係周辺市町への進入経路及び集結（待機）場所 
 

２．医療活動等 

（１）県は、被災地の医療機関と協力し、原子力災害以外の災害の発生状況等を勘案しつつ、拠点とな

る原子力災害被ばく医療機関を中心として医療活動を行うものとする。その際、災害拠点病院やＤ

ＭＡＴ等が行う災害医療活動と緊密に連携するものとする。 
（２）県は、国及び拠点となる原子力災害被ばく医療機関と協力し、原子力災害被ばく医療機関等の診

療状況等の情報を医療情報システム等により迅速に把握し、応援の派遣等を行うものとする。 
（３）県は、必要に応じて、速やかに拠点となる原子力災害被ばく医療機関又は国の原子力災害現地対

策本部に対し、原子力災害被ばく医療に係る医療チーム等の派遣について要請するものとする。 
（４）県は、原子力災害医療・総合支援センターの協力の下で、国の原子力災害現地対策本部と、県内

又は近隣都道府県からの原子力災害被ばく医療に係る医療チーム等の派遣に係る調整を行うものと

する。また、活動場所（原子力災害被ばく医療機関、救護所、広域搬送拠点等）の確保を図るもの

とする。 
（５）県は、医療救護対策本部において、原子力災害医療全般を統括する原子力災害医療調整官を配置

するとともに、関係医療機関等との密接な連携を図りつつ総合的な判断と統一された見解に基づき、

医療活動等を実施するものとする。 
・図３－１３「原子力災害緊急被ばく医療体制図」 
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図３－１３ 緊急被ばく原子力災害医療体制図 

 
 
 
          
 
 
                      受入調整等 
 
 
 
                    状況報告、指示等 
 
 
 

 
 

また、県は、必要と認められる場合は、国立病院、国立大学病院、県立病院等医療機関及び医師

会等医療関係団体に対し、医師、看護師、薬剤師、放射線技師等の人員の派遣及び薬剤、医療機器

等の提供を要請するものとする。 
（６）県等は、必要に応じて国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所、国立

病院及び国立大学病院を中心に、各医療機関から派遣された医療関係者等からなる原子力災害被ば

く医療に係る医療チームの指導を受ける等により、国、指定公共機関、原子力事業者等と連携して、

災害対応のフェーズや対象区域等に応じた住民等の汚染検査、除染等を実施するとともに、必要に

応じて治療を行うものとする。また、コンクリート屋内退避所、避難所における住民等の健康管理

を行うものとする。 
また、県等は、国の原子力災害現地対策本部医療班の医療総括責任者の指示に基づき、汚染や被

ばくの可能性のある傷病者の医療機関や救急組織への搬送・受入れを支援するものとする。 
（７）県は、国から安定ヨウ素剤の服用指示があった場合は、住民等の放射線防護のため、安定ヨウ素

剤の服用を指示するものとする。なお、緊急の場合は、原子力災害対策指針を踏まえ、医師の指導

に基づき速やかな配布・服用を実施するとともに、アレルギー等への対処態勢を確保するものとす

る。 
（８）県は、避難経路上に避難退域時検査会場を設置し、避難者の避難退域時検査を行い、避難者を避

難所に受入収容するまでの間に、避難退域時検査及び必要に応じて簡易除染を行う。また、避難退

域時検査会場を通過しなかった避難者については、避難先地域内に設置する予備会場で避難退域時

検査を行う。 
（９）県は、避難退域時検査の結果等、内部被ばくの可能性が高い場合には、甲状腺スクリーニングや

ホールボディカウンタによる詳細な内部被ばく線量推定のための計測を行うものとする。 

鳥取県災害対策本部 
（本部長：県知事） 

島根県災害対策本部 原子力災害合同対策協議会 
（オフサイトセンター） 

医療救護対策本部 
（本部長：福祉保健部長） 
（原子力災害医療調整官） 

原子力災害緊急被ばく医療派遣チーム 

県災害医療コーディネートチーム等 

医療救護対策支部 
（支部長：中・西部総合事務所福祉保健

局長、東部福祉保健事務所長） 

地域災害医療コーディネートチーム 避難退域時検査会場 

救護所 

初期被ばく医療機関 
協力機関 

二次被ばく医療機関

拠点病院 

高度三次被ばく医療

支援センター機関 
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また、必要に応じて移動式ホールボディカウンタ車を臨時に設置し、計測を行うものとする。 
（10）県は、自ら必要と認める場合又は関係周辺市町等から汚染・被ばく患者や被ばく傷病者等の高度

被ばく医療センター及び原子力災害医療・総合支援センター被ばく者の放射線医学総合研究所、高

度な被ばく医療に対応可能な医療機関等への搬送について要請があった場合は、消防庁に対し、搬

送手段の優先的確保等の特段の配慮を要請するものとする。 
 

第９節 住民等への的確な情報伝達活動 

流言、飛語等による社会的混乱を防止し、民心の安定を図るとともに、被災地の住民等の適切な判断

と行動を助け、住民等の安全を確保するためには、正確かつ分かりやすい情報の速やかな公表と伝達、

広報活動が重要である。また、住民等から、問い合わせ、要望、意見等が数多く寄せられることから、

これらに適切に対応できる体制を整備する。 

なお、広報活動の際には、外国人にもわかりやすい「やさしい日本語」の使用や外国語への自動翻訳を前提

とした表現を使用するとともに、音声読み上げ機能による視覚障がい者等への情報伝達にも配慮するものとす

る。 
また、速報性を有しない避難生活関連情報等の提供については、新聞による広報等を実施するものとする。 
 

１．住民等への情報伝達活動 

（１）県は、放射性物質及び放射線による影響は五感に感じられない等の原子力災害の特殊性を勘案し、

緊急時における住民等の心理的動揺あるいは混乱をおさえ、異常事態による影響をできるかぎり低

くするため、住民等に対する的確な情報提供、広報を迅速かつ分かりやすく正確に行うものとする。 
（２）県は、住民等への情報提供にあたっては国及び市町村と連携し、情報の一元化を図るとともに、

情報の発信元を明確にし、あらかじめわかりやすい例文を準備するものとする。また、利用可能な

様々な情報伝達手段を活用し、繰り返し広報するよう努めるものとする。さらに、情報の空白時間

がないよう、定期的な情報提供に努めるものとする。 
（３）県は、周辺住民のニーズを十分把握し、原子力災害の状況（原子力事業所等の事故の状況、モニ

タリングの結果、参考としての気象情報等）、農林畜水産物の放射性物質調査の結果及び出荷制限等

の状況、県が講じている施策に関する情報、交通規制、避難経路や避難所等周辺住民に役立つ正確

かつきめ細やかな情報を提供するものとする。なお、その際、民心の安定並びに要配慮者、一時滞

在者、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握できる広

域避難者等に配慮した伝達を行うものとする。 
（４）県は、原子力災害合同対策協議会の場を通じて十分に内容を確認した上で住民等に対する情報の

公表、広報活動を行うものとする。その際、その内容について国の原子力災害対策本部及び原子力

災害現地対策本部、指定行政機関、公共機関、関係地方公共団体、原子力事業者等と相互に連絡を

取り合うものとする。 
（５）県は、情報伝達に当たって、テレビやラジオ等の放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協

力を得るものとする。また、安否情報、交通情報、各種問い合わせ先等を随時入手したいというニ

ーズに応えるため、インターネット等を活用し、的確な情報を提供できるよう努めるものとする。 
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   なお、被災者のおかれている生活環境、居住環境等が多様であることに鑑み、情報を提供する際

に活用する媒体に配慮するものとする。特に、避難所にいる被災者は情報を得る手段が限られてい

ることから、被災者の生活支援に関する情報については紙媒体でも情報提供を行う等、適切に情報

提供がなされるよう努めるものとする。 
・図３－１４「住民に対する広報及び情報伝達系統図」 
・表３－４「住民に対する広報時期及び広報事項」 
・表３－５「広報事項における役割分担」 
・表３－６「報道機関への広報事項」 
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表３－４ 住民に対する広報時期及び広報事項 

広報時期 広報事項 
トラブル発生時、警戒事態

発生時、施設敷地緊急事態

発生時、全面緊急事態発生

時（上記に加え、放射性物

質の放出、避難等の防護措

置の実施の指示等、状況に

変化があった場合に、必要

に応じて広報を実施） 

・プラントの状況（今後の見込み） 
・放射性物質の放出の有無 
・身体・環境等への影響（モニタリング結果） 
・住民の方がとるべき行動 
（警戒事態発生時：特別な対応は必要ないこと） 
（施設敷地緊急事態発生時：屋内退避の準備） 
（全面緊急事態発生時以降：屋内退避の実施、避難準備、避

難、安定ヨウ素剤の服用、避難退域時検査等の実施、飲食物

の摂取制限等） 
避難生活段階、復帰段階、

生活支援段階 
・プラントの状況（今後の見込み） 
・環境への影響（モニタリング結果） 
・被災者に対する生活支援（物資供給、ライフラインの状況等）

に関すること 
・原子力災害被ばく医療に関すること 
・飲食物の摂取制限 
・各種相談窓口（住宅、生活資金、教育等）の情報 

 ただし、新たな伝達情報がない場合であっても、住民を不安にさせないよう定期的（概ね３時間ごと）

な広報に努めるものとする。 
 

表３－５ 広報事項における役割分担 

オフサイト

センター 

・緊急事態の発生に係る事項、防災対策の重要事項について、テレビ、ラジオ等

の報道機関を通じて県外の住民も含めて広範囲に広報する。 

県 

・緊急事態、災害の概要、県が実施する防災活動の内容等について、地元報道機

関、インターネット、原子力防災アプリ等を通じて県民に広報する。 

・オフサイトセンター所管外の情報（避難生活に関連する情報等）を広報する。

このうち、共通内容については、県で作成し、市町村に広報を依頼する。 

市町村 

・緊急事態、災害の概要、市町村が実施する防災活動の内容、住民のとるべき措

置、注意事項について、サイレン、防災行政無線、広報車等を通じて住民に広

報する。 

・オフサイトセンター所管外の情報（避難生活に関連する情報等）を広報する。 
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表３－６ 報道機関への広報事項 
事象 広報事項 

トラブル状況（異常情

報・事故情報）、警戒

事態、施設敷地緊急事

態、全面緊急事態の発

生時 

・施設の概要 
・事故等の状況（発生日時、場所、概要、経過、今後の見通し） 
・環境への影響（モニタリング結果） 
・傷病負傷者の発生状況 
・県の対応状況（現地確認、本部体制、本部会議の開催等） 
・住民への周知事項 

避難生活段階、復帰段

階、生活支援段階情報 
・プラントの状況（今後の見込み） 
・事故等の状況（発生からの経過、今後の見通し） 
・環境への影響（モニタリング結果） 
・傷病負傷者の状況等 
・県、市等の対応状況（本部体制等） 
・避難所の設置状況及び避難者数 
・被災者に対する生活支援（物資供給、ライフラインの状況等）に

関すること 
・原子力災害被ばく医療に関すること 

 
２．住民等からの問い合わせに対する対応 

（１）県は、国、市町村及び関係機関等と連携し、必要に応じて、速やかに住民等からの問い合わせに

対応する専用電話を備えた窓口の設置、人員の配置等を行うための体制を整備するものとする。ま

た、住民等のニーズを見極めた上で、情報の収集・整理・発信を行うものとする。 
（２）県は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不当に侵害

することのないように配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い

応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努めるものとする。この

場合において、県は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係周辺市町、所在県、

所在市町、所在周辺市、消防機関、県警察本部等と協力して、被災者に関する情報の収集に努める

こととする。なお、被災者の中に、配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに

準ずる行為の被害者が含まれる場合には、その加害者等に居所が知られることのないよう当該被害

者の個人情報の管理を徹底するよう努めるものとする。 
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第 10節 自発的支援の受入れ等 

大規模な災害発生が報道されると、国内・国外から多くの善意の支援申し入れが寄せられるが、県及

び国、関係団体は、適切に対応するものとする。 
 
１．ボランティアの受入れ等 

県及び国、関係団体は、相互に協力し、ボランティアに対する被災地のニーズの把握に努めるとと

もに、ボランティアの受付、調整等その受入れ体制を確保するよう努めるものとする。ボランティア

の受入れに際しては、被ばくに留意し、老人介護や外国人との会話力等ボランティアの技能が効果的

に活かされるように配慮するとともに、必要に応じてボランティアの拠点を提供する等、ボランティ

アの活動の円滑な実施が図られるよう支援に努めるものとする。 
 
２．国民等からの義援物資、義援金の受入れ 

（１）義援物資、義援金の受け入れの基本方針 
   県は、個人からの義援物資は原則として受入れず、個人に対しては、義援金での支援をお願いす

るものとする。 
（２）義援物資の受入れ 

被災した県は、関係機関等の協力を得ながら、国民、企業等からの義援物資について、市町村が

受け入れを希望するもの及び受け入れを希望しないものを把握し、その内容のリスト及び送り先を

国の原子力災害対策本部及び報道機関を通じて国民に公表するものとする。また、現地の需給状況

を勘案し、同リストを逐次改定するよう努めるものとする。国及び被災地以外の県は必要に応じて

義援物資に関する問い合わせ窓口を設けるとともに、被災地のニーズについて広報を行うものとさ

れている。国民、企業等は、義援物資を提供する場合には、被災地のニーズに応じた物資とするよ

う、また、品名を明示する等梱包に際して被災地における円滑かつ迅速な仕分け・配送に十分に配

慮した方法とするよう努めるものとする。 
（３）義援金の受入れ 

義援金の使用については、県が義援金収集団体と配分委員会を組織し、市町村とも十分協議の上、

定めるものとする。その際、配分方法を工夫する等して、出来る限り迅速な配分に努めるものとさ

れている。 
 

第 11節 行政機関の業務継続に係る措置 

（１）県は、県の庁舎等の所在地が避難のための立退きの勧告又は指示を受けた地域に含まれる場合、

あらかじめ定めた退避先へ退避するとともに、その旨を住民等へ周知するものとする。なお、行政

機関においては住民等の避難、学校等においては生徒等の避難を優先したうえで退避を実施するも

のとする。 
（２）この場合において、県は、あらかじめ定めた業務継続計画に基づき、災害応急対策をはじめとし

て、退避後も継続する必要がある業務については、退避先において継続して実施するものとする。 



- 112 - 
 

（３）県は、応急対策実施区域を含む市町村の区域内の一部が避難のための立退きの勧告又は指示を受

けた地域に含まれ、かつ当該市町村の庁舎等が当該地域に所在する場合、当該市町村が当該勧告又

は指示を受けていない地域内の適切な施設において必要な業務を継続するための支援を行うものと

する。 
 

第 12節 核燃料物質等の運搬中の事故に対する対応 

核燃料物質等の運搬の事故について、防災関係機関は次により対応するものとする。 
（１）事故の通報を受けた最寄りの消防機関は、直ちにその旨を県に報告するとともに、事故の状況の

把握に努め、事故の状況に応じ、消防職員の安全確保を図りながら、原子力事業者等に協力して、

消火、人命救助、救急等必要な措置を実施するものとする。 
（２）事故の通報を受けた最寄りの警察機関は、事故の状況の把握に努めるとともに、事故の状況に応

じて、警察職員の安全確保を図りながら、原子力事業者等と協力して、人命救助、避難誘導、交通

規制等必要な措置を実施するものとする。 
（３）事故の通報を受けた海上保安部署は、事故の状況の把握に努めるとともに、事故の状況に応じて、

海上保安職員の安全確保を図りつつ、原子力事業者等と協力して、事故発生場所海域への立入制限、

人命救助等に関する必要な措置を実施するものとする。 
（４）県及び事故発生場所を管轄する市町村は、事故の状況の把握に努めるとともに、国の指示、又は

独自の判断により、事故現場周辺の住民避難等、一般公衆の安全を確保するために必要な措置を講

じるものとする。 
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第４章 原子力災害中長期対策 

 

第１節 基本方針 

本章は、原災法第１５条第４項の規定に基づき原子力緊急事態解除宣言が発出された場合の原子力災

害事後対策を中心に示したものであるが、これ以外の場合であっても、原子力防災上必要と認められる

ときは、本章に示した対策に準じて対応するものとする。 
 

第２節 緊急事態解除宣言後の対応 

県は、内閣総理大臣が原子力緊急事態解除宣言を発出した場合においても、引き続き存置される国の

原子力災害現地対策本部及び原子力災害被災者生活支援チームと連携して原子力災害事後対策や被災者

の生活支援を実施するものとする。 
 

第３節 原子力災害事後対策実施区域における避難区域等の設定 

県は、市町村が避難区域等の設定のを見直し及び解除等を行った場合には、その旨の報告を受けるも

のとする。 
県は、警戒区域や避難指示区域等が引き続き指定される間は、県警察等関係機関と協議し、盗難防止

対策、区域内の治安の確保等に努めるものとする。 
 

第４節 放射性物質による環境汚染への対処 

県は、国、市町村、原子力事業者及びその他の関係機関とともに、放射性物質による環境汚染への対

処について必要な措置を行うものとする。 
 

第５節 各種制限措置等の解除 

県は、緊急時モニタリング等による地域の調査、国が派遣する専門家等の判断、国の指導・助言及び

指示に基づき、緊急事態応急対策として実施された、立ち入り制限、交通規制、飲食物の出荷制限、摂

取制限等各種制限措置の解除を関係機関に指示するものとする。また、解除実施状況を確認するものと

する。 
県警察は、必要に応じて、実施した交通規則の解除を行うものとする。 
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第６節 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 

県は、原子力緊急事態解除宣言後、国の総括の下、関係省庁及び原子力事業者等と協力して継続的に

環境放射線モニタリングを行い、その結果を速やかに公表するものとする。 
なお、県は、環境モニタリング等による地域の調査、国が派遣する専門家等の判断、国の指導・助言

等を踏まえその後、平常時における環境放射線モニタリング体制に移行するものとする。 
 

第７節 災害地域住民に係る記録等の作成 

１．災害地域住民の記録 

県は、市町村が、避難及び屋内退避の措置をとった住民等に対し災害時に当該地域に所在した旨の

証明、また、避難所等においてとった措置等をあらかじめ定められた様式により記録することに協力

するものとする。 
 
２．影響調査の実施 

県は、必要に応じて農林水産業等の受けた影響について調査するものとする。 
 
３．災害対策措置状況の記録 

県は、被災地の汚染状況図、緊急事態応急対策措置及び原子力災害中長期対策措置を記録しておく

ものとする。 
 

第８節 被災者等の生活再建等の支援 

（１）県は、国及び市町村と連携し、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給

やその迅速な処理のための仕組みの構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、

コミュニティーの維持回復、心身のケア等生活全般にわたってきめ細かな支援に努めるものとする。 
（２）県は、国及び市町村と連携し、被災者の自立に対する援助、助成措置について、広く被災者に広

報するとともに、できる限り総合的な相談窓口等を設置するものとする。居住地以外の市町村に避

難した被災者に対しても、避難先の地方公共団体と協力することにより、必要な情報や支援・サー

ビスを提供するものとする。 
（３）県は、市町村と連携し、被災者の救済及び自立支援や、被災地域の総合的な復旧・復興対策等を

きめ細かに、かつ、機動的、弾力的に進めるために、特に必要があるときは、災害復興基金の設立

等、機動的、弾力的推進の手法について検討する。 
（４）県は、避難を余儀なくされた住民や事業者、出荷制限等により生活に支障が生じた生産者などの

被害者が行う原子力損害賠償請求について必要な支援を行う。 
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第９節 風評被害等の影響の軽減 

県は、国及び市町村と連携し、科学的根拠に基づく農林水産業、地場産業の産品等の適切な流通等が

確保されるよう、それらの放射線測定による安全性評価や広報活動を行うものとする。 
 県は、国及び市町村と連携し、避難者に対する差別、偏見、いじめの発生防止の対策を行うものとす

る。 
 

第 10節 被災中小企業等に対する支援 

県は、国、市町村と連携し、必要に応じて設備復旧資金、運転資金の貸付のほか、代替施設の紹介、復

旧に向けた研究開発・販路開拓等に係る助成、地方税の軽減制度の創設や徴収緩和措置の適用等、きめ細や

かな支援に努めるものとする。 
また、被災中小企業等に対する援助、助成措置について広く被災者に広報するとともに、相談窓口を

設置するものとする。 
 

第 11節 心身の健康相談体制の整備 

県は、国からの放射性物質による汚染状況調査や、原子力災害対策指針に基づき、国及び関係周辺市

町とともに、原子力事業所の周辺地域の居住者等に対する心身の健康相談及び健康調査を行うための体

制を整備し実施するものとする。 
 

第 12節 物価の監視 

県は、国と連携し、生活必需品の物価の監視を行うとともに、速やかにその結果を公表するものとす

る。 
 

第 13節 復旧・復興事業からの暴力団排除 

県警察は、暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入・介入の実態把握に努めるととも

に、関係行政機関、被災した県、業界団体等に必要な働きかけを行う等、復旧・復興事業からの暴力団

排除活動の徹底に努めるものとする。 



鳥取県広域住民避難計画(島根原子力発電所事故対応)の概要（平成２９年度修正案）について（１）

原子力防災対策を重点的に充実すべき地域

広域住民避難計画の作成意義

原子力災害の特徴

① 原子力災害が発生した場合には、被ばくや汚染により復旧・復興作
業が極めて困難となることから、原子力災害そのものの発生又は拡
大の防止が極めて重要
② 放射線測定器を用いることにより放射性物質又は放射線の存在は
検知できるが、その影響をすぐに五感で感じることができないため、被
害の程度を自分で判断できない。
③ 平時から放射線についての基本的な知識と理解が必要
④ 原子力に関する専門的知識を有する機関の役割、当該機関による
指示、助言等が極めて重要
・原子力合同対策協議会（オフサイトセンターに設置）での情報共有や
必要に応じて専門家の派遣を要請。

⑤ 放射線被ばくの影響は被ばくから長時間経過した後に現れる可能
性があるので、事故発生時から継続的な健康管理が重要
⑥ 被ばくによるリスクを低減するため、屋内退避・避難等の防護措置
を実施することが重要

鳥取県広域住民避難計画の位置づけ

・地域防災計画に基づいて、原子力災害における住民避難の要領をま
とめたもの
・どのような事態に対応しなければならないかという事態に焦点を当て
て作成した計画

○予防的防護措置を準備する区域
（PAZ：Precautionary Action Zone）：概ね５㎞
急速に進展する事故を考慮し、重篤な確定的影響等を回避する
ため、緊急事態区分に基づき、直ちに避難を実施するなど、放射
性物質の環境への放出前の予防的防護措置（避難等）を準備す
る区域
※鳥取県内には対象になる区域はありません

○緊急防護措置を準備する区域
（UPZ：Urgent Protective action Planning Zone）：概ね30 ㎞
国際基準等に従って、確率的影響を実行可能な限り回避するた
め、環境モニタリング等の結果を踏まえた運用上の介入レベル
（OIL）、緊急時活動レベル（EAL）等に基づき避難、屋内退避、安定
ヨウ素剤の予防服用等を準備する区域

○ＵＰＺ外の防護措置について

あらかじめ特定の区域は設けませんが、緊急時モニタリング結
果に基づき、必要に応じて、ＵＰＺと同様に必要な防護措置を行う

島根原子力発電所からの距離

① 原子力災害対策特別措置法により作成が義務づけられており、避
難に関する実施要領をまとめたもの。

② 計画をあらかじめ作成しておくことにより、迅速な対応が可能となる。
※仮定条件を設定し、その条件に基づき計画を作成

③ 万が一、事故が発生した際は、その時の状況に応じてあらかじめ作
成した計画を変更し必要な対応を行う。
○平時から事前準備が出来る ・・・ゼロから対応しなくてすむ
・事故発生時に、ゼロから計画を作成する必要がない
・必要な資機材等をあらかじめ準備することができる
・関係機関がどう対応すべきか（役割分担）等の情報が共有され
ていることによりスムーズな対応・実施

④ 最新の知見及び訓練の教訓等により、毎年必要な修正を行い、計
画の実効性を向上させる。

避難計画作成にあたっての想定条件等

① 特定の不測事態を想定せずに、島根原子力発電所において何らか
の事故が起き、ＵＰＺ（３０㎞圏内）内の全住民避難が必要となったこと
を想定（厳しめの条件設定）
② 鳥取県内の国道４３１号は、津波の影響により当初使用の可否が確
認できないものとする（使用の可否を優先的に把握するものとする）
③ 自家用車による避難を９割とし、残りはバス等の公共交通による避難
が行われると想定
（注）上記は、あくまでも計画を作成するために設定した仮定条件であ

り、事故が起きた場合は、実際に避難等が必要である全ての地
域を対象として避難等の防護措置を実施。

＜計画にあたり特に重視した点＞
・住民への情報伝達 ・迅速な防護措置（屋内退避、避難等）の実施
・段階的避難の実施 ・要配慮者等の避難

避難元 避難者数 鳥取県内避難先

境港市 約３．６万人 鳥取市、岩美町、八頭町

米子市の一部 約３．７万人 鳥取市、倉吉市、東伯郡

＜想定避難者数＞ 約７．３万人（境港市、米子市）
（上記に観光客や通勤、通学者は含んでいませんが、これらの方に
ついても屋内退避、避難等の防護措置を行います）

PAZ
概ね
5km

UPZ
概ね
30km

※不測の事態に備えるため、これ以外に１．５万人分の予備避難先を確保

鳥取県危機管理局原子力安全対策課

※防護資機材の準備等の事前対策を重点的に行う区域で、防護措置の実施範囲を限定するものではありません。

10km 20km 30km
平成２９年度の主な修正ポイント

原子力防災施設及び資機材の整備、原子力防災訓練による知見
等を反映するため修正を行う。

○補完的避難手段である鉄路、海路、空路の特性と使用する場合の条件
○オペレーション支援システムを活用し、輸送計画表及びバス等の運行指
示書を作成すること
○避難車両の協定等に基づく具体的な要請要領
○避難退域時検査の具体的な実施要領
○広域的避難に係る交通規制
○その他、地域防災計画に記載した事項について、実施面からの具体的
な事項を記載

資料１－５



避難までの主な取組

住民への情報伝達 段階的避難の実施

避難行動要支援者の避難

避難経路の確保及び交通規制
・防災行政無線だけでなく、ホームページ、緊急速報メール、テレビ、ラジオ、など
多様な手段を用いて住民へ情報を伝達する。
・避難中の住民に対しては、道路表示板、ラジオ、原子力防災アプリ等で必要な
情報（空間放射線量、避難所情報等）を伝達する。（速報性を有しない避難生活
関連情報等の提供については、新聞を活用して広報する）
・県と市の役割分担による効果的な実施及び要配慮者等についても配慮する。
※避難先として指定した避難所の施設情報や周辺生活情報等を平時から整理
し、情報を提供する。

○ 避難指示後２０時間で避難を完了。
１ 避難指示に基づき発電所に近い地域から段階的に順次避難。
２ 円滑な避難実施を行うため避難区域を４分割し、５時間間隔で避難を行う。
→ 渋滞の回避（平均走行時間の短縮＝被ばくリスクの低減）

・避難経路上で避難退域時検査を実施
・併設する避難支援ポイントでは、避難者を総合的に支援（食糧、水、燃料、
トイレ、事故情報等）する。
・車両除染を行う際の洗浄水が飛散しないよう防止措置を講ずる
【避難退域時検査の手順】
①乗員の 検査の代用として車両の検査を行う。
②車両がOIL４以下でない場合には、乗員の代表者に対して検査を行う。
③乗員の代表者がOIL４以下でない場合には、乗員の全員を検査する。
④検査の結果OIL４以下でない乗員については簡易除染を実施し、それで
もOIL４以下にならない場合は医療機関等へ搬送して除染を行う。

・道路管理者（国、市町村、ＮＥＸＣＯ西日本等）や警察と連携し、道路状況
の確認及び避難経路の確保を行う。
・国道４３１号は津波に影響を受けることが想定されており、早期に使用可
能であるか確認し、使用が可能な場合は避難車両の誘導を行う。
・避難先の鳥取県東部・中部へは、３つの避難経路に分かれて避難する。
・琴浦大山警察署に合同調整所を常設し、広域的な交通規制等を行う。
・避難元から避難先までの避難について、地区ごとに一時集結所、避難経
路（経路①～③）等を具体的に定めている（マッチング表）。
・避難する住民が避難元から避難先施設へ容易に移動できるよう、避難
先施設ごとの避難経路地図を作成する。

避難退域時検査の実施

児童生徒等の避難
・児童、生徒については、健康影響を考慮し、優先避難を実施。
・児童生徒の学力に影響がでないよう、応急教育を行う。
【学校等による避難】
・警戒事態が施設敷地緊急事態に進展するおそれがある場合又は施設敷地
緊急事態が発生した場合、直ちに休園・休校とし、屋内退避等により児童、
生徒の安全を確保するとともに保護者との連絡調整を行う。
・避難指示が出された場合、その指示に従い、保育所や学校等の園児、児童、
生徒及び学生等は、学校等の管理の下で、全員をＵＰＺ外に避難を行う。
なお、保護者の引渡し前に避難指示が出た場合、引渡しが終わっていない
生徒等全員を学校等ごとに決められた避難所に移動させ、保護者に引き
渡すことを基本とする。

鳥取県広域住民避難計画(島根原子力発電所事故対応)の概要（平成２９年度修正案）について（２）

３ 自家用車及びバスによる避難を基本としつつ、鉄路、海路、空路を補完
手段とし、それぞれの特性を踏まえた上で、最適な避難手段を決定する。

H30.3.19

・優先避難の実施に向け、早期に避難準備を行う。
・長時間の輸送が負担となり、健康状態を悪化させないよう配慮する。
・放射線防護対策施設入所者は、転院先や避難手段等を確保後に避難。屋内退
避を継続するにあたり備蓄食糧・燃料等が不足する場合、県が補給する。

施設敷地緊急
事態

警戒事態

段階的
避難

▲
鳥取県④避難

▲
鳥取県④避難

▼
Ｈ＋15ｈ

▲
鳥取県①避難

▲
鳥取県①避難

EAL1 EAL3

▲
鳥取県③避難

▲
鳥取県②避難

全面緊急事態

（5～10km） （10～20km）

UPZ
避難指示

UPZ
避難指示

事態
区分

Ｈ＋20ｈ

▲
鳥取県③避難

▼

Ｈ Ｈ＋5ｈ
▼

▼

EAL2

▼

▲
鳥取県②避難

Ｈ＋10ｈ

２０ｈ

５ｈ

避難準備

５ｈ

５ｈ

５ｈ

経路①
山陰道・国道
９号沿い

経路②
米子道・国道
１８１号沿い

経路③
中国自動車
道沿い

※状況に応じて使用する避難経路を
修正します。
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資料１－６ 

修正案（平成３０年３月） 修正前（平成２７年８月） 備 考 

第１章 総則 
 
１ 略 
 
２ この計画の位置づけ 
(1) 計画の使い方 
  この計画は、島根原子力発電所に係るＵＰＺ（緊急時防護措置を準
備する区域）内の避難について、地域防災計画の避難に関する運用
部分について計画したものであり、避難の規模をＵＰＺ全体と仮定
して作成している。 

このため、この計画の使用にあたっては、次の点に留意する。 
・万が一の事故の際には、この計画の作成に当たって前提となる仮
定条件を設定した部分について、ＵＰＺ内及びＵＰＺ外の必要な
地域も対象として、その時の状況に応じて当該仮定条件部分を新
たな前提となる現実の状況に応じて柔軟に組み立て直し、さらに
状況に合わせて最も適したものに適応させて使用する。 

 
(2) 計画の準拠 

この計画は、計画全般に関する基本的事項を定めた計画と、これ
に基づく特定の時期・範囲又は特定の事項を対象とした細部計画（別
紙計画）に区分する。 
この計画は、災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法、原子

力災害対策指針、地域防災計画に基づくものであり、この計画に定
めのない事項は、これら法令等に準拠する。 

 
(3)、(4) 略 
 
３ この計画の範囲 
(1) 時間的範囲 
  初期対応段階から復旧段階までの緊急事態とし、島根原子力発電
所の事故発生から、被災した地域の原子力緊急事態解除宣言後の事
後対策として長期的な復旧策を開始するまでを範囲とする。 
ただし、事後対策以降については、当時の状況によるところが大

きいため、本計画では考え方（大綱）の記載にとどめ、状況の進展
及び不確定要因の確定に伴い逐次これを補足具体化していく。 

（2）～(4) 略 
 
４ 略 

第１章 総則 
 
１ 略 
 
２ この計画の位置づけ 
(1) 計画の使い方 
 この計画は、島根原子力発電所に係るＵＰＺ（緊急時防護措置を準
備する区域）内の避難について、地域防災計画の避難に関する運用
部分について計画したものであり、避難の規模をＵＰＺ全体と仮定
して作成している。 
このため、この計画の使用にあたっては、次の点に留意する。 

・万が一の事故の際には、この計画の作成に当たって仮定条件を設
定した部分について、ＵＰＺ内及びＵＰＺ外の必要な地域も対象と
して、その時の状況に応じて当該仮定条件部分を現実の状況に応じ
て修正して使用する。 

 
 
(2) 計画の準拠 

 
 
 
この計画は、災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法、原子力

災害対策指針、地域防災計画に基づくものであり、この計画に定め
なき事項は、これら法令等に準拠する。 

 
(3)、(4) 略 
 
３ この計画の範囲 
(1) 時間的範囲 
  初期対応段階から復旧段階までの緊急事態とし、島根原子力発電
所の事故発生から、被災した地域の原子力緊急事態解除宣言後の事
後対策として長期的な復旧策を開始するまでを範囲とする。 
ただし、事後対策以降については、当時の状況によるところが大き

いため、本計画では考え方（大綱）の記載にとどめる。 
 
（2）～(4) 略 
 
４ 略 
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資料１－６ 

５ 根拠法令 

(1) 根拠法令等（再掲） 

ア～ク 略 
ケ オフサイトの防災業務関係者の安全確保に関する検討会報告書 
コ 原子力災害派遣チーム活動要領 
サ 原子力災害発生時等における避難者の受入れに係る指針 

 
(2) 略 
 
第２章 実施要領 
 
１ 状況 
・この章では、この計画を作成するにあたっての前提となる島根原子
力発電所の状況等の仮定条件を記載するとともに、この計画を実行
する際に必要となる情報とその入手方法について記載している。 

・この計画の実際の運用にあたっては、この章に記載する要領により、
この計画作成上の仮定条件を確認するために必要な情報を入手し、
その状況の変化及び推移に伴ってこの計画の所要の補完修正を行
い、実際の状況に適応させて運用する。 

 
(1) 島根原子力発電所の状況 
ア 要避難地域の考え方 

この計画では、特定の不測事態（地震・津波等との複合災害等）
により特定のプラント事故が発生したのではなく、何らかのプラ
ント事故により、防護措置としてのＵＰＺ内の住民避難が必要に
なったと想定とする。 
※どういう事項に対応しなければならないかという点に焦点を
当てた計画 

イ 略 
 ウ 島根原子力発電所事故の推移 

※一般的な推移を記載したものであり、実際の状況の進展とは
必ずしも一致しない。 

事態区分 対 応 

警戒事態 
（ＥＡＬ
１） 

・島根原子力発電所で「警戒事態」が発生し、県
は中国電力から「警戒事態」発生の連絡を受け
た。 

・県は、災害警戒本部を設置した。 
・県は、モニタリング本部を設置した。 

５ 根拠法令 

(1) 根拠法令等（再掲） 

ア～ク 略 
 
 
 
 
(2) 略 
 
第２章 実施要領 
 
１ 状況 
・この項では、この計画を作成するにあたっての前提となる島根原子
力発電所の状況等の仮定条件を記載するとともに、この計画を実行
する際に必要となる情報とその入手方法について記載している。 

・この計画の実際の運用にあたっては、この項に記載する要領により、
この計画作成上の仮定条件を確認するために必要な情報を入手し、
その状況に応じてこの計画を修正し、実際の状況に適応させて運用
する。 

 
(1) 島根原子力発電所の状況 
ア 要避難地域の考え方 

この計画では、特定の不測事態（地震・津波等との複合災害等）
により特定のプラント事故が発生したのではなく、何らかのプラ
ント事故により、防護措置としてのＵＰＺ内の住民避難が必要に
なったと想定とする。 
※どういう事態に対応しなければならないかという事態に焦点
を当てた計画 

イ 略 
 ウ 島根原子力発電所事故の推移 

※一般的な推移を記載したものであり、実際の状況の進展とは
必ずしも一致しない。 

事態区分 対 応 

警戒事態 
（ＥＡＬ 
１） 

・島根原子力発電所で「警戒事態」が発生した。 
・県は、災害警戒本部を設置した。 
・県は、モニタリング本部を設置した。 
・県は、国から情報提供を受けた。 
・県は、注意喚起、観光客等への帰宅呼びかけを実
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資料１－６ 

・県は、国から連絡体制の確立等の要請を受けた。 
・県は、注意喚起、観光客等への帰宅呼びかけを
実施した。 

施設敷地
緊急事態 
(ＥＡＬ
２) 

 

・島根原子力発電所で、警戒事態が「施設敷地緊
急事態」に進展し、県は中国電力から「施設敷
地緊急事態」発生の連絡を受けた。 

・県は、災害対策本部を設置した。 
・県は、緊急時モニタリングを開始した。 
・県は、国から屋内退避の準備の要請を受けた。 
・県は、屋内退避の準備を指示した。 

全面緊急
事態 

（ＥＡＬ
３） 

・島根原子力発電所で、施設敷地緊急事態が「全
面緊急事態」に進展し、県は中国電力から「全
面緊急事態」発生の通報を受けた。 

・県は、国から屋内退避の実施の指示を受けた。 
・内閣総理大臣は、「原子力緊急事態」を宣言し、
国の原子力災害対策本部を設置した。 

・県は、屋内退避、安定ヨウ素剤の服用準備（配
布等）、避難準備等を指示した。 

・事態の規模及び時間的推移に基づく判断により、
予防的防護措置として避難等の指示がなされ
た。 

※上記に関わらず、島根原子力発電所から放射性物質が放出され、
緊急時モニタリングの結果が運用上の介入レベル（ＯＩＬ）の値
を超え、又は超えるおそれがあると認められる場合は、避難等の
指示がなされる。 

 
 エ 防護措置 
   放射性物質の放出後、高い空間放射線量率が計測された地域に

おいて、被ばくの影響をできる限り低減する観点から、数時間か
ら１日内に住民等について避難等の緊急防護措置を講じる。 
また、それと比較して低い空間放射線量率が計測された地域に

おいても、無用な被ばくを回避する観点から、１週間程度内に一
時移転の早期防護措置を講じる。 

 
オ 避難 
（基本方針） 

   原子力災害対策重点区域全体に避難が必要となった場合、原則
として島根原子力発電所からの距離に応じた同心円で段階的避難
を行う。 

施した。 
 
 

施設敷地 
緊急事態 
(ＥＡＬ 
２) 

 

・島根原子力発電所で、警戒事態が「施設敷地緊急
事態」に進展した。 

・県は、災害対策本部を設置した。 
・県は、緊急時モニタリングを開始した。 
・県は、中国電力から「施設敷地緊急事態」の発生

の通報と国から情報提供を受けた。 
・県は、屋内退避の準備を指示した。 

全面緊急 
事態 

（ＥＡＬ 
３） 

・島根原子力発電所で、施設敷地緊急事態が「全面
緊急事態」に進展した。 

・県は、中国電力から「全面緊急事態」の発生の通
報と国から情報提供を受けた。 

・内閣総理大臣は、「原子力緊急事態」を宣言し、
国の原子力災害対策本部を設置した。 

・県は、屋内退避、安定ヨウ素剤の服用準備（配布
等）、避難準備等を指示した。 

・全面緊急事態の規模及び時間的推移に基づく判断
により、避難等指示がなされた。 

 

※上記に関わらず、島根原子力発電所から放射性物質が放出され、
緊急時モニタリングの結果が運用上の介入レベル（ＯＩＬ）の値を
超え、又は超えるおそれがあると認められる場合は、避難指示がな
される。 

 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
エ 避難 
（基本方針） 
原子力災害対策重点区域全体における段階的避難の実施を原則

とする。 
・緊急事態区分及び緊急時活動レベル（ＥＡＬ）に基づきＰＡＺ
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資料１－６ 

・緊急事態区分及び緊急時活動レベル（ＥＡＬ）に基づきＰＡＺ
内の避難が実施される。ＵＰＺについてはＥＡＬに基づく屋内
退避の後、ＯＩＬに基づき避難指示が出され、段階的避難が実
施される。 

※放射性物質の放出前においてもＥＡＬに基づき事態の規模、時
間的な推移等に応じて避難指示が発出される場合がある。 

・即時避難としてＰＡＺ避難が完了した後、ＵＰＺ避難が実施さ
れる。 

・ＵＰＺ避難においても、島根原子力発電所から近い区域から距
離に応じて段階的に避難するものとする。これにより、円滑な
避難を確保するとともに住民の被ばくリスクの低減を図る。 

・避難対象者数及び避難行動要支援者数を迅速に把握し、必要な
輸送手段（バス、福祉車両）を把握し、速やかに避難を行う。 

 
 
原子力災害対策重点区域（島根原子力発電所） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 鳥取県の対応 
ア ＵＰＺ避難 

ＥＡＬ又はＯＩＬ等に基づき、国又は県・市からＵＰＺ全域の
避難指示が出された場合に段階的に避難を開始する。 
段階的避難は島根原子力発電所からの距離に応じた、次に示す

区分により行う。 
弓浜半島内のＵＰＺのこの区分は、米子市及び境港市において

避難指示が住民に伝達できるとともに、避難状況の把握ができる
地区的単位であり、避難指示の基礎単位である。 
 

 
 
 

内の避難の後、ＥＡＬ又はＯＩＬに基づき、ＵＰＺの段階的避
難が実施される。 

 
 

※放射性物質の放出がなくても、状況によっては避難指示を発出
する場合がある。 

・即時避難としてＰＡＺ避難が完了した後、ＵＰＺ避難が実施さ
れる。 

・ＵＰＺ避難においても、島根原子力発電所から近い区域から距
離に応じて段階的に避難するものとする。これにより、円滑な
避難を確保するとともに住民の被ばくリスクの低減を図る。 

 
 
 
 
原子力災害対策を重点的に実施すべき地域（島根原子力発電所） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 鳥取県の対応 
ア ＵＰＺ避難 

ＰＡＺ避難に続いて（あるいはＰＡＺ避難と同時期）、国又は
県・市からＵＰＺ避難指示が出された場合に段階的に避難を開始
する。 
段階的避難は島根原子力発電所からの距離に応じた、次に示す

区分により行う。 
この区分は、避難指示が住民に伝達できるとともに、避難状況

の把握ができる単位としており、避難指示の基礎単位である。 
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資料１－６ 

 
段階的避難における区分 

 

区分 避難区域 市 町名等 
鳥取① 略 略 （略） 

鳥取② Ａ－③ 境港市 （略） 

鳥取③ Ａ－④ （略） 

Ｂ－① 米子市 （略） 

鳥取④ Ｂ－② （略） 

Ｂ－③ （略） 

Ｂ－④ （略） 

イ 避難シナリオ 
(ｱ) 避難のパターン 

島根原子力発電所において避難が必要な事態が発生し、ＥＡＬ
に基づくＰＡＺ避難に続き、ＥＡＬ又はＯＩＬ等に基づき国又は
県・市からの避難指示によりＵＰＺ全域の避難が開始されたもの
とする※。 
島根県民の避難受け入れが必要な場合、島根県知事からの避難

者の受入要請に基づき受け入れを行う。 
※ 原災指針では、ＵＰＺにおける避難及び一時移転について、
「事態の規模、時間的な推移に応じて、ＰＡＺ内と同様、避難
等の予防的防護措置を講じる必要がある。また、緊急時モニタ
リングを行い、数時間以内を目途にＯＩＬ１を超える区域を特
定し避難を実施する。その後も継続的に緊急時モニタリングを
行い、１日以内を目途にＯＩＬ２を超える区域を特定し一時移
転を実施しなければならない。」と規定されている。 

 
(ｲ) 避難シナリオ 

避難指示に基づき、計画的に段階的避難を開始し、避難指示後
２０時間で避難を完了（３０ｋｍ圏からの１００％避難が完了）
する。 
ＵＰＺ（10～20 ㎞）の避難指示が発出された時点を「Ｈ時」と

する。 
※ 原災指針では、放射性物質の放出後、モニタリング結果に基
づき区域等を指定して避難等を実施することとされているが、
ここではＥＡＬに基づき予防的防護措置として避難指示がなさ
れるものとする。 

 

区分 避難区域 市 町名等 
鳥取① 略 略 （略） 

鳥取② Ｂ－① 境港市 （略） 

鳥取③ Ｂ－② （略） 

Ｂ－③ 米子市 （略） 

鳥取④ Ｂ－④ （略） 

Ｃ－① （略） 

Ｃ－② （略） 

段階的避難における区分 

 
イ 避難シナリオ 
(ｱ) 避難のパターン 

島根原子力発電所において避難が必要な事態が発生し、ＥＡＬ
に基づくＰＡＺ避難に続き、ＥＡＬ又はＯＩＬに基づきＵＰＺ全
域の避難が開始されたものとする※。 
島根県民の避難受け入れが必要な場合、島根県知事からの避難

者の受入要請に基づき受け入れを行う。 
※「原子力災害対策指針」における、ＵＰＺにおける避難及び一
時移転について、「原子力施設の状況に応じて、段階的に避難を
行うことも必要である。また、緊急時モニタリングを行い、数
時間以内を目途にＯＩＬ１を超える区域を特定し避難を実施す
る。その後も継続的に緊急時モニタリングを行い、１日以内を
目途にＯＩＬ２を超える区域を特定し一時移転を実施しなけれ
ばならない。」と規定されている。 

 
 
(ｲ) 避難シナリオ 

避難指示に基づき、事態の推移に応じて計画的に段階的避難を
開始し、避難指示後２０時間で避難を完了（３０ｋｍ圏からの１
００％避難が完了）する。 
ＵＰＺ（10～20 ㎞）の避難指示が発出された時点を「Ｈ時」と

する。 
※ 放射性物質は放出されておらず、ＥＡＬに基づき避難指示が
なされるものとする。 
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資料１－６ 

 
 

時間的推移 避難等の状況 

警戒事態（ＥＡＬ１） 

Ｈ－ ２４ｈ 

注意喚起、観光客への帰宅呼びかけ 

略 略 

 
ウ 避難対象地域 

対象とする避難対象地域（ＵＰＺ、概ね 30㎞圏内）及び避難先
地域は次の表のとおりとする。 
 

エ 避難誘導 

(ｱ) 市避難誘導計画 

米子市及び境港市は、県が手配し配車したバス等の車両を円滑

に受け入れるため、一時集結所の特性、誘導方法等をまとめた「市

避難誘導計画」をあらかじめ作成する。 

(ｲ) 市避難誘導計画による住民の誘導 

米子市及び境港市は、県から配車を受けたバスを市避難誘導計

画に基づき一時集結所に配車するとともに、避難を行う住民を誘

導し、バスに乗車させる。 

 

オ 避難手段 
(ｱ) 選定の考え方 

避難手段は、天候等の条件に制約を受けにくい自家用車及びバ
スによる避難を基本としつつ、各種輸送手段により輸送力を補完
する。 
この際、避難方針との整合を図りつつ、最適かつ実態に則した

避難手段の組合せにより、確実かつ効率的な避難を行う。 
また、補完的手段である鉄路、海路、空路に関しては、避難手

段の特性に留意する必要がある。 
(ｲ) 略 
(ｳ) 鉄路（公共輸送） 

列車の運行が可能である場合、定時運行性を最大限活用し、観
光客等の早期避難や通勤者、通学者が自宅に帰宅するまでの移動
手段として使用する。また、避難の際の補完的手段として使用す
る。 
※列車の運行情報を利用者に周知する。特に通学者に対しては
学校等を通じて確実に周知を行う。 

 
 

時間的推移 避難等の状況 

警戒事態（ＥＡＬ１） 

 

注意喚起、観光客への帰宅呼びかけ 

略 略 

 
ウ 避難対象地域 

対象とする避難対象地域（ＵＰＺ、概ね 30㎞圏内） 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ 避難手段 
(ｱ) 選定の考え方 

避難手段は、天候等の条件に制約を受けにくい自家用車及びバ
スによる避難を基本としつつ、各種輸送手段により輸送力を補完
する。 
この際、避難方針との整合を図りつつ、最適かつ実態に則した

避難手段の組合せにより、確実かつ効率的な避難を行う。 
 
 
(ｲ) 略 
(ｳ) 鉄路（公共輸送） 

補完的手段として計画。 
ＪＲ（境線、山陰本線〔米子駅～鳥取駅〕） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



鳥取県広域住民避難計画（島根原子力発電所事故対応）新旧対照表 

7 

平成３０年３月１９日 

 

資料１－６ 

ＪＲ（境線、山陰本線〔米子駅～鳥取駅〕） 
(ｴ) 海路（公共輸送） 

船舶（境港～鳥取港）の確保が可能であり、波高が1.5ｍ以下と
見込まれる場合に、自家用車が使えない近隣の住民等の輸送に使
用する。 

(ｵ) 空路 
航空機及びヘリコプターの確保が可能な場合に、遠距離かつ緊

急に搬送が必要な要配慮者（重篤な入院患者等）等の輸送に使用
する。 
ヘリコプターは、避難が遅れた住民や避難行動要支援者などの

救出、搬送にも使用する。 
※飛行できない場合に備え、予備手段を準備しなければならな

い。 

（鉄路、海路、空路の特性） 

輸送手段 
特性 

メリット デメリット 

鉄路 
（ＪＲ境
線） 

・大量輸送が可

能 
・渋滞の影響を

受けない（定
時運行が可
能） 

・単線であり、運行本数と車両連結

数に限界がある。（最大４両編成） 

・地震との複合災害時には、線路や

信号機の点検に時間を要する。

（運行できない場合もある。） 

・境線の駅には駅舎が少なく、列車

の待ち時間に屋内退避すること

が困難。 
・境線から山陰本線に乗り入れが可

能であるが、山陰本線のダイヤが
過密であり、その影響で、運行本
数を増やせない。 

海路 
（船舶） 

・大量輸送が可
能 

・渋滞の影響を
受けない。 

・一度乗船すれ
ば目的地に
到着するま
で乗換えが

・海象の影響を受け出港できない場
合がある。また、波高が高い場合、
乗船者の身体的負担（船酔い）が
大きい。 

・船舶の大きさ、種類によって接岸
するための専用の装備が必要とな
る。（護衛艦が接岸するには、専用
の防舷材が必要） 

 
(ｴ) 海路（公共輸送） 

船舶（境港～鳥取港）は確保が可能な場合に、自家用車が使え
ない住民等の避難の補完的手段として使用。 
 

(ｵ) 空路 
航空機及びヘリコプターは確保が可能な場合に、緊急を要する

要配慮者等の輸送に使用。 
 
 
 
 
 
（新設） 
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資料１－６ 

ない。 
・タグボードを

使用すれば
大型船も鳥
取港に入港
可能 

・地震との複合災害時には、港湾の
使用可否の確認が必要。 

・津波が発生した場合は、漂着物に
より接岸できない。 

空路 
（航空
機、ヘリ
コプタ
ー） 

・遠距離移動の
際の搭乗者
の負担が少
ない。 

・ヘリは、避難
退域時検査
会場の近隣
に離着が可
能 

・天候（雷雨等）の影響を受ける（特
にヘリコプターは影響を受けやす
い） 

・自衛隊機等は、国において運用統
制が図られる。 

・確保が限定的である。 
・ヘリは、搭乗可能数が少なく（5
名程度）、大量輸送を行うことがで
きない。 

 
カ 避難経路 
(ｱ) 避難経路の設定 

避難に使用する道路のうち、交通の円滑化、道路啓開、避難支
援ポイントの設定等、輸送を重点的に確保する経路を避難経路に
設定する。 
また、県は避難元から各避難先までの避難経路を記した資料を

整備する。 
(ｲ) 避難経路 

経路１ 
山陰道・国道９
号沿い 

山陰道・国道９号による県中部・
東部地域への避難経路 

経路２ 
米子自動車道・
国道181号沿い 

米子自動車道から蒜山 IC を経由
した県中部地域への避難経路 

経路３ 
中国自動車道沿
い 

米子自動車道から津山 IC を経由
した県東部地域への避難経路 

 
(ｳ) 避難経路図（概要） 
 略 
 

経路１ 

・県道米子空港境港停車場線（県道285号）→境港市道
→米子市道→鉄工団地入口→国道 431号→（米子JCT）
→山陰道東進 

・県道米子空港境港停車場線（県道285号）→境港市道
→米子市道→鉄工団地入口→国道431号→国道９号東

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
オ 避難経路 
(ｱ) 避難経路の設定 

避難に使用する道路のうち、交通の円滑化、道路啓開、避難支
援ポイントの設定等、輸送を重点的に確保する経路を避難経路に
設定する。 

 
 
(ｲ) 避難経路 

経路１ 
山陰道・国道９
号沿い 

山陰道・国道９号による県中
部・東部地域への避難経路 

経路２ 
米子自動車道沿
い 

米子自動車道から蒜山 IC を経
由した県中部地域への避難経路 

経路３ 
中国自動車道沿
い 

米子自動車道から津山 IC を経
由した県東部地域への避難経路 

 
(ｳ) 避難経路図（概要） 

略 
 

経路１ 

・県道米子空港境港停車場線（県道285号）→境港市道
→米子市道→鉄工団地入口→国道 431号→（米子）IC
→山陰道東進 

・県道米子空港境港停車場線（県道285号）→境港市道
→米子市道→鉄工団地入口→国道431号→国道９号東
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資料１－６ 

進 

経路２ 
・県道米子境港線（県道 47 号）→国道 181 号→（米子
南・中 IC）→（米子JCT）→国道 181号→（溝口IC、
江府 IC）→（蒜山IC）→国道 482号→国道 313号 

経路３ 

・県道米子境港線（県道 47 号）→国道 181 号→（米子
南・中 IC）→（米子JCT）→国道 181号→（溝口IC、
江府 IC）→（落合JCT）→中国自動車道→（津山IC）
→国道 53号 

 
キ ＵＰＺ外の防護措置 

   ＵＰＺ外においては、国からの指示又は緊急時モニタリング結
果等を踏まえて、島根原子力発電所から同心円を基礎として必要
な防護措置を実施する範囲を設定する。 

 
ク 避難に影響を及ぼすと想定する事項 
(ｱ) 道路の使用 

  ａ、ｂ 略 
ｃ 地震による影響は検討しない（地震による道路等のインフラ
被害は想定しない） 

(ｲ)渋滞の発生 
a 略 

  b 米子市街 
大篠津交差点、河崎交差点、皆生交差点、二本木交差点 
西福原一丁目交差点、米子食品団地入口交差点、米子駅前交差 
点 
国道９号に国道 431号及び各種道路が合流する箇所、米子自

動車道入口交差点 
(ｳ) 略 

 
(3) 島根県からの避難住民の受入れ  

ア 避難シナリオ 

島根県において、災害の状況により島根県の計画どおりに避難

ができなくなり、要請があった場合に、鳥取県に避難者を受け入

れる。 

イ 略 
 
(4) 情報の伝達と収集 
ア～ウ 略 

 

進 

経路２ 
・県道米子境港線（県道 47 号）→国道 181 号→（米子
南・中IC）→（米子IC）→米子自動車道→（蒜山IC）
→国道 482号→国道313号 

経路３ 

・県道米子境港線（県道 47 号）→国道 181 号→（米子
南・中IC）→（米子 IC）→米子自動車道→（落合JCT）
→中国自動車道→（津山IC）→国道 53号 

 

 
カ ＵＰＺ外の防護措置 

ＵＰＺ外においても、事態の進展等に応じ、ＵＰＺと同様に必
要な防護措置を実施する。 

 
 
キ 避難に影響を及ぼすと想定する事項 
(ｱ) 道路の使用 

  ａ、ｂ 略 
ｃ 地震動による影響は検討しない（地震による道路等のインフ
ラ被害は想定しない） 

(ｲ) 渋滞の発生 
  a 略 
  b 米子市街 

国道９号に国道 431号及び各種道路が合流する箇所、米子自動 
車道入口交差点 

 
 
 
(ｳ) 略 

 

(3) 島根県からの避難住民の受入れ 

ア 避難シナリオ 
島根県において、災害の状況に応じて避難が必要になった場合

に、鳥取県に避難者を受け入れる。 
 

イ 略 
 
(4) 情報の伝達と収集 
ア～ウ 略 
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資料１－６ 

エ 位置情報 
(ｱ) 略 
(ｲ) 位置の標示 

   位置情報を共有化するためＵＴＭグリッドを使用する。 
         ＵＴＭ座標値 
     309：経度方向（東西方向）のＵＴＭ座標値（430920(m)を、

309と表記） 
          291：緯度方向（南北方向）のＵＴＭ座標値（3929140(m)を、

291と表記） 
（読み方：サン・マル・キュウ、ニ・キュウ・ヒト） 

(ｳ) 災害情報の共有 
被害状況などの表示に使用する記号については、共有化された

ものを使用する。 
 
２ 避難実施の考え方 
(1) 方針 

県は、住民の被ばくを防止するため、内閣総理大臣の避難指示等
に基づき、防護措置として避難等（屋内退避、コンクリート屋内退
避、避難及び一時移転）を実施する。この際、要配慮者等に配慮す
る。 
ＵＰＺ内全域で避難が必要となった場合は、島根原子力発電所か

らの距離に応じた段階的避難を実施し、住民の一斉避難による大渋
滞発生により、避難が停滞することに伴う住民の被ばくの危険性を
防止する。 

  また、あらゆる手段を使った注意喚起と公的な広報媒体を使った
詳細情報の提供により、住民への安心提供と安全確保を行う。 

  なお、計画外の避難が大規模に発生した場合、避難住民への情報
提供及び注意喚起、円滑な交通の流れを確保するための臨機応変の
緊急対応を行い、住民の被ばくを出来るだけ避けるようにする。 

(2) 計画の段階区分 
ア 略 
イ 段階区分と防護措置の段階 

(ｱ) 略 

(ｲ) 避難の段階  

    表 略 
(3) 防護措置等 
 ア 防護措置 

放射性物質又は放射線の異常な放出が発生した場合、緊急時モ
ニタリングの結果に基づき各種防護措置を実施し、周辺住民等の

エ 位置情報 
(ｱ) 略 
(ｲ) 位置の標示 

   位置情報を共有化するためＵＴＭグリッドを基本とする。 
 
       ＵＴＭ座標値 
    3092：経度方向（東西方向）のＵＴＭ座標値（430920(m)を、

3092と表記） 
        2914：緯度方向（南北方向）のＵＴＭ座標値（3929140(m)を、

2914と表記） 
(ｳ) 災害情報の共有 

被害状況などの表示に使用する記号共有化されたものを使用す
る。 

 
２ 避難実施の考え方 
(1) 方針 

県は、住民の被ばくを防止するため、内閣総理大臣の避難指示等に
基づき、防護措置として避難等（屋内退避、コンクリート屋内退避、
避難及び一時移転）を実施する。この際、要配慮者等に配慮する。 
避難は、島根原子力発電所からの距離に応じた段階的避難を実施

し、住民の一斉避難による大渋滞発生により、避難が停滞すること
に伴う住民の被ばくの危険性を防止する。 

  また、あらゆる手段を使った注意喚起と公的な広報媒体を使った
詳細情報の提供により、住民への安心提供と安全確保を行う。 

  なお、計画外の避難が大規模に発生した場合、避難住民への情報
提供及び注意喚起、円滑な交通の流れを確保するための臨機応変の
緊急対応を行い、住民の被ばくを出来るだけ避けるようにする。 

 
 
(2) 計画の段階区分 
ア 略 
イ 段階区分と防護措置の段階 

(ｱ) 略 

(ｲ) 防護措置の段階 

   表 略 
(3) 防護措置等 
 ア 防護措置 

放射性物質又は放射線の異常な放出が発生した場合、各種防護
措置を実施し、周辺住民等の被ばくのリスクを低減する。 
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資料１－６ 

被ばくのリスクを低減する。 

防護措置 実施内容 

屋内退避 ・建屋の遮へい効果による外部被ばくの低減と、建
屋の気密性を高めて屋内への放射性物質の侵入
防止を図り、内部被ばくのリスクを低減する。 

・避難の指示等が行われるまで放射線被ばくのリス
クを低減しながら待機する場合や、避難又は一時
移転を実施すべきであるが、その実施が困難な場
合に屋内退避を行う。 

・ただし、屋内退避指示が出されている中で、自然
災害を原因とする緊急の避難等が必要となった
場合には、人命最優先の観点から避難指示を行う
場合がある。 

・一方で避難時の周囲の状況等により避難のために
立ち退きを行うことがかえって危険を伴う場合
等やむをえないときは、屋内退避の安全確保措置
及び屋内退避の継続を指示する場合がある。 

コンクリート 
屋内退避 

・病院や介護施設においては、避難より屋内退避を
優先することが必要な場合があり、この場合、一
般的に遮へい効果や建屋の気密性が比較的高い
コンクリート建屋への屋内退避を行う。 

・放射線防護対策を実施した施設等については、屋
内退避の可能期間を考慮した上で、他の施設等か
らの受け入れや避難又は他の施設等への転院等
を判断するものとする。 

・地震による家屋の倒壊等により自宅での屋内退避
の実施が困難な場合は、地震による影響がない近
隣のコンクリート屋内退避施設において屋内退
避を行う。 

避難 略 

 避難 
(OIL1) 

略 

一時移
転 
(OIL2) 

・緊急の避難が必要な場合と比較して空間放射線量
率等は低い地域であるが、日常生活を継続した場
合の無用の被ばくを低減するため、一定期間（１
週間程度内）のうちに当該地域から離れるもの。 

除染 
(OIL4) 

・避難退域時検査において、基準を超えた避難者等
については除染を行うもの。 

安定ヨウ素剤 略 

 

防護措置 実施内容 

屋内退避 ・建屋の遮へい効果による外部被ばくの低減と、
建屋の気密性を高めて屋内への放射性物質の侵
入防止を図り、内部被ばくのリスクを低減する。 

・避難の指示等が行われるまで放射線被ばくのリ
スクを低減しながら待機する場合や、避難又は
一時移転を実施すべきであるが、その実施が困
難な場合に屋内退避を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 

コンクリート 
屋内退避 

・病院や介護施設においては、避難より屋内退避
を優先することが必要な場合があり、この場合、
一般的に遮へい効果や建屋の気密性が比較的高
いコンクリート建屋への屋内退避を行う。 

・放射線防護対策を実施した施設等については、
屋内退避の可能期間を考慮した上で、他の施設
等からの受け入れや避難又は他の施設等への転
院等を判断するものとする。 

 
 
 
 

避難 略 

 避難 
(OIL1) 

略 

一時移 
転 
(OIL2) 

・緊急の避難が必要な場合と比較して空間放射線
量率等は低い地域であるが、日常生活を継続し
た場合の無用の被ばくを低減するため、一定期
間のうちに当該地域から離れるもの。 

 
 

安定ヨウ素剤 略 
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資料１－６ 

の予防服用  

飲食物摂取制
限(OIL6) 

略 

立入制限措置 略 

 
イ 略 

 
(4) 防護措置等の実施要領 
ア 避難準備段階 
(ｱ) 略 
(ｲ)実施要領 
a 指揮命令活動 
・現地事故対策連絡会議（ＯＦＣ）等への参加 

ｂ 住民避難及び一時移転 
  ※優先避難の検討（乳幼児とその家族、その他要配慮者等） 

 
 

c 略 
d 原子力災害医療 
・避難退域時検査、除染準備 
・安定ヨウ素剤の配布準備 
・医療救護班の配置調整 

 
イ 避難段階 
(ｱ) 方針 

県は、避難指示等に基づき、住民避難等の各種計画に従い、住
民の輸送とそれに必要な防護措置を実施する。 
避難の実施に当たっては、原子力発電所に近い地域から段階的

に避難を行い、原子力発電所から近い地域の避難を確実に実施す
る。 
 

(ｲ) 実施要領 
ａ 略 

  ｂ 住民避難 
   避難途中の住民に対する情報提供の実施 
ｃ 略 
ｄ 原子力災害医療 
・避難退域時検査、除染の実施 
・安定ヨウ素剤の配布 

の予防服用  

飲食物摂取制 
限(OIL4、6) 

略 

立入制限措置 略 

 
イ 略 

 
(4) 防護措置等の実施要領 
ア 避難準備段階 
(ｱ) 略 
(ｲ) 実施要領 
a 指揮命令活動 
・現地事故対策連絡会議（ＯＦＣ）への参加 

ｂ 住民避難及び一時移転 
・優先避難の実施 
乳幼児とその家族の避難 
その他要配慮者等の避難準備 

  c 略 
d 被ばく医療 
・避難退域時検査（被ばく医療の前提として実施）、除染準備 
・安定ヨウ素剤の配布準備 

   ・医療救護班の配置調整 
 
イ 避難段階 
(ｱ) 方針 

県は、全面緊急事態において、避難指示等に基づき、住民避難
等の各種計画に従い、住民の輸送とそれに必要な防護措置を実施
する。 
避難の実施に当たっては、原子力発電所に近い地域から段階的

に避難を行い、原子力発電所から近い地域の避難を確実に実施す
る。 

(ｲ) 実施要領 
ａ 略 
ｂ 住民避難 
  （新規） 
ｃ 略 
ｄ 被ばく医療 
・避難退域時検査、除染の実施 
・安定ヨウ素剤の配布 
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資料１－６ 

   ・医療救護班の配置 
   ・被ばく患者を指定された原子力災害拠点病院へ搬送 
 
ウ 避難生活段階 
(ｱ) 略 
(ｲ) 実施要領 
ａ～ｃ 略 
ｄ 原子力災害医療活動 

  ・原子力災害医療及び健康評価を行う。 
  ・移動式ホールボディカウンタ車による内部被ばく線量の測定 
  
エ 復帰段階（中期対応段階）  
(ｱ) 略 
(ｲ) 実施要領 
ａ～ｃ 略 

 ｄ 原子力災害医療活動 
 ・原子力災害医療及び健康評価を行う。 

 
オ 復帰段階、生活再建段階 
(ｱ) 略 
(ｲ) 実施要領 
ａ～ｃ 略 

 ｄ 原子力災害医療活動 
 
(5) 避難実施 
ア 避難指示の手順 

県は、国の原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）の避難指示
に基づき、気候、道路状況等の当時の状況に基づき、あらかじめ
作成した避難に関する具体的な内容を示した避難実施計画を修正
して、各種防護措置とあわせて、関係機関と協議し、関係市に避
難を指示する。 
要避難市は、あらかじめ作成していた避難実施要領を修正し、

関係機関と連携し、住民に避難を伝達する。 
 
イ 避難先 

国の原子力災害対策本部からの避難指示に基づき、市はＵＰＺ
内の住民を県東部・中部地域に段階的に避難させる。（「６ 避難先
一覧表」参照。） 
避難の受入れは、より以遠の東部地域から順次行い、あらかじ

めマッチングした避難所に行う。 

   ・医療救護班の配置 
   ・被ばく患者を指定された二次被ばく医療機関へ搬送 
 
ウ 避難生活段階 
(ｱ) 略 
(ｲ) 実施要領 
ａ～ｃ 略 
ｄ 被ばく医療活動 
 ・必要な被ばく医療及び健康評価を行う。 

 
 
エ 復帰段階（中期対応段階） 
(ｱ) 略 
(ｲ) 実施要領 
ａ～ｃ 略 
ｄ 被ばく医療活動 

   ・必要な被ばく医療及び健康評価を行う。 
 
オ 生活再建段階（復帰段階） 
(ｱ) 略 
(ｲ) 実施要領 
ａ～ｃ 略 
ｄ 被ばく医療活動 

 
(5) 避難実施 
ア 避難指示の手順 

県は、国の原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）の避難指示
に基づき、ＥＡＬ又はＯＩＬの運用と、気候、道路状況等の当時
の状況に基づき、あらかじめ作成した避難計画を修正して、具体
的な避難の指示を作成し、各種防護措置とあわせて、関係機関と
協議し、関係市に避難を指示する。 
要避難市は、あらかじめ作成していた避難実施要領を修正し、

関係機関と連携し、住民に避難を伝達する。 
 
イ 避難先 

島根原子力発電所からＵＰＺ内の住民避難を国の原子力災害対
策本部の決定による避難指示により、県東部・中部地域に段階的
に行う。（「６ 避難先一覧表」参照。） 
避難の受入れは、より以遠の東部地域から順次行い、あらかじ

めマッチングした避難所に行う。 
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資料１－６ 

段階的避難を行うにあたり、避難の順番を待つまでは、屋内退
避を実施する。 
避難先は、県内を基本とするが、次の場合には、災対法に基づ

き、県外避難を実施する。 

＜県外避難実施の要件＞ 
・入院患者等の要配慮者等を受け入れする施設が県内で不足すると
き 

・略 

 
ウ 略 

 
エ 避難方法 
・あらかじめ決められた方法あるいは、指示された方法により避
難を行う。 

・自家用車による避難をするときは、各家庭で避難する。 
・公共輸送等による避難をするときは、自治会単位であらかじめ
指定された一時集結所に集結した後に避難する。 

・避難等のため屋外に出る際には、被ばくの影響をできる限り低
減するため、身体等に放射性物質が付着しないようレインコー
ト等を着用するほか、放射性物質を吸い込まないようにマスク
を着用したり、タオルやハンカチで口や鼻を覆うことなどを住
民に周知する。 

・県は、避難車両の米子自動車道及び中国自動車道の無料通行措
置について NEXCO西日本に要請する。 

 
オ 避難所 

自治会を単位として、あらかじめマッチングされた避難所へ避
難する。 
避難所等については、必要に応じて事前にモニタリングを行い

安全性を確認する。 
 

カ ＵＰＺ外の防護措置 
ＵＰＺ外においては、ＵＰＺ内と同様に事態の進展等に応じて

屋内退避を行う必要がある。また、避難等の防護措置が必要とな
った場合には、ＵＰＺと同様のフレームワークにより対応を行う。 

 
キ 略 

 
 

段階的な避難を実施するまでは、屋内退避を実施する。 
避難先は、県内を基本とするが、次の場合には、災対法に基づ

き、県外避難を実施する。 
 

＜県外避難実施の要件＞ 
・入院患者等の要配慮者等を収容する施設が県内で不足するとき 
・略 

 
 
ウ 略 

 
エ 避難方法 
・あらかじめ決められた方法あるいは、指示された方法により避
難を行う。 

・自家用車による避難をするときは、各家庭毎に避難する。 
・公共輸送等による避難をするときは、自治会単位で一時集結所
から避難する。 

 
 
 
 
 
・県は、避難車両の米子自動車道及び中国自動車道の無料通行指
示について要請する。 

 
オ 避難所 

自治会を単位として、あらかじめマッチングされた避難所へ避 
難する。 
避難所等については、必要に応じて事前にモニタリングにより

安全性を確認する。 
 
カ ＵＰＺ外の防護措置 

ＵＰＺ外の必要な地域については、事態の進展等に応じ、プル
ーム通過時の影響を避けるためＵＰＺと同様に必要な防護措置を
行う。 

  
キ 略 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



鳥取県広域住民避難計画（島根原子力発電所事故対応）新旧対照表 

15 

平成３０年３月１９日 

 

資料１－６ 

(6) 避難の優先 
ア 地域 

ＵＰＺ内全域が避難が必要となった場合、島根原子力発電所に
近い地域から段階的に避難を行い、受入れはより以遠の東部地域
から順次行う。 
避難は、ＥＡＬ又はＯＩＬに基づく国又は県・市からの避難指

示に基づき行い、島根原子力発電所からの距離が、20㎞圏内区域、
20 ㎞～25 ㎞圏内区域、25 ㎞～30 ㎞圏内区域に分け、島根原子力
発電所から近い距離の区域から順次段階的に避難を開始する。 

   また、島根県から避難受入れ要請がある場合は、島根県と避難
時期・経路等を調整する。 

イ 対象者 
(ｱ) 妊産婦及び乳幼児とその家族は、優先的な避難を検討する。 
(ｲ) 略 

 
(7) 避難誘導 
ア 避難情報の伝達（広報） 
(ｱ) 県 
  (略) 

  ・県は、避難途中の住民に対して必要な情報（空間放射線、避難
所情報等）をホームページや原子力防災アプリ等を通じて提供
する。また、道路情報板やパチンコ店の屋外大型ビジョン等を
活用した情報提供も合わせて行う。 

(ｲ) 略 
 
イ 一時集結所への誘導 

市は、一時集結所への避難誘導及びバス等への乗車のための避
難誘導を行う。この際、県と協力し、避難所の所在、災害の概要、
避難時の注意事項、その他の避難に資する情報を提供する。 

 
(8) 自家用車による避難 
ア～エ 略 
 
オ 避難退域時検査等 

放射性物質が放出された後に緊急時モニタリングの結果によ
り、避難等の指示が出された場合には、主要経路沿い等に避難退
域時検査会場を設け、避難住民の避難退域時検査を行い、避難退
域時検査の結果、ＯＩＬ４以下でないことが確認された場合、簡
易除染を行う。 
大型車両の除染を行う際に用いる洗浄水については、周囲に飛

(6) 避難の優先 
ア 地域 

島根原子力発電所に近い地域から段階的に避難を行い、受入れ
はより以遠の東部地域から順次行う。 
避難は、ＥＡＬ、ＯＩＬを基準とする国の避難指示に基づき行

い、島根原子力発電所からの距離が、20㎞圏内区域、20㎞～25㎞
圏内区域、25㎞～30㎞圏内区域に分け、島根原子力発電所から近
い距離の区域から順次段階的に避難を開始する。 
また、島根県から避難受入れ要請がある場合は、島根県と避難

時期・経路等を調整する。 
 
イ 対象者 
(ｱ) 妊産婦及び乳幼児とその家族は、優先に避難する。 
(ｲ) 略 

 
(7) 避難誘導 
ア 避難情報の伝達（広報） 
(ｱ) 県 

  （略） 
 
 
 
 
(ｲ) 略 
 
イ 一時集結所への誘導 

市は、一時集結所への避難誘導を行う。この際、県と協力し、
避難所の所在、災害の概要その他の避難に資する情報を提供する。 

 
(8) 自家用車による避難 
ア～エ 略 
 
オ 避難退域時検査等 

放射性物質が放出された後に緊急時モニタリングの結果により
必要があると判断された場合には、主要経路沿い等に避難退域時検
査会場を設け、避難住民の避難退域時検査と避難住民に必要な支援
等を総合的に行い、避難退域時検査の結果、ＯＩＬ４以下でないこ
とが確認された場合、簡易除染を行う。 
なお、避難先までの間に避難退域時検査できなかった避難住民につ

いては、避難先地域に設置した避難退域時検査会場で行う。 



鳥取県広域住民避難計画（島根原子力発電所事故対応）新旧対照表 

16 

平成３０年３月１９日 

 

資料１－６ 

散しないように飛散防止措置をとる。 
なお、避難先までの間に避難退域時検査を受けることができな

かった避難住民については、避難先地域に設置する避難退域時検
査会場で行う。 
また、検査の実施に際して、健康上の配慮等が必要な者につい

ては受入先での検査等を考慮する。 
 

カ 避難途中の住民に対する支援 
県は、主要経路沿い等に設置した避難退域時検査会場等に併設

して避難支援ポイントを設置し、避難途中の住民へ避難に関する
情報や物資の提供等の支援を行う。 
避難支援ポイントにおいては、自家用車による避難を踏まえ、

長時間における渋滞を予期し、避難途中の住民に対し、支援（避
難に必要な情報（道路情報、避難所情報等）、飲料水、食料等）を
行う。 
また、必要に応じてトイレ施設等を設置する。 
なお、積雪期間中についてはチェーン等滑り止めの必要性の有

無についても情報提供する。 
 
キ 略 

 
(9) 公共輸送による避難 
ア バス等による避難 
(ｱ) 方針 

避難住民は、市があらかじめ定めた一時集結所に徒歩で集結し
た後、県等が手配するバス等により、指定された避難経路を使用
し、避難退域時検査を行った後に避難所へ移動する。 
なお、この場合でも可能な限り自治会単位でまとまり避難する

ことを原則とする。 
また、一時集結所でバス等を待つ際の被ばくの防止についても

留意する。 
(ｲ) 略 
(ｳ) 一時集結所から避難所までの輸送 

  a 略 
b バス等の確保 

  県は、県バス協会及び県バス協会会員に緊急輸送の協力要請を
行い、輸送に必要な台数のバスを確保する。 
また、県内でバスの必要台数が確保できない場合は、中国４県

のバス協会及び関西広域連合各府県のバス協会に協力を要請し、
輸送に必要な台数のバスを確保する。 

また、検査の実施に際して、健康上の配慮等が必要な者については
受入先での検査等を考慮する。 

 
 
 
 
 
カ 避難途中の住民に対する支援 
県は、主要経路沿い等に設置した避難退域時検査会場等に併設して

避難支援ポイントを設置し、避難途中の住民へ避難に関する情報や
物資の提供等の支援を行う。 
避難支援ポイントにおいては、自家用車による避難を踏まえ、長時

間における渋滞を予期し、避難途中の住民に対し、避難に必要な情
報（道路情報、避難所情報等）、飲料水、食料等の提供。 
また、必要に応じてトイレ施設等を設置する。 
なお、積雪期間中についてはチェーン等滑り止めの必要性の有無に

ついても情報提供する。 
 
 
キ 略 

 
(9) 公共輸送による避難 
ア バス等による避難 
(ｱ) 方針 

避難住民は、市があらかじめ定めた一時集結所に徒歩で集結し
た後、県等が手配するバス等により、指定された避難経路により
避難所へ移動する。 
なお、この場合でも可能な限り自治会単位でまとまり避難する

ことを原則とする。 
 
 
(ｲ) 略 
(ｳ) 一時集結所から避難所までの輸送 
a 略 
b バス等の確保 
県は、指定地方公共機関である県内バス事業者等のほか、必要

に応じて直接あるいは関西広域連合を通じて県外バス事業者か
ら、輸送に必要な台数のバスを確保する。 
なお、避難住民輸送に必要なバス等の確保が困難な場合は、国

への要請や自衛隊に避難（輸送）の災害派遣を要請する。 
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なお、避難住民輸送に必要なバス等の確保が困難な場合は、国
への要請や自衛隊に避難（輸送）の災害派遣を要請する。 
c バス等への運行指示書の作成 
県は、原子力防災避難オペレーション支援システムにより、対

象エリア内の人口や避難行動要支援者数（在宅、高齢者施設、障
がい者施設等）、必要な車両数等を速やかに算出し、運行指示書を
作成し、円滑かつ計画的な輸送を実施する。 

 
イ 鉄道による避難 

   （略） 
   また、県は、輸送の混乱を回避するためＪＲと協議のうえ、列

車の回送時間を考慮した運行終了時刻を設定し、それをＪＲと連
携し住民に周知しなければならない。 
地震災害の場合には、安全運行に係る線路の確認等に時間を要

するなどの制約を考慮する必要がある。 
一時集結所に集結した住民を必要に応じて各駅に誘導し、順次

乗車させ、後藤駅や米子駅等まで輸送する。なお、各駅で列車を
待つ際の被ばくの防止についても留意する。 
目的駅に到着した後は、バス等により避難退域時検査会場まで

輸送する。（状況により、米子駅等に到着後、山陰本線の列車に乗
り換えるなどして、鳥取駅及び倉吉駅等に輸送することも検討す
る。その際は、到着駅付近からバス等により、避難所まで輸送す
る。） 

 
ウ その他手段による避難（船舶・航空機） 
(ｱ) 方針 略 
(ｲ) 船舶による避難 

   (略) 
 船舶による避難にあたっては、悪天候等による乗船者の身体的
負担（船酔い）や津波災害の場合の港湾施設等への影響を考慮す
る必要がある。また、大型船舶の場合には調達に時間がかかるこ
とや、接岸できる港湾施設が限られるなどの制約があり、船舶の
大きさ、種類によって接岸するための防舷材等の装備が必要であ
ることを考慮する必要がある。 

(ｳ) 航空機による避難 
   (略) 
   なお、入院患者等を搬送させる場合は、患者の容態の急変等に

も対応できるよう医師等の医療従事者を同乗させることを基本と
する。 

(ｴ) 留意事項（共通） 

 
 
 
 
 
 

 
 
イ 鉄道による避難 
  （略） 
  また、輸送の混乱を回避するためＪＲと協議のうえ、列車の回送
時間を考慮した運行終了時刻を設定し、それを住民に周知しなけれ
ばならない。 
地震災害の場合には、安全運行に係る線路の確認等に時間を要する

などの制約を考慮する必要がある。 
一時集結所に集結した住民を必要に応じて各駅に誘導し、順次乗車

させ、米子駅等に輸送する。（状況により、米子駅等に到着後、山陰
本線の列車に乗り換えるなどして、鳥取駅及び倉吉駅等に輸送する
ことも検討する。一部は、到着駅付近からバス等により、避難所ま
で輸送する。） 

 
 
 
 
ウ その他手段による避難（船舶・航空機） 
(ｱ) 方針 略 
(ｲ) 船舶による避難 

(略) 
船舶による避難にあたっては、悪天候等による影響や津波災害

の場合の港湾施設等への影響を考慮する必要があり、大型船舶の
場合には調達に時間がかかることや、接岸できる港湾施設が限ら
れるなどの制約を考慮する必要がある。 

 
 
(ｳ) 航空機による避難 

   (略) 
   なお、入院患者等を搬送させる場合は、患者の容態の急変等に

も対応できるよう医師等の医療従事者を同乗させるよう配慮する
ものとする。 

(ｴ) 留意事項（共通） 
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資料１－６ 

ａ 乗務員の安全確保  
公共輸送による避難にあたっては、あらかじめ運行基準を検

討するとともに、乗務員の防護対策に留意するものとする。 
ｂ 避難退域時検査の実施 

     放射性物質が放出された後に緊急時モニタリングの結果によ
り、避難等の指示が出された場合には、空港、港湾等の到着地
で住民の避難退域時検査を実施する。検査終了後、バス等によ
りあらかじめ定められた避難所に移動する。 

 
(10)自衛隊による避難 
  県は、輸送力が不足する場合、自衛隊に災害派遣を要請し、自衛
隊が保有する車両（自衛隊救急車を含む）および船舶、ヘリコプタ
ーを含む航空機による避難住民等の緊急輸送を行う。 

 
(11)避難行動要支援者等の避難 
ア 略 
イ 避難行動要支援者等の避難計画 
(ｱ) 避難行動要支援者の把握等 

   県・市は、あらかじめ避難行動要支援者を把握し、避難に必要
な車両を見積もっておく。 

(ｲ) 県は、市町村、関係機関・団体と連絡調整の上、避難行動要支
援者等及びそれらの施設等並びに避難行動要支援者等の避難体制
の状況を確認し、避難行動要支援者等の避難計画を作成する。 
また、県は、県内で確保可能な福祉車両等を把握し、県内車両

で不足する数については、あらかじめ国に確保を要請するととも
に、要請の手順を確立しておく。 
また、ＯＩＬ２による一時移転においては、県内で準備できる

福祉車両による一時移転の方法について検討しておく。 
(ｳ) 略 
(ｴ) 在宅の避難行動要支援者の避難等 
  市は、在宅の避難行動要支援者及び同居者並びに支援者等に対
して、防災行政無線、広報車、緊急速報メール、テレビ、ラジオ
等を用いて屋内退避・避難等を情報伝達する。 

  支援者の支援を受けるにより地域住民と同様に避難が可能であ
る避難行動要支援者は、先ずは広域避難所に避難を行う。そして、
要支援者の状況に応じて広域福祉避難所に移送する。 

(ｵ)～(ｷ) 略 
 
ウ 情報の提供 
  聴覚障がい者、視覚障がい者等の避難行動要支援者等への情報

公共輸送による避難にあたっては、あらかじめ運行基準を検討
するとともに、乗務員の防護対策に留意するものとする。 

   放射性物質が放出された後における避難（ＯＩＬに基づく防護
措置としての避難）においては、空港、港湾等の到着地で住民の
避難退域時検査を実施する。 

 
 
 
 
(10)自衛隊による避難 
  県は、輸送力が不足する場合、自衛隊に災害派遣を要請し、自衛
隊が保有する車両（自衛隊救急車を含む）および船舶、ヘリコプタ
ーを含む航空機による避難住民等の輸送を行う。 

 
(11)避難行動要支援者等の避難 
ア 略 
イ 避難行動要支援者等の避難計画 
（新設） 
 
 
(ｱ) 県は、市町村、関係機関・団体と連絡調整の上、避難行動要支
援者等及びそれらの施設等並びに避難行動要支援者等の避難体制
の状況を確認し、避難行動要支援者等の避難計画を作成する。 
このため、あらかじめ避難行動要支援者を把握し、避難に必要

な車両を見積もっておく。 
この際、車両が不足する際は、あらかじめ国に確保を要請する。 

 
(ｲ) 略 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
(ｳ) ～(ｵ) 略 

 
 
（新設） 
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資料１－６ 

伝達については、それぞれの障がいの特性に応じて伝達方法に配
慮する。 

 
エ 略 

 
オ 社会福祉施設等入所者の避難 
(ｱ) 方針 

   社会福祉施設の入所者については、県があらかじめ示した避難
先施設に避難を行うものとする。 
この際、放射線防護対策を実施した社会福祉施設等については、

屋内退避の可能期間を考慮した上で、他の社会福祉施設等からの
受入れや避難及び在宅の避難行動要支援者の受入れ又は他の社会
福祉施設への転院等を判断するものとする。 

 
 
(ｲ) 避難方法 

施設入所の避難行動要支援者等については、施設が所有する車
両に加え、県が手配する福祉車両等で避難する。 

(ｳ) 略 
 
カ、キ 略 

 
ク 外国人の避難 

   (略) 
   また、ホームページへの情報掲載にあたっては、ホームページ

の多言語自動翻訳機能の活用を考慮し、やさしい日本語での掲載
を心がける。 

 
ケ 略 

 
(12)児童生徒等の避難 
ア 方針 

   保育所や学校等、園児、児童、生徒及び学生（生徒等）が通う
施設においては、警戒事態が施設敷地緊急事態に進展するおそれ
がある場合又は施設敷地緊急事態が発生した場合、直ちに休園・
休校とし、屋内退避等により児童、生徒の安全を確保するととも
に保護者との連絡調整に努める。 
保護者の引渡し前に避難指示が出た場合、引渡しが終わってい

ない児童生徒等全員を学校等ごとに決められた避難所に避難し、
避難先で保護者に引き渡すものとする。 

 
 
 
ウ 略 

 
エ 社会福祉施設等入所者の避難 
(ｱ) 方針 

緊急的な避難が必要となった初期段階において、全ての対象者
を該当の避難先社会福祉施設へ直ちに避難することが困難である
ため、避難先が確保できるまで一時的に他の施設（広域福祉避難
所）に避難し、受入先が確保された後に最終避難先に避難する。 
この際、放射線防護対策を実施した社会福祉施設等については、

屋内退避の可能期間を考慮した上で、他の社会福祉施設等からの
受け入れや避難又は他の社会福祉施設への転院等を判断するもの
とする。 

(ｲ) 避難方法 
施設入所の避難行動要支援者等については、県が手配するバス

の他、施設が所有する車両で避難する。 
(ｳ) 略 

 
オ、カ 略 

 
キ 外国人の避難 

   (略) 
 また、ホームページへの情報掲載にあたっては、ホームページ
の翻訳を考慮し、平易な日本語での掲載を心がける。 

 
 
ク 略 

 
(12)児童生徒等の避難 
ア 方針 

避難指示が出た場合、その指示内容に従い、保育所や学校等、
園児、児童、生徒及び学生（生徒等）が通う施設の管理者は、生
徒等全員をＵＰＺに避難させることを基本とする。 
この際、時間に余裕がない場合は学校等から児童生徒等を避難

させ、避難先で保護者に引き渡すものとする。時間に余裕がある
場合は、児童生徒等を学校等で保護者に引き渡すものとする。 
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資料１－６ 

 
イ～エ 略 

 
(13) 観光客等一時滞在者の避難 
ア 方針 

島根原子力発電所において、大規模事故につながるおそれのあ
る事故が発生した場合や警戒事態等が発生した場合、観光施設の
周知のほか防災行政無線や道路情報板、商業施設等の屋外大型ビ
ジョンにより速やかに観光客へ事故状況等を伝達するとともに、
併せて避難経路等を情報提供し、早期の帰宅を呼びかける。 
帰宅が間に合わなかった場合は、宿泊施設等に移動し、避難等

の指示があった場合には最寄りの一時集結所から住民とともに避
難する。 

 
イ、ウ 略 

 
エ 避難の実施 

観光客のうち、自家用車やバス又はタクシー利用者等、移動手
段を確保している者は、それぞれの移動手段を用いてすみやかに
帰宅する。 
また、公共交通機関を利用し来訪した観光客については、運行

時間等の情報を提供し、可能な限り公共交通機関で速やかに帰宅
するよう呼びかける。 

 
(14)大規模計画外避難に対する緊急対応 
ア 略 

 
イ 実施要領 
(ｱ) 現地情報の入手 

県は、各種手段により、状況判断に資するための現地の道路状
況をリアルタイムで確実に掌握する。 
この際、あらかじめ渋滞の発生が予測される場所を把握し、そ

の場所を判断ポイントとして重点的に現地の状況を把握する。状
況把握にあたっては、小型無人飛行機（ドローン）等を用いるこ
とにより迅速に情報収集を行う。 

(ｲ) 住民避難路の統制（規制） 
県及び市町村、警察、道路管理者等は、現地の道路情報に基づ

き、交通秩序の維持（回復）、交通の整理、迂回路への誘導等の必
要な措置を行う。 
この際、各機関は連携するとともに必要な協力を行う。 

 
イ～エ 略 

 
(13) 観光客等一時滞在者の避難 
ア 方針 

島根原子力発電所において、大規模事故につながるおそれのあ
る事故が発生した場合や警戒事態等が発生した場合、防災行政無
線や道路情報板により速やかに観光客へ事故状況等を伝達すると
ともに、併せて避難経路等を情報提供し、早期の帰宅を呼びかけ
る。 

   帰宅が間に合わなかった場合は、最寄りの一時集結所から住民
とともに避難する。 

 
 
イ、ウ 略 

 
エ 避難の実施 

観光客のうち、自家用車やバス又はタクシー利用者等、移動手
段を確保している者は、それぞれの移動手段を用いてすみやかに
帰宅する。 

 
 
 
 
(14)大規模計画外避難に対する緊急対応 
ア 略 

 
イ 実施要領 
(ｱ) 現地情報の入手 

県は、各種手段により、状況判断に資するための現地の道路状
況をリアルタイムで確実に掌握する。 
この際、あらかじめ渋滞の発生が予測される場所を把握し、そ

の場所を判断ポイントとして重点的に現地の状況を把握する。 
 
 
(ｲ) 住民避難路の統制（規制） 

県及び市町村、警察、道路管理者等は、現地の道路情報に基づ
き、交通秩序の維持（回復）、交通の整理、迂回路への誘導等の必
要な措置を行う。 
この際、各機関は連携するとともに必要な協力を行う。 
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なお、島根原子力発電所で事故が発生した場合は、島根県の住
民が本県を通過し避難を行うとともに、本県住民が岡山県内の道
路を使用して避難を行うことから、県境を越えた広域的な交通管
制が必要であり、中国地方全体での交通規制の実施について各県
警察本部等と協議を行う。 

(ｳ) 住民への情報伝達 
県及び市は、住民に対してあらゆる手段により情報を伝達する。 

既に避難を開始した住民に対しては、避難中における被ばく防止
等の注意事項、渋滞状況、交通規則の遵守、渋滞解消の見通し、
空間放射線量、避難所情報、現状等を伝える。 

(ｴ) 略 
 
ウ 略 

 
(15)実動機関現地合同調整所の設置 

県及び県警察は、琴浦大山警察署に実動機関現地合同調整所を設
置し、広域的な交通規制・統制等を行うとともに、実動機関の円滑
な活動調整及び情報共有等を図る。 
そのため、平素から共通の基準及び活動要領を確立し、実動機関

共同調整システム、通信機器等を整備する。 
 
３ 関係機関の役割 
(1)関係機関 

機関名 事務又は業務 

鳥取県 1～5 略 
6.広域避難所運営の統括 
7～11 略 
12.避難住民の避難退域時検査、除染及び

原子力災害医療 
13～14 略 
15.放射線防護対策施設への物資補給 
16.その他必要な措置 

指
定
公
共
機
関 

日本通運（株） 1.貨物自動車による救助物資の輸送 

福山通運（株）  

佐川急便（株） 

ヤマト運輸（株） 

西濃運輸（株） 

西日本電信電話
（株） 

1.通信の確保及び防護対策の実施に必要
な通信の優先的取扱い 

 
 
 
 
 
(ｳ) 住民への情報伝達 

県及び市は、住民に対してあらゆる手段により情報を伝達する。 
既に避難を開始した住民に対しては、避難中における被ばく防止
等の注意事項、渋滞状況、交通規則の遵守、渋滞解消の見通し、
現状等を伝える。 

(ｴ) 略 
 
ウ 略 

 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
３ 関係機関の役割 
(1)関係機関 

機関名 事務又は業務 

鳥取県 1～5 略 
6.広域避難所運営の統轄 
7～11 略 
12.避難住民の避難退域時検査、除染及び

被ばく医療 
13～14 略 
 
15.その他必要な措置 

指
定
公
共
機
関 

（追加）  

（追加）  

（追加）  

（追加）  

（追加）  

（追加） 
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ソフトバンク㈱ 
 

2.避難施設における電話その他の通信設
備の臨時の設置 

3.避難情報の配信 

指
定
地
方
公
共
機
関 

（株）新日本海新
聞社 

1.住民等に対する避難情報の広報活動 
 

（株）山陰中央新
報社 

㈱鳥取テレトピア 

日本海ケーブルネ
ットワーク㈱ 

鳥取中央有線放送
㈱ 

 
(2) 略 
 
 
４ 避難の支援方法 
(1)物資等の供給 
ア～イ 略 

  
ウ 物資等の供給支援組織の構成 

 (ｱ) 略 
 (ｲ) 物資集積拠点 
   県は、大量の物資等の集積が必要な場合は、物資集積拠点を県

内に設定し、空路・海路・陸路からの緊急物資を集積する。 
  ａ 上流の拠点・・・県外等からの物資受入れ（港湾、漁港、空

港、民間物流拠点等） 
  ｂ 下流の拠点・・・市町村配布前の物資仮置き（農協施設、公

有施設、民間物流拠点等） 
(ｳ) 略 

  
エ 略 

 
 オ 物資及び資材 

略 略 

生活必需品 毛布、タオル、小型エンジン発電機、カセットコン
ロ、カートリッジボンベ、土のう袋、ブルーシート、
懐中電灯（電池を含む）、トイレットペーパー、ティ
ッシュペーパー、仮設トイレ、ゴミ袋、生理用品、

（追加） 
 
 

 

指
定
地
方
公
共
機
関 

（追加） 
 

 

（追加） 
 

 

（追加）  

（追加） 
 

（追加） 
 

 
(2) 略 
 
 
４ 避難の支援方法 
(1)物資等の供給 
 ア～イ 略 
  
ウ 物資等の供給支援組織の構成 

 (ｱ) 略 
 (ｲ) 物資集積拠点 
   県は、大量の物資等の集積が必要な場合は、物資集積拠点を県

内に設定し、空路・海路・陸路からの緊急物資を集積する。 
  ａ 上流の拠点・・・県外等からの物資受入れ（港湾、漁港、空

港等） 
  ｂ 下流の拠点・・・市町村配布前の物資仮置き（農協施設、公

有施設等） 
 (ｳ) 略 
  
エ 略 

 
 オ 物資及び資材 

略 略 

生活必需品 毛布、タオル、小型エンジン発電機、カセットコン
ロ、カートリッジボンベ、土のう袋、ブルーシート、
懐中電灯（電池を含む）、トイレットペーパー、ティ
ッシュペーパー、仮設トイレ、ゴミ袋等。 
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紙おむつ、おしりふき、哺乳瓶等。 

略 略 

 
(2)輸送 
ア～キ 略 

 
ク 輸送の実施 
(ｱ) 輸送業務 

県は、輸送計画に基づき、一元的に輸送を手配・調整する。 
県は、原子力防災避難オペレーション支援システムを用いて、

輸送計画表を作成するとともにバス等の運行指示書を作成し、運
送事業者に提供する。 

(ｲ) 広域交通管理体制の確保 
ａ 交通規制の実施 

警察は、避難住民輸送等にかかるバス及び自家用車等による
交通渋滞を軽減し、迅速な広域避難の実施及び緊急交通路を確
保するため、道路管理者と連携を図り、必要と認められる道路
の区間において交通誘導対策、交通広報対策、交通規制対策等
を行う。 
警察は、道路管理者と連携して国道４３１号の使用の可否を

早期に把握し、避難経路として使用できる場合には、車両を誘
導し、交通を分散することで渋滞を緩和する。 
警察は、交通規制計画に基づき、交通検問所を設置する。 
なお、島根原子力発電所で事故が発生した場合は、島根県の

住民が本県を通過し避難を行うとともに、本県住民が岡山県内
の道路を使用して避難を行うことから、県境を越えた広域的な
交通管制が必要であり、中国地方全体で交通規制を実施する。 

  ｂ 交通路の確保 
県は、主要な橋梁、トンネル等のあらかじめ確認すべき箇所

を定め、それら箇所の異常の有無を小型無人飛行機（ドローン）
等を活用し早期に把握するとともに、必要に応じて応急復旧及
び啓開作業を実施する等警察とともに交通路の確保を行う。 

 
ケ 略 

 
コ 避難が遅れた者への対応 

   県は、住民避難が完了した後に、避難が遅れた住民等の情報提
供や救出依頼があった場合は、警察、消防等に対して捜索及び発
見後の緊急輸送を要請する。 

 

略 略 

 
(2)輸送 
ア～キ 略 

 
ク 輸送の実施 
(ｱ) 輸送業務 

県は、輸送計画に基づき、一元的に輸送を手配・調整する。 
 
 
 
(ｲ) 広域交通管理体制の確保 
ａ 交通規制の実施 

警察は、避難住民輸送等にかかるバス及び自家用車等による交
通渋滞を軽減し、迅速な広域避難の実施及び緊急交通路を確保
するため、道路管理者と連携を図り、必要と認められる道路の
区間において交通誘導等を行う。 
警察は、道路管理者と連携して国道４３１号の使用の可否を早

期に把握し、避難経路として使用できる場合には、車両を誘導
し、交通を分散することで渋滞を緩和する。 
警察は、交通規制計画に基づき、交通検問所を設置する。 

 
 
 
 
 

ｂ 交通路の確保 
県は、主要な橋梁、トンネル等のあらかじめ確認すべき箇所を

定め、それら箇所の異常の有無を早期に把握するとともに、必
要に応じて応急復旧及び啓開作業を実施する等警察とともに交
通路の確保を行う。 

 
ケ 略 
 

（新設） 
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サ 略 

 
(3)避難退域時検査 
ア 避難退域時検査の実施 

避難退域時検査は、住民等の身体等への放射性物質の付着の有
無を確認することを目的に行うものであり、避難者に対し県内で
行うことを基本とし、要請がある場合は、島根県と連携し、島根
県の避難住民の避難退域時検査も行う。 
県は、放射性物質が放出された後に緊急時モニタリングの結果

により必要があると判断された場合、ＵＰＺ外の主要経路沿い等
に避難退域時検査会場を設置し、避難住民を避難所に受け入れる
までの間に、避難住民の避難退域時検査及び必要に応じて簡易除
染を行う。 
また、主要経路沿い等で避難退域時検査を実施しなかった避難

住民については、避難先地域内に設置する予備会場で検査を行う。 
   避難退域時検査を終了した住民に対しては、終了した旨の証明

書を発行する。 
 
イ 避難退域時検査会場 
 避難退域時検査は、あらかじめ定めた会場で行うが、空間放射
線量率の上昇等により会場が使用できない場合を考慮し、次のと
おり代替の避難退域時検査会場を選定する際の基準に基づき、候
補地を選定しておくものとする。県は、代替会場の確保が円滑に
行われるよう、施設管理者等の協力を得るとともに訓練等を通し
て理解を得る。 

  ① 広い駐車場を有している。 
② 住民検査を行うための検査スペースが確保できる。（荒天時に
おける避難者の負担を軽減するため体育館等の屋内又は半屋内
の駐車場等であることが望ましい。） 

  ③ 構内及び施設への出入口が複数ある。（車両や住民が一方通行
することが可能であり、汚染の拡大防止を図ることができる。） 

 
ウ 検査手順 
① 自家用車やバス等の車両を利用して避難等をする住民の検査
は、乗員の検査の代用として車両の検査を行う。 

② 車両が OIL４以下でない場合には、乗員の代表者に対して検査
を行う。 

③ 乗員の代表者がOIL４以下でない場合には、乗員の全員に対し
て検査を行う。 

 
コ 略 
 

(3)避難退域時検査 
避難退域時検査については、被ばく医療実施の前提と位置づけ、避

難者に対し県内で行うことを基本とし、要請がある場合は、島根県
と連携し、島根県の避難住民の避難退域時検査も行う。 
県は、放射性物質が放出された後に緊急時モニタリングの結果によ

り必要があると判断された場合、ＵＰＺ外の主要経路沿い等に避難
退域時検査会場を設置し、避難住民を避難所に収容するまでの間に、
避難住民の避難退域時検査（体表面汚染スクリーニング及び物品の
スクリーニング）及び必要に応じて簡易除染を行う。 
また、主要経路沿い等で避難退域時検査を実施しなかった避難住民

については、避難先地域内に設置する予備会場で検査を行う。 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
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④ 検査の結果、OIL４以下でない乗員については簡易除染を実施
し、それでも OIL４以下にならない場合は医療機関等へ搬送し
て除染を行う。 

 
エ 利用施設や周辺環境等への放射性物質の飛散等の防止 

避難退域時検査の実施にあたり、利用施設や周辺環境等に放射
性物質の飛散・付着・浸透を防止するため、県は次のとおり対策
を行う。 

(ｱ) 体育館等での避難住民の検査 
床面や壁面を養生シートやポリエチレンシートで覆うことによ 

り放射性物質の付着を防ぐ。 
(ｲ) 屋外での車両除染 

   車両を除染する際に用いる洗浄水が周囲に飛散しないように飛
散防止措置を講じる。また、使用した洗浄水・汚染付着物につい
ては回収し、ポリ容器等に封入し、一時的に貯留したのち、原子
力事業者が処理する。 

 
オ 避難退域時検査用資機材の標準化と一括管理 

   避難退域時検査を迅速かつ適切に実施するために、平時から資
機材の標準化と一括管理を行う。 

 
カ 避難退域時検査会場の表示及び整備 

   県は、避難退域時検査会場として指定した施設に、避難退域時
検査会場であることを表示する。また、避難退域時検査の実施に
あたっての必要な小規模修繕（施設のユニバーサルデザイン化
等）、公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Fｉ）の整備等を行う。 

 
 キ 避難退域時検査会場 
   県は、国又は県・市が避難指示を行うまでに避難退域時検査会

場を開設する。 

名 称 住 所 

東伯総合公園体育館 東伯郡琴浦町田越560 

中山町農業者トレーニングセンター 西伯郡大山町下甲1022-5 

名和農業者トレーニングセンター 西伯郡大山町名和1247-1 

伯耆町Ｂ＆Ｇ海洋センター 西伯郡伯耆町大原1006-3 

江府町立総合体育館 日野郡江府町大字洲河崎
62 

倉吉市関金農林漁場者等健康増進施
設 

倉 吉 市 関 金 町 関 金 宿
1560-18 

 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
（新設） 
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旧那岐小学校 八頭郡智頭町大背205 

 
 
 
ク 避難先地域に設置する避難退域時検査会場 

 

名 称 住 所 

布勢総合運動公園県民体育館 鳥取市布勢 146-1 

鳥取砂丘コナン空港 鳥取市湖山町西 4 丁目
110-5 

倉吉体育文化会館体育館 倉吉市山根 529-2 

鳥取保健所（H30.4～鳥取市保
健所） 

鳥取市江津 730 

倉吉保健所 倉吉市東巌城町 2 

米子保健所 米子市東福原1丁目1-45 

(4)医療の提供 
ア 原子力災害医療体制 

県（福祉保健部）は、災害対策本部の下部組織として医療救護
対策本部を設置する。 
医療救護対策本部は、オフサイトセンター（医療班）と調整し、

原子力災害医療機関と連携して、原子力災害医療、必要な防護対
策（安定ヨウ素剤の投与等）を行う。 
 

イ 治療、搬送 
(ｱ) 原子力災害医療活動 
ａ 略 
ｂ 原子力災害医療協力機関における対応 

被ばく傷病者等の初期診療及び救急診療、被災者の放射性物
質による汚染の測定や救護所への医療チームの派遣など原子力
災害医療や県が行う原子力災害対策等の支援を行う。 

ｃ 原子力災害拠点病院における対応 
原子力災害時において、汚染の有無にかかわらず傷病者等を

受け入れ、被ばくがある場合には適切な診療等を行う。 
拠点病院は、原子力災害医療派遣チームを有し、原子力災害

が発生した道府県等において救急医療等を行う 
ｄ 高度被ばく医療センターへの搬送 

県は、原子力災害拠点病院で対応できない高度専門的な診療
及び治療が必要な患者について、高度被ばく医療センターと受

 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)医療の提供 
ア 被ばく医療体制 

県（福祉保健部）は、災害対策本部の下部組織として医療救護
対策本部を設置する。 
医療救護対策本部は、オフサイトセンター（医療班）と調整し、

被ばく医療機関と連携して、緊急被ばく医療、必要な防護対策（安
定ヨウ素剤の投与等）を行う。 
 

イ 治療、搬送 
(ｱ)緊急被ばく医療活動 
ａ 略 
ｂ 初期被ばく医療機関における対応 

汚染の有無にかかわらず搬送されてきた患者に対して一般の
救急医療の対象となる傷病への対応を行う。 
 

ｃ 二次被ばく医療機関における対応 
初期ひばく医療機関で対応が困難な被ばく患者に、線量測定、

除染処置及び専門的な医療対応を、必要に応じて入院診療によ
り行う。 

 
ｄ 三次被ばく医療機関への搬送 

県は、初期及び二次被ばく医療機関で遂行困難な高度専門的な
除染及び治療が必要な患者について、三次被ばく医療機関と受
入を調整する。 
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入を調整する。 
県は、消防局等で搬送が困難な場合は、消防庁に搬送手段の

確保を要請する。 
ｅ 原子力災害医療・総合支援センターへの要請 

    県は、国の原子力災害現地対策本部及び原子力災害医療・総
合支援センター等と調整を行い、原子力災害医療チームの派遣
を要請する。 

(ｲ) 略 
 
ウ 安定ヨウ素剤の服用 
  （略） 

ただし、避難の際に一時集結所等で安定ヨウ素剤を受け取るこ
とが困難等の理由により事前配付を受けた者に対しては、事前に
受け取った安定ヨウ素剤の服用の有無を確認し、必要な対応を行
う。 
 

エ 略 
 
オ 医療の確保 
(ｱ) 略 
(ｲ) 国の原子力災害医療派遣チーム、県内医療機関等からの派遣及
び県外の医療救護班の応援を受ける。 

 
カ、キ 略 

 
(5)避難経路の確保 
 ア 自然災害等により避難経路が通行不能な場合 

県は、避難経路として定められている道路の通行の可否を把握
し、道路の損傷を確認した場合は、代替経路を指定するとともに
建設事業者の協力を得て、早急に応急復旧等を行う。そのため、
これら作業に使用する資機材の備蓄やがれき等の仮置き場の確保
についてあらかじめ調整を行う。また、県が管理する道路以外の
道路の損傷を確認した場合は、各道路管理者に復旧を要請する。 

   避難者は、避難時に使用している道路の損傷や撤去が必要な車
両等を見つけた際は、道路管理者、市及び県にその旨を連絡する。 

 イ 降雪時における避難経路の確保 
   県は、除雪計画に基づき、凍結防止剤の散布や除雪車による除

雪作業を実施するとともに、県が管理する道路以外の道路につい
ては、各道路管理者に除雪を要請し、避難経路を確保する。 

 

県は、消防局等で搬送が困難な場合は、消防庁に搬送手段の確
保を要請する。 
 

 （新設） 
 
 
 
(ｲ) 略 
 
ウ 安定ヨウ素剤の服用 

  （略） 
 
 
 
 
 
エ 略 
 
オ 医療の確保 
(ｱ) 略 
(ｲ) 国の緊急被ばく医療派遣チーム、県内医療機関等からの派遣及
び県外の医療救護班の応援を受ける。 

 
カ、キ 略 

 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



鳥取県広域住民避難計画（島根原子力発電所事故対応）新旧対照表 

28 

平成３０年３月１９日 

 

資料１－６ 

 
(6)避難所 
ア 避難施設の指定 
(ｱ) 避難所 

県及び市町村は、一定の要件を備えた施設を避難施設としてあ
らかじめ指定し確保する。 
指定に当たっては、市町村の地域防災計画及び国民保護計画で

指定された避難施設を活用する。 
県は避難先として指定した避難所の施設状況や周辺生活情報の

地誌資料を整備する。 
(ｲ) 略 
(ｳ) 放射線防護対策施設 

放射線防護対策を実施した施設等については、屋内退避の可能
期間を考慮した上で、他の施設等からの受け入れや避難又は他の
施設への転院等を判断するものとする。 
放射線防護対策施設の管理者は、原子力災害を考慮し、７日間

の食糧、燃料等の備蓄及び補給方法を検討しておく。また、県は、
必要とされる食糧、燃料等の備蓄に対する支援を行う。 
なお、屋内退避を継続するにあたり備蓄食糧・燃料等の不足が

見込まれる場合、県が物資の補給を行う。 

名 称 住 所 

鳥取県済生会境港総合病院 境港地米川町 44 

社会福祉法人しらゆり会 光洋の里 境港市渡町 2480 

医療法人・社会福祉法人真誠会 弓浜ホ
スピタウン 

米子市大崎 1511-1 

医療法人真誠会 ゆうとぴあ 米子市河崎 581-3 

 
イ 避難施設の開設運営 
(ｱ)～(ｴ) 略 
(ｵ) 家庭動物（ペット）の避難 

避難所の開設者は、避難所に家庭動物（ペット）収容のための
スペースを確保する。 
家庭動物（ペット）の収容スペースの管理運営は、避難住民自

らが行うことを基本とする。 
県は、家庭動物（ペット）の健康管理のため、獣医師による巡

回指導体制を確立する。 
(ｶ) 略 

 
ウ 略 

 
(5)避難所 
ア 避難施設の指定 
(ｱ) 避難所 
県及び市町村は、一定の要件を備えた施設を避難施設としてあらか

じめ指定し確保する。 
指定に当たっては、市町村の地域防災計画及び国民保護計画で指定

された避難施設を活用する。 
 
 
(ｲ) 略 
(ｳ) 放射線防護対策施設 

放射線防護対策を実施した施設等については、屋内退避の可能
期間を考慮した上で、他の施設等からの受け入れや避難又は他の
施設への転院等を判断するものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 避難施設の開設運営 
(ｱ)～(ｴ) 略 
(ｵ) ペットの避難 

避難所の開設者は、避難所にペット収容のためのスペースを確
保する。 
ペット収容スペースの管理運営は、避難住民自らが行うことを

基本とする。 
県は、ペットの健康管理のため、獣医師による巡回指導体制を

確立する。 
(ｶ) 略 

 
ウ 略 
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資料１－６ 

 
(7)仮設住宅等 
ア～ウ 略 

 
エ 旅館・ホテル 
  県及び市は、必要に応じて旅館・ホテル等を避難所としての借
り上げ、要配慮者等の避難者に提供する。 

 
(8)～(11) 略 
 
(12)広報・情報伝達 
ア 方針 

(略) 
この際、要避難地域の住民に対する避難指示の確実な伝達、状

況の推移とそれに応じた住民の情報ニーズへの対応、要配慮者等
及び一時滞在者に十分な配慮を行う。また、避難中の住民に対し
て、必要な情報（空間放射線量、避難所情報等）などの各種情報
を提供する。 
なお、広報活動の際には、外国人にもわかりやすい平易な日本

語の使用や外国語への自動翻訳を前提として表現を使用するとと
もに、音声読み上げ機能による視覚障がい者等への情報伝達にも
配慮する。 

 
イ 情報伝達・広報の役割分担 

ＯＦＣ 略 

ＥＭＣ 略 

県 ・緊急事態、災害の概要、県が実施する防災活動等に
ついて、情報伝達するとともに、地元報道機関、イ
ンターネット等の多様な広報手段を通じて県民に
広報する。 

・ＯＦＣ所管外の情報（避難生活に関連する情報等）
を広報する。このうち、共通内容については、県で
作成し、市町村等に広報を依頼する。 

市町村 略 

 
ウ 略 
エ 広報体制の整備 
(ｱ)、(ｲ) 略 
(ｳ) 広報手段 

 
(6)仮設住宅等 
ア～ウ 略 

 
（新設） 
 
 
 
(7)～(10) 略 
 
(11)広報・情報伝達 
ア 方針 

(略) 
この際、要避難地域の住民に対する避難指示の確実な伝達、状

況の推移とそれに応じた住民の情報ニーズへの対応、要配慮者等
及び一時滞在者に十分な配慮を行う。また、避難中の住民に対し
ても必要な情報を伝えられるようにする。 

 
 
 
 
 
 
イ 情報伝達・広報の役割分担 

ＯＦＣ 略 

ＥＭＣ 略 

県 ・緊急事態、災害の概要、県が実施する防災活動等に
ついて、情報伝達するとともに、地元報道機関、イ
ンターネット等の多様な報道手段を通じて県民に
広報する。 

・ＯＦＣ所管外の情報（避難生活に関連する情報等）
を広報する。このうち、共通内容については、県で
作成し、市町村等に広報を依頼する。 

市町村 略 

 
ウ 略 
エ 広報体制の整備 
(ｱ)、(ｲ) 略 
(ｳ) 広報手段 
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資料１－６ 

ホームページ（携帯電話でも利用可能）、緊急速報メール、あん
しんトリピーメール、ツイッター、原子力防災アプリ等により行
うとともに、テレビやラジオ、新聞などの放送事業者、通信社、
新聞社等の報道機関の協力を得ながら行う。 
避難中の住民に対しても、道路標示板、ラジオ、原子力防災ア

プリ、避難支援ポイント等で情報提供を行うとともに、速報性を
有しない避難生活関連情報等の提供については、新聞を活用した
広報を行う。 
また、広域避難所の管理者は、避難所にいる避難住民への広報

（情報提供）を行う。 
(ｴ) 略 

 
オ 略 

 
(13)問い合わせ窓口の開設 
ア 方針 

県は、災害対策本部にワンストップの問い合わせに対する相談
窓口を早期に開設し、住民の不安解消と早期の生活再建を図る。 

 イ 略 
 ウ 相談窓口の種類 
(ｱ) 略 
(ｲ) 事故等に関する情報 

  ａ 事故の発生日時及び概要 
  ｂ 事故の状況と今後の予測 
  ｃ 原子力発電所における対応状況 
  ｄ 行政機関の対応状況 
  ｅ 住民等がとるべき行動 

ｆ 避難対象区域及び屋内退避区域 
(ｳ)～(ｿ) 略 

 
(14)～ (15) 略 
 
(16)安全管理 
ア 防災業務関係者の安全管理 
  県は、防災対策に従事する防災業務関係者等の安全管理を行う
とともに県職員の被ばく管理を適切に行う。 
※参考 人事院規則10-5（放射線防護に係る指標） 
 
 
 

ホームページ（携帯電話でも利用可能）、あんしんトリピーメー
ル、ツイッター等により行うとともに、テレビやラジオ、新聞な
どの放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協力を得ながら
行う。 
避難中の住民に対しても、道路標示板、ラジオ、避難支援ポイ

ント等の情報提供を行う。とともに、速報性を有しない避難生活
関連情報等の提供については、新聞を活用した広報も行う。 
避難所にいる避難住民への広報（情報提供）は、広域避難所の

管理者による広報も行う。 
 
(ｴ) 略 

 
オ 略 

 
(12)問い合わせ窓口の開設 
ア 方針 

県は、災害対策本部にワンストップの問い合わせ窓口を早期に
開設し、住民の不安解消と早期の生活再建を図る。 

イ 略 
 ウ 相談窓口の種類 
(ｱ) 略 
(新規)  

 
 
 
 
 
 
(ｲ)～(ｾ) 略  

 
(13)～(14) 略 
 
(15)安全管理 
ア 防災業務関係者の安全管理 
  県は、防災対策に従事する防災業務関係者等の安全管理を行う
とともに県職員の被ばく管理を適切に行う。 
※参考 人事院規則10-5（放射線防護に係る指標） 
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資料１－６ 

 
 

 
区分等 

災害応急対策活動及
び災害復旧活動を実
施する場合 

放射線障害を防
止するための緊
急を要する作業
に従事する場合 

実効線量 

①５年間 100mSv  
100mSv ②１年間 50mSv 

③ ３ か 月
（女性） 

5mSv 

④ 妊 娠 中
の女性（内
部被ばく） 

1mSv － 

等価
線量 

眼の水晶体 １年間 150mSv 300mSv 

皮膚 １年間 500mSv 1Sv 

腹部表面 妊 娠 中 の
女性 

2mSv － 

イ 運送事業者等の運転手等の被ばく管理 
   県は、運送事業者に対して避難住民の輸送を求める場合、運転

手等の安全確保に配慮するものとする。そのため、緊急時モニタ
リングの結果に基づき、輸送業務の実施による追加的な被ばく線
量の予測を行い、それが１mSv を下回ることをあらかじめ確認す
る。また、運送事業者は、運転手等の被ばく線量が年間１mSv（実
効線量）を越えないよう管理するものとする。 

   県は、運転手等の防護措置に必要な資機材（防護服、手袋、靴
カバー、防塵マスク、個人線量計、安定ヨウ素剤（予防服用））を
整備するとともにあらかじめ定めた方法により運送事業者に配布
を行う。 

   また、県は、平時よりこれら資機材の使用方法等に関する研修
会等を開催する。 

 
５ 避難実施体制 
(1)危機管理体制 
ア 災害警戒本部 

島根原子力発電所より、警戒事象発生の通報があった場合等、
災害警戒本部及びモニタリング本部（原子力環境センター・西部
総合事務所）を設置する。 

 
イ 災害対策本部の設置等 

 
 

  ①実効線量で50mSv 
②ただし、事故現場において緊急作業を実施する人々が、災害
に発展する事態の防止及び人命救助等緊急やむを得ない作業
を実施する場合は、実効線量で 100mSv 

③また、作業内容に応じて必要があれば、等価線量で眼の水晶
体については 300mSv、皮膚については 1Sv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 運送事業者等の運転手等の被ばく管理 

   県は、運送事業者に対して避難住民の輸送を求める場合、運転
手等の安全確保に配慮するものとする。また、運送事業者は、運
転手等の被ばく線量が年間１mSv（実効線量）を越えないよう管理
するものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
５ 避難実施体制 
(1)危機管理体制 
ア 災害警戒本部 

島根原子力発電所より、警戒事象発生の通報があった場合等、
災害警戒本部及びモニタリング本部（衛生環境研究所・原子力環
境センター・西部総合事務所）を設置する。 

 
イ 災害対策本部の設置等 
(ｱ) 略  
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資料１－６ 

 

 

(ｱ) 略  
(ｲ) 災害対策本部の下部組織等の設置 

災害対策本部が設置された場合、災害対策本部事務局に原子力
班を設置する。 
県は、国によるＥＭＣの立上げに協力するとともに、職員を派

遣するものとする。 
医療救護対策本部及び要配慮者等対策本部を災害対策本部の下

部組織として、福祉保健部に設置する。 
モニタリング本部を災害対策本部の下部組織として、生活環境

部（原子力環境センター）に設置する。 
(ｳ) (ｴ) 略 
(ｵ) 災害対策本部地方支部 

災害対策本部が設置された場合、中部総合事務所に地方支部を
設置する。 
地方支部は、当該管轄における防護措置と避難住民の支援を行

う。 
(ｶ) 略 

 
イ～エ 略 

 
オ ＯＦＣへの要員派遣 
(ｱ)～(ｳ) 略 
(ｴ) 県ＯＦＣ連絡要員 

   本庁各部局及び西部総合事務所より、ＯＦＣ連絡要員を派遣す
る。ＯＦＣ連絡要員は統轄監の業務を補佐するとともに県災害対
策本部と連携して鳥取県ブースの管理運営を行う。ＯＦＣ連絡要
員は、県災害対策本部に情報を連絡するとともに、ＯＦＣ内の関
係機関との調整を行う。 

 
カ 略 

 
(2) 略 

 
(ｲ) 災害対策本部の下部組織等の設置 

災害対策本部が設置された場合、災害対策本部事務局に原子力
班を設置する。 
県は、国によるＥＭＣの立上げに協力するとともに、職員を派

遣するものとする。 
医療救護対策本部及び要配慮者等対策本部を災害対策本部の下

部組織として、福祉保健部に設置する。 
モニタリング本部を災害対策本部の下部組織として、生活環境

部（衛生環境研究所）に設置する。 
(ｳ) (ｴ) 略 
(ｵ) 災害対策本部地方支部 

災害対策本部が設置された場合、西部総合事務所を除く総合事
務所に地方支部を設置する。 
各地方支部は、当該管轄における防護措置と避難住民の支援を

行う。 
(ｶ) 略 

 
イ～エ 略 
 
オ ＯＦＣへの要員派遣 
(ｱ)～(ｳ) 略 
(ｴ) 県ＯＦＣ連絡要員 

   本庁各部局及び西部総合事務所より、ＯＦＣ連絡要員を派遣す
る。ＯＦＣ連絡要員は県災害対策本部と連携して鳥取県ブースの
管理運営を行う。ＯＦＣ連絡要員は、県災害対策本部に情報を連
絡するとともに、ＯＦＣ内の関係機関との調整を行う。 

 
 
カ 略 
 
(2) 略 
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第１章 総則 
 

 

１ この計画の目的 

この計画は、島根原子力発電所において事故等に起因する放射性物質又は放射線の異常な放出等

が発生した場合に、地域防災計画に基づき住民避難を迅速かつ的確に実施し、県民の生命、身体及

び財産を原子力災害から保護することを目的とする。 

 

２ この計画の位置づけ 

(1) 計画の使い方 

この計画は、島根原子力発電所に係るＵＰＺ（緊急防護措置を準備する区域）内の避難につい

て、地域防災計画の避難に関する運用部分について計画したものであり、避難の規模をＵＰＺ全

体と仮定して作成している。 

このため、この計画の使用にあたっては、次の点に留意する。 

・万が一の事故の際には、この計画の作成に当たって前提となる仮定条件を設定した部分につい

て、ＵＰＺ内及びＵＰＺ外の必要な地域も対象として、その時の状況に応じて当該仮定条件部

分を新たな前提となる現実の状況に応じて柔軟に組み立て直し、さらに状況に合わせて最も適

したものに適応させて使用する。 

・実際の事故発生時の対応（避難指示等）は、事態の進展等に応じてＵＰＺ外も含め、その時に

必要とされる地域全体を対象とする。 

・平素から行うこの計画に基づく諸準備と相まって、事故発生時の即応性と実効性を確保する。 

 

(2) 計画の準拠 

この計画は、計画全般に関する基本的事項を定めた計画と、これに基づく特定の時期・範囲又

は特定の事項を対象とした細部計画（別紙計画）に区分する。 

この計画は、災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法、原子力災害対策指針、地域防災計

画に基づくものであり、この計画に定めのない事項は、これら法令等に準拠する。 

 

(3) 計画の構成 

ア 地域防災計画との関係 

この計画は、地域防災計画（原子力災害対策編）に基づき計画された各種防護計画について、

広域避難計画として住民避難（広義の避難）に焦点を絞り、その実施要領についてまとめたも

のである（いわゆるコンセプト計画）。 

イ 別紙計画との関係 

別紙計画は、この計画に基づき、各防護措置（狭義の避難）について個別に計画したもので

ある（いわゆるオペレーション計画）。 

    

(4) 運用性の確保 

この計画は、地域防災計画及びこの計画に基づき各部局等が作成する計画類（別紙計画、マニ

ュアル等）と相まって、計画の運用性と実効性を確保する。 

 

３ この計画の範囲 

 (1) 時間的範囲 

初期対応段階から復旧段階までの緊急事態とし、島根原子力発電所の事故発生から、被災した

地域の原子力緊急事態解除宣言後の事後対策として長期的な復旧策を開始するまでを範囲とす

る。 
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ただし、事後対策以降については、当時の状況によるところが大きいため、本計画では考え方

（大綱）の記載にとどめ、状況の進展及び不確定要因の確定に伴い逐次これを補足具体化してい

く。 

 

 (2) 地理的範囲 

ア 鳥取県内全域及び県外の避難先地域を地理的範囲とする。 

イ ＵＰＺは、米子市及び境港市の地域防災計画（原子力災害対策編）で定める地域とする。 

   

 (3) 計画における避難対象者 

ア ＵＰＺ内に居住する住民 

イ ＵＰＺ内の一時滞在者 

(ｱ) 就労者 

(ｲ) 就学者 

(ｳ) 病院の入院患者、福祉施設の入所者 

(ｴ) 観光客 

ウ ＵＰＺ内の通過者 

エ 避難指示が発出された地域の住民等 

 

 (4) 留意事項 

  計画の範囲は、あくまでも計画作成にあたっての仮定条件であり、運用時にあたっては、実際

に避難が必要となった範囲を対象とする。 

 

４ この計画の対象 

この計画は、鳥取県、県内の市町村、県内の関係する機関、団体、事故発生時に県内で活動する

機関等を対象とする。 

 

５ 根拠法令等 

(1) 根拠法令等（再掲）※〈〉内は略語 

ア 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）〈災対法〉 

イ 原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）〈原災法〉 

ウ 防災基本計画 

エ 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）〈災救法〉 

（原子力規制委員会等作成） 

オ 原子力災害対策指針〈原災指針〉 

  カ 緊急時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料） 

  キ 安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって（原子力災害対策指針補足参考資料） 

    ク 原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル 

  ケ オフサイトの防災業務関係者の安全確保に関する検討会報告書 

  コ 原子力災害派遣チーム活動要領 

  サ 原子力災害発生時等における避難者の受入れに係る指針 

 

 (2) 参考とする計画等 

ア 鳥取県地域防災計画 

イ 鳥取県国民保護計画 

ウ 鳥取県庁業務継続計画 

 

６ この計画の改正 
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この計画は、根拠法令等の見直しが行われた場合及び新たな知見が得られた場合は、見直しを行

う。 

あらかじめ計画を作成し、整備を行い、それを維持するとともに訓練により得られた教訓を反映

し効果的なものとする。 
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第２章 実施要領 
 

１ 状況 

 

 この章では、この計画を作成するにあたっての前提となる島根原子力発電所の状況等の仮定条

件を記載するとともに、この計画を実行する際に必要となる情報とその入手方法について記載

している。 

 この計画の実際の運用にあたっては、この章に記載する要領により、この計画作成上の仮定条

件を確認するために必要な情報を入手し、その状況の変化及び推移に伴ってこの計画の所要の

補完修正を行い、実際の状況に適応させて運用する。 

 

 (1) 島根原子力発電所の状況 

  ア 要避難地域の考え方 

この計画では、特定の不測事態（地震・津波等との複合災害等）により特定のプラント事故

が発生したのではなく、何らかのプラント事故により、防護措置としてのＵＰＺ内の住民避難

が必要になったと想定とする。 

※どういう事項に対応しなければならないかという点に焦点を当てた計画 

  イ 複合災害への対応 

この計画においては、大規模の自然災害、特に津波被害を蓋然性の高い事象として、一部道

路の使用について制限を受ける条件を設定する（鳥取県津波対策検討委員会検討結果による）。 

  ウ 島根原子力発電所事故の推移 

※一般的な推移を記載したものであり、実際の状況の進展とは必ずしも一致しない。 

事態区分 対 応 

警戒事態 

（ＥＡＬ１） 

・島根原子力発電所で、「警戒事態」が発生し、県は中国電力から「警

戒事態」発生の連絡を受けた。 

・県は、災害警戒本部を設置した。 

・県は、モニタリング本部を設置した。・県は、国から連絡体制の確立

等の要請を受けた。・県は、注意喚起、観光客等への帰宅呼びかけを実

施した。 

施設敷地緊急事態 

(ＥＡＬ２) 

 

・島根原子力発電所で、警戒事態が「施設敷地緊急事態」に進展し、

県は中国電力から「施設敷地緊急事態」発生の連絡を受けた。 

・県は、災害対策本部を設置した。 

・県は、緊急時モニタリングを開始した。 

・県は、国から屋内退避の準備の要請を受けた。 

・県は、屋内退避の準備を指示した。 

全面緊急事態 

（ＥＡＬ３） 

・島根原子力発電所で、施設敷地緊急事態が「全面緊急事態」に進展

し、県は中国電力から「全面緊急事態」発生の通報を受けた。 

・県は、国から屋内退避の実施の指示を受けた。 

・内閣総理大臣は、「原子力緊急事態」を宣言し、国の原子力災害対策

本部を設置した。 

・県は、屋内退避、安定ヨウ素剤の服用準備（配布等）、避難準備等を

指示した。 

・事態の規模及び時間的推移に基づく判断により、予防的防護措置と

して避難等の指示がなされた。 

※ 上記に関わらず、島根原子力発電所から放射性物質が放出され、緊急時モニタリングの結果 

が運用上の介入レベル（ＯＩＬ）の値を超え、又は超えるおそれがあると認められる場合は、 

避難等の指示がなされる。 
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  エ 防護措置 

放射性物質の放出後、高い空間放射線量率が計測された地域において、被ばくの影響をでき

る限り低減する観点から、数時間から１日内に住民等について避難等の緊急防護措置を講じる。 

また、それと比較して低い空間放射線量率が計測された地域においても、無用な被ばくを回

避する観点から、１週間程度内に一時移転の早期防護措置を講じる。 

 

 
 

オ 避難 

（基本方針） 

原子力災害対策重点区域全体に避難が必要となった場合、原則として島根原子力発電所か

らの距離に応じた同心円で段階的避難を行う。 

・緊急事態区分及び緊急時活動レベル（ＥＡＬ）に基づきＰＡＺ内の避難が実施される。ＵＰ

ＺについてはＥＡＬに基づく屋内退避の後、ＯＩＬに基づき避難指示が出され、段階的避難

が実施される。 

※放射性物質の放出前においてもＥＡＬに基づき事態の規模、時間的な推移等に応じて避

難指示が発出される場合がある。 

・即時避難としてＰＡＺ避難が完了した後、ＵＰＺ避難が実施される。 

・ＵＰＺ避難においても、島根原子力発電所から近い区域から距離に応じて段階的に避難す

るものとする。これにより、円滑な避難を確保するとともに住民等の被ばくリスクの低減を

図る。 

   ・避難対象者及び避難行動要支援者に必要な輸送手段（バス、福祉車両）を確保し、速やかに

避難を行う。 

 



6 

 

 

 

原子力災害対策を重点区域的に実施すべき地域（島根原子力発電所） 

 
 

(2) 鳥取県の対応 

ア ＵＰＺ避難 

ＥＡＬ又はＯＩＬ等に基づき、国又は県・市からＵＰＺ全域の避難指示が出された場合に段

階的に避難を開始する。 

段階的避難は島根原子力発電所からの距離に応じた、次に示す区分により行う。 

弓浜半島内のＵＰＺのこの区分は、米子市及び境港市において避難指示が住民に伝達できる

とともに、避難状況の把握ができる地区的単位であり、避難指示の基礎単位である。 

                     

ＵＰＺ 

5km 

島根原子力発電所 

10km 20km 30km 

ＰＡＺ 
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段階的避難における区分 

 

イ 避難シナリオ 

   (ｱ) 避難のパターン 

島根原子力発電所において避難が必要な事態が発生し、ＥＡＬに基づくＰＡＺ避難に続き、

ＥＡＬ又はＯＩＬ等に基づき国又は県・市からの避難指示によりＵＰＺ全域の避難が開始さ

れたものとする※。 

島根県民の避難受け入れが必要な場合、島根県知事からの避難者の受入要請に基づき受け

区分 避難区域 市 町名等 

鳥取① Ａ－① 境港市 外江町、清水町、弥生町、芝町、西工業団地 

Ａ－② 渡町、中海干拓地、夕日ヶ丘２丁目、森岡町 

鳥取② Ａ－③ 

 

浜ノ町、大正町、松ヶ枝町、栄町、本町、末広町、相生町、朝日

町、入船町、京町、日ノ出町、中町、東本町、東雲町、花町、岬

町、米川町、蓮池町、馬場崎町、明治町、湊町、元町、昭和町、

上道町、中野町、福定町 

鳥取③ Ａ－④ 

 

竹内町、誠道町、竹内団地、美保町、高松町、新屋町、麦垣町、

幸神町、三軒屋町、小篠津町、財ノ木町、佐斐神町、夕日ヶ丘１

丁目 

Ｂ－① 米子市 大篠津町、和田町  

鳥取④ Ｂ－② 葭津、大崎、大篠津町（一部）、彦名町（一部） 

Ｂ－③ 

 

富益町、彦名町、安倍、上後藤（一部）、旗ヶ崎（一部） 

Ｂ－④ 

 

夜見町、河崎、両三柳（一部） 
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入れを行う。 

※ 原災指針」では、ＵＰＺにおける避難及び一時移転について、「事態の規模、時間的

な推移に応じて、ＰＡＺ内と同様、避難等の予防的防護措置を講じる必要がある。また、

緊急時モニタリングを行い、数時間以内を目途にＯＩＬ１を超える区域を特定し避難を

実施する。その後も継続的に緊急時モニタリングを行い、１日以内を目途にＯＩＬ２を

超える区域を特定し一時移転を実施しなければならない。」と規定されている。 

(ｲ) 避難シナリオ 

避難指示に基づき、計画的に段階的避難を開始し、避難指示後２０時 

間で避難を完了（３０ｋｍ圏からの１００％避難が完了）する。 

ＵＰＺ（10～20 ㎞）の避難指示が発出された時点を「Ｈ時」とする。 

※ 原災指針では、放射性物質の放出後、モニタリング結果に基づき区域等を指定して

避難等を実施することとされているが、ここではＥＡＬに基づき予防的防護措置とし

て避難指示がなされるものとする。 

 

本計画においては、警戒事態（ＥＡＬ１）から鳥取県への避難指示までを、２４時間と仮

定し、この間に避難準備を行うものとする。 

 

時間的推移 避難等の状況 

警戒事態（ＥＡＬ１） 

Ｈ－２４ｈ 

注意喚起、観光客への帰宅呼びかけ 

施設敷地緊急事態 

（ＥＡＬ２） 

屋内退避の準備 

全面緊急事態 

（ＥＡＬ３） 

原子力緊急事態宣言。国の原子力災害対策本部の設置。 

（事態の規模及び時間的推移に基づく判断により、国が避難を指示） 

予防的防護措置（屋内退避の実施、避難に必要な移動手段の確保等の避

難準備や安定ヨウ素剤の配付準備）の指示 

Ｈ ＵＰＺ（10～20 ㎞）の避難指示 

鳥取①の避難開始 

 →Ｈ＋５ｈ避難完了 

Ｈ＋ ５ｈ 

 

鳥取②の避難開始 

 →Ｈ＋１０ｈ 避難完了 

Ｈ＋１０ｈ 

 

鳥取③の避難開始  

 →Ｈ＋１５ｈ 避難完了 

Ｈ＋１５ｈ 

 

鳥取④の避難開始 

→Ｈ＋２０ｈ 避難完了 

Ｈ＋２０ｈ 鳥取県内ＵＰＺ避難完了 

※ 避難シナリオは、逐次見直す。 

ウ 避難対象地域 

対象とする避難対象地域（ＵＰＺ、概ね 30 ㎞圏内）及び避難先地域は次の表のとおりとす

る。 

要避難地域 避難先地域 

20 ㎞圏内 境港市 境港市地域防災計画で定めるＵＰＺ 鳥取市（気高町、青谷町、

鹿野町を除く）、岩美町、 

八頭町 
20 ㎞～25㎞ 

境港市 
境港市地域防災計画で定めるＵＰＺ 

米子市 
米子市地域防災計画で定めるＵＰＺ 

 

鳥取市（気高町、青谷町、

鹿野町）、倉吉市、琴浦町、

北栄町、湯梨浜町、三朝町 25 ㎞～30㎞ 米子市 米子市地域防災計画で定めるＵＰＺ 

  エ 避難誘導 

 (ｱ)市避難誘導計画 
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   米子市及び境港市は、県が手配し配車したバス等の車両を円滑に受け入れるため、一時集

結所の特性、誘導方法等をまとめた「市避難誘導計画」をあらかじめ作成する。 

 (ｲ) 市避難誘導計画による住民等の誘導 

   米子市及び境港市は、県から配車を受けたバスを市避難誘導計画に基づき一時集結所に配

車するとともに、避難を行う住民等を誘導し、バスに乗車させる。 

オ 避難手段 

   (ｱ) 選定の考え方 

避難手段は、天候等の条件に制約を受けにくい自家用車及びバスによる避難を基本としつ

つ、各種輸送手段により輸送力を補完する。 

この際、避難方針との整合を図りつつ、最適かつ実態に則した避難手段の組合せにより、

確実かつ効率的な避難を行う。 

また、補完的手段である鉄路、海路、空路に関しては、避難手段の特性に留意する必要が

ある。 

(ｲ) 陸路 

ａ 自家用車 

自家用車及びバス等準備車両による避難を基本とし、避難住民の９０％が自家用車を使

用すると見積もる 

ｂ バス等準備車両（公共輸送） 

自家用車が使えない住民等の避難に使用 

ｃ 福祉車両（公共輸送） 

要配慮者等の避難に使用 

ｄ 自衛隊車両 

緊急を要する場合に計画（災害派遣、原子力災害派遣） 

   (ｳ) 鉄路（公共輸送） 

列車の運行が可能である場合、定時運行性を最大限活用し、観光客等の早期避難や通勤者、

通学者が自宅に帰宅するまでの移動手段として使用する。また、避難の際の補完的手段とし

て使用する。 

※列車の運行情報を利用者に周知する。特に通学者に対しては学校等を通じて確実に周知

を行う。 

ＪＲ（境線、山陰本線〔米子駅～鳥取駅〕） 

(ｴ) 海路（公共輸送） 

船舶（境港～鳥取港）の確保が可能であり、波高が 1.5ｍ以下と見込まれる場合に、自家

用車が使えない近隣の住民等の輸送に使用する。 

(ｵ) 空路 

航空機及びヘリコプターの確保が可能な場合に、遠距離かつ緊急に搬送が必要な要配慮者

（重篤な入院患者等）等の輸送に使用する。 

ヘリコプターは、避難が遅れた住民等や避難行動要支援者などの救出、搬送にも使用する。 

※ただし、飛行できない場合に備え、予備手段を準備しなければならない。 

 

（鉄路、海路、空路の特性） 

 

輸送手段 
特性 

メリット デメリット 

鉄路 

（ＪＲ境

線） 

・大量輸送が可能 

・渋滞の影響を受けない

（定時運行が可能） 

・単線であり、運行本数と車両連結数に限界がある。

（最大４両編成） 

・地震との複合災害時には、線路や信号機の点検に

時間を要する。（運行できない場合もある。） 

・境線の駅には駅舎が少なく、列車の待ち時間に屋

内退避することが困難。 
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カ 避難経路 

(ｱ) 避難経路の設定 

避難に使用する道路のうち、交通の円滑化、道路啓開、避難支援ポイントの設定等、輸送

を重点的に確保する経路を避難経路に設定する。 

また、県は避難元から各避難先までの避難経路を記した資料を整備する。 

(ｲ) 避難経路 

経路１ 
山陰道・国道９号

沿い 

山陰道・国道９号による県中部・東部地域への避難経路 

経路２ 
米子自動車道・国

道 181 号沿い 

米子自動車道から蒜山 IC を経由した県中部地域への避

難経路 

経路３ 中国自動車道沿い 
米子自動車道から津山 IC を経由した県東部地域への避

難経路 

(ｳ) 避難経路図（概要） 

 

・境線から山陰本線に乗り入れが可能であるが、山

陰本線のダイヤが過密であり、その影響で、運行

本数を増やせない。 

海路 

（船舶） 

・大量輸送が可能 

・渋滞の影響を受けない。 

・一度乗船すれば目的地

に到着するまで乗換え

がない。 

・タグボードを使用すれ

ば大型船も鳥取港に入

港可能 

・海象の影響を受け出港できない場合がある。また、

波高が高い場合、乗船者の身体的負担（船酔い）

が大きい。 

・船舶の大きさ、種類によって接岸するための専用

の装備が必要となる。（護衛艦が接岸するには、

専用の防舷材が必要） 

・地震との複合災害時には、港湾の使用可否の確認

が必要。 

・津波が発生した場合は、漂着物により接岸できな

い。 

空路 

（航空

機、ヘリ

コプタ

ー） 

・遠距離移動の際の搭乗

者の負担が少ない。 

・ヘリは、避難退域時検

査会場の近隣に離着が

可能 

・天候（雷雨等）の影響を受ける（特にヘリコプタ

ーは影響を受けやすい） 

・自衛隊機等は、国において運用統制が図られる。 

・確保が限定的である。 

・ヘリは、搭乗可能数が少なく（5名程度）、大量輸

送を行うことができない。 
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（参考：避難経路） 

経路１ 

・県道米子空港境港停車場線（県道 285 号）→境港市道→米子市道→鉄工団地

入口→国道 431 号→（米子 JCT）→山陰道東進 

・県道米子空港境港停車場線（県道 285 号）→境港市道→米子市道→鉄工団地

入口→国道 431 号→国道９号東進 

経路２ 
・県道米子境港線（県道 47 号）→国道 181 号→（米子南・中 IC）→（米子 JCT）

→国道 181 号→（溝口 IC、江府 IC）→（蒜山 IC）→国道 482 号→国道 313 号 

経路３ 

・県道米子境港線（県道 47 号）→国道 181 号→（米子南・中 IC）→（米子 JCT）

→国道 181 号→（溝口 IC、江府 IC）→（落合 JCT）→中国自動車道→（津山

IC）→国道 53号 
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キ ＵＰＺ外の防護措置 

    ＵＰＺ外においては、国からの指示又は緊急時モニタリング結果等を踏まえて、島根原子力

発電所から同心円を基礎として必要な防護措置を実施する範囲を設定する。 

ク 避難に影響を及ぼすと想定する事項 

(ｱ) 道路の使用 

    ａ 鳥取県内の国道 431 号は、津波の影響により当初使用の可否が確認出来ないものとする 

      （使用の可否を優先的に把握するものとする） 

ｂ 冬期の大雪による影響（除雪） 

ｃ 地震による影響は検討しない（地震による道路等のインフラ被害は想定しない） 

(ｲ) 渋滞の発生 

ａ 境港市街 

幸神町交差点 

ｂ 米子市街 

大篠津交差点、河崎交差点、皆生交差点、二本木交差点 

西福原一丁目交差点、米子食品団地入口交差点、米子駅前交差点 

国道９号に国道 431 号及び各種道路が合流する箇所、米子自動車道入口交差点 

   (ｳ) 計画外の避難（自主的な避難） 

      計画外の避難が大規模に発生した場合、ＰＡＺ住民の避難遅れ及びＵＰＺ住民等の避難時

間（避難の走行時間）の増加が予想され、避難住民等の被ばくリスクが高まる。 

ａ 島根原子力発電所で事故が起きた直後の避難及びその後の事故進展に伴う住民等の自

主判断による避難 

ｂ ＰＡＺ避難が指示された場合のＰＡＺ以外の区域における先行的な避難 

ｃ ＵＰＺ内の避難指示区域における計画的な段階的避難の前の避難 

ｄ 一部の自主避難（避難指示区域以外からの避難） 

 

(3) 島根県からの避難住民等の受入れ 

  ア 避難シナリオ 

島根県において、災害の状況により島根県の計画どおりに避難ができなくなり、要請があっ

た場合に、鳥取県に避難者を受け入れる。 

イ 避難受入対象地域 

いずれもＵＰＺ圏外 

避難受入数 避難受入地域 

約１万人 日吉津村、大山町、伯耆町、南部町、江府町、日野町、日南町 

約５千人 若桜町、智頭町 

 

(4) 情報の伝達と収集 

 ア 情報の伝達 

県は、島根原子力発電所等から異常や事故に関する情報、通報、連絡等を受けた場合、関係

機関へ連絡するとともに、情報収集を行う。 

 

イ 情報伝達体制 
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※ 県が、警戒本部又は対策本部を設置以降は、危機管理局が行っていた情報伝達業務を引き継ぐ。 

 

ウ 緊急時モニタリング 

    県は、緊急時モニタリング計画により、モニタリングを開始し、周辺環境の放射性物質又は

放射線に関する情報収集を強化する。 

    緊急時モニタリング結果については、モニタリング情報共有システムにより情報共有を実施

する(詳細は「緊急時モニタリング計画及び緊急時モニタリング実施要領」による)。 

エ 位置情報 

    関係者間で位置情報を共有するため、次のとおりとする。 

    (ｱ) 使用する地図  

      a  鳥取県原子力防災対策地図（1/25000、平成 27年 3月） 

     b  その他 ＵＴＭグリッド地図 

     c  国士地理院発行地形図(1/25000) 

         d  GPS（Global Positioning System） 

   (ｲ) 位置の標示 

      位置情報を共有化するためＵＴＭグリッドを使用とする。 

      例：鳥取県庁の場合（ＵＴＭポイント 53SMV30922914） 

        53 ：座標帯番号（東経 132～138 度は 53） 

         S ：北緯方向（南北方向）を 8度ごとに区切り、アルファベット 1文字を割り当て

たもの（北緯 32～40 度は S） 

              100km 平方地域名：100km 四方のエリアを一定の表記法によりアルファベット 2文字

で表示したもの 

              ＵＴＭ座標値 

       309：経度方向（東西方向）のＵＴＭ座標値（430920(m)を、309 と表記） 

              291：緯度方向（南北方向）のＵＴＭ座標値（3929140(m)を、291 と表記） 

       （読み方：サン・マル・キュウ、ニ・キュウ・ヒト） 

      (ｳ) 災害情報の共有 

      被害状況などの表示に使用する記号については、共通化されたものを使用する。 
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２ 避難実施の考え方 

(1) 方針 

県は、住民等の被ばくを防止するため、内閣総理大臣の避難指示等に基づき、防護措置として

避難等（屋内退避、コンクリート屋内退避、避難及び一時移転）を実施する。この際、要配慮者

等に配慮する。 

ＵＰＺ内全域で避難が必要となった場合は、島根原子力発電所からの距離に応じた段階的避難

を実施し、住民等の一斉避難による大渋滞発生により、避難が停滞することに伴う住民等の被ば

くの危険性を防止する。 

 また、あらゆる手段を使った注意喚起と公的な広報媒体を使った詳細情報の提供により、住民

等への安心提供と安全確保を行う。 

   なお、計画外の避難が大規模に発生した場合、避難住民等への情報提供及び注意喚起、円滑な 

交通の流れを確保するための臨機応変の緊急対応を行い、住民等の被ばくを出来るだけ避けるよ

うにする。 

 

(2) 計画の段階区分 

  ア 段階区分の設定 

緊急事態の時間的な進展に応じた迅速かつ的確な住民避難を実施するため、段階区分を設定

し、段階毎に対応を計画する。 

  イ 段階区分と防護措置の段階 

(ｱ) 段階区分 

段階区分 方針 対応 

準 備 原子力事業者、国、地方公共団体等が

それぞれの行動計画を策定して関係

者に周知するとともにこれを訓練等

で運用し、緊急時の検討等を行う。 

1. 計画等の作成・修正 

2. 広報 

3. 普及啓発 

4. 訓練 

5. 人材育成 

初期対応 情報の限られた不確かな中でも、重篤

な確定的影響を回避するとともに確

率的影響のリスクを可能な限り最小

限に抑えるという目的を達成させる

ため、極めて短期間のうちに迅速な対

応を行う。 

（緊急事態区分） 

 ・警戒事態（ＥＡＬ１） 

 ・施設敷地緊急事態（ＥＡＬ２） 

 ・全面緊急事態（ＥＡＬ３） 

1. 異常事態の発生 

2. 事業者が通報連絡 

 通報（原災法） 

 関係自治体へ通報（原災法、協定

等） 

3. 災害警戒本部、災害対策本部の設置 

4. 緊急時モニタリング 

5. 内閣総理大臣による原子力緊急事態

宣言 

6. 国が原子力災害対策本部を設置 

7. 原子力合同対策協議会の設置 

中期対応 放射性物質又は放射線の影響管理が

求められ、環境モニタリングや解析に

よる放射線状況の十分な把握に基づ

き、初期対応段階で実施された防護措

置の変更・解除や長期にわたる防護措

置の検討を行う。 

1. 放射線状況の把握 

2. 防護措置の変更、解除 

3. 長期防護措置の検討 

4. 長期的な復旧策を開始するための特

定の計画の作成 

5. 被災者生活支援 

6. 社会的・経済的活動への復帰支援 

復 旧 復旧段階への移行期に策定された被

災した地域の長期的な復旧策の計画

に基づき、通常の社会的・経済的活動

1. 放射線の影響管理 

2. 環境の除染 



15 

 

への復帰の支援を行う。 

(ｲ) 避難の段階 

計 画 の 段 階 想定する期間 

避 難 準 備 

（EAL1～3） 

警戒事態が発生し、それが施設敷地緊急事態を経て全面緊急事態に発展し、

避難指示等が出されるまでの期間 

避 難 

 

避難及び一時移転の指示等が出されてから、避難所に到着するまでの期間 

（一次避難〔ＵＰＺからの避難〕） 

避 難 生 活 
避難所へ到着してから、原子力緊急事態解除宣言され、避難指示等が解除

されるまでの期間 

復 帰 避難先地域から要避難地域への避難住民の復帰が完了するまでの期間 

生 活 再 建 避難先地域から復帰が完了した段階からの期間 

 

 (3) 防護措置等 

ア 防護措置 

放射性物質又は放射線の異常な放出が発生した場合、緊急時モニタリングの結果に基づき各

種防護措置を実施し、周辺住民等の被ばくのリスクを低減する。 

防護措置 実施内容 

屋 内 退 避 

・建屋の遮へい効果による外部被ばくの低減と、建屋の気密性を高めて

屋内への放射性物質の侵入防止を図り、内部被ばくのリスクを低減す

る。 

・避難の指示等が行われるまで放射線被ばくのリスクを低減しながら待

機する場合や、避難又は一時移転を実施すべきであるが、その実施が

困難な場合に屋内退避を行う。 

・ただし、屋内退避指示が出されている中で、自然災害を原因とする緊

急の避難等が必要となった場合には、人命最優先の観点から避難指示

を行う場合がある。 

・一方で避難時の周囲の状況等により避難のために立ち退きを行うこと

がかえって危険を伴う場合等やむをえないときは、屋内退避の安全確

保措置及び屋内退避の継続を指示する場合がある。 

コ ン ク リ ー ト 

屋 内 退 避 

・病院や介護施設においては、避難より屋内退避を優先することが必要

な場合があり、この場合、一般的に遮へい効果や建屋の気密性が比較

的高いコンクリート建屋への屋内退避を行う。 
・放射線防護対策を実施した施設等については、屋内退避の可能期間を

考慮した上で、他の施設等からの受け入れや避難又は他の施設等への
転院等を判断するものとする。 

・地震による家屋の倒壊等により自宅での屋内退避の実施が困難な場合
は、地震による影響がない近隣のコンクリート屋内退避施設において
屋内退避を行う。 

避 難 

 

・放射性物質又は放射線の放出源から離れることにより、被ばくの低減

を図る。 

 

避 難 

（OIL1） 

・空間放射線量率等が高い地点から速やかに離れるため緊急で実施する

もの。 

一時移転 

（OIL2） 

・緊急の避難が必要な場合と比較して空間放射線量率等は低い地域であ

るが、日常生活を継続した場合の無用の被ばくを低減するため、一定

期間（１週間程度内）のうちに当該地域から離れるもの。 

除 染 

（OIL4） 

・避難退域時検査において、基準を超えた避難者等に対して簡易除染を

行うもの。 

安定ヨウ素剤の 

予 防 服 用 

・大気中の放射性ヨウ素の濃度が高くなり、これを体内に取り込むおそ

れのある場合は、安定ヨウ素剤を予防服用し、放射性ヨウ素が甲状腺

に集まるのを抑制する。 
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・放射性物質の放出状況を踏まえ、国の判断に基づき、避難、屋内退避、

飲食物摂取制限等の措置とともに実施する。 

飲食物摂取制限 

（OIL6） 

・緊急時モニタリングの結果、飲食物に含まれる放射性物質の濃度が基

準を超えるときには、内部被ばく線量を低減するために飲食物の摂取

を制限する。 

・農林水産物の採取及び出荷制限。 

・飲料水、飲食物の摂取制限を行った場合の住民等への供給体制確認。 

立 入 制 限 措 置 

・放射性物質による無用の被ばくを避けるため、また、住民等の避難、

屋内退避等の防護措置、防災業務関係者の活動、応急対策用資機材の

輸送等が円滑に行えるよう、立入制限区域を設け、車両、人の出入り

を制限する。 

・防護措置地域の外側に立入制限区域を設定する。 

イ 原子力災害事後対策 

(ｱ) 県及び市町村等は、原子力緊急事態解除宣言以降に原子力災害事後対策を行う。 

(ｲ) 関係市長の避難指示及び警戒区域の設定を継続する。 

(ｳ) 原子力災害事後対策 

・緊急事態応急対策実施区域等の放射性物質の濃度や放射線量の調査 

・被災者の生活支援、環境の除染、放射性物質に汚染された廃棄物の処理等 

・居住者等に対する健康診断及び心身の健康に関する相談の実施その他の医療措置 

・放射性物質による汚染の有無又は風評被害による商品の販売等の不振を防止するための 

 広報 

・その他、原子力災害の拡大の防止又は原子力災害からの復旧を図るための措置 

 

(4) 防護措置等の実施要領 

  ア 避難準備段階 

   (ｱ) 方針 

県は、警戒事態が発生し、それが施設敷地緊急事態を経て全面緊急事態に発展し、避難指

示等が出されるまでの間には、避難指示等が出された際に避難がすみやかに開始できるよう

に、あらかじめ作成された計画に基づき、所要の準備を開始する。 

また、島根県が行うＰＡＺ避難を支援するため、県内の輸送力を調整する。 

   (ｲ) 実施要領 

ａ 指揮命令活動 

・県災害対策本部を設置し、指揮命令活動を開始 

 国の「初動対応の指示案」に対する検討と意見の提出 

国への輸送力確保の要請 

情報活動、広域避難計画の修正、関係機関との調整 

・要員派遣（島根原子力発電所、島根県庁、県西部総合事務所、ＯＦＣ） 

・事業者への要員の派遣要請（説明要員、モニタリング、避難退域時検査等） 

・現地事故対策連絡会議（ＯＦＣ）等への参加 

・住民広報 

・防護措置の実行を監督 

ｂ 住民避難及び一時移転 

      

・屋内退避準備の指示 

・ＰＡＺ避難が予想される場合は、「避難段階」を前倒しして、ＰＡＺ避難の支援に必要

な支援態勢の確保及び輸送力の調整 

・ＵＰＺ避難の準備（避難住民等の見積、輸送力、資機材、避難所） 

・住民避難計画の修正 

・輸送力の確保 
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・避難経路の確保 

・避難住民受入協議の代行（同一県内市町村、県外市町村） 

・関係機関との調整 

・避難所の開設準備、広域調整 

・避難支援ポイントの設置準備 

※優先避難の検討（乳幼児とその家族、その他要配慮者等） 

ｃ モニタリング 

・モニタリング本部は、ＥＭＣの一員として緊急時モニタリングを実施 

・初期モニタリングの実施 

・モニタリング支援の要請 

     ・モニタリングデータの公表 

ｄ 原子力災害医療 

・避難退域時検査、除染準備 

・安定ヨウ素剤の配布準備 

     ・医療救護班の配置調整 

 

イ 避難段階 

   (ｱ) 方針 

県は、避難指示等に基づき、住民避難等の各種計画に従い、住民等の輸送とそれに必要な

防護措置を実施する。 

避難の実施に当たっては、原子力発電所に近い地域から段階的に避難を行い、原子力発電

所から近い地域の避難を確実に実施する。 

   (ｲ) 実施要領 

ａ 指揮命令活動 

・原子力災害合同対策協議会（ＯＦＣ）への参加 

・鳥取県原子力安全顧問の招集（技術的助言） 

・専門家の国への派遣要請（技術的助言） 

・専門的知識を有する職員の国への派遣要請（事態把握） 

・避難等の指示 

・住民広報 

・防護措置の実行を監督 

・復帰計画の準備 

・復興計画の準備 

ｂ 住民避難 

 ・避難指示（屋内退避）の伝達 

     ・警戒区域の設定 

・飲食物等摂取制限（ＯＩＬ６） 

・輸送力の配分 

・避難を開始 

避難誘導、輸送 

段階的な避難を行うまでの間は、屋内退避を実施 

避難途中の住民等に対する情報提供の実施 

・避難所を設置 

・避難支援ポイントの設置による住民等への避難支援実施 

・食糧、生活関連物資等の供給 

・仮設住宅の設置 

・恒久避難住宅の準備 

・緊急対応 

  大規模な計画外の避難が発生した場合に、円滑な交通の流れを確保するため緊急対応を 

行う 
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ｃ モニタリング 

・初期モニタリングの実施 

 ・モニタリングデータの公表  

ｄ 原子力災害被ばく医療 

・避難退域時検査、除染の実施 

・安定ヨウ素剤の配布 

     ・医療救護班の配置 

   ・被ばく患者を指定された原子力災害拠点病院へ搬送 

 

ウ 避難生活段階 

   (ｱ) 方針 

県は、国（原子力災害被害者生活支援チーム）と連携し、避難所等を準備し、避難住民等

の生活を確保する。あわせて、必要な防護措置を実施する。 

   (ｲ) 実施要領 

ａ 指揮命令活動 

・原子力災害事後対策の実施 

・被災者生活支援 

・情報活動、関係機関との調整 

・住民広報 

・防護措置の実行を監督 

・復帰計画の作成 

・復興計画の作成 

ｂ 避難 

     ・恒久避難住宅の設置 

・食糧、生活関連物資等の供給 

ｃ モニタリング 

・中期モニタリングの実施 

 ・モニタリングデータの公表 

ｄ 原子力災害医療活動 

 ・原子力災害医療及び健康評価を行う。 

 ・移動式ホールボディカウンタ車等による内部被ばく線量の測定 

 

エ 復帰段階（中期対応段階） 

   (ｱ) 方針 

県は、国（原子力災害被害者生活支援チーム）と連携し、避難した市等が行う復帰を支援

し、避難した住民の復帰、恒久避難住宅への移動等を円滑に行い、避難生活の解消を図る。

あわせて、適切な役割分担の下、環境の除染等の必要な事後対策を実施する。 

復帰段階は、その時の状況によるところが大きいため、この計画では、大綱にとどめる。 

(ｲ) 実施要領 

ａ 指揮命令活動 

・原子力災害事後対策の実施 

・被災者生活支援 

・情報活動、関係機関との調整 

・住民広報 

・防護措置の実行を監督 

・復興計画の作成 

ｂ 避難 

     ・避難住民の復帰 

・仮設住宅から恒久避難住宅への移動 

 ・損害賠償 
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ｃ モニタリング 

・復旧期のモニタリング（平常時モニタリングへの移行） 

 ・モニタリングデータの公表 

ｄ 原子力災害医療活動 

 ・原子力災害医療及び健康評価を行う 

      

オ 復帰段階、生活再建段階（） 

   (ｱ) 方針 

県は、避難住民の日常生活の安定を図るための必要な措置を実施する。 

復帰段階及び生活再建段階は、その時の状況によるところが大きいため、この計画では、

大綱にとどめ 

る。 

   (ｲ) 実施要領 

ａ 指揮命令活動 

・原子力災害復興本部の設置 

・県災害対策本部の廃止 

・原子力災害事後対策の実施 

・情報活動、関係機関との調整 

・住民広報 

・原子力災害事後対策の実行を監督 

ｂ 避難 

     ・避難住民の生活再建 

・仮設住宅から恒久避難住宅への移動 

 ・損害賠償 

ｃ モニタリング 

・復旧期のモニタリング（平常時モニタリングへの移行） 

 ・モニタリングデータの公表 

ｄ 原子力災害医療活動 

・健康影響調査 

 

(5) 避難実施 

  ア 避難指示の手順 

県は、国の原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）の避難指示に基づき、、気候、道路状況

等の当時の状況に基づき、あらかじめ作成した避難に関する具体的な内容を示した避難実施計

画を修正して、各種防護措置とあわせて、関係機関と協議し、関係市に避難を指示する。 

要避難市は、あらかじめ作成していた避難実施要領を修正し、関係機関と連携し、住民等に

避難を伝達する。 

イ 避難先 

国の原子力災害対策本部からの避難指示に基づき、市はＵＰＺ内の住民等を県東部・中部地

域に段階的に避難させる。（「６ 避難先一覧表」参照。） 

避難の受入れは、より以遠の東部地域から順次行い、あらかじめマッチングした避難所に行

う。 

段階的避難を行うにあたり、避難の順番を待つまでは、屋内退避を実施する。 

避難先は、県内を基本とするが、次の場合には、災対法に基づき、県外避難を実施する。 

＜県外避難実施の要件＞ 

・避難施設も被災するなど県内の避難施設が不足するとき 

・入院患者等の要配慮者等を受け入れる施設が県内で不足するとき 

・その他必要と認められるとき 

ウ 避難手段 

(ｱ) 自家用車 
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(ｲ) バス等 

(ｳ) 福祉車両 

(ｴ) 自衛隊車両 

(ｵ) 鉄道 

(ｶ) その他手段（船舶、航空機） 

エ 避難方法 

 あらかじめ決められた方法あるいは、指示された方法により避難を行う。 

 自家用車による避難をするときは、各家庭で避難する。 

 公共輸送等による避難をするときは、自治会単位であらかじめ指定された一時集結所に集結

した後に避難する。 

 避難等のため屋外に出る際には、被ばくの影響をできる限り低減するため、身体等に放射性

物質が付着しないようレインコート等を着用するほか、放射性物質を吸い込まないようにマ

スクを着用したり、タオルやハンカチで口や鼻を覆うことなどを住民等に周知する。 

 県は、避難車両の米子自動車道及び中国自動車道の無料通行措置について NEXCO 西日本に要

請する。 

  オ 避難所 

自治会を単位として、あらかじめマッチングされた避難所へ避難する。 

避難所等については、必要に応じて事前にモニタリングを行い安全性を確認する。 

  カ ＵＰＺ外の防護措置 

ＵＰＺ外においては、ＵＰＺ内と同様に事態の進展等に応じて屋内退避を行う必要がある。

また、避難等の防護措置が必要となった場合には、ＵＰＺと同様のフレームワークにより対応

を行う。 

 キ 別紙１「避難計画」 

 

(6) 避難の優先 

ア 地域 

ＵＰＺ内全域が避難が必要となった場合、島根原子力発電所に近い地域から段階的に避難を

行い、受入れはより以遠の東部地域から順次行う。 

避難は、ＥＡＬ又はＯＩＬ等に基づく、国又は県・市からの避難指示に基づき行い、島根原

子力発電所からの距離が、20 ㎞圏内区域、20 ㎞～25 ㎞圏内区域、25 ㎞～30 ㎞圏内区域に分

け、島根原子力発電所から近い距離の区域から順次段階的に避難を開始する。 

 また、島根県から避難受入れ要請がある場合は、島根県と避難時期・経路等を調整する。  

イ 対象者 

(ｱ) 妊産婦及び乳幼児とその家族は、優先的な避難を検討する。 

   (ｲ) その他要配慮者（障がい者、入院患者、社会福祉施設入所者等）等については、一般住民

等との避難の重複を避け、早期の避難を検討する。 

 

 (7) 避難誘導 

  ア 避難情報の伝達（広報） 

(ｱ) 県 

 県は、避難指示等が出た場合、放送事業者に対して放送要請を行い、当該地域の住民に対

して、避難指示等の情報を伝達する。 

 県は、避難途中の住民等に対して必要な情報（空間放射線、避難所情報等）をホームペー

ジや原子力防災アプリ等を通じて提供する。また、道路情報板や商業施設等の屋外大型ビ

ジョン等を活用した情報提供も合わせて行う。 

 緊急事態の内容、災害の概要、県が実施する防災活動の内容等 

(ｲ) 米子市及び境港市 

 市は、サイレン、防災行政無線、広報車、消防団等を通じて防護措置区域（ＵＰＺ内）の

住民等に広報する。 

 緊急事態の内容、災害の概要、市が実施する防災活動の内容、住民等のとるべき措置、注
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意事項等 

イ 一時集結所への誘導 

市は、一時集結所への避難誘導及びバス等への乗車のための避難誘導を行う。この際、県と

協力し、避難所の所在、災害の概要、避難時の注意事項、その他の避難に資する情報を提供す

る。 

 

 (8) 自家用車による避難 

ア 方針 

避難対象地域内から自家用車避難を行う地区の順序を、島根原子力発電所からの距離や避難

主要幹線への経路等を考慮してあらかじめ定め、避難を実施する。 

イ 対象者 

自家用車を利用できる者。 

ウ 避難順序の統制 

県及び市等は自家用車避難を行う避難住民等に対して、居住する地区が避難を開始する時期、

避難に使用する経路、避難場所について十分に広報を行うなどにより、避難指示に従った避難

の遵守を求めて、交通渋滞の発生を防止する。 

エ 避難所への誘導及び受入れ 

県及び受入れ市町村は、連携協力して、各避難所の立地状況等に応じた自家用車避難の誘導

及び受入れを行う。 

   (ｱ) 駐車場又は駐車スペースのある避難所への避難 

学校施設のグラウンド等、臨時的に避難住民の自家用車を駐車できるスペースがある避難

所には、直接、避難所へ自家用車を乗り入れる。 

   (ｲ) 駐車場等がない避難所等への避難 

駐車場等がない避難所又は駐車場等が不足する避難所への自家用車避難の場合、避難住民

の車を避難所付近の駐車場又は駐車可能スペースに駐車した後、徒歩又は県等が手配するシ

ャトルバス等により避難所へ移動する。 

  オ 避難退域時検査等 

放射性物質が放出された後に緊急時モニタリングの結果により、避難等の指示が出された場

合には、主要経路沿い等に避難退域時検査会場を設け、避難住民等の避難退域時検査を行い、

避難退域時検査の結果、ＯＩＬ４以下でないことが確認された場合、簡易除染を行う。 

大型車両の除染を行う際に用いる洗浄水については、周囲に飛散しないように飛散防止措置

をとる。 

なお、避難先までの間に避難退域時検査を受けることができなかった避難住民等については、

避難先地域に設置する避難退域時検査会場で行う。 

また、検査の実施に際して、健康上の配慮等が必要な者については受入先での検査等を考慮

する。 

カ 避難途中の住民等に対する支援 

    県は、主要経路沿い等に設置した避難退域時検査会場等に併設して避難支援ポイントを設置

し、避難途中の住民等へ避難に関する情報や物資の提供等の支援を行う。 

避難支援ポイントにおいては、自家用車による避難を踏まえ、長時間における渋滞を予期 
し、避難途中の住民等に対し、支援（避難に必要な情報（道路情報、避難所情報等）、飲料水、

食料等）を行う。 
また、必要に応じてトイレ施設等を設置する。 
なお、積雪期間中についてはチェーン等滑り止めの必要性の有無についても情報提供する。 

キ 自家用車避難のイメージ 
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(9) 公共輸送による避難 

ア バス等による避難 

(ｱ) 方針 

避難住民等は、市があらかじめ定めた一時集結所に徒歩で集結した後、県等が手配するバ

ス等により、指定された避難経路を使用し、避難退域時検査を行った後に避難所へ移動する。 

なお、この場合でも可能な限り自治会単位でまとまり避難することを原則とする。 

また、一時集結所でバス等を待つ際の被ばくの防止についても留意する。 

(ｲ) 対象者 

 自家用車の利用ができない避難住民等で、要避難地域内に市が設定する一時集結所から

の避難住民等 

(ｳ) 一時集結所から避難所までの輸送 

ａ 輸送の実施者 

県は、市町村及び指定地方公共機関等の協力を得ながら、一時集結所からあらかじめ定

めた避難所へ避難住民等の輸送を実施する。 

ｂ バス等の確保 

県は、県バス協会及び県バス協会会員に緊急輸送の協力要請を行い、輸送に必要な台数

のバスを確保する。 

また、県内でバスの必要台数が確保できない場合は、中国４県のバス協会及び関西広域

連合各府県のバス協会に協力を要請し、輸送に必要な台数のバスを確保する。 

なお、避難住民等の輸送に必要なバス等の確保が困難な場合は、国への要請や自衛隊に

避難（輸送）の災害派遣を要請する。 

    ｃ バス等への運行指示書の作成 

      県は、原子力防災避難オペレーション支援システムにより、対象エリア内の人口や避難

行動要支援者数（在宅、高齢者施設、障がい者施設等）、必要な車両数等を速やかに算出

し、運行指示書を作成し、円滑かつ計画的な輸送を実施する。 

 (ｴ) バス等による避難のイメージ 
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イ 鉄道による避難 

  西日本旅客鉄道（株）は、観光客などの一時滞在者及び通勤・通学者などの市民の移動手段

として、可能な限り定期運行を維持するとともに、バス等による避難が困難である場合又は輸

送力が不足する場合に、臨時列車の運行及び運行時間の延長により、補完的手段として鉄道に

よる避難を実施する。 

 その際、列車の行き違いができる駅が限られるなど、単線であるＪＲ境線の特性を考慮する 

必要がある。 

 また、県は、輸送の混乱を回避するためＪＲと協議のうえ、列車の回送時間を考慮した運行

終了時刻を設定し、それをＪＲと連携し利用者や住民等に周知しなければならない。特に通学

者に対しては学校等を通じて確実に周知を行う。 

地震災害の場合には、安全運行に係る線路の確認等に時間を要するなどの制約を考慮する必 

要がある。 

一時集結所に集結した住民等を必要に応じて各駅に誘導し、順次乗車させ、後藤駅や米子駅

等まで輸送する。なお、各駅で列車を待つ際の被ばくの防止についても留意する。 

目的駅に到着した後は、バス等により避難退域時検査会場まで輸送する。（状況により、米

子駅等に到着後、山陰本線の列車に乗り換えるなどして、鳥取駅及び倉吉駅等に輸送すること

も検討する。その際は、到着駅付近からバス等により、避難所まで輸送する。） 

ウ その他手段による避難（船舶、航空機） 

(ｱ) 方針 

バス等による避難が困難である場合又は輸送力が不足する場合等において、船舶及び航空

機による輸送力の確保が可能な場合は、補完的手段として船舶及び航空機による避難を実施

する。 

(ｲ) 船舶による避難 

第八管区海上保安本部、海上自衛隊舞鶴地方総監部等に可能な限り協力を求め、県が所有

する船舶と併せ海上輸送を行う。 

一時集結所に集結した住民等を必要に応じて港湾施設に誘導し、順次乗船させ、鳥取港等

に輸送する。 

船舶による避難にあたっては、悪天候等による乗船者の身体的負担（船酔い）津波災害の

場合の港湾施設等への影響を考慮する必要がある。また、大型船舶の場合には調達に時間が

かかることや接岸できる港湾施設が限られるなどの制約があり、船舶の大きさ、種類によっ

て接岸するための防舷材等の装備が必要であることを考慮する必要がある。 

なお、漁船による避難については住民等の安全確保の観点から実施しない。 

   (ｳ) 航空機による避難 

ヘリコプターを含む航空機が利用できる場合は、県がその使用を統制し、入院患者等の優

先順位の高い要配慮者等の緊急を要する避難に使用する。 
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航空機による避難にあたっては、悪天候等による影響や搬送先の空港及びヘリポートにお

ける受入れ体制の整備や輸送手段の確保等を考慮するものとする。 

     なお、入院患者等を搬送させる場合は、患者の容態の急変等にも対応できるよう医師等の

医療従事者を同乗させることを基本とする。 

また、大型ヘリコプターをはじめとする住民等を大量に輸送できる航空機が利用でき、

かつそれ以外の輸送手段がない場合等には、必要に応じ住民等の緊急避難に使用する。 

    (ｴ) 留意事項（共通） 

    ａ 乗務員の安全確保  

公共輸送による避難にあたっては、あらかじめ運行基準を検討するとともに、乗務員の

防護対策に留意するものとする。 

    ｂ 避難退域時検査の実施 

     放射性物質が放出された後に緊急時モニタリングの結果により、避難等の指示が出され

た場合には、空港、港湾等の到着地で住民等の避難退域時検査を実施する。検査終了後、

バス等によりあらかじめ定められた避難所に移動する。 

(10) 自衛隊による避難 

県は、輸送力が不足する場合、自衛隊に災害派遣を要請し、自衛隊が保有する車両（自衛隊救

急車を含む）および船舶、ヘリコプターを含む航空機による避難住民等の緊急輸送を行う。 

   輸送にあたっては、要配慮者等の緊急を要する避難に優先的に配当するものとする。 

 

(11) 避難行動要支援者等の避難 

ア 方針 

施設敷地緊急事態発生時のＰＡＺ避難準備指示があった場合、事態の進展を踏まえＵＰＺの

避難行動要支援者等の避難準備を早期に開始する。 

50km を超える避難が、避難行動要支援者等の過重な負担となり健康状態を悪化させないよ

うに配慮する。状況によっては 30～50 ㎞圏内の施設利用を検討する（一時避難所）。 

イ 避難行動要支援者等の避難計画 

(ｱ) 避難行動要支援者の把握等 

  県・市は、あらかじめ避難行動要支援者を把握し、避難に必要な車両を見積もっておく。 

(ｲ) 県は、市町村、関係機関・団体と連絡調整の上、避難行動要支援者等及びそれらの施設等

並びに避難行動要支援者等の避難体制の状況を確認し、避難行動要支援者等の避難計画を作

成する。 

また、県は、県内で確保可能な福祉車両等を把握し、県内車両で不足する数については

は、あらかじめ国に確保を要請するとともに、要請の手順を確立しておく。そして、ＯＩＬ

２による一時移転においては、県内で準備できる福祉車両による一時移転の方法について検

討しておく。 

(ｳ) 県は、市町村、関係機関・団体と連絡調整の上、避難行動要支援者等の輸送手段を手配す

るとともに、輸送力が不足する場合は、関係機関・団体に対し支援を要請する。 

(ｴ) 在宅の避難行動要支援者の避難等 

  市は、在宅の避難行動要支援者及び同居者並びに支援者等に対して、防災行政無線、広報

車、緊急速報メール、テレビ、ラジオ等を用いて屋内退避・避難等を情報伝達する。支援

者の支援を受けることにより地域住民と同様に避難が可能である避難行動要支援者は、先

ずは広域避難所に避難を行う。そして、要支援者の状況に応じて広域福祉避難所に移送す

る。 

(ｵ) 福祉車両等の特別な避難手段の確保に時間を要する場合は、放射線防護対策施設における

一時的な屋内退避の実施を検討する。また、在宅の避難行動要支援者等についても同様の

対応を検討する。 

(ｶ) 社会福祉施設等の入所者及び医療機関等の入院患者等は、社会福祉施設、病院等の施設が

避難先となるが、県内の施設数が限られているため、県外への避難も想定する必要がある

ことから、事前に関係県と調整するよう努める。 

(ｷ) 移動中及び避難所におけるケアに配慮する。 
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ウ 情報の提供 

  聴覚障がい者、視覚障がい者等の避難行動要支援者等への情報伝達については、それぞれの

障がいの特性に応じて伝達方法に配慮する。 

エ 避難行動要支援者避難のイメージ 

 
 

オ 社会福祉施設等入所者の避難 

(ｱ) 方針 

社会福祉施設の入所者については、県があらかじめ示した避難先施設に避難を行うものと

する。 

 

この際、放射線防護対策を実施した社会福祉施設等については、屋内退避の可能期間を考

慮した上で、他の社会福祉施設等からの受入れや避難及び在宅の避難行動要支援者の受入れ

又は他の社会福祉施設への転院等を判断するものとする。 

   (ｲ) 避難方法 

施設入所の避難行動要支援者等については、施設が所有する車両に加え、県が手配する福

祉車両等で避難する。 

(ｳ) 留意事項 

ａ 避難先として上記の例以外に、自宅がＵＰＺ外であれば自宅へ避難させる場合もある。 

ｂ 上記の例以外に、直接、避難先社会福祉施設等（超過枠を含む）に搬送する場合がある。 

c   重度及び長時間の移送困難者は、一旦 30～50km 範囲の特別養護老人ホーム・老人保健

施設へ避難させ、症状に応じ適した医療機関へ体調に合わせ順次移送する。 

カ 病院の入院患者の避難 

   (ｱ) 方針 

緊急的な避難が必要となった初期段階において、全ての対象者を避難先病院へ直ちに収容

することは困難であるため、マッチング先が確保できるまで当該病院に可能な限り滞在させ

るか、あるいは、ＵＰＺ外の中核病院等の空病床へ一時的に収容し、マッチングが整った段

階で避難先の病院へ移送する。 
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この際、放射線防護対策を実施した病院等医療機関については、屋内退避の可能期間を考

慮した上で、他の病院等医療機関からの受け入れや避難又は他の医療機関への転院等を判断

するものとする。 

なお、避難完了までに猶予時間がない事態が発生した場合は、ＵＰＺ外の中核病院等の空

病床へ一時的に移送することも考慮する。また、早期退院が可能な者については、可能であ

れば帰宅し、一時的な避難を行う。 

キ 在宅の避難行動要支援者の避難 

米子市及び境港市は、自然災害と原子力災害とを区別することなく、平時から在宅の避難行

動要支援者名簿を作成し、避難に関する支援体制を構築し、それらを前提として速やかな避難

を行う。一般的な避難が困難な場合については、一時的な対応として条件の整った一次的広域

福祉避難所へ避難し、マッチングが整った段階で避難先の施設等へ避難する。 

なお、在宅の避難行動要支援者情報の管理及び使用条件等については、県と市町村とで事前

に調整しておく必要がある。 

ク 外国人の避難 

  外国人については、住民避難と同様に一時集結所に集結後、広域避難所へ避難するが、多言

語表記等（事前対策も含む）の対応が必要である。 

  ・多言語表記による一時集結所の周知（防災教育がほとんど行われていない国もあることか

ら、防災に関する知識の普及啓発も併せて実施することが必要） 

・避難指示の伝達方法の検討 

  ・災害情報の多言語化による、被災情報等の重要な情報の提供 

  なお、外国人の居住状況から、外国人が集中して避難することが予測される広域避難所等に

おいては、多言語スタッフ、通訳スタッフの確保等を行い、外国人に対して必要な情報を提供

する等の対応が必要である。 

  また、ホームページへの情報掲載にあたっては、ホームページの多言語自動翻訳機能の活用

を考慮し、やさしい日本語での掲載を心がける。 

ケ 別紙２ 島根原子力発電所に係る「避難行動要支援者」避難計画 

 

 (12) 児童生徒等の避難 

ア 方針 

保育所や学校等、園児、児童、生徒及び学生（生徒等）が通う施設においては、警戒事態が

施設敷地緊急事態に進展するおそれがある場合又は施設敷地緊急事態が発生した場合、直ちに

休園・休校とし、屋内退避等により児童、生徒の安全を確保するとともに保護者との連絡調整

に努める。 

保護者の引き渡し前に避難指示が出た場合、引き渡しが終わっていない児童生徒等全員を学

校等ごとに決められた避難所に職員等と一緒に避難し、避難先で保護者に引き渡すものとする。 

イ 避難計画の作成 

ＵＰＺ内の保育所（認可外保育施設を含む）、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校等は、

避難計画を作成する。 

ウ 応急教育 

要避難地域の教育委員会は、避難先地域で応急教育を実施する。 

この際、県教育委員会及び避難先教育委員会は、応急教育の実施を支援する。また、私立学

校等の応急教育は、公立の学校に準ずるものとする。 

エ 別紙３「原子力災害発生時における学校・保育所・幼稚園の避難計画マニュアル」 

 

 (13) 観光客等一時滞在者の避難 

ア 方針 

島根原子力発電所において、大規模事故につながるおそれのある事故が発生した場合や警戒

事態等が発生した場合、観光施設への周知のほか防災行政無線や道路情報板、商業施設等の屋

外大型ビジョンにより速やかに観光客へ事故状況等を伝達するとともに、併せて避難経路等を

情報提供し、早期の帰宅を呼びかける。 
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帰宅が間に合わなかった場合は、宿泊施設等に移動し、避難等の指示があった場合には最寄

りの一時集結所から住民とともに避難する。 

イ 情報伝達連絡 

各機関から各種方法を通じて、情報を伝達する。 

外国人観光客への情報伝達に当たっては、英語等による案内を行う。 

 

ウ 観光客への情報伝達体制 

 

 

※ 県が、災害対策本部を設置した場合は、危機管理局が行っていた情報伝達業務を災害対策本部が引き継ぐ。 

 

エ 避難の実施 

観光客のうち、自家用車やバス又はタクシー利用者等、移動手段を確保している者は、それ

ぞれの移動手段を用いてすみやかに帰宅する。 

また、公共交通機関を利用し来訪した観光客については、運行時間等の情報を提供し、可能

な限り公共交通機関で速やかに帰宅するよう呼びかける。 

その他、移動手段がない観光客や、路線バス・列車等が利用出来ない場合には、地域住民と

ともに避難を行う。 

 

(14) 大規模計画外避難に対する緊急対応 

ア 方針 

大規模な計画外の避難が発生してしまった場合に、現地の状況に応じて住民避難路の統制

（規制）等の随時臨機応変の措置を行い、円滑な交通の流れを確保し、避難中の渋滞に伴う住

民等の被ばくを避けるようにする。 

イ 実施要領 

(ｱ) 現地情報の入手 

県は、各種手段により、状況判断に資するための現地の道路状況をリアルタイムで確実に 

掌握する。 

この際、あらかじめ渋滞の発生が予測される場所を把握し、その場所を判断ポイントとし 

て重点的に現地の状況を把握する。状況把握にあたっては、小型無人飛行機（ドローン）等
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を用いることにより迅速に情報収集を行う。 

(ｲ) 住民避難路の統制（規制） 

県及び市町村、警察、道路管理者等は、現地の道路情報に基づき、交通秩序の維持（回 

復）、交通の整理、迂回路への誘導等の必要な措置を行う。 

この際、各機関は連携するとともに必要な協力を行う。 

なお、島根原子力発電所で事故が発生した場合は、島根県の住民等が本県を通過し避難を

行うとともに、本県住民等が岡山県内の道路を使用して避難を行うことから、県境を越えた

広域的な交通管制が必要であり、中国地方全体での交通規制の実施について各県警察本部等

と協議を行う。 

(ｳ) 住民等への情報伝達 

県及び市は、住民等に対してあらゆる手段により情報を伝達する。 

既に避難を開始した住民等に対しては、避難中における被ばく防止等の注意事項、渋滞状

況、交通規則の遵守、渋滞解消の見通し、空間放射線量、避難所情報、現状等を伝える。 

また、屋内退避している住民等に対しては、屋内退避中の注意事項、避難の見通し、現状

等を伝える。 

(ｴ) 住民等の理解 

段階避難が住民の被ばくを出来るだけ避ける方法であることについての理解を得るため、 

平素から、その必要性と意義について住民等に普及啓発を行う。 

また、島根原子力発電所の事故発生後については、住民等が現状を正しく理解できる情報

の提供を行う。 

ウ 留意事項 

各機関は、交通規制等の緊急対応に従事する防災業務従事者に対して、防護服の着用や個人

線量計などにより適切な被ばく管理を行う。 

 

(15)実動機関現地合同調整所の設置 

県及び県警察は、琴浦大山警察署に実動機関現地合同調整所を設置し、広域的な交通規制・

統制等を行うとともに、実動機関の円滑な活動調整及び情報共有等を図る。 

そのため、平素から共通の基準及び活動要領を確立し、実動機関共同調整システム、通信機

器等を整備する。 
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３ 各機関の役割 

 

原子力災害時における事務又は業務のうち、主としての避難に関するものを記載している。その

他災害時共通のものは、鳥取県地域防災計画に記載されているものとする。 

 

(1) 関係機関 

機関名 事務又は業務 

鳥取県 1. 県内における原子力災害に関する総合調整 

2. 避難住民受入市町村との調整（避難所の選定等） 

3. 一時集結所から避難所までの住民等の輸送 

4. 広域避難の輸送手段の確保（バス、鉄道、船舶、航空

機等の調達、関係機関との調整） 

5. 一時集結所から避難所までのルート決定 

6. 広域避難所運営の総括 

7. 広域避難所（県営）の指定 

8. 広域避難所（県営）の開設、運営 

9. 住民等の避難（広域輸送） 

10. 緊急時モニタリング（放射線の監視測定） 

11. 安定ヨウ素剤の予防投与体制の整備 

12. 避難住民等の避難退域時検査、除染及び原子力災害医

療 

13. 広報、情報伝達 

14. 境港市役所の移転の受入れと業務継続に対する支援 

15. 放射線防護対策施設への物資補給 

16. その他必要な措置 

米子市、境港市 1. 避難指示の伝達 

2. 一時集結所の選定、運営 

3. 一時集結所での住民の誘導 

4.  住民への事前周知、伝達、広報（放射線防護に係る広 

報を含む。） 

5.  避難行動要支援者名簿の作成 

6.  緊急時モニタリングの支援 

7.  避難住民名簿の作成、安否確認、避難状況の問合せ対 

応 

8.  避難先地域が行う広域避難所の運営支援 

9.  安定ヨウ素剤の予防的投与の支援 

10. 避難住民の避難退域時検査、除染の支援 

11. 避難住民への行政サービスの提供 

12. 要配慮者等の避難体制の整備 

13. 要配慮者等の避難支援 

14. その他必要な措置 

米子市及び境港市以外の市町村

（避難住民受入市町村） 

1. 米子市及び境港市への支援 

2. 広域避難所（市町村営）の指定、開設、運営 

3. 境港市役所の移転への支援 

4. 避難手段（市町村バス等）の提供協力 

5. 避難誘導等に対する職員の動員 

6. 緊急時モニタリングの支援 
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7. 安定ヨウ素剤の予防的投与の支援 

8. 避難住民の避難退域時検査、除染の支援 

9. 避難者名簿の作成、米子市・境港市への情報提供 

10. 事態の進展等に応じ、ＵＰＺと同様に必要な防護措置

を実施 

指

定

地

方

行

政

機

関 

境海上保安部 1. 海難救助、海上における安全確保及び治安の確保、船

舶交通の規制 

2. 海上モニタリングの支援 

3. 海上における緊急輸送 

鳥取地方気象台 1. 気象状況等の把握及び解析 

2. 緊急時モニタリングの支援 

国土交通省（河川国道） 1. 輸送路の確保 

消

防 

機

関 

鳥取県東部広域行政管理組合

消防局 

鳥取中部ふるさと広域連合消

防局 

鳥取県西部広域行政管理組合

消防局 

1. 負傷者の搬送 

2. 情報の収集分析 

3. 住民等に対する避難指示等の伝達体制の確保 

4. 関係機関との連絡 

自

衛

隊 

陸上自衛隊第８普通科連隊、 

海上自衛隊舞鶴地方総監部、 

航空自衛隊第３輸送航空隊、 

鳥取地方協力本部 

1. 緊急時モニタリングの支援（空中、海上） 

2. 緊急輸送の支援 

3. 要配慮者等の車両への搬送支援 

4. 避難退域時検査等、除染の支援 

5. 給水・給食等の支援 

指

定

公

共

機

関 

中国電力(株) 1. 原子力災害等に係る通報及び情報提供 

2. 汚染拡大防止措置及び災害の復旧 

3. 原子力事業者防災業務計画に基づく必要な業務の実施 

4. 原災法及び関係法令等に基づく必要な処置 

5. 県、米子市及び境港市が実施する原子力防災に対する

積極的な全面協力 

6. 避難退域時検査、除染等の支援 

日本放送協会 1. 住民等に対する避難情報の放送 

西日本高速道路（株） 1. 高速自動車国道における輸送路の確保 

2. 緊急通行車両等の通行に伴う料金徴収の免除の取扱い 

日本通運（株） 1. 貨物自動車による救助物資の輸送 

福山通運（株） 

佐川急便（株） 

ヤマト運輸（株） 

西濃運輸（株） 

西日本旅客鉄道(株) 1. 避難住民の輸送及び緊急物資の輸送 

西日本電信電話（株） 1. 通信の確保及び防護対策の実施に必要な通信の優先的

取扱い 

2. 避難施設における電話その他の通信設備の臨時の設置 

3. 避難情報の配信 

ＫＤＤＩ(株) 

(株)ＮＴＴドコモ 

ソフトバンク（株） 

指

定

地

方

(一社)鳥取県バス協会 1. 避難用バスの確保 

2. 避難住民の輸送 

(一社)鳥取県トラック協会 1. 緊急物資の輸送 

(公社)鳥取県医師会 1. 医療救護の実施 
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公

共

機

関 

(公社)鳥取県看護協会 

日本海テレビジョン放送(株) 1. 住民等に対する避難情報の広報活動 

(株)山陰放送 

山陰中央テレビジョン放送(株) 

(株)エフエム山陰 

（株）新日本海新聞社 

（株）山陰中央新報社 

（株）鳥取テレトピア 

日本海ケーブルネットワー

ク(株) 

 (株)中海テレビ放送 

鳥取中央有線放送(株) 

そ

の

他 

公

的

団

体 

（一社）鳥取県歯科医師会 1. 医療救護の実施 

（一社）鳥取県薬剤師会 

鳥取県社会福祉協議会 1. ボランティアの受入れ及び派遣 

（一社）鳥取県診療放射線技

師会 

1.  避難退域時検査の実施 

（公社）鳥取県宅地建物取引

業協会 

（公社）全日本不動産協会鳥

取県本部 

1.  被災者の入居が可能な民間賃貸住宅情報の提供 

2.  被災者の民間賃貸住宅入居に係る契約の媒介 

3.  県が借り上げる民間賃貸住宅の契約の媒介 

（一社）鳥取県ケーブルテレ

ビ協議会 

1. 住民等に対する避難情報の放送 

 

 (2) 県庁の各部局等 

部局名 
事務又は業務 

※上段は、原子力防災対策特有のもの 

元気づくり総本部 1. 避難に関する広報 

2. 災害対策の広報 

3. 住民等からの問合せに対する対応 

4. 報道機関との連絡調整、放送要請 

5. 避難所運営に係るボランティアの受入れ調整 

6. 県民からの県政に係る一般広聴 

危機管理局 1. 避難等の指示 

2.  市町村の災害応急対策業務等の継続支援の総括 

3.  被害情報の収集及び通信連絡の総括 

4.  災害対策本部の運営 

5.  災害対策本部事務局の業務 

6.  災害対策本部における通信施設の保全 

7.  自衛隊、海保との連絡調整 

8.  消防防災ヘリコプターの運用 

9.  その他、避難に関する総合調整 

総務部 1. 広域避難所運営の総括 

2. 広域避難所（県営）の開設、運営 

3. 損害賠償 

4. 職員の被ばく線量の管理 

5.  境港市役所の移転の受け入れ 
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6.  災害時緊急支援チームの派遣 

7.  職員災害応援隊の派遣 

8.  公有財産の管理 

9.  庁舎の管理、運用、調査 

10. 職員の服務、給与 

11. 職員の動員、派遣要請、受入 

12. 職員の安否、補償 

13. 人権擁護の確保 

14. 県議会 

15. 東京本部、関西本部、名古屋代表部との連絡調整、情報収集 

16. 鳥取情報ハイウェイに関すること 

17. 東部庁舎の管理、運用、調査 

 

地域振興部 1. 輸送手段（県・市町村等の保有する車両含む）の確保 

2. 輸送業務 

3. 安否情報（外国人を含む）の収集・問い合わせ 

4. 市町村の通常業務等の継続支援の総括 

5. 私立学校への情報の伝達 

6. 市町村の行財政運営に関すること 

7. 広域避難所（市町村営）の運営状況把握・連絡 

観光交流局 1. 観光客に対する情報伝達、避難、救援 

2. 要配慮者（うち外国人）に対する情報伝達、避難、救援 

3. 観光施設等との連絡調整 

福祉保健部 1. 安定ヨウ素剤の予防的投与体制の整備 

2. 避難住民の避難退域時検査、除染 

3. 避難行動要支援者（社会福祉施設入所者）の避難支援 

4. 広域福祉避難所（入所施設を除く）の確保及び運営 

5. 医療救護対策本部の設置、管理、運営 

6. 医療（原子力災害医療を含む。）、医薬品の調達 

7. 保健衛生、健康相談 

8. 医療機関の把握（患者情報を含む） 

9. 災害ボランティア等の支援に関する総合調整 

10. 災救法 

11. 避難行動要支援者避難支援センターの設置、管理、運営 

生活環境部 1. 環境の除染等 

2. モニタリング本部（衛生環境研究所・原子力環境センター・西部総合

事務所）の設置、管理、運営 

3.  ＥＭＣへの参画 

4.  モニタリング 

5.  飲食物の摂取制限（農林水産物を除く） 

6.  入浴施設、トイレの確保 

7.  応急給水 

8.  応急仮設住宅の提供 

9.  公営住宅の調査 

10. 恒久避難住宅の提供 

11. 旅館・ホテル等の避難所としての借り上げ 

12. 生活関連物資の調達・供給 

13. 家庭動物（ペット）の扱い 

14. 食品衛生、食中毒防止対策 
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商工労働部 1. トラックその他物資輸送手段の確保、手配 

農林水産部 1. 食糧の確保（流通）及びあっせん 

2. 家畜の取扱い 

3. 農林水産業団体との連絡調整 

4. 県有船舶の運用・調整 

県土整備部 1. 道路状況の把握 

2. 道路啓開、通行確保 

3. 空港、港湾、漁港施設等の把握、確保 

4. 公共土木施設用地の供与、土地等の使用 

5. 建設用資機材の調達 

会計管理者 1. 住民避難に要する費用の出納及び物品の購入契約 

2. 県有車両の運用、調整 

企業局 1. 県営発電施設の把握及び運転確保 

2. 県営工業用水施設の把握及び保全 

病院局 1. 県立病院での原子力災害医療 

2. 県立病院救護班派遣可能状況の確認 

3. 県立病院への患者受入可能状況の確認 

教育委員会 1.  避難児童及び生徒の救護 

2.  避難所の確保、開設、運営に関する協力 

3.  学校の避難計画作成支援 

4.  公立学校等への情報の伝達 

西部総合事務所 1. 現地災害対策本部の設置、運営 

2. 原子力発電所の現地確認 

3. ＯＦＣへの要員派遣 

4. 島根県庁への連絡員派遣 

5.  西部管内における道路状況の把握 

6. 西部管内における避難に関する総合調整 

7.  西部管内におけるモニタリングに関する現地対応 

8.  西部管内における避難退域時検査に関する現地対応 

9.  西部管内における安定ヨウ素剤に関する現地対応 

10. 避難支援ポイントの運営 

11. 市町村、関係機関との連絡調整 

12. 庁舎の管理、運用、調査 

中部総合事務所 1. 災害対策本部地方支部の設置 

2. 市町との連絡調整 

3. 職員応援体制の整備 

4. 庁舎の管理、運用、調査 

5.  中部管内における避難退域時検査に関する現地対応 

東部振興監 1. 災害対策本部地方支部の設置 

2. 市町との連絡調整 

3. 職員応援体制の整備 

共通 1. その他知事（対策本部長）の命ずる事項 

2. 他部局の応援 

（注）業務分担については、部局本来の業務以外のものについて、割り振ることがある。 

 

警察本部 1. 避難等防災広報 

2. 交通規制 

3. 避難住民の誘導・指示 

4. 避難対象地域・避難施設等の治安維持 
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5. 被災者の支援と情報収集 

6.  避難に際しての実動組織間の調整と必要に応じて合同調整所の設置 

等 
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４ 避難の支援方法 

(1) 物資等の供給 

ア 方針 

広域避難所の食糧及び生活関連物資等は、県で統制し、一括取得して供給する。 

避難開始後は、状況不明により、食糧や生活関連物資の必要数が判明せずに、避難者への物

資等の供給が遅れることが予想される。 

このため、県は、避難計画に基づき、避難者分に対する数量を計画的に推進補給し（プッシ

ュ型の物資等の供給）、供給の遅れを防止する。なお、避難者数や避難者の状況が把握できる

ようになった段階で、広域避難所からの請求による供給に変更する。 

この際、県は、下流の輸送拠点から広域避難所（県営）又は物資集積所までの輸送業務につ

いては、民間輸送業者へ委託する。 

イ 物資等の供給 

(ｱ) 必要量の決定 

県は、必要な物資等の数量について、各市町村からとりまとめて決定し、備蓄量との調整

を図り、その取得量と取得方法を確定する。 

(ｲ) 取得 

県は、広域避難所において必要な物資等を一括購入、あるいは、国、他都道府県等に支援

を要請する。 

(ｳ) 配布 

県は、取得した物資等補給品を各広域避難所に配布する。 

市町村が運営する広域避難所における生活関連物資等については、各市町村が設定した物

資集積所に配送し、市町村が避難住民等に配布する。 

   (ｴ) 留意事項 

ａ 物資等の配布の対象者は、避難指示等に基づく避難所あるいは退避場所にいる避難住民

等とするが、避難地域以外の自主避難住民の存在にも留意する。 

ｂ 屋内退避地域における物資等の配布に当たっては、配布の方法に留意する。 

ウ 物資等の供給支援組織の構成 

(ｱ) 広域避難所運営チームの設置 

県は、広域避難所の運営総括と広域避難所（県営分）の開設、運営を行うために、災害対

策本部実施部のプロジェクトチームとして、広域避難所運営チームを災害対策本部内に設置

する。 

(ｲ) 物資集積拠点 

県は、大量の物資等の集積が必要な場合は、物資集積拠点を県内に設定し、空路・海路・

陸路からの緊急物資を集積する。 

    ａ 上流の拠点・・・県外等からの物資受入れ（港湾、漁港、空港、民間物流拠点等） 

    ｂ 下流の拠点・・・市町村配布前の物資仮置き（農協施設、公有施設、民間物流拠点等）      

(ｳ) 物資集積所 

市町村は、物資集積所を設置し、市町村内の各避難所等に対する物資供給基地として運用

する。 

エ 補給幹線 

物資集積拠点と物資集積所を結ぶ路線のうち、常時確保する必要のある路線を補給幹線とし

て指定する。 

   

 

 

 

 

 

オ 物資及び資材 
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食 糧 

温食の配給を基本とする（態勢完了は３日間を基準とする）。 

当初、備蓄食糧を配布し、補給支援体制が整うに従い、弁当等の加工

食品を配布する。 

調達は、県で一括して行い、避難住民等への配布は各避難所の運営者

が行う。 

※３日分の家庭、職場での食糧備蓄を基本とする。 

水 

避難住民等、医療機関、福祉施設に対して給水する。 

県は、給水拠点での応急給水、車両による応急給水の調整を行う。 

※ 避難所における飲料水（ボトルウォーター等）の供給は、１日１人

当たり３リットルを基本とする。 

生 活 必 需 品 

毛布、タオル、小型エンジン発電機、カセットコンロ、カートリッジ

ボンベ、土のう袋、ブルーシート、懐中電灯（電池を含む）、トイレッ

トペーパー、ティッシュペーパー、仮設トイレ、ゴミ袋、生理用品、

紙おむつ、おしりふき、哺乳瓶等。 

燃 料 
防護措置の実施に必要な燃料を優先的に確保する。 

ガソリン、軽油、灯油、発電機用重油、プロパンガス等。 

復 旧 資 材 等 収容施設、臨時の医療施設の建設工事に必要なもの。 

日用品・し好品 一定の率をもって常続的に供給する。 

衛 生 資 機 材 医薬品、医療機器、その他衛生用品。 

 

カ 別紙４「食糧、生活関連物資等供給計画」 

 

(2) 輸送 

ア 方針 

県は、避難住民及び緊急物資の輸送について、一元的に要請と運用を行う。 

イ 輸送の一般的要領 

輸送に関する一般的要領は次のとおりであるが、県は、あらかじめ作成された輸送計画等に

基づき、当時の状況により修正し、輸送を実行する。 

 



37 

 

  ウ 輸送経路の決定 

輸送は、事前に計画した輸送経路を使用する。 

県は、関係機関・団体と連絡調整の上、絶えず輸送経路の情報を把握し、輸送経路を確保（応

急復旧、除雪、障害物、危険箇所等の除去、工事の中止と応急仮復旧、道路の啓開など）する。 

また、放射性物質の拡散状況（風向）や道路渋滞状況等により、必要な場合は速やかに輸送

経路を変更する。 

エ 輸送手段 

輸送手段は、道路・鉄道・海路・空路とし、その特性に応じて選定する。 

  オ 輸送能力の概算 

県が一元的に運用する輸送手段の輸送能力を、季節・時間別、場所別、輸送手段別に明らか

にし、この数量に基づき、供給支援組織の施設・人員・資機材、輸送用燃料の供給を準備する。 

  カ 輸送必要量の概算 

避難指示等に伴い必要となる避難住民や救援に必要な物資の輸送量を、季節・時間別、場所

別、輸送対象別に明らかにし、この数量に基づき、輸送路線の維持、通信施設、供給支援組織

の施設・人員・資機材、輸送用燃料の供給を準備する。 

  キ 輸送に関する計画 

(ｱ) 輸送計画 

 ａ 輸送力の配分 

一定期間の輸送の根拠となるもの。 

 ｂ 輸送経路 

 交通規制の実施の基礎となるもの。 

ｃ 輸送の実施 

輸送力の配分、輸送経路に基づいて作成する、陸路を中心とした、避難住民と物資の輸

送に関する細部の実施要領を定める。 

輸送方法は、直通輸送・中継輸送・折返し輸送とし、地形、事態の状況により適切な輸

送実施方法を計画する。 

(ｲ) 交通規制計画 

避難住民の輸送等のルートを確保するため、県の輸送計画に基づき、広域的交通管理体制

の整備に努める。 

(ｳ) 避難実施要領 

米子市及び境港市は、県、警察等関係機関の意見を聞いた上で、あらかじめ避難実施要領

を作成する。 

作成に当たっては、要配慮者等への対応、気候・気象（冬季や荒天時の対応）、時間帯（昼

間、夜間）、観光客や通勤者への対応、交通状況（渋滞、事故など）等について配慮する。 

避難指示が発出された場合は、直ちに、県及び警察等関係機関と協議し、あらかじめ作成

した避難実施要領を修正し、使用する。 
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  ク 輸送の実施 

   (ｱ) 輸送業務 

県は、輸送計画に基づき、一元的に輸送を手配・調整する。 

県は、原子力防災避難オペレーション支援システムを用いて、輸送計画表を作成するとと

もにバス等の運行指示書を作成し、運送事業者に提供する。 

 
 

   (ｲ) 広域交通管理体制の確保 

ａ 交通規制の実施 

警察は、避難住民輸送等にかかるバス及び自家用車等による交通渋滞を軽減し、迅速な

広域避難の実施及び緊急交通路を確保するため、道路管理者と連携を図り、必要と認めら

れる道路の区間において交通誘導対策、交通広報対策、交通規制対策等を行う。 

警察は、道路管理者と連携して国道４３１号の使用の可否を早期に把握し、避難経路と

して使用できる場合には、車両を誘導し、交通を分散することで渋滞を緩和する。 

警察は、交通規制計画に基づき、交通検問所を設置する。 

なお、島根原子力発電所で事故が発生した場合は、島根県の住民が本県を通過し避難を

行うとともに、本県住民が岡山県内の道路を使用して避難を行うことから、県境を越えた

広域的な交通管制が必要であり、中国地方全体で交通規制を実施する。 

    ｂ 交通路の確保 

県は、主要な橋梁、トンネル等のあらかじめ確認すべき箇所を定め、それら箇所の異常

の有無を小型無人飛行機（ドローン）等を活用し早期に把握するとともに、必要に応じて

応急復旧及び啓開作業を実施する等警察とともに交通路の確保を行う。 

警察は、避難中に交通事故が発生した場合は、道路管理者と連携し、その処理を円滑に

実施し、交通路の渋滞防止に配慮する。 

各道路管理者は、工事箇所の仮復旧を行い、交通を早期に開放する。 

    ｃ 給水、救護施設等の場等の確保 

県は、避難経路に、給水・給油・救護・トイレを確保する。 

  ケ 要配慮者等の輸送 

(ｱ) 輸送の実施 
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県は、県があらかじめ定める要配慮者等の避難に係る基準に基づき、重篤患者など特別の

輸送方法を必要とする者の輸送を一元的に行う。 

(ｲ) 輸送の手続 

県は、市の状況に基づき、要配慮者等の避難に係る計画を作成するとともに、輸送中に必

要な衛生資材、応急治療等を準備する。 

市は、輸送対象者を要配慮者等の輸送に係る基準により、医師の意見を聞くなどして決定

し、要配慮者等の輸送に係る計画に示された地点まで輸送する。 

(ｳ) 輸送の方法 

輸送は、①車両、列車等による地上輸送、②船舶による海上輸送、③航空機による航空輸

送により実施する。 

この際、事態の状況、患者の状態、地形・気象、輸送網の状態、輸送機関の特性等を検討

し、病状への影響が少なく、最も安全、迅速、快適かつ能率的な輸送を行う。 

コ 避難が遅れた者への対応 

  県は、住民避難が完了した後に、避難が遅れた住民等の情報提供や救出依頼があった場合は、

警察、消防等に対して捜索及び発見後の緊急輸送を要請する。 

サ 別紙５「住民避難輸送計画」 

 

(3) 避難退域時検査 

 ア 避難退域時検査の実施 

避難退域時検査は、住民等の身体等への放射性物質の付着の有無を確認することを目的に行

うものであり、避難者に対し県内で行うことを基本とし、要請がある場合は、島根県と連携し、

島根県の避難住民の避難退域時検査も行う。 

県は、放射性物質が放出された後に緊急時モニタリングの結果により必要があると判断され

た場合、ＵＰＺ外の主要経路沿い等に避難退域時検査会場を設置し、避難住民を避難所に受け

入れるまでの間に、避難住民の避難退域時検査及び必要に応じて簡易除染を行う。また、主要

経路沿い等で避難退域時検査を実施しなかった避難住民については、避難先地域内に設置する

避難退域時検査会場で検査を行う。 

 避難退域時検査を終了した住民に対しては、終了した旨の証明書を発行する。 

  イ 避難退域時検査会場 

    避難退域時検査は、あらかじめ定めた会場で行うが、空間放射線量率の上昇等により会場が

使用できない場合を考慮し、次のとおり代替の避難退域時検査会場を選定する際の基準に基づ

き、候補地を選定しておくものとする。県は、代替会場の確保が円滑に行われるよう、施設管

理者等の協力を得るとともに訓練等を通して理解を得る。 

   ① 広い駐車場を有している。 

   ② 住民検査を行うための検査スペースが確保できる。（荒天時における避難者の負担を軽減

するため体育館等の屋内又は半屋内の駐車場等であることが望ましい。） 

   ③ 構内及び施設への出入口が複数ある。（車両や住民が一方通行することが可能であり、汚

染の拡大防止を図ることができる。） 

ウ 検査手順 

 ① 自家用車やバス等の車両を利用して避難等をする住民の検査は、乗員の検査の代用として

車両の検査を行う。 

 ② 車両がＯＩＬ４以下でない場合には、乗員の代表者に対して検査を行い、車両は簡易除染

を行う。 

 ③ 乗員の代表者がＯＩＬ４以下でない場合には、乗員の全員に対して検査を行う。 

 ④ 検査の結果、ＯＩＬ４以下でない乗員については簡易除染を実施し、それでもＯＩＬ４以

下にならない場合は医療機関等へ搬送して除染を行う。 
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  エ 利用施設や周辺環境等への放射性物質の飛散等の防止 

    避難退域時検査の実施にあたり、利用施設や周辺環境等に放射性物質の飛散・付着・浸透を

防止するため、県は次のとおり対策を行う。 

   （ｱ）体育館等での避難住民の検査 

      床面や壁面を養生シートやポリエチレンシートで覆うことにより放射性物質の付着を防

ぐ。 

   （ｲ）屋外での車両除染 

      車両を除染する際に用いる洗浄水が周囲に飛散しないように飛散防止措置を講じる。ま

た、使用した洗浄水・汚染付着物については回収し、ポリ容器等に封入し、一時的に貯留

したのち、原子力事業者が処理する。 

オ 避難退域時検査用資機材の標準化と一括管理 

 避難退域時検査を迅速かつ適切に実施するために、平時から資機材の標準化と一括管理を行

う。 

  カ 避難退域時検査会場の表示及び整備 

    県は、避難退域時検査会場として指定した施設に、避難退域時検査会場であることを表示す

る。また、避難退域時検査の実施にあたっての必要な小規模改良（施設のユニバーサルデザイ

ン化等）、公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Fｉ）の整備等を行う。  

  キ 避難退域時検査会場 

    県は、国又は県・市が避難指示を行うまでに避難退域時検査会場を開設する。 

名 称 住 所 

東伯総合公園体育館 東伯郡琴浦町田越 560 

中山町農業者トレーニングセンター 西伯郡大山町下甲 1022-5 

名和農業者トレーニングセンター 西伯郡大山町名和 1247-1 

伯耆町Ｂ＆Ｇ海洋センター 西伯郡伯耆町大原 1006-3 

江府町立総合体育館 日野郡江府町大字洲河崎 62 

倉吉市関金農林漁場者等健康増進施設 倉吉市関金町関金宿 1560-18 

旧那岐小学校 八頭郡智頭町大背 205 

  ク 避難先地域に設置する避難退域時検査会場

名 称 住 所 

布勢総合運動公園県民体育館 鳥取市布勢 146-1 

鳥取空港 鳥取市湖山町西 4丁目 110-5 

倉吉体育文化会館体育館 倉吉市山根 529-2 

鳥取保健所（H30.4～鳥取市保健所） 鳥取市江津 730 

倉吉保健所 倉吉市東巌城町 2 

米子保健所 米子市東福原 1丁目 1-45 
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(4) 医療の提供 

ア 原子力災害医療体制 

県（福祉保健部）は、災害対策本部の下部組織として医療救護対策本部を設置する。 

医療救護対策本部は、オフサイトセンター（医療班）と調整し、原子力災害医療機関と連携

して、原子力災害医療、必要な防護対策（安定ヨウ素剤の投与等）を行う。 

イ 治療、搬送 

(ｱ) 原子力災害医療活動 

ａ 避難所等における対応 

県及び市町村は、関係機関の協力を得て、必要に応じて救護所を指定し、避難住民等を

対象とした軽度の外傷等に対する応急処置を行う。 

ｂ 原子力災害医療協力機関における対応 

被ばく傷病者等の初期診療及び救急診療、被災者の放射性物質による汚染の測定や救護

所への医療チームの派遣など原子力災害医療や県が行う原子力災害対策等の支援を行う。 

ｃ 原子力災害拠点病院における対応 

原子力災害時において、汚染の有無にかかわらず傷病者等を受け入れ、被ばくがある場

合には適切な診療等を行う。 

拠点病院は、原子力災害医療派遣チームを有し、原子力災害が発生した道府県等におい

て救急医療等を行う 

    ｄ 高度被ばく医療センターへの搬送 

県は、原子力災害拠点病院で対応できない高度専門的な診療及び治療が必要な患者につ

いて、高度被ばく医療センターと受入を調整する。 

県は、消防局等で搬送が困難な場合は、消防庁に搬送手段の確保を要請する。 

    ｅ 原子力災害医療・総合支援センターへの要請 

      県は、国の原子力災害現地対策本部及び原子力災害医療・総合支援センター等と調整を

行い、原子力災害医療チームの派遣を要請する。 

(ｲ) 医療機関への搬送 

被ばく患者の搬送に際しては、必要な防護措置を実施するとともに、搬送者の基本情報及

び汚染の程度等の情報を医療機関に情報提供する。 

ウ 安定ヨウ素剤の服用 

安定ヨウ素剤の服用指示が出された場合の速やかな配布・服用の実施態勢を確保するため、

県は、国、市等と連携し、一時集結所等において、別に定める「鳥取県安定ヨウ素剤の備蓄・

緊急時予防服用計画」に従って、避難住民に対する安定ヨウ素剤の投与を行う。 

なお、県は安定ヨウ素剤を配布する際に、予防服用の効果、服用対象者、禁忌等についての

説明書等をあらかじめ準備しておくものとする。 

ただし、避難の際に一時集結所等で安定ヨウ素剤を受け取ることが困難等の理由により事前

配付を受けた者に対しては、事前に受け取った安定ヨウ素剤の服用の有無を確認し、必要な対

応を行う。 

エ 避難所の衛生管理 

(ｱ) 県（福祉保健部・各福祉保健局）は、市町村と連携し避難所における避難住民の巡回指導 

体制を確立し、感染症の予防やまん延防止、その他疾病の予防に努める。 

(ｲ) 県（生活環境部・各生活環境局）は、食品衛生監視員による食品衛生に関する指導を行い、 

食中毒などの事故発生を予防する。また、必要に応じて社団法人鳥取県食品衛生協会と連携

して指導・相談業務にあたる。 

オ 医療の確保 

(ｱ) 県は、医療救護対策本部を設置し、緊急時の医療活動を統一的かつ効果的に実施する。 

(ｲ) 国の原子力災害医療派遣チーム、県内医療機関等からの派遣及び県外の医療救護班の応援

を受ける。 

カ 健康管理 

避難住民の健康を良好に維持するため、体調管理、メンタルヘルスケア等を継続的に実施す

る。 
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キ 別紙６「鳥取県緊急被ばく医療計画」 

 

(5) 避難経路の確保 

 ア 自然災害等により避難経路が通行不能な場合 

県は、避難経路として定められている道路の通行の可否を把握し、道路の損傷を確認した場

合は、代替経路を指定するとともに建設事業者の協力を得て、早急に応急復旧等を行う。その

ため、これら作業に使用する資機材の備蓄やがれき等の仮置き場の確保についてあらかじめ調

整を行う。また、県が管理する道路以外の道路の損傷を確認した場合は、各道路管理者に復旧

を要請する。 

   避難者は、避難時に使用している道路の損傷や撤去が必要な車両等を見つけた際は、道路管

理者、市及び県にその旨を連絡する。 

 イ 降雪時における避難経路の確保 

   県は、除雪計画に基づき、凍結防止剤の散布や除雪車による除雪作業を実施するとともに、

県が管理する道路以外の道路については、各道路管理者に除雪を要請し、避難経路を確保する。 

 

(6) 避難所 

ア 避難施設の指定 

   (ｱ) 避難所 

県及び市町村は、一定の要件を備えた施設を避難施設としてあらかじめ指定し確保する。 

指定に当たっては、市町村の地域防災計画及び国民保護計画で指定された避難施設を活用

する。 

県は、避難先として指定した避難者の施設状況や周辺生活情報の地誌資料を整備する。 

(ｲ) コンクリート屋内退避施設 

米子市及び境港市は、コンクリート屋内退避施設の整備（指定）を行う。 

県は、早期の避難が困難な住民等が一時的に退避できる施設の整備を支援する。 

   (ｳ) 放射線防護対策施設 

放射線防護対策を実施した施設等については、屋内退避の可能期間を考慮した上で、他の

施設等からの受け入れや避難又は他の施設への転院等を判断するものとする。 

放射線防護対策施設の管理者は、原子力災害を考慮し、７日間の食糧、燃料等の備蓄及び

補給方法を検討しておく。また、県は、必要とされる食糧、燃料等の備蓄に対する支援を行

う。 

なお、屋内退避を継続するにあたり備蓄食糧・燃料等の不足が見込まれる場合、県が物資

の補給を行う。 

名 称 住 所 
鳥取県済生会境港総合病院 境港地米川町 44 
社会福祉法人しらゆり会 光洋の里 境港市渡町 2480 
医療法人・社会福祉法人真誠会 弓浜ホスピタウン 米子市大崎 1511-1 
医療法人真誠会 ゆうとぴあ 米子市河崎 581-3 
 

イ 避難施設の開設運営 

   (ｱ) 開設 

避難先地域の市町村は、あらかじめ定めた計画、又は災対法に基づく要避難地域市町村あ

るいは、知事との協議により、避難所を開設運営する。 

避難先地域の避難施設のうち、県有施設の避難所については、県が開設運営する。 

   (ｲ) 運営 

要避難地域の市町村職員は、避難先地域の市町村および県が開設運営する避難所の運営に

協力する。 

避難所の運営は、当初、避難先地域の職員等で行い、その後、速やかに自治会等の支援団

体の運営及び避難住民の自主運営に移行する。 

避難所の食事は、当初、弁当等の加工食品を主体とするが、その後、県の計画に基づき温
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食に移行する。 

(ｳ) 衛生管理 

避難所の開設者は、避難所の衛生管理を行う。県は、避難者の衛生管理の指導、支援を行

う。 

   (ｴ) 健康管理 

避難所の開設者は、必要に応じて、避難所に救護所を開設する。 

   (ｵ) 家庭動物（ペット）の避難 

避難所の開設者は、避難所に家庭動物（ペット）収容のためのスペースを確保する。 

家庭動物（ペット）の収容スペースの管理運営は、避難住民自らが行うことを基本とする。 

県は、家庭動物（ペット）の健康管理のため、獣医師による巡回指導体制を確立する。 

(ｶ) 別紙７「広域避難所運営計画」 

ウ 福祉避難所の設置 

 避難先市町村は、要配慮者等の避難のため、福祉避難所をあらかじめ指定し、必要に応じて、

旅館、ホテル等の施設利用を検討する。 

 

(7) 仮設住宅等 

  ア 方針 

県及び要避難地域市町村は、避難所の早期解消を図るため、避難住民の仮設住宅等への入居

開始は、避難開始後１か月をめどとし、完了は概ね６か月以内を目標とする。 

イ 仮設住宅 

要避難地域市町村は、県および避難先地域市町村と連携し、速やかに建設用地を確保し、早

期に仮設住宅の建設を着工する。 

  ウ 恒久避難住宅 

避難所と仮設住宅の早期解消を図ることを目的とする。 

県及び市町村は、賃貸住宅、公営住宅等を確保し、必要に応じて住宅取得制度を整備する。 

  エ 旅館・ホテル 

    県及び市は、必要に応じて旅館・ホテル等を避難所としての借り上げ、要配慮者等の避難者

に提供する。 

 

(8) 応援、受援 

ア 職員の派遣とあっせん 

(ｱ) 職員の動員 

県は、動員計画に基づき、必要な災害対策要員を動員する。 

この際、業務の継続性のため、ローテーションに考慮する。 

(ｲ) 職員の派遣（自治法 252 の 17） 

ａ 市町村への職員の派遣（自治法 252 の 17） 

市町村等からの派遣要請により、必要な職員を派遣 

ｂ 指定行政機関等への職員の派遣要請（自治法 252 の 17） 

専門職員の不足に際しては、指定行政機関等に対し、職員の応援派遣を要請 

ｃ 派遣者の宿舎等を確保 

(ｳ) 関係機関との相互派遣協定等の整備 

   (ｴ) 職員の安全の確保（被ばく管理） 

(ｵ) 職員の安否確認 

(ｶ) 職員の健康管理 

イ 応援要請等 

   (ｱ) 方針 

被害が甚大で独自では対応できないと判断されるときは速やかに、国、自衛隊、海上保安

庁、他の都道府県及び消防機関等へ応援を要請する。 

(ｲ) 専門家の派遣要請等 

ａ 鳥取県原子力安全顧問を招集する。 
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ｂ 技術的助言を得るため、専門家の派遣を国に要請する（原災法第 10条に基づく）。 

ｃ 事態を把握するため、専門的職員を国に要請する（原災法第 10条に基づく）。 

(ｳ) 自衛隊（災害派遣等）  

ａ 派遣の要請 

知事は、防護措置を円滑に実施する必要があると認めるとき、もしくは市町村長からの

派遣の要請の求めがあった場合は、自衛隊の部隊等の長に対し、災害派遣を要請する。 

ｂ 活動内容 

緊急時モニタリング支援、被害状況の把握（被害収集活動）、避難の支援、行方不明者

等の捜索救助、消防活動（消防機関に協力）、応急医療・救護、人員及び物資の緊急輸送、

危険物の保安及び除去、その他 

(ｴ) 第八管区海上保安本部（境海上保安部） 

  住民の避難にあたり必要な場合には、次の活動について第八管区海上保安本部に要請する。 

ａ 海上における緊急時モニタリングの支援 

ｂ 緊急輸送のための交通の確保及び緊急輸送活動 

ｃ 救助及び救急活動 

   (ｵ) 他の都道府県への応援要求 

ａ 他の都道府県知事への応援要求 

知事は、必要があると認めるときは、他の都道府県知事等に対して応援を求める。防護

措置は、県単独での対応は困難で、広域的な連携が必要と予想されるため、知事は、他の

都道府県と応援協定等を結び、日頃から連携する。 

知事は、独自では充分な応急措置が実施できない場合は、近隣県に応援を求めるものと

し、さらにそれだけでは充分な応急措置が実施できない場合は、他ブロック都道府県に応

援を求める。 

ｂ 他の都道府県との連絡調整 

知事は、避難・救援に要する車両、物資、資機材等について、他都道府県知事に対する

要請準備と事前連絡を行う。 

また、県外への避難の指示を受けた場合に直ちに避難を行うことができるよう、情報収

集、連絡調整を行う。 

(ｶ) 指定（地方）公共機関への要請 

ａ 措置要請 

県は、防護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定（地方）

公共機関に対し必要な要請を行う。 

ｂ 応援 

知事は、指定（地方）公共機関から、その業務に係る防護措置を実施するため、①労務、

②施設、③設備、④物資の確保について応援を求められたときは、応援する。 

ｃ 応援の求め 

知事は、防護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があるときは、その業務に係る国

の防護措置の実施に関し、必要な人的、物的な要請を行う。 

(ｷ) 中国電力 

    中国電力は、県の実施する緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、 

原子力事業者防災業務計画に基づき、県の災害対策本部等への連絡要員の派遣、環境放射線

モニタリング・汚染検査・汚染除去、周辺住民に対する避難・誘導等に対する防災要員等の

派遣、原子力防災資機材の貸与、その他必要な措置を講じる。 

ウ 市町村への応援 

(ｱ) 市町村への応援 

知事は、市町村長等から人的応援や物資及び資材の供給要請があった場合には、速やかに

調査のうえ必要に応じ人的、物的応援を行う。 

(ｲ) 境港市役所の機能移転 

また、知事は、境港市長から市役所機能の移転について要請があった場合には、鳥取県庁

講堂で受け入れを行うとともに市役所の行政機能等の継続に必要な支援を行う。なお、避難
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が長期にわたる場合は、恒久的な仮設移転先の確保を支援する。 

エ 応援協定の整備 

知事は、防護措置を総合的に推進するため、防災の協定に準じ、応援協定を結び、平素から、

関係機関との連携を確保する。 

  オ 支援の受入れ 

県は、鳥取県社会福祉協議会、日本赤十字社等ボランティア受入機関と連携しながら、ボラ

ンティア、ＮＰＯ等の支援を受け入れる。この際、ボランティアの被ばく管理に留意する。 

カ 別紙８「動員計画」 

 

 (9) 応急教育 

要避難地域の教育委員会は、避難先地域で応急教育を実施する。 

この際、県教育委員会及び避難先教育委員会は、応急教育の実施を支援する。また、私立学校

等の応急教育は、公立の学校に準ずるものとする。 

 

(10) 安否確認 

避難等の措置を実施する市町村長は、避難先市町村及び県の協力を得て、避難住民の安否確認

と安否情報の提供を行う。 

 

(11) 警備 

警察は、関係機関と連携し、治安の確保を行い、犯罪防止を図る。 

住民等の屋内退避、避難誘導等の防護活動及び避難実施状況の把握、緊急事態応急対策実施区

域及びその周辺の警備・防犯活動、社会秩序の維持、避難所の警備、緊急交通路の確保等を行う。 

 

(12) 広報・情報伝達 

ア 方針 

県は、広報に関する国等との役割分担に基づき、避難指示、緊急事態、災害の概要、県が実

施する防災活動の内容等について、関係機関を通じた情報伝達、地元報道機関、インターネッ

ト等の多様なメディア等を駆使して、正確かつ、わかりやすい内容で迅速に広報する。 

この際、要避難地域の住民に対する避難指示の確実な伝達、状況の推移とそれに応じた住民

の情報ニーズへの対応、要配慮者等及び一時滞在者に十分な配慮を行う。また、避難中の住民

に対して、必要な情報（空間放射線量、避難所情報等）などの各種情報を提供する。 

なお、広報活動の際には、外国人にもわかりやすい平易な日本語の使用や外国語への自動翻

訳を前提として表現を使用するとともに、音声読み上げ機能による視覚障がい者等への情報伝

達にも配慮する。 

イ 情報伝達・広報の役割分担 

ＯＦＣ 

・緊急事態の発生に係る事項、防災対策の重要事項について、テレビ、ラジオ 

等の多様な報道手段を通じて県外の住民も含めて広範囲に広報する。 

・緊急時モニタリング情報の公開 

ＥＭＣ 
・緊急時モニタリングを実施し、モニタリング結果については、関係機関等と

モニタリング情報共有システムにより情報共有を実施する。 

県 

・緊急事態、災害の概要、県が実施する防災活動等について、情報伝達すると

もに、地元報道機関、インターネット等の多様な広報手段を通じて県民に広

報する。 

・ＯＦＣ所管外の情報（避難生活に関連する情報等）を広報する。このうち、

共通内容については、県で作成し、市町村等に広報を依頼する。 

市町村 

・緊急事態、災害の概要、モニタリング結果、今後の予測、市町村が実施する

防災活動の内容、住民のとるべき措置、注意事項について、サイレン、防災

行政無線、広報車等を通じて住民に広報する。 

・ＯＦＣ所管外の情報（避難生活に関連する情報等）を広報する。 
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ウ 住民への情報提供 

県は、オフサイトセンターで情報の集約や整理を行い、周辺住民、報道関係者等に的確に情

報を提供する。 

広報・報道担当者を明確にし、対外的に情報の一元的窓口を設置する。 

関係機関と役割分担を行い、重層的かつ漏れのない広報を実施する。 

屋内退避や避難の指示など重要なものについては確実に伝達できる体制や機器を整備する。 

エ 広報体制の整備 

(ｱ) 情報の収集 

県は、国、島根県、市町村及び防災関係機関等と連携し、災害・避難、対応状況及び対応

方針等に関する情報を収集・整理し、県各部局と情報共有する。 

(ｲ) 情報の発信 

災害対応のフェーズや場所等に応じた具体的な内容を整理する。 

県は、原子力災害の影響は五感に感じられないなどの特殊性を勘案し、避難時における住

民等の心理的動揺や混乱を防ぎ、円滑な避難行動に繋げるため、住民等に対して災害・避難、

対応状況及び対応方針等に関する広報を行う。 

   (ｳ) 広報手段 

ホームページ（携帯電話でも利用可能）、緊急速報メール、あんしんトリピーメール、ツ

イッター、原子力防災アプリ等により行うとともに、テレビやラジオ、新聞などの放送事業

者、通信社、新聞社等の報道機関の協力を得ながら行う。 

避難中の住民に対しても、道路標示板、ラジオ、原子力防災アプリ、避難支援ポイント等

で情報提供を行うとともに速報性を有しない避難生活関連情報等の提供については、新聞を

活用した広報を行う。 

また、広域避難所の管理者は、避難所にいる避難住民への広報（情報提供）を行う。 

   (ｴ) 複合災害における強靱な情報伝達体制の確保 

・広報対象に応じた広報手段の採用 

・情報伝達手段の複層化 

・平素の情報伝達手段の活用 

オ 別紙９「広報・情報伝達計画」 

 

(13) 問い合わせ窓口の開設 

ア 方針 

県は、災害対策本部にワンストップの問い合わせに対する相談窓口を早期に開設し、住民の

不安解消と早期の生活再建を図る。 

  イ 実施要領 

 専用ホームページを開設し、予想される相談内容に対する情報の提供と、相談内容に応じた

相談窓口の情報提供により、早期の相談の解決と、相談窓口の混雑の解消を図る。 

 あらかじめ相談内容に対するＱ＆Ａ集を準備するとともに、日々の相談内容を分析し、Ｑ＆

Ａ集を充実させる。 

 技術的事項の解説等については、専門家で対応できるよう、転送先の確保とその機能を整備

する。 

 臨時電話の増設と専用ダイヤルを開設する。 

  ウ 相談窓口の種類 

(ｱ) 総合相談 

(ｲ) 事故等に関する情報 

 ａ 事故の発生日時及び概要 ｂ 事故の状況と今後の予測 

 ｃ 原子力発電所における対応状況 

 ｄ 行政機関の対応状況 

 ｅ 住民等がとるべき行動 

 ｆ 避難対象区域及び屋内退避区域 

(ｳ) 住宅全般 
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(ｴ) 放射線 

(ｵ) 原子力損害賠償等 

(ｶ) 住宅 

(ｷ) 生活資金 

(ｸ) 農林水産業 

(ｹ) 経営･労働 

(ｺ) 学校、教育 

(ｻ) 医療 

(ｼ) 健康や育児･母乳 

(ｽ) ボランティア 

(ｾ) 行方不明者 

(ｿ) 安否情報の問い合わせ 

 

(14) 損害賠償 

県は、関係機関と連携し、損害賠償の迅速な実施に対する要望、原子力損害賠償等に関する

相談窓口を設置等、被災者が行う損害賠償を間接的に支援する。 

 

(15) 会計等 

ア 会計 

(ｱ) 防護措置の実施に要する費用の出納及び物品の購入については、会計規則及び物品事務取

扱規則に基づき迅速に事務処理を行う。 

 (ｲ) 緊急時の支払手続き等については、あらかじめ検討する。 

イ 公的徴収金の減免措置 

(ｱ) 被災者に対する県税の徴収猶予及び減免の措置 

県は、避難住民等の負担軽減のため、法律及び条例の定めるところにより、県税に関する

申告、申請及び請求等の書類、納付または納入に関する期間の延期並びに県税(延滞金を含

む)の徴収猶予及び減免の措置を災害の状況に応じて実施する。 

(ｲ) その他必要な措置 

ａ 鳥取県行政財産使用料条例第３条及び鳥取県公有財産事務取扱規則第 12 条関係 

ｂ 鳥取県公有財産事務取扱規則第 14 条及び普通財産（土地及び建物）貸付料算定基準第

８条関係 

(ｳ) 県の所有に属する財産の使用許可・貸付等 

  ウ 義援金、義援物資の受入れ 

  エ 物価の監視 

 

(16) 安全管理 

   ア 防災業務関係者の安全管理 

     県は、防災対策に従事する防災業務関係者等の安全管理を行うとともに県職員の被ばく管理

を適切に行う。 

※参考 人事院規則 10-5（放射線防護に係る指標） 

 

区分等 

災害応急対策活動及び災害復旧

活動を実施する場合 

放射線障害を防止する

ための緊急を要する作

業に従事する場合 

実効線量 

① ５年間 100mSv  

100mSv ② １年間 50mSv 

③ ３か月（女性） 5mSv 

④ 妊娠中の女性

（内部被ばく） 

1mSv － 

 眼の水晶体 １年間 150mSv 300mSv 
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等価線量 皮膚 １年間 500mSv 1Sv 

腹部表面 妊娠中の女性 2mSv － 

    

   イ 運送事業者等の運転手等の被ばく管理 

     県は、運送事業者に対して避難住民の輸送を求める場合、運転手等の安全確保に配慮するも

のとする。そのため、緊急時モニタリングの結果に基づき、輸送業務の実施による追加的な被

ばく線量の予測を行い、それが１mSv を下回ることをあらかじめ確認する。また、運送事業者

は、運転手等の被ばく線量が年間１mSv（実効線量）を越えないよう管理するものとする。 

    県は、運転手等の防護措置に必要な資機材（防護服、手袋、靴カバー、防塵マスク、個人線

量計、安定ヨウ素剤（予防服用））を整備するとともにあらかじめ定めた方法により運送事業

者に配布を行う。 

    また、県は、平時よりこれら資機材の使用方法等に関する研修会等を開催する。 
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５ 避難実施体制 

 (1) 危機管理体制 

ア 災害警戒本部 

島根原子力発電所より、警戒事象発生の通報があった場合等、災害警戒本部及びモニタリン

グ本部（原子力環境センター・西部総合事務所）を設置する。 

イ 災害対策本部の設置等 

(ｱ) 県は、施設敷地緊急事態発生等の通報を受けた場合、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言 

を発出した場合等に、知事を本部長とする災害対策本部を県庁災害対策本部室（第二庁舎３ 

階）に設置する。 

(ｲ) 災害対策本部の下部組織等の設置 

災害対策本部が設置された場合、災害対策本部事務局に原子力班を設置する。 

県は、国によるＥＭＣの立上げに協力するとともに、職員を派遣するものとする。 

医療救護対策本部及び要配慮者等対策本部を災害対策本部の下部組織として、福祉保健部

に設置する。 

モニタリング本部を災害対策本部の下部組織として、生活環境部（原子力環境センター）

に設置する。 

(ｳ) 現地災害対策本部 

災害対策本部を設置した場合、あわせて西部総合事務所に、副知事を長とする現地災害対

策本部を設置する。 

西部総合事務所長は、現地災害対策本部事務局長（スタッフ）として、現地災害対策本部

長の業務を補佐する。 

   (ｴ) 原子力災害合同対策協議会 

ＯＦＣに原子力災害現地対策本部が設置された場合、統轄監は、原子力災害合同対策協議

会に出席し、原子力緊急事態に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策

について相互に協力する。 

(ｵ) 災害対策本部地方支部 

災害対策本部が設置された場合、中部総合事務所に地方支部を設置する。 

地方支部は、当該管轄における防護措置と避難住民の支援を行う。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｶ) 災害対策本部の編成 
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ウ 国の原子力災害対策本部等との連携 

県は、事故の応急対策の情報の共有、防災対策についての意思決定等を行うため、ＯＦＣに

設置された国の原子力災害現地対策本部及び島根県等の関係機関と原子力合同対策協議会を

通じて連携し、迅速かつ的確な緊急事態応急対策を実施する。 

エ 島根原子力発電所への立入調査（現地確認） 

警戒事態発生の通報等があった場合、島根県と連携し、島根原子力発電所にすみやかに立入

調査（現地確認）のための職員を派遣する。 

まず、鳥取県西部総合事務所より職員を先遣し、同時に本庁（原子力安全対策課）から要員

を派遣する。 

オ ＯＦＣへの要員派遣 

(ｱ) 方針 

警戒事態が発生した場合、ＯＦＣに運営要員を派遣する。また、県の災害対策本部の設置

にあわせて、統轄監をＯＦＣに派遣する。 

(ｲ) 統轄監 

統轄監は、原子力合同対策協議会、現地事故対策連絡会議へ参加し、県の代表として、Ｏ

ＦＣ参加機関との防災対策の協議および総合調整を行う。また、ＯＦＣ内に鳥取県ブースを

設置する。 

このため、統轄監には、これら活動に必要な権限を委任する。 

統轄監は、県連絡員の指揮、県派遣ＯＦＣ要員を監督する。 

統轄監が、ＯＦＣに到着するまでの間は、立ち上げ要員として西部総合事務所から連絡要 

員を派遣する。 

(ｳ) ＯＦＣ運営要員 

本庁各部局及び西部総合事務所より、ＯＦＣ運営要綱にあらかじめ定められた機能グルー 

プに運営要員を派遣する。 

(ｴ) 県ＯＦＣ連絡要員 

本庁各部局及び西部総合事務所より、ＯＦＣ連絡要員を派遣する。ＯＦＣ連絡要員は統轄

監の業務を補佐するとともに県災害対策本部と連携して鳥取県ブースの管理運営を行う。Ｏ

ＦＣ連絡要員は、県災害対策本部に情報を連絡するとともに、ＯＦＣ内の関係機関との調整

を行う。 
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カ 島根県庁へ連絡員の派遣 

警戒事態発生の通報等があり、島根原子力発電所に立入調査（現地確認）のための職員を派

遣する場合、島根県と調整し、島根県庁に連絡員を派遣する。 

 

(2) 通信システム 

ア 方針 

確実な連絡体制及び避難指示等の緊急情報の住民への速報性を確保するため、各種手段によ

り、関係機関等との情報通信ネットワークを構築する。 

イ 通信連絡系統図 

(ｱ) 島根原子力発電所通信連絡網図 

 

(ｲ) 原子力防災ネットワーク図（抜粋） 
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(ｳ) 住民に対する情報伝達系統図 

 
  ウ 通信運用 

対策本部の通信の運用管理は、危機管理局長が統括する。 

原子力緊急事態宣言が発出されたときは、直ちに通信連絡態勢を確保し、本計画に沿って情

報を伝達する。 

県とＯＦＣとの間においては、原子力防災ネットワークシステム、県と市町村、消防局及び

防災関係機関との間においては鳥取県防災行政無線又は地域衛星通信ネットワーク回線を使

用した通信により、情報の伝達及び送受信を行う。 

県は、必要に応じて原子力防災ネットワークシステムと県テレビ会議システムを連携させて 

運用するものとする。他の各部局及び各総合事務所に対しても、県庁内線及び鳥取県防災行政

無線により情報の伝達及び送受信を行う。 

ただし、これらの通信回線が途絶し又は使用不能となった場合は、その他の通信事業者回線

又は非常通信により情報の伝達を行う。 

エ 通信組織の構成、維持、運営 

一般回線が使用できない場合は、以下の通信手段を利用する。 

通信手段 
構成 維持、運営 

通信組織 

原子力防災ネット

ワーク 

原子力災害が発生したときに、

国、県、市町村等の防災関係機関

が連携して迅速かつ的確に応急

対策を行えるようにするため、高

速・大容量の通信回線を利用 

国 

内閣府 

原子力規制庁 

固定型衛星通信シ

ステム 

オフサイトセンター等と県庁間

を結ぶ地上回線が故障した際の

代替通信手段 

専用の衛星通信回線を利用し、電

話・ＦＡＸ並びにＴＶ会議による

通信 

原子力防災ネットワークのバッ

クアップ回線 

 内閣府 

原子力規制庁 
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防災行政無線 県庁、総合事務所、中継所をルー

プ化された多重無線回線で結ぶ

幹線を軸に、中継所と市町村、消

防、県地方機関及び各防災関係機

関が有線で接続された固定 

有線回線並びに中継所と移動端

末局を結ぶ移動系回線により構

成され、通信範囲は県内 

鳥取県と県内各市町村、県内各消

防局及び防災関係機関が協定を

締結し、維持、運営を行っており、

鳥取県がその総括 

鳥取県 

消防防災無線 全国の都道府県と消防庁を結ぶ

無線回線であり、国土交通省の多

重無線網の回線の一部を使用 

鳥取県と消防庁が協定を締結し、

維持、運営 消防庁 

中央防災無線 国各省庁と全国の各都道府県及

び指定公共機関を結ぶ無線回線

であり、国土交通省の多重無線網

の回線の一部及び衛星回線を使

用 

内閣府が維持、運営 

国各省庁 

指定公共機関等 

水防道路無線 全国の各都道府県と国土交通省

を結ぶ無線回線であり、国土交通

省の多重無線網を使用 

鳥取県と国土交通省が協定を締

結し、維持、運営 国土交通省 

地域衛星通信ネッ

トワーク 

宇宙通信株式会社所有の人工衛

星を使った（一財）自治体衛星通

信機構が管理する衛星通信ネッ

トワークであり、（一財）自治体

衛星通信機構との利用契約によ

り通信 

（一財）自治体衛星通信機構が運

営するネットワークに消防庁及

び都道府県が利用契約を締結す

ることによって加入し、ネットワ

ークを構成 

各施設の維持等は宇宙通信株式

会社、（一財）自治体衛星通信機

構、消防庁、都道府県がそれぞれ、

人工衛星、管制局、消防庁局、都

道府県庁局について行っている 

国各省庁 

他都道府県 

非常通信協議会 中央非常通信協議会及び地方非

常通信協議会に加入している、官

公庁及び民間企業団体により構

成され、各機関の自営無線回線を

使用することにより通信 

非常通信協議会加入団体が各自

営無線回線を維持、運営 各加盟機関 

 

オ 非常通信 

(ｱ) 方針 

県は、通信輻輳により生ずる混乱等の対策のため、必要に応じ、通信運用の指揮要員等を

避難先地域等に配置し、自ら運用する無線局等の通信統制等を行うなど通信を確保するため

の措置を講ずるよう努める。 

特に緊急を要するときは、次による非常通信制度を利用する。 

(ｲ) 加入電話または電報（公衆通信設備）の優先利用 

(ｳ) その他の通信設備の利用 

ａ 緊急を要する場合 

警察事務設備、消防事務設備、水防事務設備、航空保安事務設備、海上保安部事務設備、

気象業務設備、鉄道事業設備、軌道事業設備、電気事業設備、鉱業設備、放送要請 

          （その他、自衛隊に協力を要請する。） 

ｂ 放送要請 

住民へ情報を速達させるため、放送協定に基づき、放送事業者に対して放送要請を行う。 
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(ｴ) 移動通信機器等の借受 

ａ 県は、必要に応じ「移動通信機器」及び「移動電源車」の借受申請を中国総合通信局に

対して行い、貸与を受ける。 

ｂ 機器の種類 

 ・移動無線機（簡易無線機等） 


